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まえがき

この資料は、各国立大学から当協会に寄せられた中央教育審議

会第２６特別委員会の「高等教育の改革に関する基本構想試案

（中間報告）」に対する意見を、それぞれの大学の了承を得て収

録し、今後における大学問題検討の参考に供しようとするもので

あります。

ここに収録した意見のほかに、目下各大学において検討中のも

のもあると思われますが、この資料の発行時期等の関係で、５月

５１日までに当協会に到着したもので打ち切ったことをお断わり

しておきます。

なお、別に参考資料として．さきに当協会大学運営協議会の研

究部会で作成した「高等教育の改革に関する基本構想試案（中間

報告）の問題点」も未定稿ではありますが、〔附〕として収録い

たしました。

昭和４５年４月

国立大学協会事務局
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北海道大学

Ｉ Ｏ学長堀内；犀郎

(注）.本意見I蕊北海道大学の意見を集約したものではなく、学長個人の私見

として発表したものである。

標題の中間報告を以下「中間報告」と記す。

今日の大学の欠陥。弱点のうち正しく指摘されているものもあるが、「中

間報告」ぼ基調においてわれわれの到底納得し得ないものである。教育基本
一．串.．

法には一切触れず、：昭和３９年８月文部省教育白書（以下「教育白露」と記

十。）さえ棚上げしている｡，約言すれば教育と研究との関係の捉えかたには

極めて表面的であり(1)、大学の自主的な努力を調いながら公権力依存型秩序

の温存強化に蝉びく案と、それにつながる大学の類別が提言されており、（、

根本的是正には文教予算の画期的増額が必須である場合でもそれには触れら

れずに安上がりな枝葉末節の対策が提案されていろ。（Ⅲ３，mｂ、ｍｃ、

、。）、（高等教育機関が「中間報告」の通り〃たったら、高等教育機関を

世界征服を目指十軍事力に狙いをつけて統制したナチ・ドイツが狙いもしなか

った分野からの発見によって軍事的にも敗れた愚を繰返すことになろう。

以下Ｌｕ等の各項目の下忙このことを説明十る゜

Ｉ研究ｂ教育の分離強調について．

「中間報告」は研究・教育の一体不可分を単に「伝統的」と捉え、両者の

要請を「相異った要請」とし、研究と教育との間の緊密な有機的関係を無視

して「社会的要請」に対十る近視眼的対応を提言している。

人類文化は発明・発見の歴史的;な積訟上げておる。教育は人類文化の系統

発生を、学生・生徒の生存期間に見合う短期間に個体発生として繰り返させ

る過程である。したがへて教育は単７k:ろ知識の注入で"なく福〈沢諭吉の所謂発

明の連続を誘導することである。誘導された「発明」が本当の理解であって．

…－１－
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言葉だけの表面的な理解・記憶やそれの機械的な復舗は入試に役立弍元も、
〔注．そのようなものが役立つような入試は改められなければならぬ。、。
参照〕知識の創造・開拓をする人間の教育にはならぬ。被教育者の「発明」
が相次いで誘発されて文化の系統発生が彼の個体発生によって繰り返される
ようにするためには、まず教育者によって認識篭的に正確な知識の体系付け
がなされなければならぬ。これが研究である。研究によって体系付けられる

個々の知識がすべて既知である場合、見出された体系が如何に優れたもので
お￣ても、一般的にはあまり知られないだろうが、その体系が未知なものを

含むとき、未知の予言として知られ易い。したがっていずれも新境地の開拓
でありながら、前者は初中等教育において、後者は高等教育において、それ

それ多く現われるものである。したが-うて研究と教育の有機的関係左追跡す
るのは、専門の教育学者は別として、一般的には後者の場合の方が容易であ
ろう。

その場合．優れた開拓者・研究者が優れたｉｎｓｐｉｒｉｎｇｔｅａｃｈｅｒになり、

後進に「発明」の基盤を与えて優れた開拓者・研究者に仕上げることはよく

知られている。「教育白書」（１０７頁）のいうように「大学の研究活動が
活発に行われ、学術の水準を高めようとする創造的意欲が烈々と燃やされて
いるとき、始めてその学問的水準の高さと研究意欲の熱情がかもし出す純粋

な学問的雰囲気が、期待された高等教育の成果を生み出すものだからであるＪ

先進の学問的水準が後進に「遡伝」することは生物における形質遺伝とよく

似ている。一方後進は未経験ながら慣行に埋没しない新鮮な感覚をもって先
進の体'系を批判し、それがしばしば体系の是正･発展の契機を与えること、

つまり教えることは教わることであることは、オブれわれが親しく経験して来
たことである。先進すなわち研究者が彼の個体の生命を超えて開拓が永続発

展することを熱望十るのば勿論であるが、そのためには後進の育成は不可欠

であって､後進が円滑に入って来ない純研究機関の研究の発展は深刻な困難

に直面するのが通例である。この有機的関係が研究･教育の一体不可分を形
－２－
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づくる。

しかし現実において研究と教育のこのような一体不可分であるべきことが．

かなり不完全なものになっている。無計画な急激な拡大によって来るマスプ

ロの圧力により、教育は一方交通の知識の注入の「教育」忙追詰められてい

る。蓄音器の音盤吹込みのように、言葉だけの知識の注入ではなく、積極的

な知識の創造、体系を開拓する能力を身につけさせるためには、少人数の演

習。討論によらねばならぬが、マスプロはその道を閉ざすことになるからで

ある。高等教育ばかりではない。、。に述べるように、この破綻は入試を通

じて初・中教育に伝播している。大学教育においても最も基礎的な、最も大

切な教養部の授業では、特にマスプロの被害が大きく､演習ゼミに参加し得

るのはほんの一部の学生に過ぎない。この授業形態は現在の教養生とほぼ同

じ年令の学生に施された旧制高校の教育に較べて適かに劣るものである。

一方わが国の自然科学関係の論文は、その総数において世界有数である。

しかしその質においては優れたものもあるが、研究という名に値しないもの

もかなりある。海外に送られるそれら「論文」のかなりの部分が彼の地では

紙屑（Ｔｒａｓｈ）といわれているくらい定ある,､我が国に優れた研究もありながら､そ

れに混って海外まで恥をさらしに行く儲文|が作られるのは論文の数ｶ$kで評価される

資格審査にl典それでも結構役立つからであろう｡言葉だけの表面的な理解記憶とそ

れの機械的な復踊との「教育」が入試には役立つようなものである。地位獲得のた

めに「論文」を製造十る「研究者」は教育に対する熱情を持ち得ない。後進

が将来育っても育たなくても彼の地位に拘わりないからである。このような

「研究」と「教育」との間〃は何らの有機的関係もない別々の労役である。

この現象を研究・教育の分裂と云っておこう。

「中間報告」は「講義による体系的学理の教授は放送・ＶＴＲその他の教

育工学的方法を稲極的に活用してその衝的な水準の向上と効率化を図ろ」と

いうが、「教育工学的方法」によって同じ講義を聴く学生の数は殖やせても、

教育の「質的水準の向上」はあり得ないし、「中間報告」のいわゆる「少人

-３－
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数ごとの演習・実験・実習などを増強し、講義内容の消化と実際的な応用能

力の増進をはかる」という手続きは「発明」の個体発生的な繰り返しでなく
Ｊ‘'.．（

て、－－方交通の授業の延長と企業等の機構の「部品」としてなじませる工程
ＪＪＭ゛ｉ

としか受け取られないからである｡こうして出来上った「部品」ｌま近代化．

合理化システムの中ですり減らされ、使い捨てられていく。人間疎外がかく

して必然的結果として生じてくる。

このように分裂した「研究」・「教育」は「中間報告」のいわゆる研究・

教育にビックリ当てはまる。「中間報告」のいうように「研究」と「教育」

の要請は「相異った要請」であろうし、「ともすれば研究面陀関心を払って

教育指導への努力を最小限に留めようとする傾向を生じやすく」なるであろ

うし、判定困難な「教育者としての適格性よりも」「論文Ｊの数量で測られ

る「研究業績を重んじる風潮」も当然おこるであろう。「中間報告」の所謂

研究・教育を分裂じた「研究」・「教育」と読み替えれば提言された「役割

の分担」の理由も一応は理解されるが、それが実行されたとしても「研究」

．「教育」の不毛な「交通整理」に過ぎないものとなろうｂしたがって、根
；.△｡．●

本的にこの分裂その１Ｍ､を分析して．その対策を講じなくてはならない。

分裂の遠因は海外の科学技術の受け入れに急であった明治大正時代、やむ
Ｃｏ９ｐ

を得なかへたとはいえ、受動的な知識の受け入れが重視され、積極的な知識
■･河

の創造・知識の体系の開拓に対する自らの能力を蔑視十る劣等感が根強かつ
1.8＿

たことにある。昭和に入ってからこの劣等感を払拭する研究業績が段々と現

われるようになったにもかかわらず、新制大学発足以来この不幸な傾向はマ
､７J.･

スプロによって拍車をかけられて､、ろ。この不幸な傾向から立ち直る根本対

策を講じようとせず、「中間報告」のいうよ雫うな「研究」と『教育」の「交

通整理」などに終始するならば、現在残されているよさをも失う結果となり、

日本の科学技術の対外（とりわけ対米）従風は￣層強められ、それだけわが

国独立の精神的物質的基盤は弱められる結果となろう。

この病弊を是正十る変革ははなはだ困難である。明治以来の「教:青」によ

-4-



って、分裂した「研究」・「教育」に対する認識不足と文化的従属性は、大

、零人を含む「学識経験者」から政治家・官僚にまで根強く鯵透しているから

だ:ある。しかしこの困難な変革は必ず達成されなければならぬ。それでなげ

れば民族の真の独立はあり得ない。そめ原動力は民族の存在価値を象徴する

文化だからである。

、この変革の根木対策はわが国に人材を増すこと上、文教予算の画期的増大

に:よる教育施設の拡充にある。人材方増すにはまず頭脳流出防止の適時適切

一な施策群することと、海外からの人材輸入に努めることである。「中間報告」

のいうように「すぐれﾌﾞﾋﾆ外国人を正式の教員にできないことも問題である」

ぐらいで片付けてはならない。出来なければ出来為ようにしなければならぬ。

前世紀のドイ:ツや今世紀のアメリカの自然科学がこの「接木」随よって．そ

れぞれ－世紀または半世紀ならずして世界の最高水準に達したこと．しかも

何れも優秀科学者を輸入したというだけでばなくもその優秀な「穂」は土地

の人に「遺伝」して文化の華を.咲かせていることに注目しなければならぬ。

これが達成されてわが国の学問的水準が向上すれば「教育」と「研究」の

分裂も自然に消滅する。教育は本来の姿に立ちかえり、恥さらしな「研究」

は容易にその正体をあらわすようになるからである。そうなって始めて教育

工学による教育の拡大は有効な役割を果たし得る。
。

Ⅲ管理体制の合理化について盃￣．

「中間報告」は「教育・研究活動は、本来、その当事者の創意が尊重せら

れるべきものであり」｢学術の教授と研究を重要な使命とする高等教育機関

脈おいては、その研究と教育の活動を自主的に行なうための制度的な保障が

必要である」といいながら、そのために公権力を排除することはかえって自

主性を損なうと主張し、大学の管理機関に「学外の有識者を加えること」を

、強調している。このような提言をする中教審は公権力の介入が１７世紀前後

の大学の暗黒時代才もたらし、その歴史的教訓がＦｕｌｌｓｕｐｐｏｒｔｂｕｔｎｏ

ｃｏｎｔｒｏｌ『の原則に確立された史実を如何に;理解しているのか？この歴史
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的教訓は半世紀前ナチ・ドイツの公権力が左翼的空文句を弄して革命を呼号す

る暴力学生を泳がせてこれを先鋒とし、大学を解体して科学を国防科学に統

制した結果、その国防科学自体が破綻し、ヒトラーなして「たった一人の発

明がドイツ、作戦ぞ無力にした」と嘆かせた事によってさらに確証されてい

る。狙い考付けた国防科学の畑には蒔かれなかった種がｎｏｃｏｎｔｒｏｌの科学
の畑に生え育ったのであって、公権力の介入が大学の暗黒時代をつくり出し

た史実のナチ版である。

今日の大学が規模の巨大化と内容の複雑化により管理上大きな困難に直面

していることは認めなくてはならない。しかし大学の目的とする研究・教育

が一般行政機関の業務と全く異質なことを知れば、管理は日本学術会議の

「大学問題についての中間報告草案」におるように、「直接研究・教育〃た

ずさわる構成員によって基本的に決定きるべき」それの内容の「実施を助け
ること」にあることも認めなくてはならない。したがってこの困難は基本的

には研究・教育〃直接たずさわる自治組織相互、並びにこれらを「助ける」

事務機構との間の公正な忌揮なき相互批判による自律的な相互制御によって

解決される。特定構成要素の独善独走忙陥いったり、不当な支配に服したり

することはこうして防がれるからである。上記相互制御のうち、歴史的にそ

の有効性が証明されておりながらわが国にI土殆んど欠けている学生（院生を

含む）の大学・教員・学課に対する選択の自由ば特に確立されなければなら

ない。選択の自由はこの相互制御系における学生から教官へのｆｅｅｄｂａｃｋ

となって「教育・研究活動の停滞が生じることや「大学の内部的な衰退」を

防止してきたからである。

「中間報告」のいう「学長を中心とする中枢的な管理機関にじゅうぶんな

指導性を発揮させること」が学長の権限強化を意味するならば、その権限強

化は自治組織の権限吸上げでなく、むしろ現在設愚者が持っている法令上・

予算上の権限を委譲してＦｕｌｌｓｕＰｐｏｒｔｂｕｔｎｏｃｏｎｔｒｏＩに近づける方

向になされなければならない。

－６－



「中間報告」の提示する６種の類別は大学の理念から導かれたものでない

全くの天下りでふる。天下りの類別による格付けは一方脈おいて特権肺安住

する傾向と自棄を生み、他方昇格を求める大学間の過当競争を惹き起して公

権力の大学支配に道を開くものである。しかし学生間に能力差がおり、大学

間に地方的特色がありえる以上、大学の多様化は自然でありむしろ望ましい

ことである。しかしそのような多様化はそれぞれの大学の研究・教育活動を、

通しておのずから生ずるものであって､公権力によってつくＭ１される制度

的格差で齢へてはならない。

Ⅲａ教育課程の改善方向

「一般教育科目の履習を……専門教育とI犬別個に前期で集中的に履修させ

たこと」嫁事実であって、しかもそうしなければならない教育的理由は新制

大学発足当時にも現在にもない。新制大学発足当時、旧制高等学校、専門学

校、師範学校等が大学に合併せられ、前者が一般教育を担当し、しかも前者

の所在地が大学の所在地を離れている場合が多かったために便宜的にそうな

ったものである。このように研究・教育に根拠を持たない「別個に前期で集

中的に履修」させることを廃止して一般教育科目の教育を「それぞれの専門

教育の中に統合する」のもやり方によってはよいことと思う。

しかしそれだけでは講座制と学課目制とが並置されている大学の困難は解

決しない。一般教育はそれ自身としてもまた専門教育の基礎としても大学教

育のうちの最も大切なものである。したがって一般教育には大学教官中最も

達識な経験に富んだ者が当るべきであることは可先進諸国の例に徴するまで

もなく明らかなことであるが、学科目制の教官は研究費のみならず旅費に至

るまで講座制の教官に較べて低い単価配分を受けている。このことも|日制高

校、専門学校、師範学校等を大学に併合して前者の教官芝大学教官とした当

時の痕跡であろう。しかも教養部では全学教官のわずか１割の教官が全学生

の半分もの学生の教育に当り、したがって前述のように教養部は全学中マス

プロ授業の被害を最もばなはだし<受けている。講座制教官と学課自制の教
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宮の差別撤廃ならびに教養部教官の墳員は急務である。この根本を改めずに
｡､？".

教育課程の並べ替えをやっても教養部したがって大学の使命達成は望まれた
．；ゴー;，

い◎
８．６？：

mｂ大学院のあり方

教育が高度になる程教育の形憾協力研究に近付いていくから．大学;院を

研究所のいくつかに置くということは正しい。しかし．従来の大学院におい
．↓Ｉ

てIま予算}まいうに足らないほどわずかな額であり、個有の事務機構も無けれ
,（..

.』、

ぱ施設もない状態である。止tfをえず学部並びに副次的に研究所に寄生して

いるのが現状である。

大学院についてはこの点方改めるのが最重要なことである。

mｃ学生の生活環境の改善充実

「中間報告」には「学寮は本来教育的施設であり、できるだけその本来の

趣旨を生かすように維持経営に改善を加えることが望ましい。しかし、とく

に近年、そのことが困難な状況も見られるので」とあるが、困難な状況なる

ものは、〔説明〕によれば、「学寮が単なる厚生施設として扱われる」こと

と、「学生集団の特殊な意識にもとづく自治活動」どである。第一の「困難
一'+・ふ

な状況」は希望者をすべて収容しうる学寮を国が建てないために、経済的に

不適な学生から優先的に収容しなければならないことから来る止むなえない

事情であり、第二の「困難な状況」は負担区分のような透徹しない条件を独

善的に押付けることに起因する。〔説明〕によれば、〔それに代る方策〕と

して「組織的、計画的な合宿セミナー」が示唆されているが５それによって

学寮を代替するとすれば学生の教育、厚生施設として重要な役割を担う学寮

が失なわれ学生の自治意識の生長に重大な支障を生ずる。
､◆eも●

第一の「困難な状況」は希望者をすべて収容しうる学寮を建蕊すれば解決

するであろうし軍「学生集団の特殊な意識にもとづく自治活動」の困難も正

面から取り組んで解決すべきものであって「中間報者」のように学寮を病巣
ｒ

と見てこれを他のものにすり替えるようなことをすべきではなL､。
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Ⅲ。大学入学者選抜制度内改善の方向

標題について「中間報告」のいうよりもさらに大切なことは学生の積極的

な知識体系創造能力の可能性脈エって彼等を選抜することである。そのよう

な選抜は機械的操作では不可龍であって、高い知性により多大の時間と労力

を費してはじめて行なわれうるものであぁ。現在大学入試には一期枚と二期

枚とあり、受験生が一期校の入試結果を知って二期枝の試験に応じられるよ

うにし、しかも二期枚の発表期日が遅くとも４月１０日と限られているため

に、選抜に使える期間は旧制高校の入試の場合の半分もない。この期間に上

記のような選抜を完遂することは、人間の寵力を越えるものである。一方時

間と労力を最も要しない選抜方法は記憶テストであるが、１０間のうち８問

の答えを覚えていれば８０点の評点をつけ、評点総和を比較して選抜＋ろぐ

らいのことなら電算機で一瞬に出来てしまう。わが国では一期校二期校制度

が富くじ童がいの素人感覚によへて不当に支えられているために、選抜の方

法は後の悪い場合の選抜法に偏らざるを得なくなっている。そのために高校

以下の学校教育をゆがめ．大学に入って来た時には積極的な知識体系創造の

可能性は萎騨していて何でも消極的に受け入れるだけで、何も積極的に創造

しようともしなくなってしまう。これでは分裂した「教育」は分裂した「研

究」を生歌、悪循環によって分裂は段々深まるだろう。他に打たねばならな

い手はいろいろあるが、まず現入試制度を改め､各大学それぞれ充分時間を

掛ける入試を行なってこの悪循環を断たなければならない。この問題をその

まよ〃しておいて「中間報告」のように枝葉末節の検討をすることは無意味一

である。

付国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善

「中間報告」碇いう受益者負担の「受益者」とは、文脈からすれば学生の

ことと思われるが、〔説明〕におるように「教育費は、社会的には一種の投

資であると見ることができる」ならば受益者は社会である。そうすると受益

者が二穏類あることになるが、社会に貢献するためでなく自己満足のために
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教育を受け、しかもそうして開発された能力を結局社会に役立てない者は個

人的な受益者として受益者負担の義務があろうが．教育によって開発された

能力を社会に役立てるものを個人的に受益者とすることは矛盾した考えといわ

ねばならない。彼朧教育によって自己の能力とともに責任を増したのである。

役人の地位が進めば職権とともに責任を増すのと同様である。そのま上では

「益」でもなげれば「名誉」でもない。責任遂行を誤れば不利益処分．名誉

失墜につながるからである。教育を受けたこと、地位の上造したことをその

まま「益」に結びつけるのは、天下取ったらすべて意のま上になるという封

建的発想法であり、社会腐敗の源泉となる特権意識の現われである。したが

って個人的な自己満足のために設置されたものではない高等教育機関は社会

に対し直接責任老負う一方、受益者たる社会は授業料などの個人的な「受益

者負担」を全廃すべきである。（昭和４５．３９）

Ｏ法学部

序言

今回発表された中間報告は、個々の点についていえば、われわれ大学構成

員にとって、反省の糧となり、改革の方向を示唆するに足る指摘を少なから

ず含んでいる。しかし、その底を流れる基蝋において、われわれの到底納得

しえぬものを含んでいることもまた事実である。それは、約言すれば、大学

の「自主的な努力」を尊重することを護いつつ、その実、「国民全体の立場」

の名脈おいて、「自主的な努力」を封殺し、結果として、研究・教育におけ

る公権力依存型秩序の温存・強化に資する倶れがあるということにたるであ

ろう。以下、とくに重要と思われる三つの問題領域について．そのことを摘

示することにする。

Ｉ大学の類別について

第一に、中間報告は、「高等教育の大衆化と学術研究の高度化」という

－１０－



「相異なった要請」に応える方策として・大学を六種類に類別十ることを提

案している｡しかし、この提案wてはご問題が多い。それは、この提案による

と、大学は大学院的課程を含むもの（第２種）と然らざるもの（第１種）と

に類別され、さらにこの前者碇ついて、「博士の学位を得ようとする者の研

究修練のための指導・管理・組織」を設置しうるものと然らざるものとが再

類別されるなど、結果として、現存のいわゆる大学間格差が公権力により確

認・強化される仕組み虻なっているからである。公権力によるこのような格

づけば、一方で格づけの高低に応じて怠惰と自棄を生む。と同時に、他方で

は．昇格を求める大学間の過当競争麓誘発し、これに乗ずる公権力の大而学分

割支配をあらためて強化するという悪循環を喚ぴ起こすことになるのである。

このような状態が、「名目的に高い学歴をめざすという好ましくない面」を

助長するだけでなく、大学における研究・教育活動そのものを歪曲し、その

創造性を著しく阻害するに至ることは、明らかなところであろう。もとより､

われわれとしても、現実に学生間に「能力差」があり、そこからして大学の

「多様化」が避けられないというよりば、むしろ～ある意味で望ましい

ということ、さらにはまた可大学の「類型」に「普通大学」的なものと「専

門大学」的なものの区別が「事実上存在しているし、また存在して良い」

（日本学術会議、『大学問題賑ついての中間報告草案』）ということは承知

している。しかし、このような多様化ないし類型化は、それぞれの大学がそれ

ぞれの研究・教育活動を続けていく過程で自から生じてくる特色ないし性格

の分化に他ならないのであり、公権力の作用を通じてつくり出される制度的

な格差ではない。もともと公権力は所与的な秩序観に制約されているのであ

って、そのように制約ざれﾌﾞﾋﾆ立場からは．創造的な活動の意:味を評定し､序

列づけるということは原理的に不可能な試象なのである。にもかかわらず、

ここでそうした格づけが提案されるに至ったのは、ひとつには、この中間報

告が文部大臣の行政責任に関する法理を過剰解｢釈した結果ではないかと思わ

れる。たしかに、文部大臣は、国立大学の設置者として．また大学行政一般
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の監督者として、国民にたいし責任を負っている、しかし、それは大学にお

ける研究・教育の在り方についてまで、その責任を問うものと解釈すべきで

はないdむしろ、この点については、それのもつ創造的な性格に照らして、

第一義的脆は．大学自身が直接国民！｢たいし賓任を負うものと解釈すべきで

あろう。そして、大学の格づけということは、この研究・教育の在り方と槻．、

能的に深く結びついているのである。

Ⅱ教育活動の分離・強調について

第二に、中間報告は、大学における研究と教育の関係旅ついて、「十べて

の高等教育機関の教員組織は、まず、学生の教育を実施するための組織とし

て整備されなければならない」となし、大学を第一義的には教育機関として

構成十ることを提案している。しかし、この提案にも．問題がある。それは、

このような教育活動の分離・強調が、社会的要請への近視眼的に対応に発す

るものであり、この要請を充たずにあたってどのような方策を横ずることが
！・

大学としてふさわしい態度であるかという点についての配慮を怠っているよ

うに思われるからである。中間報告が、上述の類別を根拠づけるにあたり、

「相異なった要請」に直面して、「研究と教育を不可分としてきた伝統的な

大学の考え方だけでは対応しようと十ることは、教育面でも研究面でも不徹｝

底なものとならざるをえない」と論じているのは、そのことを示す。もちろ
，．；:．’

ん、大学が社会活箪力の一環としてある以上、当該社会の要請忙応ずぺき責務を

負へていることは、論を俟尤ない。そして、われわれとしても．大学におけ
．．.､五・

る「学問研究が専門的に細分化さｵしるに伴ってご「教育活動がともすれば一

体性を欠く傾向」にあり、今日その是正の必要脈迫られていることは承知し

ている。けれども、それは大学に対し目前の要請に受動的忙応ずることを求

め為ものではない。むしろ、われわれはつとめて便宜主義に陥ることを避け．

「社会発展の原動力」（同上）としての立場から、諸々の要請に対し、批判

的楡討をふまえ創造的脈対処していくことこそ大学にふさわしい態度である

と考え為、ところで、大学がこの責務を遂行していくためには、大学の極か
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,tしている具し体的状況に合わせて研究および教育の方法をそれぞれ弾力的舵修

正していく必｢要があるがび基本的脆熈、そこにおいて研究機能と教育機能と

が互に均衡を保ちつつ、有機的昨結びつけられていなければならない。それ

Hま．しばしば指摘されるように「研究と教育とが相互に、それぞれの発展に

とって不可欠の条件をなし、いわば一体不離の関係を体現している」（同上）

ことこそ、創造的な対応を可能に十る所以であると考えられるからである。

したかって、大学のうちからとくに教育面を抽出し、それを一方的に強調十

ることは、却って大学によせられた期待を裏切る結果にすらなるであろう。

なお、この問題脈付随して、ここで、'教育活動を分離・強調することは、

十<なくともその結果旅おいて、公権力によぁ大学統制の途左聞くことｒな

るという点忙留意,分る必要がおる。十なわち、大学の自主性が６法的には、

いわゆる「学問の自由」に基づいて説明されることからも明らかなように、

研究者としての大学構成員を統制することばも必ずしも容易でない。これに

対し、教育〈者としての大学職成員を統制することは.比較的容易なのであって､

そこから、一般に大学統制を意図する場合、公権力としては大学構成員を教

育者という資格において捉えることに利益を感ずるのが通例なのである。そ

して、この点I太古次に取上げる管理体制の合理化との関連で．大学の規模の

適正化を図ろ随あたり、中間報告が「教育機関としてまとまった活動を行な

うの'て適した」ものという基準をもち出していることと考え併せるとき、い

っそう重要な意i味をもってくるように思われる。

、管理体制の合理化について

第三に、中間報告は可大学における「組織・編制を合理化十るとともに効

率的な管理機能を確立して全体としてのまとまりを確保すること」が重要で

あるという立場から、そのための具体的な方策として、「学長を中心と十る

中枢的な管理機関にじゅうぶんな指導性を発揮させ）ること」が必要であると

提言している。しかし、この提言にも、問題が多い．それは、一般の行政機

関の場合と異；なり、大学の場合、その目的である研究Ｐ教育の遂行の具体的

-１３－
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内容ほ「直接それにたずさわる構成員に歩て基本的に決定され:るべきもの
であり」．そのよう肱して決定された研究・教育の「実施を助けることが大

学の管理の内容である」（同上）にもかかわらず、この提言は研究・[教育の

担い手と管理の担い手との実体的な分離を含んでいるように思われることで

ある。管理機関に「学外の有識者を加え為ことが、大学の内部的な衰退を防
止＋ろためにも必要でお為」という説明ば、そのことを示十。もとより～わ

れわれとしても、今日の大学が規模の巨大化と内容の複雑化により、~管理上

大きな坐困難に直面していることは．認めるに答かでばない。そして、このさ

い規模の適正化を図れと÷ろ中間報告の主張にば゛たしかに傾聴＋べきもの
が含まれていぁ。けれども、この困難は、基本的には、研究･教育に直接た

ずさわる構成員の自治組綱､すなわち教授会・評議会の運営方法)を改善し、
同時に通常の意味での管理機能の大学における担い手としてこれまでに設け

られてきた事務部局とこれら自治組織との連携を密に十ることによって解決

すべき筋合のものであろう。したがって．たとえl典学長・部局長等いわゆる管理職

者の権限強化が困難な打解に資するとしてムその権限強化瞳自治組織の権限を吸上

げる形においてぶよなく、むし嵐現在設置者がもっている法令上る予算上の権限を委譲

し:同時に大学相互間の情報交換と連絡調整を強化する方向において行なわれるべき

ものと考える。いずれにせよ、大学に箔いては．通常の意味での管理機能準を独立に

構成すべき理由はない○にもかかわらず、中間報告が独立の管理機関の必要

を認めているとすれば、そこにいう管理機能とは、通常の意味妃おけるそれ
でl士なく、研究･教育への外部環境との関連において観念された特殊｣な意味での

管理機能一むしろ、統制機能であるとみる他ばない。そして､大学の「自
.；、

主性の確保とその閉鎖性の排除」’て関する説明は、まさしくそのことを示し

ている。すなわち、この説明において、中間報告は、第一に可今日では、畔

の内外における政治的ｄ職業的な組織活動」が、研究・教育活動随大きな

「影響力」存もつようになったとし､そこから、これらの「影響力」に対し

て大学の自主性を確保するためには、むしろ公権力との連携を密にすること
-14-
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が必要でお為ことを示唆している。たしかに、これらの「影響力」によって

大学の自主性が内部から優:蝕されるという事態は断じて許さるべきことで健

ない｡けれども、現実には、この危険はいわゆ為若手研究者．さらには事務

職員等が大学における研究・教育体制の内部でそれぞれの職能に応ずろ地位

を認められていないことに対する不満〃起因するところがす<なくない。と

すればｂこれらの人々腕そのような地位を保障し、研究・教育体制における

参加の機会と、それに伴う責任意識と瀞つくり出していけば、問題は自から

解決されること〃なろう。公権力との連携を説く発想の背後には、そうした

危険を性急に除去せんとする志向が読みⅡ取れるが、そのような行き方は「影

響力」に対し批判的な態度をとる大学構成員を困難な立場に陥れ、結果とし

て危険を助長することになる槙れが強いのである。第二脈、中間報告は．こ

れまでの「学外に対して門を閉ざすことが大学の主体性を維持するうえにた

いせつな条件であると十る消極的な考え方」が、今日では逆に弊害存もたら

している点を指摘し、そこから、大学の管理運営について「学外の声」を取

り入れることが必」要になったと説いている。たしかに…大学の「閉鎖性」が

多くの弊害をもたらしていることは否定しようのない事実である。そして、

今日では、もはやそれと「自主件」を維持するために必要な代償として説明

し去ることはできない。けれども、既に述べたところから明らかなように．

管理機関に「学外の有識者」を加えることは必ずしもそうした弊害を除去す

る所以ではない。むしろそれはも角を:矯めて牛を殺す楓れがおる。このさい、

「学外の声」を取り入れるためには、逆に大学構成員_その代表者一を
1．

いわ（玉「庁外の有識者」として文部行政そのものに参加させることが有効で

あろう。j文部行政そのものに参加＋ることを通じて、代表者は個別大学の視

点から開放され、総体としての大学という立場から発想するようになる。と

同時随、代表者の選出母体を繕成する必要から大学侭否応なしに相互の連携

と浸透を強めること随なろう。われわれは．これこそ大学の「閉鎖性」を打

破する最良の方策であると考える。

－]5－
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結語

以上を通覧する脈．中間報告は、大学問題を個別的に処理するに急で．大

学相互の連携を深め、総体としての大学が自律的に稚序を形成十るよう導く

という点に対十ろ配慮を欠いている。けれども、中間報告のいう「相当長期

にわたる見通しに立って、わが国の高等教育のおり方を考え」ろとすれば口

まさしくそうした自律型秩序の育成し「努め、それを通じて大学錆よび大学構

成員の体i罫改善を「漸進的」に積染重ねていくことこそ、広い意味での大学

関係者一中央教育審議会を含む－に課せられた責務に他ならない。この

ような立場から、われわれは、今回の中間報告の基調舵疑念､態さしはさまざ

るをえないのである。

Ｏ歯学部

中教審議試案について～

このことについて、本学部で検討した結果．次のような意見がおりました。

Ｌ教育の目的が不明確な感じを受ける。また「教育費は社会的には一種の

投資である。」という考え方には反対である。

２大学問の格差が甚し<なり、固定化される心配がある。

ａ教育と研究の分離は好ましくない。－

４教育方法の改善については、人的、物的裏付けが必要である。

5．管理運｢営体制の合理化案について、運営の仕方によっては教育と研究の

自由並びに大学の自治が完全に失なわれるうれいがある｡?．

6．高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整についてはざ国家的な統

制が強まることを恐れる。

7．「医学教育についてば、別途に検討課題としたい。」というのば如何な

る意味か疑問である。

8．もう少し漸進的な改革案が作れないものか。
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Ｏ工学部

本試案は、大学の現状の欠陥を広い角度から指摘し、改革の方向を示すか

なり思い切った提案を行っている。内容全般を通じ、特に強く感ずるのは問

題を学術政策の面からとらえて高等教育に対する「社会の要請」として管理

の合理化と効率化の必要性を全体にわたって強調していることである。この

ような管理思想を優先することは、大学における自由なかつ自主的な教育．

研究活動を阻害し、ひいては大学教育の国家統制につながるおそれがある。

つぎに．とくに関心の深い項目碇ついて検討グループの意見をとりまとaり

ると以下のようになる。

1．「改革の中心的な課題」としてとりあげた項目はおおむね妥当であるが．

この課題に対応しての新しい大学の理念が明らかにされていない。

なお、教育．研究の推進には社会的条件も含んだ環境整備の必要性も

「中心的な課題」の－つとして重視きるべきである。

2．教育の大衆化に伴い．多様な資質をもつ学生のさまざまな要求に対応す

るよう教育機関を「多様化」し大学を画一化しないことは必要であろう。

しかし、一面、大学間に格差を生じ、そのため新たな問題も生ずるので、

むしろ現行制度内での改善のほうがより効果的であるとの意見もあった。

ａ「教育組織と研究組織」とを「機能的に分離」十る方向で今後検討なす

十めることば賛成である。具体的には各大学の規模や構成に応じ夫々の特

色を生かした弾力性のある組織をつくるべきであろう。

また、両組織は分離すべきでないとの強い意見もあった。なおこれに関

連して教育業績に対する評価方法の検討や助手の地位の改善などが早急に

解決さるべき現実的問題となろう。

４「大学院のあり方」として．学部と組織上分離するのはよいが運営は学

部あるいは研究所と一体となって行われるべきである。大学院および学部

の教官組織についてばなお、十分な検討を必要とする。

－１７－
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5．「管理運営体制」を合理化＋ろため管理機関を充実し、効率的な運営が

行われることは望ましい。また、大学はもちろん閉鎖的・独善的であって

はならない。十なわも、学外者の意見は十分尊重しなければならないが、

最終決定はあくまで大学自身の責任と判断で行わるべきである。このこと

が、教育・研究の自由を保障する「大学の自治」につながり、また「大学
の社会的責任」でもある。

６「国・公立大学の設置形態」として理事会方式と大学法人方式とが提案

されているがも現状打開の具体案の一つとして検討に値十為。しかし、い､｡【｡`，'

づれも学外者が管理機関にｶﾛわることになっておりロ学外より政治的、経

済的圧力の加わるおそれがある。学外者の学内機関への参加については前

項と同じ見解である。

7．「高等教育の整備充実」にば「国の計禰的な調整」牌考慮されるべきで

あるが、「このような計画の立案と推進にあたる公的な機関」の組織と運

営には慎重な考慮が必要である。

Ｏ触媒研究所

Ｉ序論,:

今回中教審が提出した表題の中間報告について、我々は種々討論を重ね、

所員会議に於てその結果を集約した結果、次にのべる諸点に基づいて、本中

間報告は、到底容認しがたいものであるとの結論に達した。

Ⅱ主な問題点

1．高等教育と研究の理念

イ．本報告は大学制度をR変革して、複雑高度化した今日の社会に適合させ

る目的の実現に急でu鈴り、大学における高等教育と研究の理念を全く欠いて

いる。

この事は本報告が「戦後高等教育の民主化と機会均等を目標としさ民主国
-18-



家再建に必要73A:学問研究と人材育成をめざ十」教二青｢基本法に一切ふｵしず、又

この教育基本法に基づいて行なわれ《た戦後の教育改革の成果と欠陥（例えば
、１．．．－．０‘

文部省教育白書、昭和３９年８月）を，厳正にふりかえることさえ怠られてい

為ことに顕著である。

ロ．その結果として本報告は．大堂の改革を一企業の合理化問題と同列に

扱うが如くであり、今日の大学問題は「さまざまな政治的、社会的な要因と

関連がある」としながらも「それらは大学制度自体の問題とは一応区別して

考え為必要がある」として、社会的、政治的な欠陥を一切不問に附し．現

「社会の要請」に適合することが「大学制度上の基本問題であるとしている

のは麺根本的な問題のすりかえである」かくして本中間報告の基本的性格が｡

日本経営者団体連盟の「教育の基本問題に対する産業界の見解」（昭和４４

年９月）と軌を一つにしているのは不思議でない。－

２．高等教育の多様化

高等教育を６種類の複線型脈再編成しようとする本中間報告の構想は、Ｆ１つ

れらは個人の尊厳竃重んじ、真理と平和を希求才ろ人間育成を期十ろと共に５

普遍的旅してしかも個性ゆたか雄文化の創造をめざす教育をf普及徹底しなけ

ればならない」（教育基本法前文）という理念z左無視して…大学教育彰単に

Ｆﾖ５級技術者の養成と把握するところから発している。この構想は、現行の６．

３，３，４制という単線型学校制度に修正瀞加えようと寺る日本経営者団体
へ：牙

連盟の「新時代の要i鴇に対応する技術教育腕関する意見」（昭和３１年１１

月）および「専科大学-制度創設に対する要望意見」（昭和３４年１２月）を

うけついだものであり、教育基本法の理念に相反して進行している教育上の

格差を是認助長し､夫々の格差に応じた画一的な教育を行おうとするもので

～ある。この事は「学力テスト」のみ「ならず守本中間報告に提案されている

高等学校の「共通テストのｶﾞｻﾞ１発と活用」に端的忙示されている．

我々は職業教育の必要性を否認÷ろものではないが、それはあくまでも教

育基本法の理念に基づいて慎重に行なわれるべ酋であり．まして本中間報告

－１９－
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が戦後「国民が等しく高等教育をうける権利」の１つの保障として．一県一

大学の構想のもとに設置された国立大学を始めとする諸大学の改革案として

提案されている点に、我々朧大きな危倶を'感じるものである。

3.いわゆる｢開かれた大学１

本中間1il(告院強調されている「国民全体の立場」あるいは「社会の要請」

は「大学の閉鎖性」を排除して「開かれた大学」の名のもとに、大学を椎』力

の規制下に再編成÷るための伏線でしかない。このことは．たとえば学生に

対十為中間報告の考え方を見ても明らかでお為。十なわも「開かれた大学」

においては現在よｎも更に広い層の国民が大学教育に関係することが予想され

るが．その大多‘数の「掌生（＝国民）の声」を積`極的にとり入れる分野を．

教務、学生指導も企画．広報など大学の理念や運営からは縁遠い分野に限定

していることに明らかである。

4．教育と研究の分離

大学におけ為教育と研究才背反するものとしてとらえ、両者を機械;的に分

離し、しかも大学教育茜知識の伝達も習得、応用と規定して、マスプロ教育

の最大の欠陥とされている創造性を無視した一方通行の教育を主体としてい

るのは､根本的に誤りである。

「大学の研究活動が活発に行なわれ､学術の水準を高めようとする創造的

意欲が常に烈々と燃やされているとき、始めてその’学問的水準の高さと紐究

意欲の熱情がかもし出す純粋な学問的雰囲気が、､期待された高等教育の成果

を生み出すものだからである」（教育白書Ｐ１０７第３章第１節）Ⅷ

５．大学管理体制の合理化

戦後名大学関係者は教育研究費の不足と、急増する学生対策に苦しんで来

た｡これらは今日の大学問題と不可分の関係にある。にも拘らず本中間報告

は、大学設置者の立場を．強化し、予算あるいは援助の効果的活用の;みを問題

随している．

我が国の教:青・研究に対する投資額が世界的にみて低水準にあることが今
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日の我が国の高等教育研究における最大問題であることは周知のことである。

更にこの低劣な予算を基盤として戦後強められて来た、大学に対する中央集

権川的官僚統制が「大学間の格差」を助長し、「学術の中心」としての大学の

発展を阻害して来たことを指摘したい。本中間報告にはこの点の反省が些か

もみとめられないばかりでなく、逆に「管理運営体制の合理化」の名のもと、

管理の極度の集中およびそれえの学外からの参加を制度化し、更MF教員人事

の訴追制度までも提案している。これは本中間報告が提案する「高等教育機

関の自主的・自律的運営」とは明らかに矛盾し…更に教育ｄ研究そのものの

統制脈つながる恐れ濃厚である。

6．人員の問題

現今の大学問題の一つとして教職員数の絶対的不足があげられる。この点

を不問〃したまま制度上のみの変革を行なえば．有スプロ教育の弊害を促

進十為だけである。前掲教育白書にも「教育活動をたすけ助手以下の教務関

係職員の不足に体著しいものがある。……遺憾なことは、この教員不足のし

わよせは、新制大学で理念上最も重視されるべき一般教育の面に寄せられる

傾きがあった」とある。現状ほ教員のみならず、一般職員の不足妹更に深刻

であるす

-ｍｍ結＝語『．

以上のべた如く本中間報告は．戦後の教育改革の成果には一切目をつぶり、

大学の閉鎖性や、マスプロ教育、鑓)歴偏重などの弊害をあたかも大学制度

の象の責任であおかの如く曲解した上で、現今の大単間の格差を制度化し、

その格差に応じた職業教育を画一的に伝達させ、それに批判的な大学人は、

学外からそ:れをチーックし、「社会の要請」の名目で、大学の管理・運営か

ら、国民の声春実質的に閉め出し、いわゆる大企業に対してのみ「開かれた

大学」を企図したものと言わざるを得ない。

（前樋し上ように大学における高等教育は．学術の中心としての大学におけ

る烈々とした創造的研究意欲と密着して行なわれるべきであり、それは．そ

：
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れそれの特徴を活かした自由な雰囲気随よってこそ可能であり、制度的ｿb:制

約は原則的に可能な限り排除きるべきものである。前掲教育白書の「大学と．

いう最高教育の場体、学問研究を中心とした人間形成でなければならないに

も拘らず、新制大学はともすればこの大学教育の大木を忘れがちであり．…

マスプロ化し、十ぐれ允能カサrもった学生の資質、能力、個性を最大限にの

ばし、指導者として必要な人間形成を行なう余裕がなく……学生の側にも、

われら何をなすべきかという人生に対する思索の方向がばくぜんとしている｡」

（Ｐ１８６～７第６章、今後の高等教育の展望）という反省を肝に銘すべき

である。

尚、岩田経済企画庁海外調査課長の我が国の技術水準に関する分析（文芸

春秋４５年３月号）は、本中間報告もしくは日本経営者団体連盟の大学改'草

案に関して甚だ興味がおるのでここに敢てふれておきたい。

すなわち「戦後の我が国の高度経済成長はひとえに「技術導入」という名

のアラジンのランプによへて可能だったのであり、一方我が国の技術開発力

はアメリカの５％、ヨーロッパの１０％に過ぎないという低水準にある。７０

年代の世界経済の動向は．従来の「技術導入」は次第に影をひそめ．独自の

創造的技術の開発力いかんにかかっている｡」この様な見通しに立って我が国

の大学改革を考えるとき、中間報告その他の基本構想である高級技術者の養

成は、導入技術の消化を主目標とした、時代おくれの構想であると云うべく、

今でさえ低水準rある我国の創造的技術開発力およびその背景としての学術水

準の急速な低下を招来する以外の何ものでもない。

既に全国の諸大学で、マスプロ教育の弊害を少くぃ･兎角批判のある閉

鎖的なアカデミズムを脱却して、国民全体の支持のもとに大学を真の学術の

中心たらしめるための自主的努力が行なわれている。このとき政府は当然そ

れを側面援助すべきであり、この大学の自主的努力に逆行するが如き、本中

間報告の構想は論外であると考えるものである。そもそも大学の改革は学問

の発展過程として扱われるべきものであり．「社会」あるいは産業界の要請

－２２－
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ば副次ﾐ的な因子にすぎない。

室蘭I工業大学

本学としてはまとまった意見ではおりませんが、次のような意見がありま

したのでお知らせします、

記

１．大学紛争の根源は大学内部にのみあるのでばない。

１．一般教養を廃止するのは不適当であるが

1．大学の格付は慎重にすべきである６

１コk案の実施に十分な予算の裏付があるのか｡

’・試案全体を通じて教育における人間性を回復するものと称しながら．

内容ば相反したものになっている。

弘前大学

Ｏ医学部長教授佐藤光永

この基本構想試案は医学部について言及されていないが．医学部長として

の意見を一応述べてみます。

○一般教育と専門教育とを形式的に区分することを廃止する考えにば賛成

である。ことに医学進学課程２年間の廃止ばとくに希望される。

○学部・学科の区分の廃止が医学肱おいてば可.能であるかどうか。慎重に

検討する必要がある。医学の場合百一貫した必修科目を順次積み重ねるコ

ースが望ましい。

－２３－
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○教育工学的の手法が広範囲に自由碇採用されるのは望ましい。学会等と

協力する案も望ましい。それと同時に教官・学生のふれ合いの場を実現す

るため教育補助職員の大幅増員は必要であり、早急の実現方希望十る。

○教育と研究の分離は医学の面でば特別な工夫が必要である。

○管理運営体制の合理化、教員の人事、処遇の改善についての提案〃は既

ね賛成である。

○（９〃ついて）新しい構想の管理機関の横根ｐ責任などが、現在各大

学で議論されている改革路線と矛盾なしに運営されるかどうか．ことに地

方大学では学外に充分な有識者を求めうるかどうか、この辺に新しい問題

が生じないか、などの点が杷憂であることを望む。

○１０．１１の改革・調整は望ましい。

○学生の生活環境の改善充実は必要である。学寮以外に方策を.考える必要

もあるが、学寮そのものを抜本的舵改変する方策努力も必要であろう。

○入試方法の改善は早急に実現してほしい。現行からの移行として諸種の

方法が考えられるが、少なくとも慣行化した一期､二期の大学の配分は廃止

し、一元化して良いのでないと思う。

Ｏ教菱部

一般教育について

一般教育科目を前期に集中的に履修させる現在の慣行は学生は勿論のこと

教官側にも一般教育本来の目的を見失わしめｏこれを専門教育の予備段階と

誤認せしめる傾向を生ずる原因でお為と考える、この慣行的制度を改めない

限り一般教育の根本的改善はあり得ない。この観点から答申の趣旨には賛成

である。同時に制度的形式的改善と相俟って．一般教育科目の内容を本来の

趣旨脈そうよら改善充実させる余地が多分Ir存することも指摘したいｄ
、。｡。．｡）・

一般教育実施の責任体制としての教養部の現状ば極めて弱体である。他学部、、-.

－２４－
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からの応援は授業面だけの形式的補充に限られ、補導面の禰極的援助は期待

できない。現在の教養部専任教官の定数をもってしては．一般教育全体の責

任を全うすることが困難である。他学部からの形式的応援を前提と十る教養

部制の再検討が必要と考える。

岩手大学

Ｉ全体的所見

本棲想は社会的要請に応え為として．目先の中高級技術者の獲成に比重

をおいた高等教育機関としての性格が強く、従来大学が不可分として来た

教育と研究を制度的に分離することを柱としている。これに対応して､、大

学の種別化、教育課程、管理運営等を改めようとするものである｡

然し、これは高等教育が単に既存の知識、技術を学生に伝達すれば済む

という安易な考え方から発想しているものと解される。

大学は既存の知識の修得と共に創造的能力を養成しなければならない。

従って､教育と研究は一体不可分の関係にあり、これを制度的に分離する

ことは高等教育のレベル低下を招来するものというべきである。更に管理
Ｕ、

運営の閉鎖的、非能率的合議性が大学の機能をそこな'うものとし、学長権

限の強化．学外理事の参加など極めて重大な変更を提案している。これら

は研究と教育にとって欠くべからざる大学の自治を侵す恐れがある。

これらの観点から当基本樹想試案については反対である。

Ⅱ個別的所見

（１）改革織想試案(1)雨高等教育機関の目的と性格の多様化・において、高

等教育機関を教育機関と研究教育機関に細分化して楢想している。こ

’こにおいても研究の問題が教育と切り離され､かつ重大学問の格差をつ
.,．!．）

くり出す条件ともな0)、この面から反対である。
．〈
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むしろ、制度の変革Iでさきだって、研究と教育に必要７３:人員ならびに

財政上の保証を行ない．大学間あるいは学部間の格差是正に努力するこ

とが先決である。

(2)改革構想試案(7)・管理運営体制の合理化・の中ては、管理体制の強化

’が指摘されている｡‐どくに財務、人事、監査に関する機関に．学外者を

加えることが必要であるとしているが．人事．財務．監査などは、教育、

研究活動と密接な関連を有し、外部の政治的、経済的な要求が．そのま

ま大学にもち込まれる危険性がある。大学の管理運営は．研究、教育活

動を中軸として組織化され､自主的'て運営されるべきものである。

この面から､学外者を入れる構想は．大学が組織体としてもつ特異な

性格についての認識不足からきたものといえよう。

したがって、この構想試案には反対である。

(3)改革構想試案(8)・教員の人事、処遇の改善・においては、教員の選考

や業績評価に学外の専門家の参与を求めるとしているが、その方法が明

確でない。

また、教員採用舵ついても任期制をとり、職務上の責任について第三

者による訴追の制度も検討する必要があるとしている。

教員の人事脈単外者を入れることは、大学自治の基本的部分と矛盾す

るおそれがあり、教員の任期制は長期的な研究計画とその実施を阻害す

るものである。更に第三者による訴追の制度は多くの弊害が予想される。

したがって、この樹想試案については賛成できない。

(4)改革構想試案(9)”国公立大学の設薗形態に関する問題の解決方向．に

ついては、

①国、公立大学は制度上、広義の行政機関としているが､しかし、教

育行政・権・と教育風権・とは区別して判断しなければならない。大

学における行政機能は、教育研究活動に対する条件整備など外部的サ

ービスとしての役割をもつものである。

騨

エ
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、②大学の管理機関を抜本的随,改善十る２つの試案が示されているが．

学外者を加えた新しい管理機関を設けることは、上記２．３にのべた

と同様に賛成できない｡

また､’大学を公的な性格をもつ特別法人とする構想砿ある意味では

独自性が期待されるであろうが、しかし、法人とたれば理事会的機関

が必要となる。これが評譲会や教授会から独立した組織となると、大

学の本来の機能である研究と教育の独立性が阻害されるおそれｶﾐある。

これらの観点から、公法人化構想肺は簡単には賛成できない．

（５）改革構想試案㈹・国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改

善・においては、財政左通じて研究と教育への規制が強化されることの

根拠を与える提案とみなされる。

この観点から当試案には賛成できない。

Ⅲ要望

（１）わが国の高等教育が、真に社会の要請に応えるためには．大学の施設、

教職員の定員．教育、研究費の拡充をはかるなど．必要な施策を積極的

Ｕて行なうことである。

現在望まれるのは、大学の理念（大学の自治や教育と研究の一体化．

全人格教育等)の重大な変更を余儀なくされるような制度いじりであって

はならないの

（２）長期的展望に立つ高等教育制度の根本的改革案は．性急に作られるも

のではなく、全国の大学、学会などから、民主的に選ばれた代表によっ

て構成された機関が中心となって検討すべきである。

備考教養部はなお検討中である。

ウ
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福島大学

われわれは、現在の大学が、時代に即応しないさまざまな欠陥をもってい

ることを〉充分に認め、その責任の一端が大学管理機関の保守性・閉鎖性にあ

ることを深く反省している｡われわれは、その責任を痛感十るが故に、長い

年月にわたって、これらの欠陥の改革に自主的に努力してきた｡しかるにわ

れわれのこの努力を常脆阻害し、改革の結実寸前忙これをつみとっているの

は、ほかならぬ「公的権力」である、

,今回のi中教審による『高等教育の改革に関する基本構想試案(中間報告)』

（以下「試案」とよぶ）は、この点に目方おおい、大学の諸欠陥を理由にそ

の自主的改革能力を軽視し、むしろ「公的権力」の側にたって、自主性を圧

殺しようとしている。

のみならずこの「試案」は．「国民全体の立場から合理的．かつ現実的な

判断を積詮重ねる」ための「出発点」として提示されながら、実はその内容
08

1主国民の一部分、すなわち本質的には産業界ないし財界の要請する特定の方

向に一方的に順応した大学の再鳳類別化であると考えざるを得なし､このような

方向は、広く社会の期待ｒこたえんとするわれわれの自主的改革の方向に、

真向から対立するものである。

上記の基本的観点にたって、「試案」に対し、さしあたり次のごとき若干の

問題点を指摘することにしたい。

１.ａ「試案」は、何よりも高等教育を、もっぱら「産業界・地域社会」、

つまり資本の要請に基づく投資効率の高い大衆的・速成職業教育の場と

して再編しようとするものである。÷たわち．高等教育の大衆化の名の

もとに、「社会」＝資本が要請＋ろ多様な職業の歌を基準として大学を

類別化することを意図している。

さらに、「産業界」のいま一つの要請である高度な学術研究・研究者

養成という側面を職業教育と分離し、そのための機関として、一般職業

-２８－
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教育大学を切り離した大学院を構想している。このよう厳各種の類別化

にもとづく大学間格差の制度的固定化には同意しがたい。

ｂ「試案」てはもこの職業教育のための大学と研究のための大学（大学

院）の分離に応じて、大学における研究と教育の機能・組織が分断され

る方向がうち出されている。さらにＤその職葉教育の内部においても、

､たんに技術教育を重視十潟だけでなく、教育課程から追放した保健体育

等．課外活動の指導を通じた学生に対する補導面が強化され、かかる意

味で、教育内容に新たな方向が付加されている。そもそも真の教育は、

すぐれた研究者によってのみ行なわれうるものであるのそれが研究を責

任とする教員と、教育および補導を専任と十る教員に分離され、しかも

その教育が能率の象を重んずろ安直な技術主義に陥っては、大学教育I工

へ破壊されざるをえない。

ｃまた学生に対しては、上からの課外教育の強化など学生を単に被教育

者としてのみとらえ、自主的な研究意欲をそぎ、産業界の要請舵従順な

職業人に仕立てあげることに重点をおいている。さらに、学生を専ら被

管理者としてとらえ､管理体制を強化十ることによ=､て．学生の自主的

活動あるいは寮自治を抑制しようとしている。以上、総じて「試案」の

意図する高等教育の再編は５「産業界」の要請脈全く従属して大学を多

様化し、一般職業教育大学の教員を単なる教育技術者に転化し、学生を

たんに産業界に奉仕する道具とみなしていることは、憂慮にたえない。

２「試案」は、教育内容に関して、第一に、職業生活砿必要な専門科目、

第二に、本人の社会的進路瀞中心として綜合された専門的教養、第三に、

人間観・価値観にかかわる基礎的教養を区分している。そして､多様な進

路に応じて、その配分を設定するものとしているが、速成職業教育という

観点から第三が無視され、事実上、一般教育の江しくずし的解体がはから

れている。さらに､語学は．職業の必要に応じた実用本位の短期速成に主

眼がおかれ諺体育には、課外教育＝学生補輔L的汪性格が付与されているか

し

,
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虻に見受けられる点｡実用主鬘義的に教育内容を改変Pする意図が露骨に:出てお

り、首肯しがたい。

ａ「試案」においては、学問の専門的細分化状況と大学の巨大化を根拠と

して管理体制の確立が主張されてい為。しかしながらこれは．研究と教育

の機能を切断・分離された大学教員の発言を制約し、効率的教育によって

自主性を害なわれた学生を統制するための中央集権的管理機構にほかなら

ない。この点莎大学教員が研究･教育・管理を自律的・有機的に遂行する

こと、ならびに学生の自主性を尊重することによってのみ運営の円滑化を

はかりうると十るわれわれの考え方脈、根本的に背馳するものでUhる。

4．「試案」ば.上記のように中央集権化せしめた大学管理機構を、さらに権

力および産業界・地域社会に従属的に結びつけることを．一つの骨子とし

ている。大学がともすると閉鎖性脈おちいりがちである点は、厳に反省す

べきものであるが､これを大学の自主制を尊重するよりもむしろ学外から

の干渉を強化する方向でこれを処理せんとするのは、大学自治を全面的に

そこなうと考えられる。

5．「試案」ほ．国民全体の意向反映の名のもとＭＰ、「公的な機関」設置と

いう手段で上記のような｢改革」構想の実現をはかろうとし、しかもこの

「公的な機関」をして、上から大学の計画的配置と統制を行なわしめる

のみならず、その支配を日常的管理全般に及ぼそうとしている。また画政

府の財政的援助を挺子として、権力と結合した管理強化の道か、あるいは

権力の意にそわぬ大学を財政的に弱体な特殊法人化する道か、この二つの

国公立大学の設置形態を一方的に措定している。これらはきわめて危険な

方向として、きびしく批判されなければならない。

〔付記〕本見解は、「試案」に対する根本的検討の過程における中間

的なものであり､なお綿密な討議をへたうえ、本学の自主的改革案と対

置しつつ表明さるべきものである｡しかし、この中間見解においてさえ、

この「試案｣が上記のごとき重要な問題､をはらむこ単が明らかとなった｡

－３０－
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国大脇はＤ中教審に対する意見表明の場においてはこれらの論点を余す

ところなく追究されたい。

なお、中教審が、その「試案」発表後、きわめて短時日のうちに大学

関係各団体の意見を「聴取」せんと十ること自体、昨年の「大学法」強

行にいたる一連の経過にてらしてはなはだ遺憾である。この点〆関して

も深甚な反省を促がすよう努力されない。（昭和４５年２月１９日）
◆

Ⅱ

，
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I『

茨城大学

今次中教審による試案は、目下各大学で試みている自主的改革を妨げるば

かりでなく、試案の基本を流れる理念には大学観の重大な修正左すら感得さ
｣「

オｕろ｡～、

今次中教審による試案については、慎重な検討を加える必要があり、この

試案に対する意見を急ぎ求める点に大きな危険を感ずるものである．

内容について基本的な問題点を指摘すると次の如くである。

１.大字における研究と教育の分離を強調しているが、これは本質的に大学

破壊につらなるものであり到底承認しえない。

2.大学の理念について検討することなく「国民の要請」の名のもとに受身

的姿勢で大学改革をうち出している。

３．「高等教育機関の目的・性格の多様化」の名のもとに大学の差別的再編

成をなさんとするものである。

4．一般教育に対する中教審の態度は朝令暮改のそしりをまぬがれない。今

次試案は事実上大学における一般教育解消を意図しているとしか受けとれ

ない。

5.管理体制の形式的な合理化を強調し、これに欠くことのできない民主化

を無視している。この点は大学改革に真向から逆行するものであるＧ

6．今次試案は、大学改革について種々の意見を出しながらこれに必要な財

政的措置について殆んど意見を述べていない。今日大学が当面している基

本的な重大問題が大学予算の貧困にあることを強調したい。
Z

樹

東 京 大学

'白これは、加藤総長が｡各学部､研究所から教授会での討議の結果寄せられた意見虚もとにし＜
－３２－

．､！６



総長の資fEにおいてとり雀とめ、２月２６日に中央教育癖議会才２６特月幡員会で述べた意

見の概要である，

Ｏ総長加藤一郎
０

この「基本構想試案」の内容には、不明確やあいまいな点が少なくなく、

それらについては、今後の進め方によって評価が異なることになるであろう。

ここでは、今後さらに意見を述べる機会を留保するとともに､全体を通じる主

要な問題点を指摘して恵見を述べることにしたい。

１．中央教育審議会の性格をめぐる問題点

(1)国の文教政策への批判の欠除

中央教育審議会は、過去において、大学の自主性を抑えて上からの改革を

はかるという態度をとり、大字側と意見が対立したことが少なくない。今回

の試案においては、従来とやや異なる柔軟な考え方が部分的に見られないわ

けではない。しかし今回の試案においても、現在の大学の欠陥や矛盾につい

て多くの指摘がなされていながら、その原因の一端を担うべき戦後の文教政

策、大学行政のあり方、あるいは財政上の配慮の不足などについての分析や

批判はほとんどなされていない。このことは、国または文部省には現在の大

学問題についての責任がなく、大学側忙の象責任があるという一面的な印象

を与えるとともに、私としては、中央教育審議会は自らを顧糸ることなく、

依然として文部省と一体となって大学に対立する態度をとるものという感を

ぬぐうことができない。以下の闇題点払このような中央教育審議会の性格

に起因するところが大きいと思われるので、本来は、文部省からはなれた独

自の機関においてこの試案を基本的に練りなおすのが適当と思われる。

(2)改革の主体と過程への疑念
．.｡:1１.，．

今後の大学改革を誰が（いかなる機関力：）どのような過程を通じて実現す

！

田
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るかが、この試案では触れられていない。この中では「国民的合意」とか

「国民全体の立場」とかが強調されているが、それが実際には何を指すか明

らかでない。従来の中央教育審議会の性格からすれば、それは多数党あるい

はそれに支えられた政府ないしは文部省によって代表されるとして、新しい

大学管理法等による上からの制度的改革が意図されているのではないかとい

６疑念を禁じえない。大学問題について何が「国民全体の立場」であるかは、

本来は大学が自主的に判断して、改革を進めるべきものであり、文部省とし

ては、画一的な制度のわくを緩め～財政的裏づけを確保することなどによっ

て、大字の自主的改革が弾力的・発展的に行なわれるように援助すべきもの

である。

この試案が、種々の構想をあげて、大字側の自主的改革の参考に資すると

いうのであれば、それは一つの考え方であるがこれによって大学に上から．、

新たなわくをはめようというのであれば、それには私として反対せざるをえ

ない。たとえば、大字や大学院の修業年限に幅をもたせる（第２－１）こと

などは、前者の考え方からすれば、従来の枠を緩めて弾力性をもたせること

になり、改革を進めるのに役立つことになるが、後者の立場に立つものとす

れば、大学に新たな格づけや格差を押しつけるものとして、真の改革への障

害となるであろう。

また、「国の計画的な調整」（第２－１１）という標題のもとにそのため

の「公的な機関」の設置が提唱されているが、その性格は不明であり、「広

く国民的な利益を代表する人々」がそれに参加することがはたしてそれが適

当かどうか、また、現在の中央教育審議会の性格から推測すると、どういう

人の参加が考えられているか、疑問をもたざるをえない．０

２．試案くり基本的態度についての問題点

(1)大学の理念の欠除

この試案では、大学および学問が本来いかにあるべきかという基本的理念､

が全く明らかにされていない。これは､この試案が「高等教育の改革に関す

〈

‐
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ろ基本構想試案」と題して、大学のほかに高専、短大さらには大学院という

本来異質の機関を、後期中等教育の後に位置する「高等教育」という形式的

な枠公中で捉え、それらを一括して論じていることと深く関連している。し

かも全体として、「教育」機関としての大学に重点がおかれ、大学の研究機

能にはほとんど触れられていない。そのために研究と教育が密接に結び合っ

ている大学が、日本の社会、とくにその学術体制の中でいかなる理念をもつ

ものとして存在すべきかが、論じられていないのである。また、この試案の

直接の対象である教育の面についても、大学が全体の教育体系、とくに高等

教育全般の中で、どのように位置づけられるかが、明確にされていない。この

ような理念℃)欠除は、大学院についての論議が不十分なことにも現われてぃ

ト

る。

(2)長期的展望と財政的裏づけを欠くこと

この試案では､「学術研究体制や研究条件。研究費などの問題についての

本格的な検討は、今後にゆずることとした」と述べているが（まえがき）、

大学についてはそのような検討なしに長期的な展望をもつことは不可能とい

ってよい。大学については、本来、長期的な計画とそのもとでの期間を限っ

た中期の計画とが、財政的裏づけをもちながら、立てられるべきであるが、

この試案にはそのような展望と計画性とが欠けている。

このことは、第１には､この試案が研究・教育の本来的な理念から出発し

たのでなく「大学紛争を契機として」（第１－まえがき）の問題意識から出

発し、全体を通じて紛争対策ないしは対症療法という性格を強くもつことと
し

関連している｡

また＝このことは第２には、この試案が改革に関連する人員の充実や財政

的措置に触れていないことにも現われている。試案の中には、「教員の給与

および処遇を抜本的に改善する必要がある」（第２－８）とか、「奨学制度

の改善」（第２－１０）､，「学生の生活環境の改善充実」（第２－１２）な

ど、従来に比して積極的な態度を表明している部分があるが、財政的な裏づ

■

少
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けなしにはいずれも単なる提言に終わることになる｡

(3)大学の内包する矛盾・緊張関係からの逃避・
-ｑＧｂｎ}

大学の内部には～研究と教育も:専門教育と￣股教育、研究・教育の自主性

とそれに対する社会的要請というような種々の矛盾・対立する要素が内包さ

れている。大学としては、そこから生ずる緊張関係を正面から受けとめ､そ

れを発展の契機として改革の方向を考えていかなければならない。これに対

して、この試案においては、「第１高等教育改革の中心的な課題」の中て、

５つの項目につき対立する要素を課題としてあげながら、それらを安易に並

列・対置させ可あるものを切りすてることによってその対立関係を縮少して

いく方向で、制度的改革が考えられている。これは、大学に本来的に内包さ

れ、大学の発展の要因となる緊張関係から逃避し、大学の使命を失わせろお

それのある考え方であるといわざるを得ない。

3ゲ試案の内容上の主要な問題`劇

(1)大学における研究の軽視

大学は研究と教育、すなわち学問の発展と継承とを併せてその使命とする

にかかわらず、上記２(1)にも述べたように、この試案は大学を主として教育
』

機関として捉え、その研究の面を軽視しており、この欠陥は各所に現われて

いる。

第１に、高等教育磯関の多様化（第２－１）の中で、従来の大学にあたる

と思われる第１種、第２種のうち、第２種の高等教育機関（専門大学）が教

育研究機関であるのに対して、第１穂の高等教育機関（一般大学あるいは教

養大学）は教育機関とされている。そのような研究を欠いた単なる教育機関

は大学の名に値しないばかりでなく、そこで取りあげられている「専門的な

教養」の内容にも大きな疑問がある。

第２に、「教育組織と研究組織の機能的な分類」（第２－５）の提案も、

大学に鎧ける研究と教育の密接な繕ぴつきからして大きな問題を含んでおり、

単に両者の分離を強調することは不適当である。また、その中で「教育を行

’

｛
可
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なうために必要な研究の環域…･」という表現があるのは、教育左主とし、

研究を従とする考え方の現われであるといえよう。

第３に、「大学院のあり方」（第２－６）における大学院の現状分析と将

!:‐来像は、きわめて不十分であり、これも研究面の軽視の現われといわざるを

えない。

第４に、大学における研究所のあり方やその役割については、当然触れら

れなければならないのに（たとえば第２－５，６）、無視された形になって

゛いる｡

（２）「社会的要請」に応じた高等教育機関の多様化

へこの試案は、主として社会的要請に応じた有用性・効率性の面から、大学

を捉えている．たしかに大学は広い意味での社会的要請に応じるべきもので

あるが､:それは現在の社会/6国家をこえることのある高次の社会的要請でな

ければならない。これに対して、この試案のいう社会的要請は、現実の社会

からの具体的な需要を意:味するごとくであり、大学がその固有の学問的自立

一性をはなれて現実の社会的要請に即応することは、大学の使命を失わせ、大

学を職業のための訓練の場とするおそれがある。

このことはとりわけ「高等教育機関の目的・性格の多様化」（第２－１）

ｗと現われており、その分類の基準は、学生の将来の社会的進路に応じるとこ

ろにあるものと思われる（第１－２）。そこ（第１－２）で述べられている

「本人の社会的進路を中心とした総合された専門的な教養」というのは、意

味が不明であるとともに、「多様な進路に応じた新しい教育課程を設計する

こと」というのは､､社会的要請と直精して将来の職業生活に必要な準備をす

ることになりそうである．医学教育を別途に取り扱う（まえがき）というの

も、その点の危険性が大きい。

大学の多様化は紺本来は、それぞれの大学が学問的立場からその特質に応

じた個性化･特化（ｓｐｅｃｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）を自主的に推進するという形で行な

われるべきものであり、政府や産二業界等からの社会的要請に即応する形でな
＃..・
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されるべきものではない。
1.ロ

（８）大学の管理の特殊性と自主性の軽視

大学は学問の研究と教育というその使命からして官庁や会社などと異なる

特殊な性格をもっており、その管理についても大学の特質に応じた組織原理

に基づく方式を考えなければならない。この試案は「教育・研究活動の特質

とその効率的な管理の必要性」（第１－３）について述べているが、大学に

おいて「効率的な管理」とは何かが問題であるし、･研究活動はもとより、教

育活動についても、それ左上から効率的に「管理」するという考え方自体に

問題があると思われる。

これは、「開かれた大学」（第１－４）というあいまいな標語を強調する

ことによって、大学に対する政府や産業界等からの統制や干渉を正当化する

危険と共通な面をもっている。大学は閉鎖的・独善的であってはならないが、

外力の介入に対してはやはりその自主性を強調する必要がある。

大学の具体的な管理形態としては、「新しい管理機関」の案（いわゆる理

事会案）と「公的な性格をもつ特別な法人」の案（いわゆる特殊法人案ない

しは公社案）の二つの方向があげられている（第２－９）。しかし、このい

ずれも学外者が大学の管理に加わることを内容としているごとくであり、大

学がそれを選ぶとした場合にも、学問の自由およびそれを支える大学の自治

がそれによって脅かされることがないかを慎重に検討する必要がある。ま‘た、

現状にどのような具体的欠陥があるかも明らかでなく、管理についても本来

それそ/れの機関の特質に応じた多様性が必要であるのに、高等教育機関全般

にわたる管理方式としてこの二つの方法のいずれかをとるように限定的に述

！

《

べていることは不適当といわざるをえない。

4．むすび

私としてはご大学の自主的な改革に対して、､文部省がその障害を除去し、

これに対して協力ないし支援するという形が望ましいものと考えている。そ

して、､その見地から、この試案が基本的に再検討されることを希望するしだ

２
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いである。

東京医i科歯科大学

○大学改革調Ｉ査会ク

1．前文について

前文に「また、医学教育のあり方についてはその問題の特殊性にかんが

承、別途の検討課題としたい」とあるが、医学教育（歯学教育を含む、）

の特殊性がどの様な形で認識されているか、早急な検討が望まれる。

このまま放置すれば、医学教育にはその他の高等教育に準じた形をとる

ということで未検討のまま将来に移行する可能性も少なくないと思われる

からである。

2．医学教育改革の中心的な課題について

医師および医学研究者養成のための医学教育の大衆化は、医学の果たす

社会的機能からみて、今後も問題にならないと思われる。国の人口、医療

制度と照合して臨床医、予防医学担当者、医学研究担当者の適正人口が勘

案され、それにもとづく教育計画が施行されると思われる。なお、一般社
Ｕ

会に対する医学知識、人体諸科学の普及は、これとは別個に考慮されなけ

ればならない。

中間報告各論１１条に、「高等教育の整備充実に関する国の計画的な調

整」についてふれられているが、,医学教育においては特にこの点の配慮が

必要であろう。もちろん、かかる調整機関は、医歯学関係者の間から有識

者として選出されたメンバーを中心とすべきである。

一般の高等教育では早く社会に出て、必要に応じて再教育をうけられる

体制が考慮されているようである。しかしながら、医学教育には、まった

く別の事情が存在する。

：

ゴ
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健康保険制度の整備にともない、医療の普及化が行なわれたが、個々の

医療内容は先進諸国に比して劣悪であり、かつ医師の医学的素要の低下が

憂えられており、関係者として黙視し得ない状態である。

医師は単なる技術者ではなく、高遭な人道主義に導かれて人々の悩承の

解決に力を致さなければならない。従って十分な教養と科学的知識をそな

えているべきであり、いたずらに今日の要請にとらわれて修業年限の極端

な短縮をはかってはならない。

､臨床医の教育には、患者の診療は不可分であり、臨床医を教育する立場

からみると計医師の資格を取得していない場合は、教育内容に限界があり、

十分な教育は不可能である。．、

すなわち、医師資格取得後の臨床教育は不可欠であり、この間は医師資

格取得者としての十分:な処遇が行なわれなければなら‘ない。

さらにまた、臨床医の補習教育も不可欠の問題である。

中間報告では教育と研究を不可分としてきた伝統的な大学観には検討の

余地があると揖摘されている。その主旨ぱ理解できるが､医学教育につい

ても教育と研究、ないし教育と診療を機械的に完全に分離することは不可

能である。．（゛

ざらに医学研究の主体は大学およびその附置研究所によってなされて来
、，．－．．：・

ており､大学から完全にきりはなされた研究所lまく少数の例外を除き後継

者難と刺激の不足に悩まされている。将来の医学研究の進展ほも学部教官

にも寳任が負わされているのである。

■

：

○医・心研６生化阿南功一

！

意見(1)

(1)目的性狢別の大学改革の骨子には賛成であるが、研究レベルの維持も向

上のために
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〈a）大'学レベルでは教育と研究と実地修練（医学部の臨床など）は管理運

営の面で原則的に分離すべきである。その上でこれらの総括（ｉｎｔｅｇｒ－

堰ltion）を考えることｄ具体的には‘

（i）研究は多穂多様の目的に応じた大小の研究所で行なう。進歩発展の

ための交流や統廃合を考慮すべきである。

（ii）学生教育は科目ごとに管理運営（ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ)を主務とする

教授（ｃｈａｉｒｍａｎ)が主宰し、これには一般的には研究歴のある老錬な

者がよい。これを助ける助手などにつき考慮する。

010教育と研究の関係については、この教育主任教授（chairmanJはそ

の科目の教育担当教官を諸々の研究所から一定期間派遣してもらう

（これにほ種々の方式が考えられる。）。臨床では市中病院の有資格

者に依頼する。〈

６０）大学は科目ごとの修了試験は行なうが、いわゆる卒業免状は出さない。

むしろ全国的規模の資格認定試験（必ずしも政府機関ではない。）を行

なう制度を設ける。即ち従来の履歴主義ではなく資格主義に改める。

(、学問の自由と教育機関や研究機関の自治について

（３）教育、研究､実地修練の機関を分離運営することによってはじめて、

それぞれの組織集団（Ｏｒｇａｎｉｓａｔｊｏｎ）はその設立の目的に最適の管理

運営方式を有つことができるよう。

（i）研究機関は学問の研究という共通意識を前提とする集団であるから、

種々のacademicfreedomとより広い管理運営上の意思決定が許さ

れるで．あろう。

（１１）教育は政治的中立州を保ちつつ、教える者と教わる者との間の一定の

＝傾斜はこれを保ちつつ、その限りでの自治が認められようｑ

Ｉｉｉ実地修練の場では病院などの如く、社会的責任があること故、それ

に応じていわゆる自治も制限されるであろう（院長の命令権など。）。

ｂ）教育の効率化と進歩への適応

Ｑ
盛

ＣＯ

印
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－－－－－~￣￣￣ｮ－－－三～￣~----－－－－－￣￣

大学の教育主宰者たるchairman教授は大学内ｵsよび（全国的）な大

学間の会議を有って、絶えず教育成果の判定や進歩への適応に努める。

そのためにもＯｈａｉｒｍａｎの年限制、研究所教授との適性を考慮しての人

事交流をはかる必要がある｡（註）医学部附属心臓血管病研究施設教

授

○教養部篠原武夫

意見⑪

(1)「高等教育の改革に関する基本構想試二案」は「これまでの高等」教育に対

する考え方やその制度的なわく組みが、高等教育の普,及と社会の複雑高度

化に伴って、……複合した要素を含んだ要請に適切に対応できなくなっ

たため、これに対する新しい解決策を見つけることがこの基本構想の中心

的課題である」として、改革案を提示していおのであるが、この案中に承

られる「国民全体の立場」という表現が、実質的に何であるか蟹明確では

ない。というよりも、むしろ企業本位、産業界からみたより実用的教育制

度への要求が、国民全体の立場にすり変えられてはいないか、という疑問

が出てくる。

この点については、大学の理念との関連でより本質Ｉ的に堀り下げられな

ければならない問題であろう。

(2)改革案全体が、「高等教育」の改革を指向している点は肯定できるが、

しかし改革に急なあまり、研究面についての配慮は充分ではない。(5)にお

いて教育と研究の機能的な分離にふれてはいるものの、むしろ教育面への

重点指向が明確に読恐とれる。研究の裏づけがあって、はじめて教【青が可

能であってみれば、研究面の重視・整備も平行的に顧慮されるのでなけれ

ばならないであろう｡

(3)「開かれた大学」という理念そのものは妥当であるとしても、(4)に述べ

、側

１
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られている内容は主として大学の管理運営について独善的であってはなら

ないという意味でのそれであって、教育・研究についての開かれた大学と

いう立場ではない。この点で、むしろその意味とは反対に、上からの閉じ

られた大学になる恐れはないであろうか。上からの強制による開放ではな

く、大学自らの主体性を基にした開放でなければならないであろう。

（注）教養部社会学担当教授

）

○：教養部助教授堀内秀晃

意見（Ⅲ)

「高等教育の改革に関する基本構想試案」（以下「中間報告」と略称）は、

医学教育について触れるところがない。そのことに関連しての筆者の見解は、

改革調査会より提出され７t二ｌｂのとほエ同じものであるので、ここでは重複を

避け、医学教育の立場を離れ、ひろく大学教育全般にわたっての問題点を抜

き出して設たし､。

〈a）一般教育の切りつめによる在学年数の短縮

中間報告では、高等教育の大衆化と社会人の再教育の必要という立場から

「むしろ、早く社会について、必要に応じて再教育が受けられるような体制

を考える必要がある」（Ｐ､３）とし、そのため、たとえば標準的な第１種の

高等教育機関にあっても「一般教育と専門教育という形式的な区分を廃し、

同時に既成の学部、学科の区分にとらわれず、それぞれの教育目的に即して

必要な科目を組織した総合的な教育課程を考える」（Ｐ､８）ことにより、

「標準的な履修年数を現在の大学より短かくしても、これまでの水準に相当

する教育は可能であろう」（Ｐ、８）として、「３～４年程度」（Ｐ､７）とい

う線を打ち出している。．｛

たしかに、現在の一般教育は、教育課程の理想としての所期の目的を達成

しえず、形骸化しつつあることを認めねばならぬ。そのために一般教育の力.

９

’
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リキニラム・の改革が言われ、その方法の一つとして一般教育・専門教育相互

湯透型の綜合的カリキニラムも考えられている。しかし、それはあくまで在

学年数の短縮につながるぺきものではなく、一般教育と専門の基礎教養課目

実質２か年分を確保した上でなされなければならない。現在までの教饗課程

不振の原因の大半は、筆者の見るところ、専任教官を二軍視する学内の傾向

と、教養課程に投入する経費の切りつめにあるのであり、そのような実情を

無視して、「合理化」による在学年数の短縮を唱えたところでその職寄せは

一般教育の部分の切りつめに向かうことは必至であろう。しかも、在;学年数

の短縮の発想が、社会の要請に基くものとして、すなわち産業界の、なるべ

く早く労働力を入手したいという必要に基いての発想としてあることは８本

末顛倒も甚しいものと言わなければならない。

(b）国家権力の高等教育への干渉の強化

中間報告は「高等教育機関の自発性の尊重」をうたいながらも、「国全体

としての計画的な援助・調整の必要性」（Ｐ､５）（Ｐ､１７）を強調している。

筆者は、そのような「計画的な援助。調整」が国家権力の手によって窓意的
●●● ●●

に行われる可能性麹認めていることに大きな不安を感じている。

さらに「財務・人事、監査などに関する機関に学外の有識者を加えること」

(Iii3)の必要をいい､｢教育の選考や業績評価については学外の専門家

の参与を求め」（Ｐ､１３）る必要をいうが、そのような学外の有識者ないし

学外の専門家の参加の過程で政府がすくなくとも国立大学に関する限り、全

くノークッチでいることは考えられない。

さらに、国公立大学の設置形態について、識慰者に隷属する大学と、一定

額の公費の援助を受けて自主的に運営する大学との二者択一を迫っている

（Ｐ､１４）のも見逃せない。前者の形態をとる根拠を大学の「運営上の最終

の責任は、文部大臣が国民に対し、または地方公共団体の首長が地方住民に

対して負わなければならないとされている」ところに求めている。ところが、

その文部大臣を選考するのは、時の与党から選出された総理大臣で)あり、文

〃

』
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部大臣は国民に対するより政府与党に対しての責任を重んじている観のある

こと、歴代内閣の文部大臣の実績が証明している。

このような一党一派に偏した文部大臣の隷属下にはいることをいさぎよし

としなければ「公費による一定額の援助を受ける」「特別な法人」になる途

を選ばなければならないが、これではまるで、隷属がいやなら金をやらない

と言わぬばかりである。

現在、研究の高度化､巨大化に伴ってその資金はぼう大な額を僻必要とする

が、たとえば、東京教育大学のぱあい、研究予算を沢山必要とする学部から

さきに、文部省の方針にそって筑波移転を打ち出して行ったことは我々の記

憶に新しいことである。

予算をエサに大学人の分裂と無力化をはかろうとする意図は、現在の国公

立大学の実情に照らしてみるとき、残念ながら非常に有効に実現されるであ

ろう。筆者はその点を憂慰している６「〃大学自治〃が本来の意味以上に拡

大解釈され、不必要な混乱が生じないようにする必要がある」（Ｐ､１５）に

至っては、筆者は言うべきことぱを持たない。現在の大学に、実質的にどの

ような「大学自治」が存在しているというのだろう。学長人事、学部長人噸

など、大学側の選出結果を文部大臣が承認発令しないいわゆる棚上げも記憶

に新しい。予算の交付も「紛争処理の決意と熱意」を文部省が窓意的に判断

して行なった。大学の自治を「本来の意味」に引きもどしたというのは「ｂＵ

ということなのであろうか。しかも一見自主的運営が認められていると称す

る法人大学にあっても「公費を支出する側は、その法人としての大学がそれ

に値するかどうかを自主的に判断する立場を保留」（Ｐ､１５）しているので

ある。これでは３割自治とも言うことはできない。
,｣､１

以上、特に目立った２点を中心に批判的見解を述べてきた。中間報告は、

いろいろ高等教育の改革について傾聴すぺき内容も含んでおり、また、批判

すぺき点も他にいくつかないではない。しかし、以上のような問題点が根本

的に改められない限り全体的に、改悪であるとの印象を筆者はぬぐうことが

－４５－



できない。（注）教養部文学担当助教授

○篠塚舂
〆

意見⑰

2.（教育課程の改善の方向）

（４）保健体育については、課外の体育活動に対する指導と全学生に対する

保健管理の徹底によってその充実をはかる。

大学教育の正課において保健体育を如何なる地位において改善して行く

のか不明確である。課外の体育活動は、あくまで学生の自主的立場に立

って他の文化的サークルと同様先輩後輩の関係において人格の形成と体位の

向上および技術の練磨をふまえてコーチ等の人を得て、あくまで自発的

活動でなければならない。特に正課の保健体育は体育という大きな目的

から一般教育課程としての大学前半の二年間で終了するものではなく、

四年制大学においては四年まで、六年制大学（医学・歯学）においては

専門課程終了時まで毎年一単位の授業を課するべきである。

３.（教育方法の改善の方向）

（３）学園における体育的、文化的な活動については、そのための指導セン

ターに専門家を置いて充実した学生生活を享受できるよう指導と援助を

与える。

これはあくまで課外における指導体系として充実すべきで正課における

体育的、文化的科目の教育方法とは自ら異ることをじゆう分に考えてお

かねばならない。（注）教養部保健体育担当教授

東京外国語大学
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（且教官の意見）

第二次大戦後、文化国家として立つことを内外に軒ったことを再確認するこ

とが先ず必要である。

第一高等教育改革の中心的課題

1．高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請

高等教育機関の多様化は望ましいし、社会人としての再教育も必要。

しかし、基本的には、大学は自分の眼でものを見ることのできる人間

を作るところでなくてはならない。教育と研究は不可分のものと考え

る。

２．高等教育の内容に対する専門化と総合化の要請

中間報告にとくに異存はない。

３．教育・研究活動の特質とその効率的管理の必要性

この点、中間報告には反対。

４．高等教育機関の自主性の確保とその閉鎖性の排除の必要

外部の大きい力の介入をおそれる。

５．高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助・調整の必

要性

大学行政には口出ししてほしくない。文教予算を思い切って支出するだ

けの太っ腹なところを示してほしい。

国際的学問交流には、とくにこの点を望む。

また、自然科学偏重、人文科学軽視をやめること。

第二高等教育改革の基本構想

１．高等教育機関の目的・性格の多様化

六種類の型に分けることには不賛成、現在の大学の中で、このような

多様化を実践すればよい。

大学院大学を極くことば大学の格差を増大することになるから反対。

２．教育課程の改善の方向

－４７－



一般教育を四年間を通じて行なうことは賛成。

３．′教育方法の改善の方向

体育的・文化的活動に専門家を、というが、その人選こそ重大な問題

がひそんでいる。

４．高等教育の開放と資格認定制度の必要

社会人の再教育については賛成。

５８教育組織と研究組織の機能的な分離

両者の分離には問題が多い。反対である。

８．教員人事処遇の改善

教員の選考・業績評価は、教授会内できびしく行なわれるべきである。

９．国・公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向

(1)案は絶対に避けたい。(2)案の方が望ましいであろう。

10.国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善

援助は可なるも口を出すのは慎しむべし｡

12．学生の生活環境の改善充実

国立大学の学寮を文部省直轄にする法はいかが？

13．大学入学者選抜制度の改善の方向

内申書は、高校の格差ゆえに信用しがたい。

（2)は、とりやめた方がよい。東大の論文形式の入試方法が最良のもの

と思う。

（Ｂ教官の意見）

管理運営について

特別の教育行政官を任命し､教授会に積極的に参加させる。眼ききの

管理ではなく、大学の長期展望に立った資格者でなければならぬ。

学生の生活環境について

とくに学寮について解決策を考えられたい。
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東京農工大学

○学長弛

今回、公表された「高等教育の改革に関する基本繊想試案」については、

今後の大学における教育研究を方向ずけるうえに重大なる問題点が多く、十

分なる検討を必要とするとともに、試案の詮では理解しがたい点が少なくた

い。したがって、木学としては、さしあたり若干の問題点を指摘することに

したい。

1．高等教育の改革に関する基本繍想について

教育制度の改革は、その実施から数十年の年月を経たのち、はじめて、重

大な影響を国家、民族､､全人類に与えることが明らかとなるものであるから、

遠い人間の将来へのふかい洞察と、それに対する強い責任感をもって立案さ

れなければならない。かつまた、その新制度に移る過程、それを支持する財

政的措置などについても明確な検討が必要である。

２．．高等教育改革の中心的課題について

試案における高等教育機関改革の構想は、産業界、経済界等の要請に応ず

る人材の養成に傾斜し過ぎてはいないか。今後の一段と急速なる科学技術の

発達と経済の高度成長が予測される高密度社会においては、人間尊重にもと

づく新らしい文化の創造による調和ある発展がはかられるべきではないか。

このような観点から、大学においては可人文科学、社会科学ならびに自然科

学の調和のとれた発展をはかるとともに、創造性、批判性を啓発するための

研究と教育に重点をおくことをその骨格とし、中心的課題とすべきものと考

える。

３．高等教育機関の目的、性格の多様化について

高等教育機関を６種類に区分したことに対しては、高等教育の概念が不明

確であるために、多様化の必要性がともすれば現状を固定するものであり、

大学間の格差の増大をもたらすものと受けとられ、教育制度の混乱をひき,お

こす恐れがあると思われる。発足当時の新制大学の制度を基礎とし、これに、
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それぞれの大学が自主的に弾力的に特色化をはかることこそ新構想の根底と

なるべきものと考えられる。国民のなかには旧制大学の体制を過大に評価す

る立場から、この旧制大学中心ともいうぺき多様化の試案を容認するような

傾向がある。そのような考え方では、科学の飛躍的発展と経済の高度成長に

伴う学生数の急激な膨張とに対して到底適応することができないぽかりか、

教育研究の進展を阻む恐れさえあると思われる。

4～大学院のあり方について・

第６種の高等教育機関（大学院）は、旧制大学中心の現行制度を温存する

にすぎず、何ら改革に資するものとは思われない。大学院のあり方について

は多面的に検討をすることが必要であり、その１例として次のような構想が

考えられる。従来の如く、特定の大学'ての承大学院を固定することなく博士

課程の論文指導能力のある教官を擁する研究室に所定期間大学院の分散され

た単位をおき、いわば「姿なき可動性の大学院」とする体形が教育研究の自

由な発展の道を開き、創造性にとんだ教育研究を可能にするものと考える。

その単位の教官の腐している研究室を博士の学位を得ようとするものに研究

修練の場として与えることとし、博士課程担当教官の資格審査には、たとえ

ば、学会あるいはその専門委員会があたるものとする。なお、そのような研

究室には充分な研究環境を保障する配慮をすることとする。

5．教員の人事、処遇の改善について

試案においては、人事の閉鎖性から教育研究活動の停滞が生じることを防

止するため任期に限度を設けるとか、同じ学校の出身者を採用する場合の数

を制限するとか、人物交流を容易にするなどの提案がなされており、このこ

と自体は必らずしも否定するものではないが、先に示された大学の格差を更

に拡大するような多様化構想は人事交流を容易にしようとするこの提案とは

全く逆行する結果になる。特に少数の大学院大学に集中して研究者を養成す

ることは、いわゆるｉｎｂｒｅｅｄｉｎｇとなり、学術研究の推進上重大】h:支障と

なるものと思われる。したがって、この面からもこの多様化構想は高等教育
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の真の発展とはあいいれないものであり、ただ信には賛成しがたい。

東京教育大学

ａ

○宮島龍興

今回発表された「高等教育の改革に関する基本的構想試案」（中間報告）

については各部局それぞれの立場から検討したが、マスタープラン委員が、

これらを整理して多くの部局に共通した基本的方向をまとめると以下のよう

になる。なお、各部局が専門的立場から要望している事項は別添資料として

合わせて提出する。

本報告は、改革の中心的課題のとり上げ方についても、さらには改革の基

本構想についても、大筋においては賛成である。この構想が実現されれば、

これまでわが国大学がかかえてきた多くの問題点が解決されるばかりでなく、

これからの社会における大学の役割が明確となり、貢献するところも飛騒的

に増大することが期待きれる。

しかしながらこの中間報告は、なお極めて抽象的なものが多くその表現に

おいても多義的で、具体的な実施運営に当って疑義を残しているところも少

なくない。それらのうも、もっとも避本的と思われるいくつかの点を指摘し、

今後の善処を望みたい。

Ｉ「大学の理念」に関して

（１）大学を多様化し、学生の個性､能力、適性に応じて人材の育成を期す

ることは当然であるが、例えば６種の大学がそれぞれ規格品のように一

律化することは厳に戒しめたい。それぞれの大学が伝統と個性を生かし

うるよう、編成や内容について弾力性をもちうる配慮が必要である。

（２）それに関連し、大学を「研究を主とするもの」と「教育を主とするも
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の」とに別けるとしても、両者の差は質的なものでなく、どちらに重点

なおくかの澱的な差と考えるべきである。

（３）大学は社会機織の一つとして「学問の進歩」とともに「社会の要請」

に応えることの必要性は今後ますます重視されるであろうが、そのため

には、その期待に正しく、有効に応えうるよう、学内、:学外者を含めた
；，、

運営|;&構を作るべきである。

い）しかしそれが大学の自治を侵すものであってはならないことはいうま

でもないが、大学の自治は、これまでのような閉鎖的な「学部自治」に

割拠するのではなく、大学が一本となってもっとも有効な研究、教育を

行ないうるような自治の確立を目指さなければならない。

Ⅱ「研究の高等化と教育の大衆化」に関して

（１）国家的な教育長期計画の確立

大学の改革には国家的な長期教育計画の確立が必要である｡しかし、

その立案にあたっては、社会の現実的要請のみならず学問の進歩発展に

伴う要請から将来を見通して計画をたてるように望みたい。

（２）後期中等教育との関連．‘

教鍵．語学学習などについては、特に後期中等教育の改革との関連を

検討し、大学と後期中等教育との任務分担をいっそう明らかにすること

が望ましい。
６.ロ

（８）研究の高度化対策

学問の再編成、新領域の開発にこたえるためには、研究所・研究施設

に加えて、現行の学部の解体を前提として、新たに改組された大学院が
．．：・

一体となって、新領域の911発にふさわしい機構をつくりうるように配慮

されたい。

（４）大学の大衆化対策

学生の麓的増大に伴う大学の大衆化は不可避である。したがって、大

量の学生の編成方法を工夫し、小人数教育の長所を．生かすべきである○
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このためには､実験大学的なものも認めることが望ましい。

（５）大学の一律化の排除け

各大学はその歴史的背景・スタッフなどを基礎に、特色を出すように

し、これが十分に生かしうるよう配慮されたい。このためには、たとえ

ば、１種６２種６５種・６種の大学と研究所をあわせもつような大学も

認められるようにされたい。

Ｍ「犬学の管理運営」に関して

（１）責任体制の明確化

学長およびその補佐である副学長、それらの代理よりなる中枢的大学

管理運営の執行機関を設け、責任の所在を明確にする必要があろう。

また、社会の要請が反映しうるため、学内者と学外学識者によりなる

Ｍ２関を設け、これが大学設圃者と大学との間にたって、適当な機能を果

すことが検討されるべきであろう。

（２）教官の責任体制

教官の交流をよくするため、業績評価を厳正に行ない、適正な配置が

しうるようにする必要がある。そのためには、大学の夢ならず、官庁・

法曹界・会社などの各研究所や海)外大学との交流をなしうるだけの抜本

～的待遇改善が不可避であり、この点の配慮が特に必要である。

○体青学部

「教育課程の改善の方向」に対して

(4)「保健体育については、課外の体育活動に対する指導と全学生に対する

保健管理の徹底によってその充実をはかる」

〔要望〕本項の趣旨には全面的に賛成する。ただしく本項の趣旨を正しく

生かすために、その基礎となる正課の「保健体育の科目」の充実（全学

年の履習）を要望する。
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〔理由〕在学期間を一貫した正課体育によって、体育運動の基礎訓練を系

統的に行なうことができ、それが課外体育の正しい方向づけを可能にし、

さらに系統的学習によって生涯教育としての健康・体力づくりの基礎が

培われる。

万一、課外体育の歌に任せるときは、体育の真の目標から逸脱したり、計

画、実施に無理を生ずることが従来の経験からも明らかである。

しかし、大学における正課の保健体育のあり方は、現在必ずしも理想のも

のとはいえず、教官の質の飛鋼的向上とあわせて保健体育・設備の充実を図

ることが必要である。なお、保健指導では全学生に対して、ｍｅｎｔａｌｈｅａｌ－

ｔｈを含めたｔｅａｃｈｉｎｇとｇｕｉｄａｎｃｅを重んずることが必要と思われる.

さらに、本項の趣旨を生かすには、体育センター及び保健センターを設け、

全学生ならびに教職員の指導管理を充実することが必要である。＿

○農学部

1．高等教育改革の中心的課題について

（１）高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請

国民の高等教育に対する要求度の増大にかんがみ、画一的な大学では

教育．研究の水準を高めることが困難であるためそれぞれの要望に答え

うるよう特質のある各種の大学を設置することは必要であるが、その結

果として教育．研究水準の低下をきたさないよう教育方法の近代化をは

かる必要がある。

（２）高等教育の内容に対する専門家と総合化の要請

高等教育を受けた者は専門的能力・総合的能力・基礎的教養を身につ

けることは必須である。この必要性を実現するため高等教育の特色への

分化は必要である。

（３）教育・研究活動の特質とその効率的な管理の必要性
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大学の管理運営は教授会・評議会によって運営されてきたが､/大学の

巨大化、教育のマスプロ化に対応するには管理運営の合理化が要求され

る。したがって、大学を研究・教育・管理の３部門に分け、責任体制を

確立し、大学運営の科学化、効率化を促進し、一般教官を管理運営の責

務から解放し、研究と教育に専念せしめる必要がある。

い）高等教育機関の自主性の確保とその閉鎖性の排除の必要性

大学は常に新しい学術の発展に即応しうる研究と教育を行なう必要が

ある。大学の自治能力の強化と円滑化をはかるには、学部分立体制を改

め、学問的に総合され、科学的に分類され；た研究環境を作る必要がある。

大学は常に社会の要請を受け入れると同時に大学構成員の意思が反映で

きる大学一本の自治体制とすることが必要である。

（５）高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助・調整の

必要性

国．公・私立大学を含めて文教政策に対する国の援助を高めることが

必要である。教育は国の将来を繁栄させる国家的投資であり、高等教育

が高い教育理想像をかかげそれを実現するためには、まず、有能な教育

者．研究者が大学の中で安んじてその本務を遂行することである。この

ために、研究・教育に対す為物質的・精神的環境面への改善と投資が必

要である。

２，高等教育改革の基本構想について

（１）高等教育機関の目的・性格の多様化

現行の大学には基本構想で示される高等教育機関が複数的に設置され

ており、それらのすべてを重点的に目的達成をはかることは困難であり、

教育．研究の効率化が低下することになるので、大局的に黙て大学の種

別による多様化に踏象切る時期にきていると考える。

しかし、一般大学と専門大学との区分はあいまいである。また、６種

の高等教,青機関のうち第５種のl高等教育機関と第６種の高等教育機関と
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゛に細区分することは問題がある。←．

すなわち、第５種と第６種を含んだものを大学院大学とすべきと考え

る。

(2)教育課程の改善の方向

前期段階（教育課程）はその目的ｂ性格に印して総合的な専門教育ま

たは特殊ﾌﾟﾋE専門教育を行なうのにふさわしく編成することが必要である。

すなわち、４年制専門学部においては４年間を通じて、一般教育も外国

語、保健体育を課し、基礎教育を前期２年とし専門教育は１年次より挿

入し、末広状に４年次へと展開する。これにより学生は自ら解決すべき

問題を把握し、真塾な研究態度が養成されることになる。

(8)教育方法の改善の方向

情報化時代に対応し教育工学的な手法を導入する一方、教師対学生の

直接対応を行ない人間らしさを求める役割と人間の創造性に指向すべき

である。

(4)高等教育の開放と資格認定制度の必要

大学教育を「開かれた大学」を標傍している点においても、また教育

の機会均等の原則からしても資格要件のととのったものはいずれの大学

へも進学できるように門戸を開放することは当然のことである。

(5)教育組織と研究組織の機能的な分離

大学の多様化にともない教育と研究に対する重点指向の差異の生ずる

ことはやむを得ないが、本来、大学は研究や教育の場で｡らる以上優れた

教育者は高い研究能力のある研究者であることが理想とされる。したが

って、教育者に対しては研究に従事できる機会を付与するよう配慮が必

要である。

(6)大学院のあり方

第６種の教育機関が、第２種またば第５種の高等教'青機関もしくは研

〆究所に置かれる場合には、教官は原則として大学院に籍を置く。
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‘教官の人事交流は年功序列にとらわれず、学内、学外、･国際的規模で

積極的に行なう。学内では大学院・研究所・学部間で交流をはかる。

(7)高等教育機関の規模と管理jiZ賞体制の合理化

副学長制による中枢的な管理磯関の機能を確立し、管理運営の.専門的

識見をもってこれに当り、その科学的合理化をはかる。この改善の意図

することは、司投の教官を管理運営の責務から開放し研究と教育に専念

一せしめるためである。ただこの機関は常に全学的意見の反映をはかり､ｆ

大学の自主性がそこなわれないよう留意すべきである。

(8)教員の人事、処遇の改善

人事の閉鎖性を排する取扱いおよび教員の教育的努力を助長する給与

および処遇の抜本的改善には賛成である。

(9)国・公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向

大学が自律性と自己責任をもって管理運営されるためには「大学自治」

にはおのずと管理上の責任と権限のあることを明確にする必婆がある。

このため学外の有識者を加えた新しい管理機関（理事会）をもって運営

に当る必饗がある。ただし、学外の政治的・経済的圧力から学園の独立

を保証することが前提である。

⑩国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善

国の財政援助は主体的な立場が保証されてつれに厳正な評価がおこな

われることを条件とすべきであり、また、受益者負担の実際額は個人経

済的には有利な投資とみなしうる限度内で適当な金額とすべきである｡

と同時に、その負担に事欠く場合、奨学制度によって有益なる大学生活

が送られるよう国家的援助が現在より一層必要である。

⑪高等教育の整備充実に関する国の計画的な調達

常に大学の整備充実を計ることは論を待たない。その実現に対しては

恒常的な機関を国に設圃する必要がある。

⑫学生生活の環境の改善充実丹
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今日、学寮において教育的な目的を達成するには後期中等教育期間ま

でであって可現在、大学の学寮に期待される共同生活の教育的意義は薄

いものである。したがって、学寮は厚生施設とならざるを得ない。その

ﾌﾟﾋﾆ|め、学生生活は経済生活の一環〆である自覚のもとに学寮を公共施設と

し、生活困窮学生に対してば国家が低利資金で援助する方式とすべきで

ある。

⑬大学入学者の選抜制度の改善は目下の急務である。中教審の具体的検

討の外に、無試験入学に近い形式で行ない、入学後の定期選抜試験によ

り進級・留年・転校等を決定する方法も考慮すべきである。また、特殊

才能者の開発にも留意すべきである．

○理学部

高等教育改革の基本構想

高等教育機関の目的性格の多様化

大学院のあり方

第２．

(1)

(6)

について

①大学院に重点をおく大学は６種・５種と１種・２種の大学をあわせもつ

ことが望ましい。

(E〕大学間に格差を生ずる心記に対しては、格差の観点を弱め、重点志向と

いう意味の積簸性に着目する必要がある。

⑤大学院をもつ大学の研究所には客員制度や内地留学・流動研筑員の制度

を大巾にとり入れ、大学院の置かれなかった大学教官が上記制度を活用で

きる磯会を与えるようにし、一方、大学院大学の教官‘研究員も固定化せ

ず、業績審査のうえ、交流しうるようにすることが望ましい．

ｅ６種の博士コースの大学院には、一定資格試験に合格したものを１種大

学から入学させ、２～３年位研究をみてふるい分け（不適性として就職さ
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せるもの、引きつづき研究させるもの）、後者には手当てを出しながら、

学位論文を完成させる制度が望ましい。

（８）教員の人事・処遇の改善について

①人事の交流には処遇の改善が絶対に必要である。

（９）国公立大学の設置形態に関する問題について

⑦日本の大学の自治・運営などには問題が多い。しかし、アメリカの大学

の理事会、イギリスのコートなどにも欠陥はあるので、拙速をとることな

く、学長を中心とする責任体制の確立と、大学櫛成員の努力で、合理化に

努めることが重要である。

○文学部

1．この報告は、国民大衆の遠い将来にわたる福祉のためでなく、今日の社

会体制の要求に奉仕させる結果をもたらすような思考様式が濃厚である。

しかし、教育は国民全体のためのものであるのみならず、場合によっては

ナショナル、インタレストを超えた人類普通の目的を優先させねばならな

い場合さえあることを考臘しなければならない。

2．目前の必要にのみ対応する多様化は、いきおい学校の格差序列を生み、

ひいては、卒業者の社会における階層的差別を生み出すおそれがある。そ

れは゛単線コースの学校体系により階層差別のない社会を築くことを基礎

とした６．３制学校体系の根本理念の崩壊を導く危険なしとしない。

ａまた、この報告は、教育権の独立とアカデミック・フリーダムを軽視す

る傾向や、国家権力の規制を強化する方向が強く示されているが、それは

憲法、教育基本法の理念（※注）に反するとともに、あるべき教育・研究

の目的達成を妨げるものである。

（※注）憲法２３条、２６条、教育基本法前文・同１０条等

４．さらにこの報告は、高等教育機関内部の管理迦営について、大学櫛成員
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の総意に基く方向への民主化を考えず、反対に少数上層管理職への権限集

中や、学外産業界等の学校行政介入を強めようとしているが、このような

構想は妥当でない。

5．「学生の生活環境の改善」にみられる学寮の機能の分解という提案は、

学寮問題が、紛争の根源になっている現状に対する紛争対策的発想に基く

ものであり、今後の大学のあり方を考える上で、むしろうしろ向きの考え

方といわざるをえない。

6．この答申案は、現在の大学の限界や問題点を指摘している点で一理ある

ところもあるが、右に述ぺたようにその根本思想において重大な問題が存

在する以上、たとえ局部的に耳を傾けるに足りる指摘があるにしても、そ

れは意味をなさない。

また、この報告は、過去長期間にわたる中央教育審議会の数多い答申の

すべてとの全体的・総合的関連において評価されるべきであり、この報告

のみを独立に評価することはできないであろう。

従来、中教審が文部省の教育の国家統制、教育、研究への権力的介入、

アカデミック・フリーダムの削減をつよめる方向に協力してきた事実を、

この報告の評価にあたり看過することはできない。

Ｏ
Ｓ

Ｃ文学部筑波新大学準備会

表記のことに関し、昭和４５年２月２０日付東京教育大学長事務取扱宮島

駆興宛の東京教育大学文学部長藤井－五郎の名による文学部の「中教審第２６

特別委員会中間報告に対する所見」が提出されているが、われわれ文学筑波

新大学準備会を構成する４０名の教官は、次のようにこの所見と異なる見解

をもっていますので、このことを表明いたします。

１．われわれは、この報告にみえる高等教育改革の中心的７ｺ:課題並びに基本

構想については、おおむね賛意を表します。…
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Ｚとの報告に翠られろ多様化は、形式上の多様性を考慮したものであるが、
．；．.．

さらに個々の大学力:、それぞれの個性を生かしたものであることが望まし

い◎

3．改革の要請は報告書の指摘にもあるごとく、高等教育の大衆化、高度産

業の急激な進展、ならびに当面の大学紛争などによって招来されることに

なったものである。しかし、われわれはこのような改革要請に応えるのに

急なあまり、大学本来の姿勢や目的を崩すようなことがあってはならない。

４新時代における多くの大学の方向が、たとえば理工学部の膨大な大規模

化などが象徴するごとく、社会の切実なる要請に対応することに終始して

いる如く見えるのは甚だ遺感である。大学においては人間性や古典乃至は

極めてアカデミックな人文・社会科学系研究が軽視されてはならない。し

たがって健全なる人類文化に貢献することのできる人疋・社会・自然各分

野にわたった調和のとれた研究が重視されなければならない．

,一七一

」5ミ東 工業大学

Ｏ組織検討特別委員会

中央教育審議会第２６特別委員会が「高等教育の改革に関する基本構想試

案（中間報告）」；（以下、基本構想試案または試案と略称する。）

を公表して以来、本委員会は５回の会合を重ね、その内容を審議してきた。

試案の内容の一部には、必ずしも明確な説明のなされていない』点、あるいは、

具体的な制度およびその連用の詳細をまってはじめ評価を下しうる点もみら

れるが、高等教育の見通し、その改革の方向に対して大局的判断をなす上で

大きな支障となるものではないので、以下に審議の結論を概括し、試案に対

する意見とする。
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本学のような、高等教育の一端に直接携わる立場にある個々の機関が、高

等教育全般にわたる基本構想をみる場合には、二つの立場があり得る。一つ

は、高等教育に直接関与してきた経験を基礎として、高等教育の理念・目的

・制度などの全体について傭敵的に巨視的に検討する立場であり、他の一つ

は、個々の機関が、それぞれの意図する教育の理念・目標を、高等教育制度

の枠組みのなかで達成する上での便宜・支障を検討する微視的な立場である。

両者の立場は必ずしも単一の結論を指向するとは限らず、ことに本学のごと

く、理工系総合大学としての特殊性を有する機関においてはこのことが著し

い。

したがって．ここでは上記二つの立場からの意見を併記することとした。

すなわち、Ｉ試案の基調となる考え方に対する意見、Ⅱ試案の各事項に

対する意見、Ⅲ本学の指向する改革の方向からみた意見、の三部よりたる

本意見において、ＩおよびIは主として前者の立場より、mは後者の立場よ

りの意見である。本委員会としては、中央教育審議会において、Ｉ、Ⅱに述

べられた意見を十分検討し最終報告に反映させることを切望する。それによ

りmにおける問題点はおのずから解決されるものと考える。）

Ｉ基本構想試案の基調となる考え方に対する意見

１－１（高等教育における教育機関の自主性の尊重）

高等教育における多様性の実現、高等教育の目的・理念、高等教育機関

の管理体制およびその設置形態などについては、それぞれの高等教育機関

の自主性を尊重することとし、高等教育の制度はこの自主性を助長するこ

とを骨子として作りあげられることが望ましい。

高等教育の大衆化の進行と共に、多様な資質をもつ学生のさまざまな要

求を満たす高等教育機関が必要となるが、この多様性を制度的枠組象のな

かで、国全体としての計画・誘導・調整のもとで実現することにはかなり

の疑義がある。すなわち、高等教育機関の果たす役割として、試案に述べ

られているところの現在の社会に適応し、その中で専門的機能を.課たす社
－６２－
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会人を蕊成することのほかに、将来の新しい社会を作りあげ、その中で貢

献できる人材を養成すること、ならびに、個人のそれぞれの主体的な人間

形成を助長することを忘れることはできない。

社会の変革の速度が著しく、将来の社会を現在の社会の延長として単純

に把えることが不可能な現代において、国全体として高等教育体制の枠組

みを見通しよく整備することはきわめて困難であり、また、それが適切で

なかった場合の影響は重大なものがあるといえよう。

この意味で、将来の社会に備える高等教育は本質的に、自発的な多様性

の形成にまつべきものと考えられる。これまでの高等教育機関が必ずしも

社会的変革と多様性の認識に十分でなかったことは己当事者として卒直に

反省するところであるが、この点についても、従来の国全体としての高等

教育制度あるいはそれに関連する行政措置の枠組みの画一性に一半の責任

のあったことを見のかすことはできない。

現在もっとも重要なことは、それぞれの高等教育機関の自主性を最大限

に引き出すことであり、これを助成する国としての計画および方策の立案

である。多様化を制度としての枠組みのなかで実現を図ることは、新たな

硬直性と、全体としての単一目標指向を高等教育に持ち込む恐れがあると

いえよう。

１－２＿（高等教育機関の活動の評価と、自由競争原理の導入）

基本構想試案は高等教育の全体を国民全体の立場で計画・管理する基調

を打ち出しているが、自由にして創造的な高等教育活動を育成するために

は、このような計画。管理の原理よりも、むしろ自由競争の原理の導入が

望ましい。１－１に述べたように、高等教育機関の自主性を尊重し、それ

ぞれの磯関に権限を大巾に委譲することにより、教育機関相互の自由競争

が自然発生し、教員の流動性も高まり教育活動が全体として活気あるもの

となろう。

このためには、高等教育機関の活動を厳正中立に評価する機構が必要と
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￣、

なるが、この評価の機構は単一なものでなく、高等教育の多様化にふさわ

しい、複数のものである必要がある。この評価の機構に渚いてば、高等教

育、学術研究に携わる多数の有識者の意見ならびに幾つかの分野における

代表的な意見が、その評･価に反映されるような配懲が必要である。

１－３（高等教育の目的・理念）

高等教育の目的・理念として社会の構成員として必要な専門的能力を育

成することのみでなく、個人と人間性の形成について十分な考慮を払う必

要がある。

もちろん、社会の構成員の１人１人に対し、i総合的な、あるいは特定分

野の専門能力を身につけさせることは高等教育の目的の一つとして重要な

ものであるが、高等教育の目的をこれの承に限定することには疑護がある。

個人の主体的な人間形成を助長し、それを通じて社会に貢献する面も同様

に重視すべきであり、この意味から、社会全体の立場からすれば一見無目

的な教養を主体とする高等教育の分野にも十分な配慮がなされるべきであ

る｡このことは、人文、社会系のごとく、個人の主体性が基盤となる学術

の分野において特に重要であろう。

１－４（高等教育の位置づけ）

高等教育は、初等・中等教育と関連して、その役割・目的が位置づけら

れるべきであり、またその体制は学術研究体制との関連において考慰され

るべきである。試案の（まえがき）において、(1)初等ｂ中等教育とくに初

等教育から青年期に至る人間形成に対する配慮、ならびに、(2)学術研究体

制についての検討が今後の課題として残されているが、これらは高等教育

の役割・目的ならびに体制の本質に関連する問題であり、高等教育制度の

検討に先立って、あるいは少なくとも同時に、検討されるべきことである。

すなわち、(1)については、１－３において、高等教育における人間形成

について意見を述べたが、これは現在の高等教育がこの面の役割を現に有

していることに基づいた意見である。もし人間形成が主として初等・中等
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教育においてなされるならば（この場合には中等教育の終期がかなり高年

今におかれることとなろう）、高等教育は、一種の成人教育の色彩を持ち、

専門教育にある程度かたよることも許されよう。

また、(2)については、学術?研究を実践し、その進展と体系化に努力して

いる研究者自らが教育活動に関与することが、高等教育においては本質的

意義を持つ場合が少なくないことを考慮するならば、高等教育の制度を研

究体制と切離して検討することもまた適切とはいえない。

１－５（高等教育機関の閉鎖性の排除と不当な力の支配の排除の両立）

試案においては、従来の高度教育磯関における閉鎖性、とくに公権力に

対する閉鎖性が、かえって不当な力6,支配につながり易く、また内部から

の衰退を招くもととなったことが指摘されている。このことを理由として

管理体制の確立、設置形態の変更を図っ允場合、それが新たな不当な力の

支配につながらないよう十分な制度的な工夫が必要であろう。

近年における大学紛争に関連して、高等教育機関の管理辿営の体制、こ

とに意志決定の手続きについて幾多の非難が集中している。このうちには

傾聴すべき点、率直に反省すべき点も多いがこれの承が紛争の根本的解決

を遅らせた原因ではない。むしろ最大の原因は大学自体に財政的・行政的

な自主性が殆んどないこと、そしてこのことが大学の組織の変革を遅滞さ

せ、また、学生の正当な要求に対する適切な回答を遅らせ、紛争の解決を

困難にした場合が少なくない。

高等教育機関の管理体制かあらたまり、設置形態が試案のごとく変更さ

れたとしても、高等教育機関に財政的・行政的自主性の基盤が確立してい

ない限り、おらたな不当な力の支配を受け易くなる可能性かある。

いわゆる「開かれた大学」は開かれているがゆえに他の力の影響を受け

易くなることを考慮し、その設立の基盤を確固たＩろものとし、閉鎖性の排

除と、不当な力の排除が両立できるように配慮すべきであろう。

１－６（より抜本的な長期構想への期待）

上
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試案に述ぺられている基本構想は、現在における高等教育の問題点を抽

出し、その解決を図ろうとするものであって、現在の延長として将来の高

等教育を検討したものといえよう。現在、本学を含めて幾多の高等教育I機

関から提案されている改革案と、この点で軌を一にするものといえる。高

等教育の実施の場となっている個々の教育機関における改革においては、

現状との連続性にかなりの考慮を払わざるを得ないが、国が教育体制につ

いて長期的構想をたてる場合には、束縛のない自由な発想を基盤として、

ゆりかごから墓場までの個人の人生における初等・中等・高等教育の位置

づけ、それに対する国としてのビジョンを打ち出すなど、抜本的な長期構

想を提出し、高等教育機関のそれぞれが自主的に改革を進める際の目標と

なるべきものを設定するような努力がなされることを期待するものである。

Ⅱ試案の基本構想の各事項についての意見

以下、試案「高等教育改革の基本構想」の各事項について審議された結

果を概括する。なお、ここに記戦されていない事項は、賛成であるか、ま

たは問題点がないとして特に意見のなかったところである。

１（高等教育機関の目的、性格の多様化）について

ここに述べられている各種の教育機関は、いずれも（総合的あるいは特

定分野の）専門教育を目的とするものである。中等教育のあり方とも関連

するが、個人の人間形成、教養を目的とする高等教育機関があるべきであ

ろう。また、高等教育機関の多様化が、このような６種の格付けとして制

度の枠組みの形で実現されるよりも、教育機関･個々の自主性により実現さ

れるよう施策を譜ずるべきであり、このようにしてできる多様化が、むし

ろ今後の複雑に変動する社会にとって滴切なものであり、また多様化を格

差として解釈される危険を防ぐことができる。

２（教育課程改善の方向）について

一般教育をここに述べられた四つに分解、再編成することにより､.果た

してこれまでの一般教育がねらいとしたところが実現できるようになるか

●1
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どうかに問題が残ろう。とくに外国語教育のなかに文化的意味が少なから

ず含まれており、また、外国:語に専門基礎としての意味があるなどの問題

点がある。

且（教育方法の改善の方向）について

体育的．文化的活動に対する指導センターの設置が、課外活動に対する

管理の強化とならないよう十分なiiEl感が必要であろう○

且（教育組織と研究組織の機能的な分離）について，

教育に関する研究（知識の総合的体系化など）を積極的に進めるために）

も、研究と教育をある程度分雛する方が良いと思われる。この場合､教育方

法の改歳善、教育のための学問の体系化など、教育における独創性と進歩を

助成する方策が必要であろう。学術の進歩が著しく、教育のための体系化

のいと雀のない分野、あるいは、大学院などの高い水準の教:菅においては、

教育の組織と研究の組織を分離することは事実上不可能となる場合もあり

えよう。たとえば、研究の実践を通じて教育が行なわれる博士課程などは

この場合に相当する。また教育の組織と研究の組織の分離が、そのまま教

員の分離とならないよう、十分な配慮が必要である｡なぜならば、高等教

育においては諭研究を実践している教官による教育が本質的である部分が

少なくないからである。

これらのことを勘案するにざ教育と研究の機能的な分離についても学術

の分野、水準、教育の理念などの異なる、それぞれの教育機関の自主性に

まかせるべきであろう。

且（大学院のあり方）について

試案における大学院の目的は、教育ｃ研究者の育成にあるとされている

が、今後の拡大発展する社会においては、大学院修了者の活動分野はより

広まるものと考えられることから、さらに広い目的を持たせることが適当
Ｌ

であろう。試案における大学院Iま博士課程のみを対象としていると考えら

れるが、第２種、第５種との関連において、第６種におけるスクーリング、
-0；・'
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単位取得などをどのように考えるかが問題となろう。とくに独立の研究所

に設けられた場合のスクーリングおよび学位の認定などには特に配慮が必

要であろう。この目的のために大学院を幾つかの教育研究機関にまたがる

存在として位置づけることも考えられる。

Ｚ（高等教育機関の規模と管理体制の合理化）について

試案においては、全学的重要事項について学長・副学長を中心とする中

枢的管理機関を設け、これと合議制審議機関との役割分担、意志決定の合

理化などを強調している。高等教育機関が、一つの組織体である以上、何
Ｐ９

ら力､の管理機関は必要であるが、その管理体制は、教育機関の規模、教育

の目的;も理念によって多様なものであるべきであり、画一的な管理体制を且

つくることは望ましくたい。

同様のことはく学外有識者の参加も学生の声の反映についても考えられ

る。小規模の比較的単純な型式から、大規模の立法・行政・司法の３梅分

立型の管理に至る多様な形態を高等教育機関のなかに許すべきであろう。

この試案にとりあげられていない事項の一つとして、高等教育機関にお

ける事務組織の問題がある。現在、大学が行政機関であることもあいまっ

て、事務の合理化、事務職員の処遇、姿勢などに幾多の問題が残されてい

るが、これに対する抜本的な解決策を必i婆とする。

９（国公'立大学の設置形態に関する問題解決の方向）について

従来、大学が広義の行政機関でおつだことの問題の他の一面は、財政的

な意味での行政が官公庁と同様であり、大学の自主性がきわめて小さい所

にある。これが高等教育の画一性、硬直性および非効率的運営の大きな理

由とたってきた。この意味で、財政iiI1な自主性が増加する方向への改革は

賛成するところであるが、試案に述べられている二つの設置形態を提唱す
.）

る前に、現在の形態のﾖﾐまで、自主性の拡大と、設置者よりの権限の委譲

を受けることも検討に値するところであろう。これにより個々の教育機関

での行政と経営の観念が明確となり、管理体制、設置形態が自然に変革し
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ていくこととなろう。

このためには１－２において述べたごとく高等教育機関の活動に対する

厳正、中立な評価を行ない得る磯構を確立する必要がある６

１（高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整）について

国が計画を立てるに際しての具体的方法において、とくに計画の科学性、

客観性の確保などに困難な問題が残されよう。

〔説明〕中において．「計画の立案と推進にあたる公的機関は、広く国民的

な利益を代表する人々の参加･…」とされているが、国民的利益の代表者へ

は住々にして、その属する集団の利益の代表者と化す恐れがあり、問題が

発生しよう。

Ⅲ本学の指向する改革の方向からみた意見

本学ばすでに学部教育制度可大学院制度、研究体制、教官自己規制など

に関する改革を作成し、現在それらの検討を続けている状況にある。これ

らの改革案の基調となるものは、本学が理工系総合大学として、自由で創

造的かつ活発な雰囲気のもとで、科学技術の発展に貢献する研究活動を行

なうと共に、科学技術という専門分野を通じて人間形成を行ない、文化の

,他の分野との関連において得られる健全なる文化観、価値観を有する、科

学者・技術者を養成することを目的とするところにある。

この線に悟って作られた改革案は、画一性の排除、学生自らが決定する

学習計画、教育組織と研究組織の分離、大学院学生の処遇、教官自己規制

など、基本構想試案と軌を一にする!ところが多いので、Ｉ、Hに述べた意

見が答申に十分に反映されることを期待しつつ、本学は今後の改革計画を

さらに前進させたいと考えている。

なお、この試案の枠組み;Aだけについていえば、１，２の点において問題

があるので指摘する。～

１）試案において規定された６種の教育機関は、いずれも専門的能力ある

いは職業教育をⅧ重視しているが、とくに第２種において、「特定の専門

－６９－
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ｃ寸．

的な職業に従事するための資格または能力」として職業教育の色彩を強
へ￣ず■へグー､￣－、グーーー、"－国ヘヘー

めている。本学のごとく、特定の専Ｐ３分野を通じて、人間形成を図り、

健全なる価値観を持つ専門家を養成することを目的とする教育機関が存

在することに鑑み、第２種において“職業に従事するための”を削除す
へヘジーヘグーーへゴー、へ‐￣－－グー

ろか、あるいは、「特定の専ﾄﾞﾖ分野について学術の教授を受けようとす

る場合の教育研究機関（たとえば第２ａ種の高等教育機関）」を追加する

ことが望ましい。

２）これに伴って、上述の第２ａ種の高等教育機関には、第６種の機関を

併設することが考えられる。とくに第２ａ種の高等教育機関は、学部、

大学院修士レベルの一貫教育が特定の専門分野においてきわめて効果的

であることが期待されて設けられるものであるから、柔軟な頭脳を持つ

独創性にすぐれた若い高度の研究者を養成する第６種の機関の併設はむ

しろ効果的であろう。

３）試案にとりいれられていない事項であるが、理工系教育研究機関の管理

運営における特色の一つとして技術系職員の地位、処遇の問題がある。

これに対してもⅡ－７に述べた事務組織の問題と同様に抜本的な解決策

を必要としよう。

東 京 水産大学

○教授会可決 可

Ａ、この試案は全般的に言って次のような諸点に問題がある。

（１）「高等教育の大衆化」に対する教育の在り方について、「学術研究の

高度化」「社会の複雑i高度化」の現実を経験しつつある研究教育の現場

■担当者とは、異質の理解のもとにこの試案は「高等教育の制度の構想」
／
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を展開しており～その構想を「将来の職業生活」と低次に短絡させて受

け止めていると認めざるを得ない。一方従来の大学が果たして来た、ま

た将来益々なされねばならない創造的。積極的役割についての考慮がほ

とんど見られない。

（２）このような理念のもとに探求されたと見られる「高等教育機関」のう

ち、ことに第５種第６種の性格の不明確な点が多く、またことさらに「

高等教育機関」の間の格差を助長きせ混乱を招く一方、第１～４種の教

育に主命を失わせ歪を生ずる危険の大きい点について配慮が見られない．｡

（３）「高等教育の大衆化」に対処するため、まず現在の新制大学に対して

考慮さるべき人的。物的の貧困から脱却を計り、その開花結実を期すべ

きであるのに、現段隠においてそれらへの対応もせず新しい構想に飛趨

しているように見える。

「教育上の組織と研究上の組織」の新しい「編成」を仮定するにしても、

人的・物的に貧弱な現在の大学自体では新しい計画すら立てることが難

かしい状嘘に置かれている。これらの条件を整備充実する中で新しい編

成を考えるべきである。

（４）「教育・研究の進歩改善のために綱査企画する機能、運営の実績を自

己評価する機能壷全学的な意志として決定されたことの実現を保証する

機能」の欠如を直ちに「新しい管理機関」「特別な法人」に直接結びつ

＃ﾅる思考には同意し難い。また我が国の現在の社会的風土では困難な問

題が多いと考えられる。

真の「社会の要請」である大学の創造的・積極的役割の基盤となる大学

の自主性を伸長させるべき工夫を跳鬮している点を指摘したい。

Ｂ、しかしながら個々の点のうち

（１）第２－１に触れている「卒業あるいは修業の条件」は妥当と考えられ

る。

（２）第２－３に述べられている「教育方法の改善の方向」の配慮は遅きに

均

I？
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〆

失したとはいえ、ようやく取り上げられたことは評価に償いするもので

ある。

(3)第２－８の「教員の人事・処遇の改善」の趣旨は理解できる。但しそ

の対処の方法については大学の理念の上にたって十二分に検討すべきで

ある。

電気通信大学

第一緒 言

Ｌ貴報告に対する意見については、各教官においてそれぞれその見解を異

にするので本学全体としての所見を陳べることは不可能である。従って、

．以下に述べるところは、本学における各教官が各個に述べた意見をほぼ集

約したものである。

2．現在、わが国においては各大学が大学制度の改革につき各々努力してい

るので高等教育改革の基本構想を策定するに当ってもまず各大学の制度改

革に対する経過を暫時待つべきである。即ち、高等教育改革の基本構想Iよ

むしろ大学各自の努力によって創造されるべきものであり､､貴審議会はそ

の創造の実現に協力すべきであると考える。

3〆高等教育の改革には、何よりあまず国家予算における教育費の増額が先

行しなければならない。貴審議会は最優先事項としてこのことの実現に努

力･すべきである。

4生貴試案が高等教育機関の構想を立てるに当って、学術研究の面を分離除

外しているのはその基本姿勢に誤りがあると思われる。ハ

第二意見

1．「第２の１」について

高等教育磯関を、貴報告のごとく６種類に分類することは、現状を却つ

－７２－
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て混乱に陥し入れるものであって好ましくない｡～

現在の大学・高専などを貴報告に掲げられているように再編成すること

は現実問題として著しく困難であり、新高等教育機関の設置は、むしろ新

設の方法によるべきであると考える。

2．「第１の５および第２の１」について

６種類の高等教育機関のうちには、その性格が不明瞭のものがある。こ

れを前提として高等教育機関ちf格付けすることは好ましくない。それより

は、現代に要求される教育の多様性に応えて大学詮ずからがめざすところ

をさらに伸張せしめる方が．『全体としておのずから調和のとれた発展が期

待できる』と考える。

3．「第２の１〔説明〕の前段」について

一定の在学年数を必ずしも卒業の要件としないことには賛成である。

4．「第２の３」について

少人数教育は、いかなる時代においても教育の根本であると考える。

5．「第２の３〔説明〕の後段」について

教育補助職員の大巾な充実は現在のほとんどの高等教育機関において、

もっとも緊急を要する事項であると考える。

ａ「第２の４」について

高等教育の開放と資格認定制度の必要についてば、おおむね賛成である。

社会人教育については、現在も研究生の制度があり、この制度を工夫発

展させるべきである。

7．「第２の６」について

大学院のあり方については、第一に人員、施設の両面において充分な予

算的措置を講ずべきであり、第二に修士課程、博士課程ともに、既成事実

に提われず設置左考慮すぺきである。

8．「第２の７」について＝

大学の管理運営を合理化すべきことはもちろんであるが、その機関に外

ｊ

、
Ⅱ
Ｉ
院

丁
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部の者を導入することは賛成しがたい。

９．「第２の８」について

教員の人事につき、同じ学校出身者の採用制限については、おおむね賛

成であるが、任期に限度を設けることなどについては、相当の財政的措置

の裏付けがたければ、実行は困難かと考える。

10-「第２の８」について

高等教育機関の教育の給与は研究者としての立場をも考慮して抜本的に

改善する必要がある。

11．「第２の９の(1)」について

管理組織につき抜本的な改善をすることの必要は認められるが、学外の

人を管理組織に加えることには賛成しがたい。なんとなれば、わが国の現

状ではいまだ、このことによって、学外勢力が学内に浸透し、学問の自由

と思想の自由を侵害する虞れが多分に存在するからである。

12．「第２の９の(2)」について

特殊法人をつくるとすれば、その統轄は､たとえば、現在の学術会議の

ごときものに委ぬくきものと考える。

13．「第２の１１」について

おおむね妥当と思われる。但し、権力的な統制は厳に戒めなければなら

▲

ない。

1４「第２の１２」について

学寮以外に組織的、計画的に合宿セミナーを学生に経験させることは、

もちろん好ましいが、他方、学寮も大いに拡充、活用すべきであり、最近

における大学紛争の一時的現象を捉えて学寮廃止に傾くことには賛成でき

ない。

15．「第２の１３」について

こんにおみられる受験戦争の現象は社会における学閥偏重主義に主要な

原因を見出すことができる。すなわち、社会において学閥主義（官界およ
ウ
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び実業界、特に官界における）を排除すれば、名目的な卒業学校名の取得

を目的とする受験戦争は減少し、:受験戦争問題の半ばは解決するものと考

える。このことなくしては、いかなる選抜試験制度の改革もこんにちの受

験戦臘争を収束せしめることは不可能である。他面、選抜試験制度の問題は

小・中・高教育制度の問題でもあり、従って、この問題は、大学問題とい

うよりも、むしろ一般的な社会問題として取り組む必要があると考える。

第三結言

弦に陳べた意見以外の部分についても賛否の両論があったことを付言す

ろ。

一橋大学

Ｌ中教審はこれまで数字にわたって高等教育についての見解を発表し、そ

の都度大学側からの批判を招いてきた。

大学は、それぞれが多様性を保ちながら独自の発展をとげるべきもので

あり、この観点から見る時、このたび公表された『中間報告』は、以下に

指摘するような問題点を含んでいる。といわざるをえない。

われわれは、従来の批判にも拘らず、このような『中間報告』を作成し

た点について中教審に強く反省を求めるとともに、大学側の見解に虚心に

耳を傾ける態度を望むものである。

Ｚ研究と教育とを使命とする大学が「社会の要請」にこたえるには、単に

高度の専門的職業教育を実施するだけでなく、社会にたいする創造的批判

者としての役割をはたすことが必要であるが、『中間報告』は後者の役割

を看過している。大学の理念についてのこの一面的な理解のため『中間報

告』は、大学の自主性が種々の形で外部から侵害されることの重大性につ

いて、十分な配慮を欠く結果となっている。

3．『中間報告』は、「学術研究体制や研究条件・研究費などの問題につい

γ
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ての本格的な検討は今後にゆずる」として、もっぱら専門的職業教育の能

率向上についてのべ、事実上、大学を単なる教育機関としての象設定し、

教育と不可分の創造的研究を大学の内部に位置づけることをしていない．

４．「高等教育機関の目的・性格の多様化」がそれぞれの機関の自主的発展

の結果として生じることは望ましいことであるが、『中間報告』に肇られ

るように、６種類の種別化をおしつけることは大学間格差のいっそうの拡

大、研究条件の劣悪化につながるおそれがある。

５．『中間報告』によれば、副学長制および学長権限の拡大によって、学内

の管理機構が不当に強化されるおそれがあり、さらにこれに「学外有識者」

による管理と「第三者による訴追」の制度とが結合することになる。

これは大学の自治の侵犯をもたらすもので、管理が研究ｃ教育活動その

ものにまで及ぶおそれもある。

また「国および国以外の一般社会からの大幅な資金援助」を理由として、

「国民」の名のもとに研究と教育との自由が侵害されるおそれを多分に含

んでいる。

さらに、提案されている「特殊法人方式」の構想にもきわめて問題が多

い。

６．『中間報告』は、「社会の要請」の名のもとに国家の「誘導・調整」機

能を強調し、もって国家権力による高等教育の再編成を意図しており、大

学種別化の発想も、この愈図の具体的表現である、とみられる。これは、

それぞれの多様性を保ちながら独自の発展をとげる、という大学の本質と

民主的．自主的改革による大学問題の解決を背馳させるものである｡

７．『中間報告』がとる「受益者負担」の立場は、現行の奨学金制度の不備

のもとでは、教育の磯会均等の大原則を否定するものとなる。

８大学問題は、これまでの政府の文教一経済一社会政策の欠陥に起因する

，面肩をもつにも拘らず、『中間報告』は、これにたいする反省を求めようと

はせずさ上に指摘したような観点からのみ大学問題を処理しようとしてい
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ろ。

横浜国立大学

Ｏ教育学部教授会

｢まえがき」について

各大学の自主的努力を十分に尊重するという趣旨がのべてあるが、その

意味から各大学の自主的改革案の実現を可能にするようも法制的改革や財

政的援助などの保障のための．努力を望みたい。ある程度の制度的な枠組は

必要であるが、そのなかで各大学の多様な自主的努力を詮とめ、これを助

長することが高等教育をみのりあるものにする途である。

なお、初等中等教育との関連、教員養成制度などの問題は、別途に検討

されるとあるが、これらの問題に関係の深い本学部としては、これらに関

する考案を欠いた「試案」について十分に資任ある意見を述べ難い。

｢第一高等教育改革の中心的な課題」について

全般的に社会の「要請」に短絡的に対応し、そのために効率的な管理運

営方式を採用しようとする立場が強くみられる。しかし、さまざまな社会

的要請の意味を十分に検討しなければ大学の持つべき批判的の創造的な機

能は喪われる危険性がある。もちろん、ここに触れられた問題点は、今日

の大学を改革するにあたって、避けて通ることのできない視点を多く含ん

でいるが、しかし〔社会的要請一職業一高等教育機関一効率的管理〕とい

う関係が、あまりに無媒介的に直結させられると、大学はもちろん社会そ

のものも、創造的発展を阻害される可能性がある。

｢第二高等教育改革の基本構想」について

以下「試案」の項目ごとに、簡単な見解を述べ最後に全般的な意見と希

望を表明する．

－７７－
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1．多様化について

社会的要請の多様化に対して、あまりにもストレートに高等教育機関を

対応させすぎているように思われる。原則として大学（ないし高等教育機

関）においては、教育が研究と切り離して行われるぺきではない。そうい

う意味からも、第２．５．６．種に類型化されている大学は、組織的制度的にあ

まり分離させるべきではないし、第１種（さらには第3.4.種）のものも、

研究的性格を充実強化させる方向が、社会の高度化に真に応える途であろ

う。現状において、このプランをそのまま具体化していくことは、研究と

教育の有機的・統一的な発展をさまたげ、大学および大学卒業生の新たな

格付けと格差の増大をもたらす危険性を十分に含んでいると思われる。基

本的に再検討されることを望ゑたい。

2．教育課程について

いわゆる一般教育が形式主義的に行われてきたことへの反省は必要であ

り、一般・専門の形式的区分を廃し教育課程の綜合化をはかることは基本

的に賛成であるが、それが旧専門学校的なものへの後退を意味しないよう

に留意しなければならない。

３，教育方法について

大学における教育方法の改善、とくに教育工学的方法の導入は必要であ

る。それと同時に少人数教育の増強が指摘されているが□これらを実質的

に成功させるためには、相当な経済的裏付けが必要であるＪ

4．開放と資格認定について

一般国民への開放や再教育は望ましいが、それを実質的に可能にするた

めには、かなり思いきった社会制度的、経済的な保障が必要である。それ

左伴なわなければ、真に国民に開放された再教育は画餅に終るであろう。

5．教育と研究の分離について

「試案」の趣旨が具体的にどのような構想なのかは、必ずしもよくわか

らないが、一般的について大学の教育は研究と不可分であるのが原則であ
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ろ。しかし、教育組織と研究組纈のあり方の再検討はぜひ必要である。た

だ、従来大学（の教員）が研究面により多く関心が乏しかったという批判

は、たしかに正しい指摘を含んでいるが、その反動として研究とあまり関

係のない次元で教育のj3Lが強調されることがあってはならない。

６．大学院について

大学院は、これまで施設・教員などの多くを．学部に依存してきた形であ

るが、したがって当面施設・予算・教員などを充実することが急務であり、

組織的な諸問題はＳその後において本格的に検討されるぺきものであろう。

７．管理運営体制について

管理運営体制に関して、その合理化をはかるという目的で「学長・副学

長を中心とする中枢的な管理機関」の権限を強化し「財務・人事・監査」

などの機関に「学外の有識者」を加えることが提案されているが、大学運

営の「民主化」による自治体制の充実・強化という点については極めて消

極的である。学生の参加については抽象的にふれられているだけで、職員

の参加については全くふれられていない。一般に上からの監督的権限によ

る管理体制の強化が目ざされていて、全構成員の参加による主体的自治の

原則を、管理運営の能率化とどのようにして両立させるかという観点に乏

しい。われわれは、このような立場からの改革を望んでいる。

8．教員の人事・処遇について

教員人事に関して、研究業績の糸の重視、同種繁殖による停滞、身分保

障による安住などは、たしかに改善されるぺき問題点である。しかし「試

案」の改善方法は、にわかには首肯しがたい。やり方によっては、教員人

事をテコにして学問の自由の空洞化をもたらす危険性がある。それを排除

するための制度化を伴わなければマイナスの方が大きい。給与・処遇の抜

本的改善をはかることはぜひ必要である。

９．国公立大の設置形態について

国公立大学の設置者と大学との関係は、単なる行政機関的処理では不適

彫
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当なⅡ問題を内包している｡これは学問研究を目的とする大学の性格からい

ってむしろ当然である。改革方向の①②は何れにしても国･地方公共団体

の大学に対する監督力を強化することになるが、このことが長期的に撃て、

大学はもとより国や地方公共団体にとってもプラスかどうかは甚だ問題で
Ｌ

ｄｉ〕ろ。

10・財政援助．受益者負担・奨学制度について

私立大学に対する財政援助･奨学制度など、今日の大学（高等教育）の

問題は、経済的基盤の確立によって解決されるべきものが少くない。国公

私立を問わず、経済的条件の整備によって、その実質的向上をはかるべき

である。

11.国の計画的調整について

長期的な全体計画の必要性はいうまでもないが、そのプランニングの主／

体たる「公的な機関」の性格が如何なるものになるかは極めて重要である。

12．学生の生活環境について

「学生の生活環境の改善」という主題で、学寮問題だけが集中的にとり

あつかわれているのは、どういう意味かよくわからないが、学生の生活環

境の問題は別途に本格的な検討を加えるべき必要がある。

１３．入学者選抜について

高校の「調査書」、「共通テスト」などは、入試方法の改善に関連して

常に問題とされてきたものであるが、問題はその具体的な方策の中味であ

り、今後当然継続的に検討されるべき課題である。

総括的意見と希望

１．以上述ぺた如く、この「試案」はかなり多くの点において、具体的な問

題提起をしており、又その中にはわれわれとしても賛成しうる主張も少な

くたい。しかし、それと同時に基本的に再検討されるべき多くの問題点を

含んでおり、とくに「社会的要諦」を背景にした公権力による大学の管理

２統制の強化という危険性を十分にあっていると思われる。そして公権力に

－８０－
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よる大学の管理統制の強化は、当の大学とその学問研究にとってはもとよ

り、結局は国家社会にとっても極めて不幸なことがらである。以上のよう

な見地から、全体として根本的に再検討されることを要望する◎

2．全般的に、学生を単なる受動的な被教育者、施設の利用者として考え、

したがって学生の問題を主として体育的・文化的・厚生的な領域の問題と

して処理しようとする傾向が強いがざ学生を大学の構成員としてもう少し

積極的に位置づける方向で問題をとらえることが必要ではないか。
、

3．もとより、この「試案」Iま、今日の大学が当面している困難や矛盾の所

在を、かなり適確に指摘している。今日の大学には改革を必要とする多く

の問題がある６「試案」はその「まえがき」で各大学の自主的な改革への

努力を期待し、かつそれを尊重すると述べている。われわれの大学の自主

的な改革案は近く公表されることになっている。中教審はわれわれの意見

を十分に参考されるよう希望して鑓く゜

○経営学部教授会の見解

戦後施行された一連の諸改革は、戦前のわが国になお残存していた封建的

な諸要素を完全に払拭したという懲味で、すぐれて民主的改革であったと評

価されている。

今日、その改革の必要が改めて問われている現行大学制度も、もともとは

といえば、かかる一連の諸改革の一環として打出されたものであり勺事実又、

極めて相対的ではあるが、わが国社会の民主的発展にかなり大きな足跡を残

して来たことは否定出来ない｡iかかる足跡の中で最大のものの一つは、高等

教育における「閉鎖性」の打破ざすなわち「大学の大衆化」（そういう意味

での「開かれた大学」）だと評価されてよい。能力ある子弟に経済力が許す

限りで高等教育を受ける機会が与えられ拡張されたということは～知識と学

問、広くいって文化の担い手が､特定の社会層に独占されることを排除した

(．
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という意味で、社会的に見て大きな前進であったからである．

現行大学制度が担った今一つの改革の意図は、文化活動、あるいは、又科

学的認識を享受する磯会を、中央に独占しないで広く地方にも分散すること

によって、戦前のわが国文化発展にみられたあの地域差を打破せんと試象た

処にある。

戦後行なわれたこの大学制度で始めて、わが国の教育と学問が、民衆によ

って担われるものであることが公式に声明され、保障されることになったの

であった。これに反して、今回発表された中教審第２６特別委員会中間報告

案をみると、その基底には、現行大学制度がその初発において理想としたこ

の二つの社会的使命がかなり大きく後退し、それに代って次の二つの理念が

大きくクロウズ．アップされているのを見ることが出来る．一つは、戦後２０

数年間に高度に展開したわが国産業界の要求に応じ切割れる多様化された高度

の専門人の育成という使命、今一つは、戦後かなり無計画に設立されてその

運営そのものも、各大学の自治に委ねられて来た大学教育を、国家の大学に

対する財政援助の名のもとに、全体として国家が管理しそれを産業社会の分

業化に応じて意識的且つ計画的に再編成せんとすること。この二点である。

例えば、今回の改革案の中で、中心的地位を占める高等教育機関の６種類

への分化と格付あるいは、大学管理の合理化の思想は、現行大学制度がもっ

ていた「大学像」、すなわち「大学とは将来人間に豊かな生活を約束するに

必要な原理的研究を深め、積み上げていく処から、その管理も、研究、教育

に従事する大学関係者の自治的運営に委ｵ､らるべきだ」という大学像を大巾

にくつがえすものであった｡

そこでは、「大学とは、むしろ目先きの社会的需要に直ちに応えられうる

レディー．メイドの高等技術者を養成する処」と定義され、従って大学管理

も、大学関係者の自治的運爾営のみでは不充分で、大学以外の人々の援助が当

然必要とされるとしている.

確かに今日、わが国の大学がもはや現行大学制度で;初発に理想とされた超
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歴史的使命を実現し得ない位の大きな問題をかかえこんでいることは事実で

ある。これには種々な理由があげられるが、その中で何といっても最大のも

のは、大学の背負う文化活動が初発から産業の急速な発展によって大きく規

制され歪められ続けて来たことであろう。

今回の報告に融られる改革の姿勢の特徴は、産業の発展によって次々に理

想実現の条件をうばわれて来たわが国大学の現実をそのまま肯定し＿もっと

積極的に大学制度それ自体を産業界そのものの要請に充分応じ切れる体質の

ものに再編成せんとするところにある。

文化発展が民衆に担われた場合に、その国の将来が豊かな明るい希望に満

たされたものになることは、人類の古今の歴史がわれわれに示したところで

あり、今日のわが国産業の高度成長も、これを科学的に分析すれば、実は幾

多の戦後改革を起点とした民衆のかかる自由な文化創造を基礎にしたもので

あることを忘れてはならない。中教審が今回示した改革の姿勢は、かかる愈

味で、文化発展の方向を国家が一義的に規制せんとするものであり、わが国

文化が内包している多様な発展の可能性を、ただ産業の合理化（高度化）と

いう方向にの詮極限してしまう恐れを多分に含んでいるといわねばならない。

一国の社会的発展にとって産業の発展が極めて重要であることは決して否

定しないけれども、かかる産業の発展が人類を永遠に幸福する活動から離脱

しないように監視することも、同時にわれわれ人間に課せられた使命である。

その監視の眼は、豊かな人間性に裏づけられた人間の文化活動によって始め

てとぎすまされることも明らかであろう。

今日確かに大学は大きな危機に直面している。だが、今日大学が直面して

いる危機は、大学がその本来の理想を実現するどころかかえって産業の発達

にのみ、一面的に奉仕せざるを得なくなっている現実から来ている。その意

味で、今回中教審報告が打出した改革の方向は、現行大学制度の下に進展し

て来た大学の矛盾をむしろ促進し、長期的観点に立つと称しながら、実は全

く近視眼的に、国民の文化活動を時流に合致した狭い領域に押し込めようと
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しているものに他ならない。

今日、わが国大学が直面している危磯を打開する方向はも今回の報告が強

調しているように、大学における研究と教育活動を産業の発達に照応せしめ

ることだけにあるのでなく、むしろその方向に対して大学の相対的自立化迩

国家が現在よりももっと積極的に保障する仕組糸を打出し、かかる相対的自

立化が脅やかされている現今の状況から大学の活動を救出することにあるよ

うに思える。かかる観点に立って、わが教授会は、今回の中教審改革案の全

面的改訂を切望して止まない次第である。(昭和４５年２月）

Ｏエ学部教授会有志の意見

｢第一高等教育改革の中心的な課題」について

全体として問題の取上げ方には賛成である。しかしながら次の意見がある。

㈹それぞれの項目について「Ａと同時に（または一方）Ｂ」という表現

があり、そのＡとＢはしばしば矛盾関係にあるので両者を併立させて具

体化するにはいろいろな問題があって現在すぐビジョンが浮ばないが、

いずれにしてもＡとＢの一方のみを取上げ、他を捨ててもらっては困る

ことになる。

(４全体としての欠陥の取上げ方に異存はないが、これらは旧制大学にと

くに典型的に現われているものであり、新制大学のみについて考えると、

研究と教育の相克、規模の巨大化など、当らぬところが幾つかある。

｢第二高等教育改革の鍵本構想」について

全体としての意見は「第一」の所で述ぺたと同様である。とくに幾つかの

具体化案について、その判断の基準となっている我国の教育と研究の長期

的なかつ定量的な見通しの資料が発表されていないので、我々としても判

断しかねるところが多い。また文教予算を大巾に拡充しなければどの改革

も難しいという意見もある。－
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１．およびaの各種高等教育機関の分類について.

とくに旧制大学の大学院大学化、新制大学の第２種高等教育機関化の構

想（そうははっきり書いてないが）に強く反対する。その理由は
、

（ｲ）我国の新制大学（修士課程を含む）カミ果してきた教育･研究・産業発

展上の大きな役割を評価せず、３～５年制の大学にすることは社会に大

きな損害を与える。

何我国の博士・修士数は米国と比べて桁違いに少なく、その社会的要選

はもっと多くなる筈である。これは旧制大学の糸によっては頭底まかな

いきれない。

㈹大学に格差をつけることによって学生にも教官にも悪影響を与える｡

とくに教官の場合、第２種に入れられるならば研究の意欲を失い、第５

または６種機関への転出の糸をねらって教育もおろそかにするであろう○

本報告に対置する案としていかなる大学にも博士課程を認めるか、ある

いは第６種機関は一切なくして旧制博士制度とするという意見がある。い

ずれにしても博士号審査は全国一本で行なうことが必要である｡

２，について

おおむね賛成である

３．について

おおむね賛成である。しかし少人数教育のためにはスタッフと設備の拡

充が前提条件である。

４．について

おおむね賛成である。

５．について

研究と教育組織の分離については理念的あるいは実際面から反対力§強い○

しかし、教官の諸職とくに助手の区分および定義の再検討とともに現講座

制の再検討も必要という愈見が多い。

§

7．について

－８５－



￣の一一一へ-戸－－．－－~￣.￣￣,、Ｓ－ｓ－￣----巳－－．－ルー■~~￣￣ｒ･P￣￣￣￣￣－－

大学の規模の適正化については異議がないが､l総合大学か単科大学かに

ついては意見がまとまっていない。学長・副学長」制には大むれ賛成である

が、いわゆる執行部に現在より多くの権限と責任を与えるにしてもどの範

囲まで与えるかについては色々意見がある。 ．》

８．１とついて

おおむね賛成である。前提としての待遇改善についてはまったく賛成で

ある。

９．について

(1)、(2)の構想がよく理解できないので、とくに穏

体的になって見れば意見をのべることができよう。

1０．について

おおむね賛成である。

１１．について

趣旨には賛成であるが、具体化に問題があろう。

１２．について

おおむね賛成である。

１３．について

賛否いろいろある。

<に意見はないがもう少し具

Ｊ

１

.Ｉ
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新潟大学

本学においては、この試案とともに、昨年未来ぃ公表された大学問題につ

いての他の中間報告、たとえば、学術審議会（４４．６．２３）、日本学術会議

（４４．１２）等をも､全教職員に配布し、現在、学内各部局・各層の意見を

坂，戎とめ中である｡したがって、本学としてまとまった意見を発表する段

階に至っていないが、本学評議会に設けられた大学問題小委員会の議を経て、

とりあえず、一応の意見を述べるにとどめるものとする。

Ｉ全体としての問題点

1．大学問題が今日に至った責任の一半は、中教審の取組の姿勢にもあっ

たにもかかわらず、その点についての謙虚な反省がほとんど見当たらな

･い◎

のみならず，依然として、財政的な裏付の左い、あるいは具体的プロ

セスの指摘のない抽象的理念のら列に終始していて、これでは戦後にお

ける学制改革の矛盾を、再び繰り返すことになるおそれがある。

2．大学と社会との関係は、大学から社会に対して能動的に働きかける面

と、その逆の面とかあるにもかかわらず、この中間報告では後者の面、

特に国から大学への働きかけの側面についての強調がつよすぎる。

大学が、自主性・創造性６総合性を保持するがゆえにこそ、社会に対

して果たしてきた、そして今後も果たし続けるべき役割を、もっと高く

評価し、助長すべきであって、単に産業゜経済界の要請にこたえるため

の効率的教育にのみ、眼を奪われては友らない。

ａとの報告の論旨や表現には、きわめてあい雀いた点が多く、解釈のい

むか〃によっては、どのようにでも具体化しうる危険性がある。

竃た、本文と説明との間に、何らの脈絡の左いこと、あるいは相矛盾

することが雑然と記述されていろなどのために、その真意が読み取りに

くい箇所が多いのも問題である。

Ｉ
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〆

個々の問題点

「第１高等教育改革の中心的な課題」について

1．高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請

この本文の趣旨はおおむね妥当である。しかし、〔説明〕において、

この要請にこたえるためには、高等教育機関が、教育と研究について

の役割分担や機能分化を必要とすると述べているのは、納得しがたい。

2．高等教育の内容に対する専門化と総合化の要請

3．教育。研究活動の特質とその効率的な管理の必要性

以上２項は、抽象的な理念を述べたもので、その限りでは、特に問

題とする点はない。

4．高等教育機関の自主性の確保とその閉鎖性の排除の必要性

この項はきわめて問題か多い。全体を通じて、公権力に対して開か

れた大学たることの必妾性をことさらに強調しているかのように受け

取られる表現がある。すなわち、高等教育機関の自主性の確保と閉鎖

性の排除の必要性をうたい、そのためには、今後開かれた大学として

制度上のくふうが必要であると述べているが、大学における学問の研

究･教育の自由を守るためには、大学に対する不当な力の支配はもち

ろん排除すべきであるとともに、大学に対する公権力の不当な関与も

排除さるべきである｡そして.従糸大学１入大学の管理運営に対して、

公権力が関与することを拒否したことはあっても、一般的な学外の声

をとりいれることを、拒んだ，ためらったりしたことはなかったはず

である。

なお、この説明文の末尾における「不当な支配や内部的な衰退から

立ち直る力が自動的に生逢れてくるような制度上のくふうが必要であ

る」との記述は、何をいわんとしているのか真意がつかみにくい。

ａ高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助゜調整

の必要性

H

Ａ

出
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この項は、おおすじとして賛成である。しかし、「国民全体の立場に

立った合理的な計画」が、どのような制度や組織によって立案される

のかが問題である。また、当然のことであるが、立案に当たっては、

大学の実状を最もよく知悉している大学自体の発言が最大限に尊重さ

れることが必要である。さらに、大学における研究。教育は、現在の

国民のみならず、未来の国民に対しても責を負っていることも忘れて

はならない。それゆえにこそ、公権力の不当な関与や不当な力の支配

からの自主性の確立が必要なのである。

Ｂ「第２高等教育改革の基本構想」について

，、高等教育機関の目的・性格の多様化

現在の高等教育機関を本項のように区分することが、「新しい変化

と発展の要請にこたえるような改革」といえるかどうか、はなはだ疑

問である。主た、現体制を出発点として、どのようにして、このよう

な多様化に達するのか、そのプロセスが何も述べられていないが、こ

の問題こそ最も重要であり、このプロセスにおいて、各種高等教育機

関の間に、財政面ｐ教員の待遇面等における格差を生ぜしめられるこ

とをおそれる。

なお、第５種機関はいかにも一般社会人の再教育機関であるかのよ

うにうたっているが、これはいわゆる生涯教育あるいは成人教育につ

いて触れているわけではなく、また、勤労者が働きつつ学ぶことので

きる高等教育機関の提案でもない。勤労青年のための夜間大学あるい

は夜間学部の設置が必要である。

また、「全体として制度上たいせつなことは」以下に述ぺられてい

る「修業年限」．「在学年数」・「在学資格」等の問題は、入学者選

抜制度ともかかわる重大事項であって、ここで、これだけを取り出し

て、ことさらに強綱すべきではない。

２“教育課程の改善の方向

-８９－
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この項で述べられていることは、ことあたらしく教育課程の改善と

いえるほどのものではなく、その理念は戦後の新制大学構想の中に既

に存在していたものである。それを、しいて改善と称して、ここに記

述せざるをえなかったのは、高等教育機関の目的・性格を多様化せん

とする構想の当然の帰結であろう。

左え、(3)および(4)に述べられていることは、外国語教育および保健

体育教育を軽視せんとする方向を示しているかのように受け取られる。

3．教育方法の改善の方向

この項で述べられている方向は大賛成である。そして、これらのこ

とは、現行制度のもとでも、予算さえあれば、今すぐにでも実現可能

である。ナ左わら、教育補助職員の大巾充実とともに、施設の整備。

拡充、研究費の増額、教員定Ｉ員の充実を強調すべきである。

4．高等教育の開放と資格認定制度の必甚：

本項の理念は賛成である。しかし、一般社会人の高等教育機関とし

ては、「放送大学」ばかりで左〈、勤労青年学徒のための夜間大学あ

るいは学部なども考えられるべきである。－

５．教育組織と研究組鮴機能的な分離

との考え方には賛成しがたい。高等教育にあっては、教員も学生も、

常に研究的な環境の中にあってこそ、そ､の教育の成果が期待できるの

である。特に教員は、一人一人がみずからの研究に基礎を置いてこそ、

学生に対して自信をもって教育できるのであって、ここで述べられて

いる「機能の分離」が、単純に教育者と研究者、あるいは教育組織と

研究組織を切り離してしまうという意味であれば、このような方向は

高等教育の質的低下を招来するものであり、承服しがたいといわざる

をえたい。

また、説明の末尾に述べられている「伝統的な教員の職制の再検討」

は、いわゆる講座制の再検討なども含めて、きわめⅡて重要な課題に’は
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いないが、この項、すなわち教育と研究の機能的な分離とのかかわり

において重要視さるべきことではない。別項を設け、慎重に取り上〈・

べきであって、このような述べ方ですませることは、かえってこの問

題の本質をそこねることになりかねない。

6．大学院のあり方

大学院の問題は、きわめて複雑であって、このような簡単な記述で

ことたりるものではない゜国大協でも、現在検討中であるから、それ

らの結論をも尊重し$さらにじゆうぶんに検討すべきである。

あえて付言するならば､．「これからの大学院は」以下の考え方につ

いては、いわゆる旧帝大の復活を指向せんとするおそれかあるとの理

由から、問題視せざるを得ない。

7．高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化

この項では、高等教育機関の規模の大小の問題と、管理運営体制の

合理化の問題とを直接的なかかわりあいがあるかのように、同時的に

取り扱おうとしているところに問題がある。

総合大学にあって、研究゜教育の多様化と総合化との両面にこたえ

るためには、規模の巨大化はさけられたいのは当然であって、それゆ

えにこそ、全大学人特に研究と教育に責任を持つ教員が自らの問題と

して真剣に取り組んでいるのである。軽々しく「学外の有識者を加え

たり、学生の声を聞いたり」ということで問題が解決するかのような

記述は、あを，にも現実に対する認識か欠けている。

8．教員の人事・処遇の改善

教員人事の停滞を余儀なくされている根本的な理由はい大学間の格

差が大きい現行制度によるのであって、今後、この点の改革こそが重

要課題である．〆．

また、教員の人事が停滞しがちであることからくる研究･教育上の

支障については、教員自ら改善の方向を示すべきであると考える。こ

ル
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の項の記述にみられるように、教員の選考や業績評価に参与できるよ

う左専門家を学外から参加させようとの考え方には納得しがたいもの

がある。

そのような専門家こそ、‐給与や処遇の抜本的な改善および教員定員

の拡充によって、学内に吸収すべきである。しかし、何らかの理由に

．よって、どうしても学外にとど童らざるをえたいのであれば、専門家

といえども学外者は人事に参与すべきではない。

９国・公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向

この項で述べられている課題は、いわゆる大学の自治と公権力との

関係にかかわる事項であって、重大な問題を含んでいる。高等教育機

関が自律性と自己責任をもって運営されるためには、大学の管理運営

体制と設置者との関係あるいは設置形態のいかんを問題にするのでは

なく、大学内部の管理運営機構を自主的。民主的なものに改めるべく、

再検討する以外にない。本項に示された方向に進むことは、かえって、

自律性や自己責任をそこなうことになりかねたい。・

10.国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善

高等教育の発展とその水準の維持向上のために、国が長期にわたる

教育計画にもとづき財政援助をすることが望ましいことはいうまでも

ない。そのために慎重左準備が必要であるとの指摘もほぼ妥当と考え

られる。しかしながら、国が長期的な教育計画をもっているか、注た、

もらうるかが問題である。

また、これらの問題と授業料などの受益者負担や奨学制度の問題と

を安直に結びつけて論じてはたらない。〔説明〕の後半でも指摘して

いるように、教育費は、社会的には一種の投資であるとみることがで

きるにしても、投資効果は、国家的および長期的な･展望に立って評価

されなければならないので、じゅうぶん左検討が必要である。

11．高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整
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「国民全体の立場に立ってそのような計画を立案し、その実現を推

進する公的な新しい体制」とは、どのような体制を具体的に考えてい

るのか、本項の記述の範囲では、きわめてあいまいにされている。

「公的な機関」「公的な措置」という表現は耳ざわりはいいが、具体

性にも欠けている。そこが明確で左い限り、この方向で検討を進める

ことにも危倶の念をいだかざるをえない。

12．学生の生活環境の改善充実

この表題のもとで、主として学寮問題について述べているが、学生

の生活環境の改善充実の必要性は、抜本的には国や自治体による市民

の生活環境の改善充実の必要性とともに論ぜらるべきである。いわゆ

る都市公害の解決なくしては、この問題は解消したいであろう。学寮

問題にすりかえてはならない。

よしんぱ、学寮問題を論ずるにしても、ここに示された考え方は、

学寮は本来教育的な目的をもつ施設であると指摘しつつも、結論的に

は学寮のもつ諸機能を分散せしめることによって、学寮の必要性を軽

視しようとしている。生活を共にするということからくる良さという

ものは、その機能を分散した形では、とても望むぺくもなかろう。学

寮には種冶の問題があるにしても、今後とも拡充すべきである。

13．大学入学者選抜制度の改善の方向

大学入学者選抜制度の改善については、じゅうぶん左検討が必要左

ことは指摘のとおりであるが、具体的な検討課題として、調査書の改

善と活用、共通テストの開発と活用、制度改善上の手続きの３点を、

特に強調している点に問題がある。他の委貞会、あるいは各大学にお

いても検討を進めているのであるから、もっと自由な立場からの問題

提起をしてほしかった。

ｉ
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富山大学

Ｏ薬学部

1．大学はいま社会的有用性と創造的批判住について諸方面から強い批判を

うけている。試案は「社会の要請」を強調するあまり大学の果すべき役割

の「人間の要請」の方かやＬ受身的であり創造性に欠けているのではなか

ろうか。

2．管理思想が一方通行的に強すぎて創造的な知的活動が疎外される恐ｵLは

ないか。新らしい大学を創造しようとする意欲はお互の自律的で自由な精

神から生歯れなければその目的が達しない。大学人のみならず国民のなか

から教育改革エネルギーが生まれるように政府はいかにそれを激励し、援

助するかといった考えがたいと本当の改革はむづかしい。

3．注目される学校法人化について学外からの政治的経済的圧力からどう学

園の独立を保証するかには充分の配慮が必要である。学外からの声をきく

ことは大いに賛成であるが慎重に取扱って行くべきではないか。

4．六種型の大学の提唱はこうした機能化はあってい》がエリート選別、ラ

ンキングづけの機能分化になっては結局はいまと同じパターンの上をいっ

てしまう。この点に大いに注意をする事が必要である。

5．数百の大学はそれぞれが特色を持ち、それぞれの中で学生が生き生きす

るようなものでないといけない。それには教育は創造性教育に徹する事が

必要で、創造的教育の重要なのは綜合研さんである。教育、研究が分離さ

れすぎると教育即研究、研究即教育の姿勢がぐずされるbこの点を強く望

みたい。っ

６．初･中等教育の改革を通じて高等教育の改革があるので今後の初・中等

教育の改革に充分の注意を払う必要がある．

小学校から大学までの、もし選別体制を進められたら青年を雀すます仲間
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との間の猛烈競争と孤独に追い込む悪い点が一層増長される懸念なきにし

もあらず～大いに警戒を'要する。

一般的に政府は教育政策を重点政策の一つとして財政的に十分の援助をお

しまないようにしてもらいたい。

》卒､業免許制症廃止し、資格認定の事等の国家試験を大学とは別個に行なっ

て行く考えも一案ではなかろうか。そうすれば入試制度も大きく改革される

ものと判断される。

（八)項の教官人事のあり方や、絶えず人間能力の再開発をうながす「生涯

教育」の方向等は積極的におし進めて行く価値あるものと考えられる。

Ｏ工学部

第２高等教育改革の基本構想について

,、初等教育、中等教育、高等教育の各女の基本構想及び関係が分らない。

その理由は「高等教育の内容に対する専門化と綜合化の要請」と云う項目

で「人間観．価値観」にかかわる基礎的な教養と関係があると思うからで

ある。

2．現行の教育方法についての現状認.識の上に立っての批判から形式的に改
●'

善しようと云う方法力S強く打ち出されている｡これにも一理はあると思わ

れる。しかし実質的に現行の方法の機能が十分に生かされたい点、そして

科学技術進歩に追従出来たい点等教官の負荷が多くなり過ぎていること、

即ち高等教育に値するに十分な学識を身に付けるべく教官自身の研究時間

が少なすぎること、そして研究費が過少である点である。

形式的にどんな方法を取っても実質的効果はそれ程期待出来るものでは

ないが、また逆に云えば現行の左Ｌでも教官定員の倍増と待遇の改善によ
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’十分効果のある教育研究が十分に出来ると思う｡一般教養課程などはそ

の典型であり持ち時間が多く知識の切り売りしか出来たい現状では教育を

受ける側に立っても全く興味が湧かないことは明白であり、よく実態を調

査していただき改善されることを希望する。

3．大学院のあり方

この種の大学院はむしろ現在の博士課程を有する大学の所在にとらわれ

ず、注走大都市中心主義､１日城下町主義におちいることたく将来の我国の

産業発展計画、地域開発計画、道路および幹線をどの交通計画と関連し最

も至便と考えられるところにおくべきであり、表日本偏重の配置にならぬ

よう裏日本の便も充分考えて設置することが望ましい。

将来の交通の要所に設置することも一案である｡.

金沢大学

Ｏ法文学部

1．今日すべての大学で自主的改革を志向しているとき、この種の「試案」

は大学人自らによる改革への努力を抑制し、拘束するおそれがある。

2．本来研究と教育とは不可分のものであり、大学間および大学内での両者

の組織的な分離は、大学の性格を根本的に否定するものである。

3．とくに管理運営組織の強化は、社会と大学との自由で相互批判的な交流

を妨げｕ特定の意志を外部から大学運営へ導入するおそれがある。

以上３点をもって本試案の撤回を要求する。

－９６－
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Ｏ教育学部

私たちは「試案」を検討した結果、幾多の問題点や疑問を見出したが、と

くに次の諸点はきわめて重大な問題を含むものと考える。

(1)研究と教育を大学の種別や学内機構の上で機能上のみならず組織上分離

する考えは、大学における学問研究Ｉをいちじるしく制限するものである。

(2)いわゆる副学長や学外者を含む学内管理機関の強化は、学問の自由を保

証するための大学の自治を大きく束縛するものである。

(3)大学の設置形態として学校法人方式をとることは、大学における学問研

究と教育が一面的な社会的要請に従属する結果を招いて研究と教育の自主

性が疎外されるおそれがある。

このような諸点から見てこの改革試案は大学自治の基本精神を軽視して、

ただ今日の一面的な社会的要請にこたえることにのみ重点をおいたものとし

て私たちにとって容認しえたいものである。

▽

Ｏ教養鋼

(1)「高等教育改革の中心的な課題」としての「高等教育の内容に対する専

門化と総合化の要請」（Ｐ３～４）と「高等教育改革の基本構想」１～２

（Ｐ６～８）との間にある矛盾について

㈲高等教育改革の中心的な課題として、１）学生の「将来の社会的な進

路を中心として総合された専門的な教養」、２）学生が「みずから生き

る目標を正しく選び、充実した人生を送る」ための「人間観、価値観に

かかわる基礎的な教護」の二つのものが、共に必要とされている。（Ｐ

３～４）

したかって、今後の高等教育機関においては、上記二つのものの総合

が目指さるべきなのに、Ｐ６に示された、第一種～第六種の教育機関の

－９７－－



説明には、このことが全く触れられておらず高等教育機関は、専門教育

ないし研究の機関としてのみ、位置づけられている。､物`［１%：$

（ｎＰ７の「教育課程の改善の方向」の(1)で「基礎的な教養」の必要性が

説かれているが､「基礎的教養」と「専門教育」との総合が、どうして

可能かについては、全く触れていない。

またＰ８の「説明」から判断すると「中教審」が考えているのは、両

者の総合などではたく、単に従来の、狭い専門教育の枠を､･若干拡げて

いるにすぎないように思われる。

（列したがって、「試案」に示された「基本構想」は、「改革の中心的な

課題」としてみずから掲げたものに､、全く答えていないという矛盾を含
９□

んでいるのではなかろうか。

(2)改革の基本構想におけるビジョンの欠除について

㈲高等教育の改革を構想する場合には、専門化の要請と、「選礎的な教

養」の必要性という二つのものの総合の可能性についての具体的ビジョ

ンがなければならないが、「試案」には、これが全く欠けている。

（ｲ）「試案」は、「時代の進歩に即応」（Ｐ３）し、「国民全体の立場」

（Ｐ１）に立って論を進めると述べているが、結果的には産業界の要請

に応じた専門的職業人の養成に傾きすぎているのではないか｡

（ｳ）（ﾌ)に述べたビジョンの構想は、広く衆知を集めてつくるべきであり、

とりわけ大学改革の問題に収組んでいる各大学の意見を徴すべきである。

(3)大学に対する「公権力の排除」の必要性に対する配慮の不充分について

「試案」は大学に対する「公櫓力」の不当な力の支配の危険については、

全く触れていたいだけでなく、「公権力」の排除は､「かえって不当な力

の支配を容易にする」（Ｐ５）とさえ述ぺている。このような考え方は、

この「試案」を一貫するものであるが､〔例えばＰ１４）過去において公権

力が大学自治を侵害した実例があった点を考えるならば「中教審」は政府

に対して、大学自治の擁議の必要性を進實ナる程度の積極性を示すべきで

…-98-



ノ

：は左かろうか。

(4)「教育組織と研究組織の機能的な分離」の問題性（Ｐ１ｏ～１１）教員は

「教育と研究の両面の活動に従事すべきものである」（Ｐ１１）からｒ教

育と研究の機能の調和」（Ｐ１１）をはからねばならないのに、「試案」

では逆に、教育と研究の分離の方向を志向する傾向が強いようにみえる。

このように、総合の必要性に対して、分離案を以て答える傾向は、’お

よび２で指摘したのと共通の欠陥である。

(5)一般教育の軽視について

「試案」は「教育課程はその目的、性格に即して総合的な専門教育左7て

は特殊な専門教育を行なうのにふさわしく編成されたければたらない（Ｐ

７）」とし、注た「一般教育科目の教育がねらいとした」ものは「それぞ

れの教育課程の中に含めて」実現をはかる（Ｐ７」としているが、これは

実質的には一般教育の軽視である。これ雀での大学教育では、一般教育と

専門教育とが「遊離して専門化にも総合化にも十分の効果をおさめていな

い（Ｐ４）」という欠点の存在したことは認めざるを得ないが、一般教育

の必要性と重要性を認識したのが新制大学発足の理念であった筈である。

一般教育は、決して専門教育の片手間でできないことは、多くの大学が発

足後十数年の経験をもとにして教養部を独立させるに至った事実が明瞭に

これを物語っていることを再認識すべきであろう。

(6)教育方法の改善について（Ｐ８）

従来とかく軽視されがちであった「少人数ごとの演習。実験・実習など

を増強」ナべきであるという「試案」の見解には同感である。

教育工学的手法の活用の必要性についても異論はないが、それが単なる

多人数教育に終らないよう細心の注意か必要であるとともにこの方面の開

発・研究に対しては十分な保証がなされなければその実現は困難であろう。

(7)人事に関する機関や、大学の「管理機関」に「学外の有識者を加えるこ

と」（Ｐ１３～１４）の問題性

－９９－



「学外の有識者」とはどの様な者か、それを「誰が」「いかにして」選

ぶかに関する、基本的考えが明らかにさるべきであり、それなくしては、

事の当否を論じえない。

要するに、人選を誤まった場合の、大学の教育と研究に及ぼす危険をも

っと考慮すべきであり、重大視すべきである。

福井大学

Ｏ教育学部

Ｉ「第１高等教育改革の中心的な課題」について

『これまでの高等教育に対する考え方やその制度的なわく組みが、高等

教育の普及と社会の複雑高度化に伴って生ずるさまざまな複合的要素を含

む要請に対応できなくなった』として、その要請の内容を「中心的課題」

として５項目、指摘している。それに対する見解。

（１）『’高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請』において『教育

と研究に関する相異なった要請に対して、教育と研究を不可分としてき

た伝統的な大学の考え方だけで対応しようとすることは、教育面でも研

究面でも不徹底になる』とし、教育と研究の分離を提言しているが、研

究と教育の不可分一体の活動こそ大学の特質で維持されねばならないも

のと考える。

（２）『３教育。研究活動の特質とその効率的な管理の必要性』において

『学問研究の細分化、大学の巨大化の傾向にかんがみ、学内組織の合理

化と効率的左管理機能の確立Ｊ１が必要であるとしている。

合理化・効率化はつねにはかられねばならないが、それはあくまで、

大学本来の使命達成のためのものでなければたら左い。そのことの指摘

－１００－
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がなく、先に公表された「当面する大学教育の課題に対応するための方

策」に示された紛争処理的発想につらなる合理化効率化の危険を感ずる。

（３）『４高等教育機関の自主性の確保とその閉鎖性の排除の必要性』に

おいて、研究教育の活動が自主的に行われるための制度的保障の必要性

を指摘しつつも、自主性を強調するあまり閉鎖的独善の傾向が見られる

とし、「開かれた大学」を強調し、大学に公権力アレルギーがあるかの

ように非難しているように見うけられる。公権力をふくめて本試案も指

摘するその他政治的。職業的な組織活動や経済的誘惑から大学の自主性

を確保する制度的保障に関する具体案こそ重点的に提示さるべきである．

Ⅱ「第２高等教育改革の基本構想」について

１．基本構想として１３項目を提示しているが、全般的に見て、

イ具体的なもの、抽象的なもの、軽、童が混合して並記されており不

整合である。

口現在の大学以外の教育研究の諸機関の総点検をなし、それとの関係

も考慮して改革の構想がねらるべきと考えられるのにその配慮を欠い

ている。

２．『１高等教育機関の目的･性格の多様化』において、６種の高等教

育機関を提示しているか、これは高等教育機関の格差をなくしてそれを

広く国民に開放するという高等教育近代化の原則に反する。

３．『２教育課程の改善の方向３教育方法の改善の方向』で示

している教育内容、教育方法の改革は現在、各大学において自主的に改

革がナムめられており、それにゆだねらるべきものである。

４．『４高等教育の開放と資格認定制度の必要』の提案は高く評価され

る。

５『５教育組織と研究組織の機能的な分離６大学院のあり方

７高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化８教員の人事

・処遇の改善』は大学の内部組織と運営に顔する提案であるが、これら

－１０１－
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のことについては現在各大学おエび国大協等で検討されているが、その

結果が尊重されねばならない。特に、「７高等教育機関の規模と管理

…運営体制の合理化」において、学長。副学長を中心とする中枢的管理の

強化および管理機関に学外の有識者を加えるということは大学の民主化、

大学自治にも深く関連する問題で軽有に結論されてはならない。

６．『９国．､公立大学の設置形態に関する問題の解i央の方向

，o釿国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善』は、大学

への行財政に関する提案であるが、設置形態として、学外の有識者を加え

・た管理機関を設ける形態（理事会方式）と公共的性格をもつ特別法人方

・式を提案しているが、これらの方式によって果して大学の学外の政治的

経済的圧力からの自主性が確保できるか、など多くの疑点を残している

ことは重大な問題点である。受益者負担については、その負｡担額の妥当

性等を云をするよりは、むしろ全廃の方向で検討すべきである。

７，『１２．学生の生活環境の改善充実１３．．大学入試制度の改善の

方向』たどは基本構想というよりも早急に実現さるべきものである。

Ⅲむすび

１．本試案の性格として「雀えがき」において、国民全体の立場からの合

理的現実的判断を積み重ねてゆきたいと述べているが、審議過程におい

てそれがなされていない。

２．寵允、各大学における大学改革の自主的努力を尊重するとしながら、

､その実は審議過程にも、この試案の内容にもふくまれているとは思われ

ない。今後の審議においては公聴会等の方式のみでなく、真に全国民の

意思が反映するような方式が工夫さるべきである。

３．長期の見通しに立って構想したとしているが（まえがき第２点）最も

重要左大学の理念、使命についての検討を欠如したくむしろ短期的現実

的な改革案でしかない。

４$学術体制の検討との総合性を欠き、医学教育、教員蕊成を除外した性
－１０２－
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急にして不備な構想でしかない｡（まえがき第３点））

本試案□を端的に批判すれば、

現在にいたる政府の文教政策に対しての批判と評価が全くなされず、

また、指導理念を欠いた、産業社会の要請に応ぜんとする効率主義につ

らぬかれた試案といっても過言ではなかろう。＿

○工学；部

Ｉ「高等教育改革の中心的な課題」について

ユ）高等教育の大衆化と学術研究の高度化という相矛盾する要請を妥協さ

せるため、教育と研究の分離が必要であるという結論か打ち出されてい

る。しかし、大学においては研究と教育の不可分の原則が固守されなけ

ればなら左い゜大学が他の研究機関と異たる点はそれが教育という異質

の機能と結びついていることであって、そのことによって大学は研究機

関としては基礎的な部門においてその独創性を発揮することができ、教

育機関としては高度の専門的知識の正確な伝達と知的な創造力を持った

人間の育成か可能となるのである。

２）高等教育磯関の効率的左管理の必要性を述べ、その結果として教育と

研究のための組織の再編成、管理体制の確立を強調しているが、このこ

とは運用を誤蚕ると大学そのものの生命を断つような結果をもたらすか

@も知れないので、その実行には慎重左配慮を必要とする。’

３）高等教育機関の自主性の確Ⅱ保、自発性の尊重を一応うたっておきたが

‘ら、それを保証する具体的な裏付けについては何ら考慮が払われていた

ｆい・

Ⅱ「:高等教育改革の基本構想」について

，）高等教育機関の目的ｕ性:格の多様化については現行以上にする必要を

認めない。ナ左わら、試案にいうところの第１種、第２種、第５種お主

■

戸1０３－
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び第６種の研究教育機関は－種類に統一し、各大学は原則として修士課

程を置き得るものとする。博士課程については、いわゆる認定研究室が

実際の研究、教育活動を行ない、その管理、運営を国立科学院が行なう

こととするのがよい。

国立科学院が成立するための条件については前の意見書（別紙参照）

において述べたとおりである。要するに、各大学のどの研究室も、努力

によっては博士の養成を行ない得るという希望を持ち得るようにし左け

ればならぬ。

試案は大学間の格差を固定し、現在博士課程を持たぬ大学で研究水準・

の向上のため苦斗している若い研究者を絶望に陥れる危険を持っている｡

2）「教育組織と研鰕究組織の機能的分離ということがいわれている。ここ

では教育を研究に対して優先させるという思想が打ち出されているがこ

れは誤まりで両者は同等の重みで考えるべきである。

交允、このことは個女の教官についてはある期間は研究組織にⅥ他の

期間は教育組織に従事するか、あるいは、毎週の勤務時間を研究と教育

に確然と割り振ることであると、理解される。しかし、これは現在の定

員を倍増させるのでなければ行左い難いことであると思われる。

3）「高等教育の機関の規模と管理運営体制の合理化」ということがいわ

れている。確かに大学の規模が巨大化することは好ましいことでは窟い゜

しかし、誰がその規模の適正化をはかるかが問題である。公的な性格を

持つ特別左法人「日本大学公社」（仮称）ができて、そこにおいて大学

人が自主的に大学の規模の適正化をはかるのであれば賛成する。また大

学の管理、運営の合理化と称して副学長をおき、教務、財務、人事、学

生指導などを担当させる案は、もし副学長が文部当局よりの直接任命に

よるものであれば、これは教官に対する文部当局の管理強化にほかなら

ないので、これに反対する。蚕尤、管理機関に学外の有識者を加えるこ

とについても大学自治の観点からこれに反対する｡γ
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４）「国、公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向」として、二つ

の方向が打ち出されているが、われわれはこのいずれにも反対する。

解決の方向としては前に述べたごとく特殊な公的法人「日本大学公社」

を作り、国はこれに抜本的左財政援助を行ない、その管理、運営につい

ては、大学人の自主性に任すべきである。

Ⅲ結・言

試案の精神を－言にしていう左らば、大学を一つの企業と見て、教育研

究の効率を高めようということであろう。ここでは学生≦のみならず、教官

もまた被管理者であって、極度の労働強化が強いられるであろう６大学は

基礎的な研究に基づいて国家、社会のあり方に対して批判を加えることを

－つの任務としている。試案はこのような大学の体制批判の任務を根本的

に抹消してしまうものであると受け取れるので、中教審におかれてはなお

一層の審議を行なわれることを希望する。

別紙

昭和４５年１月２９日本学提出にかかる「大学院制度の改善について」

のうち、国立科学院関連部分の抄録

Ｉ工学部の意見

まえがき（略）

１．新構想の分析とそれが実施されるに必要な条件

Ａ新構想の分析

１）
（略）

２）

３）「国立科学院」という名称の組織ができて、これか博士課程の管

理・運営に当ること。

４）
（略）

５）
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Ｂ実施されるに必要な条件とその理由

１）略

２）国立科学院の管理・運営は民主的に行なわなければならない。原

則として、そのスタッフは大学において研究と教育にたずさわる人

たちの中より民主的な方法で選出された人たちよ，なるものと考え

る。

その理由は、日本の学術の方向を民主的に定め、入学者の資格の認

定、学位の認定の客観的価値を高めるためである。

３）国家は国立科学院に対して充分な経費を出すが、サポート・パッ

ト・ノー・コントロールの原則を確認し、その法的裏付けを与える

こと。

その理由は

（１）国立科学院は日本の学術水準を維持・向上し、世界の学界に対し

て貢献する任務を持つから、このためには完全な自治を必要とする。

（２）日本学術の方向が国家権力の指向する方向へ誘導されることを避

ける。学問発展の目的はあくまで世界の平和と人類の福祉にあるこ

とを忘れてはならない｡

信州大学

０浬学部

このたびの中教審第２６．特別委の「試案」に対し、現に高等教育にたずさ

わる者としてわれわれは深い危倶の念をもち、この「基本構想」に強く反対

する｡それは「高等教育」に関する基本的な考え方の上で試案とわれわれの

見解との間に以下のべる主うな大き左へだたりがあることに由るｄ
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1～われわれは本来、高等教育とは入間の秘められた能力・資質を発見しそ

れを開発することに最重点をおくべきものと考える。この意味で、人間の

能力・資質をあたかも初めから固定されたものであるかのように類別化し、

それに見合った教育をほどこすといぅ試案の内容は、少数の高級技術者群

と多数の労働力を生産するための選別差別体制につ左がる危険のあるもの

として強く反対せざるを得ない。

2．試案は「相当長期を見通しに立ってわが国高等教育のあり方を考えた」

と述べている。しかしそこには制度的技術的な改革は見られても、真の意

味で教育の長期的計画を立案し、推進してゆくうえでの指導理念を欠いて

いるように思われる。われわれは「教育とは何か」「学問研究とは何か」

という根本理念の確立こそが正に長期的見通しでなくてはならないと考え

るものである。

ａわれわれは「高等教育」とは一方では人間形成の場として、吏尤一方で

は学術研究の重妥な場としてこれら相互の全体的な関連において論ぜられ

るべきものと考えている。しかるにこの試案ではこれら叢も重要を問題が

教育とは切りはなされて何ら論ぜられておらず、単なる制度的改革に終始

している。、

このような基本的問題を回避した提案を対象に、個別的な妥当性や疑問を

問題にしてみても、しょせんは問題の根本的解決にはなりえないと考える。

今後国民のあらゆる階層の声を十分にとり入れて慎重に審議されることを

切望する。

ｏ教育倉掌節

報告は全般に表現が抽象的かつあいまいなため具体的にとらえにくい点が

多い。個Arの点、たとえば教員の給与および処遇の抜本的改善とか、研究専

念期間の設定、教員の再教育の問題等には改善策と思われる面のあることは

－１０７￣
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否定できたいが全体的にみて、現在の産業界の要請に忠実にこたえようとす

るあまり、学問研究の府としての不可欠の条件である高等教育機関（大学）

の自主性と主体性が破壊される危険性が報告には内包されているものと考え

る。左お､■上記の個食の問題についても、その個所だ'け'をきりはなして論ず

ることは誤まりであり、常に報告全体の立場と、その前後の関連のなかで慎

重な評価を下すべきである。以下問題と思われる点を指摘する。

1．教育と研究の関係について

この点にかんし報告の意図はやや不明確であるが『報告第２の’において、

現在設置されている高等教育機関を新たに６種に分類し、その種類に応じて

たとえば第１、第３及び第４種については教育=機関としての位置づけを行な

っているがこれについては、報告第１の’の説明文中の「・･･･・教育と研究を

不可分としてきた伝統的な大学の考え方だけで対応しようとするのは、教育

面でも研究面でも不徹底なものとなる（以下略）」という表現とあわせ考え

たとき、上の機関に属する教員を単なる教育者としてのみとらえ、研究者と

してはとらえたい立場に立つものであり、きわめて問題である。高等教育機

関において教育と研究の不可分なことは、報告の指摘するような単なる「伝

統的な大学の考え方」ではなく、１９７０年代における新しい社会創造の使

命を負わされた大学を考えるぱあい、主さに必要不可欠の条件である｡よっ

て両者の分離につながるような制度の改変には反対である。

２．高等教育機関の間に明確な格差を設けようとする点一

との点は上記説明の部分でも明らかであるが、報告には現在の高等教育制

度を再び、帝大にあらずんぱ大学にあらずとするような戦前・戦中の制度に

あともどりさせるような意図がうかがわれる。戦後発足した大学制度につい

ては、現在その問題点が多く指摘され、各大学がその改革に坂組んでいるが、

報告のように６種の諸機関に明確な格差を設けることは趾大学格差撤廃の正

しい歴史的方向に逆行するものと考える。

３．一般教育･の軽視的傾向ｉ
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報告は、その第２の２において一般教育の問題をとりあげているが、その

説明部分の例示によっても分かるように、一般教育をそれぞれの専攻コース

の附属品のように考えている傾向かみうけられる。－般教育について、それ

ぞれのコースに応じた特性をもたせることの必要なことは事実であり、烹尤

そのためのタテ割り授業の必要性を否定するわけではないが、そのために－

股教育そのものの中心的課題である。豊かにして創造的な人間形成という点．

が見失なわれては本末てんとうといわざるをえない。このような意味で報告

の立場には一般教育軽視の傾向がみうけられる。

４．学長及び中枢機関の権限強化について

学長その他の中枢機関の地位とその権限については現在多くの論議をよん

でいるところであるが、報告はその第２の７において各種の事情による大学

各部局の割拠と、そのための全学的左まと室，の欠如その他を理由に、学長

を中心とする中枢的な管理機関（学外者も参加）に対する高度の指導性の賦

与をうたっているが、これは問題である。現在、大学の部局の割拠その他が

大学問題処理のばあい相当程度マイナスにたっている事実はあるか、だから

といってその矛盾解決が学長等中枢部に対する強力竃権限強化にそのままつ

ながるものとは考えられたい。大学の管理運営制度の問題は、職務権|隈の配

分その他について、学長をも含めたそれぞれの機関相互の関係の明確化によ

ってのみ正しく解決さるべきことがらであり、へたをすると学長その他の中

枢機関独裁に通ずるような報告の立場は危険なものと考える。

５．学外者の大学参加について

報告は、その第２の７及び８において学外有識者あるいは学外専門家の大

学参加の必要性を説いている。高等教育機関の管理運営や教員の業績評価な

どに学外者が参加する点については、外国だけでなく現にわが国の私立大学

などにおいても見うけられることであるか、国公立の高等教育機関にまでそ

れを実施することには問題がある。それぞれの国の大学にはそれ相応の歴史

的特殊性がある。わが国のぱあい、国公立大学における大学自治および学問
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研究の自由獲得のための歴史をふりかえってみるまでもなく、大学はむしろ

かたくたと思われるほど公権力その他の外部勢力の大学への介入に強く反対

してたたかってきたし、またそのことによって学問研究の自由の場をなんと

か維持してきたのである。そのため－部において、自治や自由の名のもとに

教育・研究の停滞が生じている事実を否定Iすることはできないか、そのよう

な弊害を解決することはあくまで大学自身において処理すべき事柄であり、

弊害除去という理由で、大学財政や人事など大学の最重要事項について学外

者（有力財界人その他）の参加を認めることは、大学から創造的・批判的な

学問研究をうばうことになるものと考える。

6．学生について

学生の身分について町報告はそれを参加者、即ち従来通り営造物の利用者

としてとらえ、そのようを学生の声を聞くことが大切であるとしている（第

２の７）。学生を単なる営造物の利用者とする立場にたいしては、学術会議

その他から異論のでているところであるが、それ以外にもこれからの高等教

育実施のなかで、学生の声を聞いたり、それをとりいれることが「大切」で

あるとする程度に彼らを軽くみてよいものかどうか、相当疑問である。

7．教員の選考や業績評価等に学外者を参加させることについて

これについては報告第２の８で述べられているが、極めて問題である。前

述(5)の部分との重複をさけ、簡単に結論を言えば、教員人鼈にたいする学外

者の参加はたといそれが専門家であろうとも、結局は大学をして公権力や産

業界の意の性交に承る堕落した人間集団にしてし左う危険性を多分にもつも

のと考える。

8．学寮について

学寮については、それを厚生施設として現在以上に国の財政的な援助を行

だうべきであり、教育施設とすることは問題である。この点に関し、報告の

内容はあい蚕いを点がある。

ロ
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岐阜大学

このたび、中央教育審議会が中間報告を行なった「高等教育の改革に関す

る基本構想試案」については、以下の観点から基本的に反対である。

(1)高等教育の改革に関しては、大学の自主的努力を尊重すべきであるとし

ながら、「国民全体の立場」なるものをこれに対置して大学の立場を事実

上否定するとともに、大学の努力の成果を踏雀えること左〈、「構想試案」

を提示したことは、自己矛盾をおかしたものである。

(2)「構想試案」では、高等教育の普及と社会の複雑高度化に伴い、これに
・０

対する新しい解決策を見つけることがこの基本構想の中,心的課題であると

している。しかし、このような単に社会の要請にのみ追随する姿勢からは、

教育の基本理念に基づいた改革は望むべくもない。このような基本理念の

欠除にエって、「構想試案」全体は水増しされた高等教育の拡大と管理運

営機構の中央集権化とを目ざすものに終っている。具体的にいえば、社会

・国民に対して「開かれた大学」という虚像を与える反面、管理運営権の

集中化をはかり、文教政策の中央集権の強化を打ち出している。

(3)さらに、高等教育の大衆化と学術研究の高度化を理由として大学を教育

機関と研究機関とに種別化し、大学間の格差を拡大・定着さ･せ、不可分で

あるべき研究と教育との分離を考えていることは重大である。このことは、

高等専門学校が発足したときすでに指摘されたとおり、資本の利益に奉仕

する産学協同体制につながるものであり、かつ教育予算の軽減化をはかる

ものとも見られよう。

(4)高等教育機関の目的、性格の多様化の名のもとに、高等教育機関を６種

類に枠づけしていることは、既存大学の格づけを一層強化するとともに、

新たに複線的画一主義を強いることにたる。其の多様化は大学の格づけに

よってではだく、大学の自発的創意の多様化に期待しなければならない。

(5)社会的進路に応じた専門教育を強鍋している教育課程についての考え方
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は、職業教育の重視そのものであり、教育課程を従属的に社会に適応させ

ようとするものである。そして基礎的教護をその課程の中に位置づけてい

ることは、真の教養と基礎教育を発展させる方向と考えることはできない。

(6)「構想試案」は、大学の閉鎖性、人事の.独善性を指摘し、これに対する

具体策として、たとえば管理運営の責任体制を確立するために学外の有識

者を加えた新しい管理機関の設置、教官選考については学外者を含めた審

議制および任期についての契約制などを提案している。しかし、一方にす

でに述べたような文教政策の中央集権の強化が打ち出されている中で、以

上の提案を実施することは大きな危険性をはらんでいることは明らかであ

る。

(7)なお、教員養成制度を別途の検討課題としていることは、教員養成制度

を高等教育機関の枠外に置こうとする意図が感じられ、その危険性を指摘

せざるを得ない。

静岡大学

この中間報告で述べられている個々の考え方については、部局間でも必ず

しも意見を同じうしない。ここでは大局的意見を述べるか、それぞれの部局

に対してもその意見を汲み上げる道を開いてほしい。

学外者を管理機関にいれることについては危倶を抱く向きが多い。大学の

社会に対する責任と社会の大学に対する受けとめ方の問題に取り組みつつ大

学の基本理念を築いて行かなければ之らないが、このような問題は経験を積

み重ねて解決すべきであると考える。－つの構想を提出することによって、

各大学それぞれの脱皮の努力を妨げてはならない。

高等教育機関の目的、性格の多様化にしても、たしかに理由もあるが、大

学間の格差をつけることにつながるなら問題がある。教育組織と研究組織の
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機能的分離にも同様な問題がある。雀允、高等'教育を市民教育と考えるか、

職業教育と考えるか、どちらに割り切るとしても無理がある。各大学が経験

を積み重ね、試行錯誤をくりかえしながらよりよきバランスに達する努力を

しようとしているとき、これを一つの構想によってしばるべきではないと考

える。

名古屋大学

将来の高等教育に関する基本構想は、きわめて重要な問題であり、これに

関する全学の統一的見解をまとめるには、相当の時間を必要とする。しかる

に、今度、「中教審」は、試案発表後わずか－ヵ月という短期間に回答を要

求した。このような態度は、大学の民主的運営の本質を理解したいものであ

る｡

そもそも大学の改革は、大学が自主的に行なうべきものである。本大学に

おいても、現在、全学をあげて改革を検討しようとしている。しかるに文部

大臣の一方的選任にかかる「中教審」は、性急に大学の改革をおしすすめ、

自主的改革の努力を圧殺しようとしている。

国大脇は、「中教審」のこのような行動をおさえ、それに対して、大学の

自主的改革を尊重するよう強く要求すべきである。

名古屋工業大学

中教審の中間報告は全国的な大学紛争を手がかりとして、大学の体質改善

と教育需要増大の問題を解決しようと意図したから、大学に対する管理体制

の強化と大学に対する外部からの干渉の危険を含むものと感ぜられる゜
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Ⅱ

また、個々の具体的左諸点についても、大学の歴史と現状を無視した部分

があり、さらに現在本学が指向している改革と矛盾をきたすおそれがある。

以下、試案の各項目について本学の意見を述べる。

「第１－高等教育改革の中心的課題」について

ここで述べられている高等教育における矛盾、すなわち

（１）高等教育の大衆化と学術研究の高度化

（２）高等教育の専門化と総合化

（３）研究、教育の自由と効率的な管理

（４）高等教育機関の自主性、閉鎖性と社会連帯性、解放性

（５）高等教育機関の自律、自治性と国家援助の計画性

の５項目に問題点があることが認められる。￣

，これらの矛盾は全国的な大学紛争の間にしばしば指摘されたものであるが、

大学紛争は戦後の文教政策に深く関係しており、単に大学制度の改善のみに

よって矛盾が解消されるものではない。本来、大学の中心的課題は「社会に

おける教育のあり方」に基づく「大学のあり方」であり広く社会の発展や人

-類の進歩に対する「大学のあり方」であるべきものと信ずる。

従来、大学教育が知識の授与に重点が置かれ、「みずから生きる目標を正

しく選び、充実した人生を送る」ための．知的、創造的人間形成の面が軽視さ

れる傾向にあったように思う。試案においてもＴ人間形成を強調されるぺき

もの」としてはいるが、全般に人間性の重視を具体化しているとは思われな

い。もちろん人間形成は中学、高校教育との関連において考えるべきであっ

て、大学教育においてのみ成果を期待すべきではないが、高度の人間形成は

将来とも大学教育に期待すべき↑もの:である。

「第２・高等教育改革の基本構想」の全般について

基本構想の底に流れる'ものは、現代社会､とくに産業、経済界の要請に呼

応するという主旨から出発し､人間形成を軽視してあ護りにも実学、職業の

面を強調しすぎた教育観であると患われる６，へⅧ
１．１．
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このことは教育と研究の分離という実利的な短絡としてとらえられ、大学

から学問的ムードを衰退させる結果となり、新らしい学'問分野の開拓という

現在の大学の本質的使命をそこなうおそれがあり、ひ１Ａては社会発展の障害

になりかねたいと考える。

「１．高等教育機関の目的、性格の多様化」について

、実務や職業のため[の教育機関（短大、高専など）が現在存在しているが、

本来大学はこれらとその目的および役割，が異なるもので、これらをも包

含した形での高等教育機関という一律的な名称の下に大学を再編成するこ

とには反対である。・

大学教育の改革が表面的左種類分けの問題に歪曲されるおそれがあり、

また大学間に無意味な混乱をもたらすことになるであろう。

また試案によると大学相互間の現存する格差をさらに増大させるととも

に、大学の個性を無視して画一化や固定化をもたらしｕ教育機関としての

活気ある発展性の本質を失わしめるおそれがある。教育機関は年限、呼称

において画一性があっても、地域性、さらに歴史によって独特なカラーを

有することに意義が存在する。各大学が現在常でつづけてきた大学発展の

ための努力を無にしない配慮が必妥である。

「２．教育課程の改善の方向」について

Ⅷ教育課程の改善の方向は、その主旨において異議はないが、このような

改善は画一的なものでなく、各大学がそれぞれ自主的に種女な条件を考え

たからその方向を検討ナペきものと考えられる。

「３．教育方法の改善の方向」について

優秀な教員を多量に確保することは処遇をどの条件が改善されれば決し

て不可能なことではない。教賞を増加し施設を充実することによってゼミ

等の少人数教育を行なうことにし、それを大学教育の中心とするエうにす

べきである。これを補う意味で講義に主ろ学理の教授を行なうために、

ＶＴＲｉＵＨＦ，テレビ放送等の教育エ学的手法を応用することが考えられる。
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少ない教員数で教育工学的手法による多人数教育を行なっても「余力を生

ずる」ものでまく、逆に教員の労働過重となることも忘れてはならない。

「４．高等教育の開放と資格認定制度の必要」について

勤労者を対象とした夜間大学（本学第二部のごとき）のあり方について

検討されていない点が遺憾である。

現状では昼間大学に併設された形で夜間大学が存在し、施設の共用はあ

る程度許されるとしても、教員の労働過重の下に教育効果を挙げようとし

ている。

夜間大学は独立の大学として十分な教負数を確保し、昼間大学と異なる

特'色を持つものとすべきである。

「５．教育組織と研究組織の機能的な分離」について

大学教育では研究と教育が不可分であることは、現在においても、雀允

将来においても変らないと信ずる。大学教育においては教員と学生とが研

究を媒体として直接触れあうことによって生きた教育が行なわれ、高度の

人間性の育成か左されるべきである。研究と教育の分離が大学の格付けに

つながり、附属研究所のごとき研究組織を持たない大学を予算面で締めつ

けることにたりかねたいと思う。

「６．大学院のあり方」について

博士号の意味を再検討する必要はあると考えるが、従来のような博士課

程をおくならば、充実した大学にはいずれにも設置する途が開かれている

ことが必要である。

これは大学間の格差を生じたり、これが固定化してしまったりしないよ

うにするためである。

また博士号の授与については従来のように論文博士の途は当然残してお

くべきである。

「７．高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化」「８．教員の人事、

処遇の改善」および「９．国、‘公立大学の設置形態に関する問題の解決の
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方向」について

規模や管理運営方式にも大学の歴史性などを考慮にいれてＵそれぞれの

大学の特色を生かすようにし、画一的なものにすべきではない。管理運営

者は教育、研究者から学内の総意によって民主的に選定すべきであると思
う。

学外者の管理運営への参加は知的創造=性を使命とする大学を実用的な教

育機関に移行させ、大学の低次元化を招くおそれがあり、大学設置の本来

の目的に反する結果となる。

なお開かれた大学という意味では大学の自主性によって広く学外の意見

を聴取することが望輩しい･

教員の人事に「第三者による訴追の制度を検討する必要がある」として

いるが、これは学内組織によって公正に運用さるぺきである。

「１０．国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善」および

「１１．高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整」について

教育に投資という経済観念を持ち込むことは根本的に誤りである。人間

形成は投資の対象にたら左いからである。

少くとも５年後、１０年燐の長期の見通しに立った国としての教育計画

は必要であるが、しかしこの場合あまりにも近視眼的な実学教育に重点を

おくよう左態度は避け左ければなら友い゜広く社会における教育や研究の

基本的計画については、国民の総意に基づいてあらかじめ充分検討してお

く必要がある。

「１２．学生の生活環境の改善、充実」について

教育の機会均等の観点から経済的な理由で修学困難な学生に対して必要

な額の奨学金を与え、また全学生を対象とする充分な厚生施設を設置する

などして、学生の生活環境を改善充実し、実り多き大学生活を送られるよ

うにすることは必h要である。

「１３．．犬学入学選抜制度の改善の方向」について

；
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大学入試が中学、高校教育を歪めたものとしており、現行の入試制度を

改善すべきであることに異論はない。

しかし、この問題を選抜方法の変更という形で解決しようとしても其の

解決にはならない。広く大学制度の改善という観点に立って、抜本的方策

も含めて検討すべきであると考える。

上述の本学の意見は目下大学改革を進めつつある本学の現時点におけるも

のであって、試案の内容には抽象的で判断し雄い事項もあり、さらに検討を

充分重ねるべき事項もある。

全般的に言えることは大学は有機体であって、制度によって画一的に変更

しても教育と研究の改善にたらない。大学における教育と研究の改善の途は

各大学がみずからの苦'脳のうちでこそ見出すべきものであると考える。

三重大学

この試案は中教審第２６特別委員会が約２年がかりで検討し、１月１２日

総会に中間的に報告するとともに一般に公表したもので、２月朱日雀でに意

見の提出を求められている。このことは、１、２月は大学にとって多忙を極

める時期であることを考えるとき、充分な討議の繊会を与えられないことに

なり、大学側の意見が反映されたい可能性のあることをまず指摘したい。

さらに、最近における大学問題の経過にかんがみ、各大学において旧来の

制度を改革しようとして自主的努力が重ねられている。

この時期に「国が大学を改革するから大学はこれに協力せよ」ともうかが

える姿勢で書かれたこの試案には反発を感ずる６￣

第二に産業界における専門職人の必要性に大学を適合させようとしている

意図が試案全体に流れている。国民全体の立場とか、社会の要謂とかいう言

葉を使っているが、これらは産業界からの要請であって決して科学の発展を
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見通した発想ではたく大学における人間形成、創造的知的活動を忘れている。

我々はこのような現実社会の要請を見逃し、独善に陥ってはならないが、

さらに現実社会に批判を加え、よりよき未来を創造することも社会から要求

されているはずである。い,

この点この試案は現実社会（しか､産業界のみ）をその注Aうのみにする

ことを大学に強制するものであり、決して長期展望に立っているとは思え左

い◎

第三にこの試案には具体的な提案もかなり多いが《とくに合理的、効率的

な管理体制を強調している。大学においては、本来一体であると考えられる

教育と研究を組織上も分離し、学外者も加えた管理組織を作り、人事、財政

面に政府の意向の及ぶ可能性を明らかにしている。ここで述べられている管

理体制は上意下達の一方通行であってこれが果して大学の創造的知的活動を

管理し得るであろうか。このことは、教育研究面における国家権力の介入と

たってこの試案全体を流れている。勿論、我々も大学の管理運営体制につい

ては、その整備強化の必安住を認めるものであり、また学外者の意見を聞く

ことにやぶさかであっては左らないと考える。しかし、学外者が名実ともに

大学の教育研究を管理することは学問の自由１大学の自治をおかすものであ

ることを強く訴えたい。

垳牙項目についての意見

本文は前文、第一高等教育改革の中心的課題､､第二高等教育改革の基本構

想の３部よりなっているが、各項目について意見を列記すればつぎのとおり

である。

前文

ことではこの試案の性格について､３項に分けて述べられている。すなわ

ち大学の改革は自主的努力を尊重するが国民全体の立場に立つ必要があり､ま

た長期にわたる見通しに立つといっているが、第一、第二に書かれている内

容より見て眼前の産業界のみを考えているように見える｡．

＃･ロ
Ｉ▲
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まず、基本構想を検討,する立場については、「国民全体の立場から判断..

・・・この構想はその出発点である」と述べている。

これでは中教審のこの特別委員会が国民全体の立場であるかのどとき表現

に聞えるが、その構成〆ンパーはかたり偏りがあるのではないか。少くとも

国民全体の立場を代表しているとは思えたい。

またこの試案の段階で審議未了の課題について「教員養成制度などの問題

は.．・・・今後検討を進めたい。」と述べているか、教員養成制度は後に残さ

れ別枠として扱われる恐れがあるのではないか。特別な職業人養成大学とし

て特別扱いにする様な考え方は厳に不可である。

第一高等教育改革の中心的課題

Ｌ（高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請）

大学とは現実の社会をその注L受入れることであるとして大学本来の目

的が忘れられている。とくに教育と研究を分離することには強く反対する。

2．（高等教育の内容に対する専門化と総合化の要請）

大学教育の目的は産業界にすぐ役立つ職人の養成にありとし、学問の発

展を考えていたいと同時に、人間教育を軽視している。すなわち、「其の

教育」という意味が失なわれていると考えられる。

3．（教育研究活動の特質とその効率的左管理の必要性）

学内でのもり上がりによる管理体制の強化は必要であると思うが、次章

で明らかにされるように、この試案ではいわゆる「上からのおしつけ」的

管理体制を言っているようである。

4．（高等教育機関の自主性の確保とその閉鎖性の排除の必要性）

大学の管理運営に学外者を加えることは危険である。

5．（高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助、調整の

必要性）

大学における学術の振興について、国が計画的に調整援助を行なう必要

性がのべられているが国家権力の大学に対する圧力となる可能性が多分に

－１２卜
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●

ある。

第二高等教育改革の基本構想

1．（高等教育機関の目的、性格の多様化）

高等教育機関として６種類あげられているが、このような大学の種別化

は大学に格差をつけることにたり研究教育予算の不平等を助長する危険が

ある。

大学の教官は研究者であると同時に教育者であるべき筈である。それが

第１種から第４種までのごとく養成教育だけとなるとこの種の大学は生気

の左い大学とたって行く恐れが多分にある。

2．（教育課程の改善の方向）

ここではとくに課外活動をとりあげた目的が不明確である。次項とも関

連して課外活動も統制しようとしている意図がうかがえる。

3．（教育方法の改善の方向）

現在の学生に対し勉学の意欲を起こさせるためには、教員数の増加が必

要であるに力』Ａわらず試案ではこれを不可能とし、教育用機器を使うこと

を述べているが、これこそ人間性無視の教育であると言えよう。

4．（高等教育の開放と資格認定制度の必要）

放送大学は一方通行の教育であり室た高等教育を開放するためには教員

の増加をとも左わなければ不可能であろう。

5．（教育組織と研究組織の機能的な分離）

教育と研究とは表裏一体をなすものであり、それぞれの組織を分離して

合理的に編成されることは不可能である。

6．（大学院のあり方）

現在の博士制度をその戎》で肯定した上に立っているが学位制度そのも

のを批判すべきではなかろうＡ

７．（高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化）

「学長、副学長を中心とする中枢的な管理機関」の必要、また学外の有

！

、

シ
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識者を加えて財務、人事、監査の機関を作る必要を強調している。ここに

言う管理体制とはいわゆる中央集権体制の強化である。

管理、運営の問題については現在各大学で鋭意努力しているし、かなり

の進捗を見つつある段階であるからその自主的努力にまかすべきではない

か。

8．（教員の人事処遇の改善）

人事について、学外者を加えた審査制度や任期制度を言っているが、こ

の場合益ＡＩ研究業績偏重になりはしないか。

学外者の意見を開くことはよいとしても大学の自主性を失ってはなら友

｛

い◎

９．（国、公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向）

大学管理体制として理事会方式と法人方式とをあげている。

理事会方式の場合、学外の政治経済的圧力から大学の自治を守りきれる

かどうか、雀た法人方式のときでも文部省が依然として支配することを明

示している点に問題がある。

10．（国の財政援助方式と受益者負担及び奨学制度の改善）

経費の受益者負担を言っているが、教育による利益は個人よりもむしろ

国民全体にあるのでは左いか。また、国以外の一般社会からの資金援助が

得られるようにすることは結局大学が産業界に支配されることにつながら

ないであろうか。

11.（高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整）

私立大学に対してさえも国家権力の介入をはかっている。

12．（学生の生活環境の改善充実）

現在の大学紛争に眼をうばわれる余り、学寮の廃止をとなえるのは対症

療法的であろう。

13．（大学入学者選抜制度の改善の方向）

対症療法的にすぎない。

＃

記
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滋賀大学

Ｏ教育学部

） Ａ「前文」について

「試案」の性格に関連して、第１点として、大学自体の自主的な努力と

国民全体の立場からする判断の積承重ねの重要性が強鍋されていることは．

一応妥当である。しかし、この解決は、安易なうえからの改革であっては

ならず今後各大学で粁余曲折を経ながら押し進められていくであろう．自

主改革を、政府は長期的展望に立って尊重し、必要な法改正や財政支出の

面で間接的に援助してゆくぺきで…ある、

また、第２点について､国家百年の識である教育制度の改革に当っては、

憲法・教育基本法の精神に基づいて国民各層の幅広い合意が求められねば

ならず…それには十年前後の歳月が必要であると考える。

「前文」ては、同じく第３点として教員養成制度の問題は初等、中等教

育の問題と並行して、今後検討を進めたいと述ぺらｵしている。われわれも

また．これらの二つの問題が相並行して検討されるべき測面を持っている

ことを認める。しかし．われわれは、教員の養成は大学においてのみなさ

れねばならないという戦後教育の原則を普遍的なものと認めるがゆえに

教員養成制度の問題は．まず大学教育改革の中心的課題の一つとして取り

扱われるべきであると考える。このような見地から、今回の「試案」が教

員養成制度の検討を後日に磯したことは．きわめて遺憾である。

Ｂ「第］、高等教育改革の中心的課題」について

「試案」では、課題が５項目に整理されているが､｢……ともに．他方では

……」とか「……が．同時に……」という表現から察せられるように．こ

れらの課題はいずれも多かれ、少なかれ矛盾対立する要素を含んでいる。

したがって、それらの対立する要素を綜合していく不断の努力が必要であ

－１２．３－
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ろ｡しかるに「試案」においては対立する要素の一方においてのみ偏った

解決がはかられており、綜合にはなっていない。すなわち、社会的必要の

片面的理解と、それへの即物的順応、そこから出てくる教育．研究の画一

的能率主義の偏重･国民全体の名の下での管理行政の強化など。このよう

な方向は大学における研究・教育の自主性・創造性を破鰻し、ひいては真

の国民的.利益を損うにいたるであろう。以下．項目別にわれわれの意見を

述べてみたい。

'・「試案」では．まず高等教育の普遍化という問題を大衆化という視点

で受けとり大学の機能を大衆教育とエリート研究者の養成とに分化させ

ているが、この発想には疑問がある○教育の目的は単なる職業人の養成

であるのではなく､全人格的な人間形成にある○大学の機能や制度が社

会に出て.すぐ役に立つ機械のような人間を養成する方向にいかに合理

化されようとも．大学問題の解決にならないであろう。

また「試案」では複雑高度化する社会の変化に対する適応だけが強調されてい

るｶﾐ大学1入社会の変化に自らを適応させるだけでなく､社会の変化自体を批判

の対象とし.適切なる方向性を与えるという重要な役割をもっている。

「試案」には、この点の問題意識が欠除している。

２専門化と綜合化という相反する要請を統一する能力と原理が．学問自

身にあるか否かという問題が今日問われている。この問題に取り組む場

は大学、なかんずく綜合大学を措いて他にない｡一般教育と専門的知識．

技能の統一は、各大学が上の問題と取りくむ努力の中から個性的に実現

されるぺき不断の課題である。したがって、「試案」のように学生の職

業的進路に合せて多様な教育課程を設定するだけでは解決せず．かえっ

て、多種多様な機械的人間を作り出す結果になりかねない。

3い教育・研究活動の効率的管理とは何か。まず、教育は教える者と教え

られる者を前提にしており、そのいずれか一方の側を一方的、全面的に

管理することになれば、昨今の紛争が示すように大学という教育の場は
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荒廃せざるを得ないであろう。われわれは、教官と学生が、親しい中に

も理性的な相互批判によって厳しい緊張関係を維持することが大学を生

きた教育の場とする必須の要件であると考える。

次に、研究ば創造的な知的活動であり本質的に外部からの統制管理の

対象となり得ないものであるから、大学の自主的管理以外には在り得な

いと考える。その場合、勿論自主的な管理体制を自主的に改革して行く

機構が各大学において探し求めなければならない。この点に関しても教

育活動を通じて学生から受ける刺激は．有益であると考える。

次に、教育と研究の一体性は以上に述べてきた見地から維持されねば

ならないし、それは人員、施設を抜本的に改善することによって維持さ

れ得ると考える。

４「試案」は、従来の大学自治が現代日本の社会で果して来た積極的意

義を十分評価していない。また、「説明」の前段で云われている大学の

自主性の尊重という観点は．制度の改善に当っても貫かれるべきであろ

う。内部からの衰退を防ごうとして外部からの干渉による衰退を導いて

はならない。開かれた大学の構想も、便宜的にではなく大学の自治・学

問の自由の原理的立場から考えられねばならない、

５．「前文」との関連で述べたように、教育制度の改革に当っては、「国

民全体の立場から計画性をもって」進められねばならないが．その際、

国民的合意が憲法・教育基本法の精神に則ってしかも大学の自主的立場

から十分な年月をかけて形成される必要があることを再度強調しておき

Ｉ

たい◎

Ｏ「第２、高等教育改革の基本繍想」について

「第】」に示された課題の設定の仕方は概ね妥当であるが．「第２」の

解決の方向には、全体として、大きな疑問を抱かざるをえない。以下項目

順に疑問点を挙げる。

１．ここに示された６種の分類0選ただ社会の分化された職業的要請に横

－１２５－．
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能的に対応するためにのみ考えだされた感が強く、学問研究と人間教育

の本質面が忘れられているだけでなく、大学間の格差を制度的に固定化

し、大学の質的低下を招く恐れがある。われわれは画新制大学の理念を

;:生かしも人事・財政の両面から大学間の格差是正に努め．質的・個性的

多様化左こそ計るぺきであると考える。

2．一般教育と専門教育の形式的・画一的横割りの廃止や．また．伝統的

な学部□学科の区分の是正は必要であるが､一般と専門の関連を職業的目的

にそった縦割の枠にとらわれて考えることは、真の解決にはならない。

一般教育の目的は～大学における人間性の確立とい高度に細分化された

学問・教育が見失い勝ち~な巾広い知性の樹立にあるべきである。この観

点からの一般教育の充実が真の課題であり、各大学において中心課題の

一つとして検討せられつつある問題なのである。

3．教育方法の改善は当然必要であるが．能率のみにとらわれた画一的な

：改善は大学における創造性的知性の開発に必ずしも役立たないbむしろ独創性

の枯渇を招く恐れｶﾐある。この問題は人事・財源面の裏付けを得て各大

学がそれぞれの学問的個性に応じて自主的に解決すべきものである。

4．字句的には特に問題とすべき点なし（効率のa3kから見た解決にならな

いよう留意すべきである。）

5．高等教育においては教育と研究とは不可分であり．これを組織上分離

することは両方を相殺することになるか、あるいは社会的責任を顧愈し

ない専門埋没．それと裏腹の教育の軽視・質的低下を逆に公認する結果

に終るであろう。教員は教育を通じて学生より受ける新鮮な批判と刺激

によってその研究を促進し､…学生は教員の真溌な研究態度に接すること

により．勉学意欲を向上させることが出来るのである。

６６’６種の分類を前提とし、第２種及び第５種の熟に大学院を設置するこ

とは．大学の格差固定以外の何物でもない。大学院担当教官を増員する

ことは教育。研究充実のためにもとより必要であるが．同時に大学院担

一１２６－
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当の碩学たる権威者が学部における高度な教育（一般教育を含む）を担

当することも極めて重要である。

７．大学の巨大化の否定は、教育・研究の面から見て当然である。しかし．

そのことは各学部の自主性の上に立つ綜合大学の積極的意義を否定する；

ものであってはならない。割拠主義の是正は各学部コースの独自性に基

く自発的連帯によって行なわれるべきであり、中央集権的な管理体制の

強化によってなさるべきではない。この点についても各大学において最

重要問題として検討中であり、単なる管理行政的発想による拙速主義的

解決は厳に慎しまねば`ならない。〆

ａ人事の閉鎖性の打破は各大学の厳しい自己規律と人事の公開・公募制

の採用等によって行なわれるべきものである。学外者を加えた選考．評

価は、外部からの統制、干渉への道を開き、また、学内に卑屈な迎合の

気風を生む恐れがある｡待遇改善については遅きに失していることは．

いうまでもない。

９設:置者の積極性は大学の自主的活動をサポートすることに向けられる

べきであってコントロールに向けられるべきでない。大学の自治は教育Ｐ

研究の自由の根源であることは周知の事実である。

（１）学外者を加えた管理体制の強化は、これと真正面から衝突する。

（２）公費による援助において公費支出側に自主的判断を行なわせること

は財政面からの大学自治の束縛である｡大学の管理運営はあくまで大

学の自主性において行なわれるべきであり．設置者の側においては．

サポート・ノー・コントロールの態度が貫かれなければ真の大学像の

完成はあり得ない。

１０．

｝９と同様である。
１１．

】２学寮問題は大学教育全体ｐＤｊ中で位置付けられるべき問題であり．今後

とも慎重な検討を必要とする。少くとも合宿、課外活動等に分解して安

一１２７－
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易に解決できる問題ではない。

13．今後の検討にまつ。

Ｏ経済学部

高等教育大衆化にともない大学制度の抜本的改革が要請されていることは、

現在いづれの国においてもみられる事情であり。その一般的動向を無視して

いたずらに改革反対を唱えることは避けなくてはならない。かかる意識に立

ちながら今日の大学人は自らの社会的責任を直接に自覚しつつ着.実に自主的

建設的努力を重ねている。かかる時点において．事を急ぐあまり十分な検討

と諒解を求めることなきまま中央において具体的結論を出すことになれば、

予期せざる誤解･摩擦を生じ双方ともその効を失う恐れありと考える。元来、

大学の自治、学問の自由が損われた場合、それがいかなる外力によるもので

あれ、不必要な混乱を来たし、不幸にも学問の発展を阻害するにいたること

は歴史的事実に徴しても明白である。この意味において．今回の中央教育審

議会の「高等教育の改革に関する基本構想試案」の性急な結論づけおよびこ

れに基づく立法化という方向が当をえたものではないと判断し、場合によっ

ては国家権力の大学自治への介入の危険もあることを憂慮して、最終的な報

告作成までにはなお十分な検討、批判の時間を与え、慎重を期せられたい。

以上の基本的態度に立って検討の結果、さしあたり次の諸点に問題ありと

考えた。

(1)’大学自治を保証するモメント（大管法、政府との関係ｄ管理機構のあり

方）

(2)管理機構（機能分割、権限強化、構成、思想差別など疑点あり）

(3)産学協同の考え方（大学の自治との関連．職業教育化）

(4)大学の多様化の程度（教育と研究の分離･大学格差も新制・旧制大学と

の関係）

－１２８－
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(5)一般教育科目の位置づけと性格（専門への従属化による人間性喪失）

(6)入試制度（中教審自らが検討不足．統一テスト・内申誓利用の具体案）

なお．教官人事について抜本的改革を必要としご人事の閉鎖性、教授万能

主義の排除、業績審査の恒常化、公正化を促進すべきであるが、運用にあ

たって不適格者の排除と弾圧の混同を避けるポイントに考慮をはらう必要

がある。

$

都大学京

まえがき

中教審第２６特別委員会は１月１２日に「高等教育の改革に関する基本構

想試案（中間報告）」を公表したが．文部省は１月２６日京都大学に対し、

これに関する見解を２月末日までに明らかにするよう求めてきた。この中間

報告は、大学改革問題に関する多くの重要な問題を含んでおり、広く国民全

体のなかで慎重な討議を重ねる必要があるにもかかわらず、こうした文部省

の性急な態度およびそこにひそむこの問題への基本的な姿勢に対し、強い不

満を表明せざるを得ない。委員会としてI説．この問題について十分な討議を

する余裕はなく、個別的に各委員が問題点として考えたものを提出し､これ

を整理し、集約するだけにとどまった。なお．この場合問題点は中間報告の

審議の姿勢と基調に限り．その他に提起された問題については、これを割愛

した。委員会は、この中間報告が公表された現段階で、これになんらとらわ

れることなく、従来の方針どおり京都大学の改革を基本的に検討する姿勢を．

あらためて確認する。

Ｉ中教審の性格および中間報告審議の姿勢についての問題点

（１）中間報告と大学改革の自主性との関係について

この中間報告は、現在各大学で行なわれている改革に対して重要な影

吟

bｌ
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瀞を与えると考えられる。したがって．現段階において、政府に直結し

たかたちの機関から．このような試案が提出されることには問題がある。

大学改革については、各大学における自主的改革を尊重すべきである。

（２）慎重な審議手続きの必要性について

中教審のこれまでの基本構想のまとめ方およびそれに対する意見の聞

き方が不備である。このたびの中間報告にも「国民的合意」を作り出す

ことの必要性が指摘されているが、そのためには、これにふさわしい慎

重な手続きと十分な討議を行なう時間的余裕が必要である。たとえば．

各大学から寄せられた意見を関係機関に配布し、ふたたび窓見を聴取す

る手続きがとられるべきであるし．各々の意見がどのようなかたちで試

案にもられてきたか、また今後もられようとしているのかが明らかにさ

れねばならない。なおも少数意見の取扱いについても、慎重な考慮が払

われるべきである。

Ⅱ中間報告の基調についての問題点

中間報告の基調に対して。多くの重要な問題点が指摘された．

以下これを７項目にまとめる。

（１）学問:。教育・大学についての基本理念を示していない。

「高等教育の改革に関する基本織想」がこの試案のテーマであるにか

かわらず．高等教育とは何か。大挙とは何か．それらは何;のために必要

であるか｡さらに学問そのものの体系性と価値、学術研究のあり方につ

いての見解を示すことなく､教育面だけを切りはなしその合理化をはか

ろうとする姿勢そのものが問題Pである。

大学教育の目標は、学生を高度の知的活動の世界に導き入れ．それに

よって人格の形成と専門の知識の修得とをはかることにある。高度の知

的活動とは、内容程度の高さだけでなく、批判的精神をも意味している。

このような教育をうけた人々の存在が｡その専門的知識だけでなくさら

に内面的な意味において社会の水準を向上させるのである６

－１３０－
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専門的知識の点でも。科学技術の進歩の急激な現代では．現時点の知

識の修得でなく、今後生まれる新しい知識を吸収し発展させる能力の獲

得を高等教育の目標としなければならない。

さらに．この試案では、社会に対する批判者としての大学という観点

がまったく欠如しており６大学は単に高度産業社会に役立つ人材の養成

機関とされている。しかし、本来の人間性のあり方をたえず問い、それ

に基づいて社会を批判できる能力を養うことが．大学教育の重要な任務、

の一つである。

また．教育においては、個々の人間の特殊性が、エリートたることを

約束された少数のグループとそうでないグループとに分類されることの

根拠となり生涯の発展を規定されることをさける努力がつねになされな

ければならない。このような点で．試案の基調は逆の方向をむいている。

試案にいう「大衆化」と「高度化」とは決して対立する２条件でなく、

教育と研究を分離せず．すべての国民に差別なく高度の研究教育の効果

を与え、さらにそれに従事する道を開くことこそ大学改革の目標でなけ

ればならない。

(2)教育の技術的修正、効率的遂行をもって、高等教育の改善としている。

この試案では、大量の大学生をいかに効率的に教育すればよいかとい

う、まったくの機械的．技術的処理の姿勢が強く出ている。学問●教育$

は将来の社会を形成していくための重要な創造活動であることを.考える

と、この試案は、教育の場のもつ行政的側面に関する技術論を普遍化す

ることによって次元の異なるもの左律しようとする誤りをおかしている。

「高等教育改革の基本構想」であるならば己現代社会の構造．自然と人’

間との基本的な関係など、もっとも原理的なものから出発して教育の意

味を考えねばならず、生産技術的合理主議は－手段に過ぎない。この試

案の基調をなす問題の理解態度こそ現代の教育における最大の問題点で

ある。．

》

，
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(3)国民の要求．社会の要請の名のもとに産業界への寄与を重視し過ぎて

いる。

今日の．いわゆる高度成長を遂げている変動期の社会の中で．とくに

若者たちが．人間性を見失い深い苦悩をいだいている事実のあることを

忘れてはならない。また．人間の基本的自由が必ずしも確保されていな

い中て．政治経済その他あらゆる圧力から自由を守る努力の重要さを見

落してはならない。人間性の確保と人間の自由をもとに養われる高い批

判力が尊ばれなければ、大学の教育と研究とは本来成立しがたい。試案

においては、この緊張をはらんだ社会との対応の面がはっきりでておら

ず．大学が今日の産業的社会に無批判に順応しないための歯止めはどこ

にも見出されない。大へん遺憾であり、危倶の念をいだかざるを得ない。

むしろ、試案の文中には、国民的合意、国民の要請、国民全体などの

言葉がしばしばあらわれるが、高度産業社会における部分的利益への奉

仕に大学を適応させることをもって国民・社会の要請にこたえることと

みなしている気配さえ感じられる。さらに．「複雑高度化する社会」．

「急激に変化する社会」などの表現にしても、これらの言葉の象徴する

社会のあり方に対する批判的精神と価値判断を欠き、もっぱらこれに適

応し得る人間の養成を高等教育機関の課題としている。「高等教育の大

衆化」にしても、産業社会の要請する多様な専門家の養成にむけて各種

大学を設置することへの伏線としている。

(4)学問・教育のあるべき姿に立たず．管理的発想に基づく研究・教育の

分離をめざしている。

この試案では．大学の学問・教育についての理念を欠くことから､教

育と研究とを安易に分離し、また研究教育と管理運営とを切りはなそう

派という機械的な考え方が出ていると思われる。大学は研究を行なうとと

もに学問内容を批判的に検討することを教えるものである以上、その教

育は創造的研究活動を背景にもつ教員によって行なわれなければならな

「
Ｌ
叩
田
口
６

認

－１３２－



い,、

(5)学問の自由を保障する大学の自治を弱めようとしている。

試案は、大学の自治を弱め．国家の統制．管理を強化する方向を強く

打ち出している。試案第１の３．４，５項において．「教育研究活動に

おける自由な雰囲気の保障」．「自主性」．「当事者の創意と努力の尊

重」という大学における基本的な条件が．「効率的管理運営」．「閉鎖

性の打破」「計画的援助・調整」という運営上の助けとなる副次的条

件と等置されるか、むしろ後者に力点が置かれているという印象を受け

る。

たとえば、大学自治を閉鎖的であるとして．学外者を加えた管理運営

をすすめているが＿「試案」の根底に、「学問の自由」や「批判的精神」

に根ざす大学自治が、高度に発達した産業社会においては過去のもので

ある、とする考えがある限り開かれた大学の名のもとに加えられる学外

者は、国民のいかなる糧を代表するであろうか。

理性と良心の批判にたえる研究教育を行なうための大学の自由は．こ

れを尊重しなければならない。

(6)立論の方法上の疑点がある。

「試案」第１の】～５項は、それぞれ前段と後段とが対立的にとらえ

られた構成となっており、後段はおおむね大学にこれまでなかった見解

ないし実現しえなかった点の指摘となっていて、その内容だけをとりだ

すともっともなものが多い｡しかし．実はこのような対立の帰趨が問題

であり、むしろ後段に重点があるとの印象をうける。試案としては、ど

こまで．いずれを認めるかの方向を示して問うべきものであろう。

このように、対立的にとらえること自身に、問題がないわけではない。

前節(5)にのべたように．教育研究における基本的条件と、副次的条件と

を同列に鼠<考え方には反対せざるを得ない。試案は、大学の従来の欠

陥の是正を急ぐあまり．大学の本来のあるべき姿を曲げるおそれが感じ

》

§
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られる。

(7)今までの文教政策への反省を欠いている。

試案には、現在の高等教育のおかれている貧困な状況の分析。文教;政

策の責任の指摘を欠いている。たとえば．現在までの我が国の行政では．

予算も人員もなく大学院制度をつくったように．実が名に伴っていない。

試案には．できるだけ予算を入れないで、制度だけ変えてすませようと

する姿勢が見られる。

この試案は、戦前法規により教育機関を分類し固定化させたような誤

りをおかす危険を伴う。さらに戦後教育基本法に基づき確立された国

公私立にわたる大学教育の理念を実現するために．現実に採られた不十

分な文教施策の欠陥を検討し反省することなく、直ちに多様化の類型を

提示することは可教育機構の真の改善につながるものではない。

《

○中央教育審議会中間報告「高等教育の改革に関する基本構想試案」には．

大学改革に関する重大な論点が数多くふくまれている。大学における研究

と教育は、社会の発展、人間形成にかかわる根本的な問題の一つであり、

その改革は慎重にとりあつかわれなければならない。にもかかわらず、

「報告」を検討するじゅうぶんな時間的余裕もあたえられず．これにたい

する見解をもとめられても．論点を深くほりさげることはできないし．ま

た問題が重大なだけに軽々しく意見をのべることはできない。

このような重要な問題についてｗただ形式的に大学側の意見をもとめる

これにより検討されたものとし、四月には正式の報告を作成し、答申され

るということは好ましいことではない。政府においても．慎重に取披われ

ることを要望する。

大学の改革は、大学自体の手による自主的改革が中心となるべきである。

各大学は､それぞれの歴史と特殊性をもっている。したがって．その改革

にあたっても、それぞれの事情を考慮しておこなわれるべきであり、画一

-1134F－≦
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的であれてはならない。

京都大学Iネユすでに７０年の歴史をもち．研究・教育においておおくの

成果をあげ．特徴をもっている。さらにまた各学部もそれぞれ異なる歴史

と特徴をもっていることはいうまでもない。それぞれの大学．学部の特殊

性をふまえたうえで具体的な改革をおこなうものでなければ｡真に改革の

実をあげることはできない。

京都大学では、全学的にはづ大学問題検討委員会が設置され．大学改革

についての検討がおこなわれている｡また各学部においても．それぞれ具

体的に改革の問題が検討され．すでにいくつかの問題については．各学部

の実情におうじ改革力;実施にうつされている。「報告」は「自主的な努力

はじゅうぶん尊重されるべきである」とのべてはいるが、「制度的なわく

組みを用意」しようとして。大学制度全般の画一的な改革をめざすもので

あり、ひいては大学の統制となり各大学の歴史と特徴を無視し、大学の自

主性を否定する結果とたっている。

大学の改革は．大学のもつ使命からいって、自主的にすすめられるべき

ものであって．外部から干渉され－強制されるべきものであってはならな

）

い◎

「報告」を参考にすることにはやぶさかではないが、これに拘束される

ものではない。

時間的制約があるので．以下いくつかの問題点の指摘にとどめる。（な

お、以下の指摘は学部の若干の教官の個々の意見をとりまとめたものであ

ることをおことわりしておく）

（１）「報告」は､ただ「社会の複雑高度化」に適応することを優先し、

「効率的な管理」を強鯛し、大学改革の問題を検討するうえでの前提であ

る「大学とはいかにあるべきか」という歴史的認識．新しい大学の理念が

欠除している。

大学の改革をすすめるためには．なによりもまず現在の社会の変化の原

；
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因をあきらかにし､社会の進歩と改革のために必要な科学的批判精神を育

成し､複雑な社会に適応しうる創造性をもった人間を育成することが必要

であるが、「報告」には．このような見地がみられない｡

（２）たんに現実の社会に順応することが．社会の発展と国民の期待に真

に答えることはできない。真理探求の府としての大学は､「国民の要請」

という名でよばれる政治的要請によっててはなく．真理の要求にしたがい、

科学．技術の基礎理論の研究と教育の場でなければならない。このため目

先の要求忙の糸答える即効的研究や教育ではなく、学問体系上重要な基礎

的研究や教育こそ重視されなければならない。

（３）「報告」は、「大学教育の大衆化」と「学術研究の高度化」となた

にかに対抗する二条件のように考え、研究と教育との分離の方向で､大学

の教育の改革を構想している。しかし、すべての国民大衆に差別なく高度

の研究．教育の効果をあたえ．また、すすんでかれらを高度の研究・教育

に従事させることこそ．大学の目標でなければならない。

（４）「報告」は、従来の大学自治は閉鎖的であるとし、「管理運営体制

の合理化」や「人事の閉鎖性」の打破を理由に､学外者を大学の管理運営

に参加させることをすすめている。しかしながら．現在の大学自治にみら

れる「閉鎖性」は、(3)にのべたような意味において、大学の研究ｑ教育を

国民大衆にむかって開放すること、さらに大学の研究・教育を分担する全

構成員が．固有の権利と責任(をもち、なんらかの形で大学の管理運営に参

加することができるようにすることによって．最終的に打破されるのであ

って、学外者を管理運営に参加させるような安易な方法を選ぶべきではな

いo

学問．研究の自由と大学の自主的な管理運営は不可分のものである。も

とより学外者の批判には耳をかたむけるべきではあるが．研究・教育、大

学の管理運営については、その担当者が責任をもつべきものである。

「報告」の指摘するように．学外者を管理運営に参加させるならば、研

一１３６－
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究・教育、人事が－部の利益のために左右される危険をともなう。

（５）「報告」ほ．教育と研究の「機能的分離」という思想に立って、教

育の要素の多い大学から､研究の要素の高い大学にいたるまで．６種の大

学教育の系列をつくろうとしている。このような大学教育制度は、国民の

なかに．大学のなかに．さらにはまた大学の研究者・教育者のあいだに．

差別と分断とをもちこみ．大学の研究・教育をささえる自由な社会的環境

を破壊することにたるであろう。

（６）「報告」のいう「高等教育機関の目的･性格の多様化」は、＿面的

な能力主義教育を助長し、大学を、産業界の要求のみにおうじた再教育．

速効的職業教育．知識と資格のきりうり、あるいはまた排他的なエリート

教育の場とすることになる。

（７）「報告」は、大学教育の専門化と総合化を理由に．一般教育課程を

専門教育と職業教育に分離しようとしている。総合的．多面的な科学的知

識と能力をもった人間の形成・世界観のきその形成を目的とじた一般教育

課程と、そのうえにはじめてなりたつ専門教育とを分離することは．大学

教育のもつ意義と目的を否定し、部分的．一面的な知識と能力の形成とい

うことになり､国民の真の要求とはますますかけはなれることになる。

以上

○まえがきに記されているところでは､中教審の中間報告は試案であって､

大学改革にあたっては大学の自主性を尊重するが、社会の要請も強いから

国民全体の立場から合理的かつ現実的な判断を穂象重ねる必要があるとい

う。これは当然のことであり．従って大学側の意見をもとめられているの

だと思う。しかし、実際的に両者の意見の繊整をどのようにして進めて行

くかが問題であって、大学改革の最後の段階で、あるいは国家的統制が一方

的に入ってきはしないかということを中間報告の全文を読んで感じざるを

得ない｡大学側中教審或いは文部省側．国民各層の代表者の三者の意見

を調整する適正な機関を設けて教育･研究に関する国家百年の計を設定す

－１３７－
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ることが肝要であると考える。

.また．中教審の中間報告については．われわれは意見を具申する以上ｃ

十分時間をかけて検討したいので．その都度ゆとりのある配慮をお願いす

る。

第］・高等教育改革の中心的な課題

1．高等教育の大衆化と学術研究の高度化が．社会の要請という面から．

あまりに強く打ち出されすぎているという印象を抱かざるを得ない。大学

が社会の要請を受けとめて行くのは当然のことではあるが・大学が単に

社会の要求のみに対応した場合ご政治的あるいは権力的圧力から自由を

守り抜いてきたわが国の大学の伝統あるいは今日の激変する社会のなか

で人間性を見失いがちになっている若人に．人間というものを考えさせ

るためのよりどころとなるべき大学というものが見失われるのではない

かということを危倶する。

このような若人に対する教育は従来の教養課程の充実だけで果される

ものとは思わないが、如上の姿勢を大学が基本的にもちつづけることが

‘肝要であると考える。

このことについて中教審の考え方を伺いたい。

第２高等教育改革の基本構想

１．６種別の高等教育機関の性格が残念ながら的確にとらえ得なかった。

それは何故にこのように分けなければいけないのかという論拠が十分に

示されていないことにもよる。

しかし高等教育機関の多様化に反対しているわけではない。むしろ現

在の大学の格差の是正は特色ある大学の誕生によってできると考える。

第２の５…教員はもともと教育と研究の両面を念頭におくものであるが、

実際上、両方の組織彰区別して考えるとき．まず、研究所と．いわゆる

…学部のちがいを明確にしておく必要がある。すなわち第一線的研究は研

瓜究所に学問均斉を保持し、総合化体系、をはかるのは学部というように

‘
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使命の分化を明確にし、それに応じて予算、設備等も考慮されるべきで

ある。そして両組織の人事の交流を全国的に行なうべきであろう。また

老教官は教養あるいは基礎の課程に集中することなども考慮されるべき

であろう。

教授、助教授、助手などの伝統的な職制は研究所においては不適当で

あって研究員一本でよいと考える。

第２の６大学院の修士博士課程をなぜ第２種と第５種に分けるのかＳ

その論拠を明示されたい。、

なお、共同利用研究所の場合．全国の研究者に開かれていることは共

通しているが．共同研はそれぞれ目的が異なり、その母体となる学問分

野や教育上の組織もさまざまである。従って大学院に関しては．画一的

に規制しない方がよいと思われる。

第２の７中央集権的な管理が．各部局に存在すべき研究・教育の自由

及び自主運営とどのように関係づけられるかを明確にされたいｎ

第２の８人事交流は学外も含めて．大いに賛成である。任期制も教員

自体の教育・研究の都合を考慮した上での流動性のあるものでなければ＝

施行しても困難が生じよう。

第２の９(2)の特別法人の方を支持する。

第２の１０適当と判断された私大への国費援助は必要であるが．その弾

力的な使用を認めるべきである。また、奨学金も国家によって一方的管

理をしないように配慮されたい。

第２の】］国民全体の立場に立って立案される際に、大学側の意見が反

映されるよう配慮されたい。(

また、これまで童.嬰な存在であった日本学術会議について言及されて

いないのはなぜか。

第２の１２一部セクトによる寮の独占は問題であるがも寮の絶対数の不

足に超因するところも大きい。

－１３９－
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また、大学の所属とせず一般にその地域の学生を収容する公社的なもの

にすることも一案と思われる。

○案文が所員の手に実際にわたってから回答を提出するまで１週間たらず

という期間は､余りにも短く、十分な検討は不可能である。この様な状況

の下に不十分な舌たらずの回答を出すことは却って悔いと誤解を招くおそ

れさえあると思われる。従って各論的な点についての意見は留保し＿総論

的な点についてのみ￣それも限られた期間に気付いたままという条件付

きで、－２・３記すこととする。

１）高等教育の必要性･理想の様な高等教育の基本に関する理念ぬきで．

現在の社会に旺溢している物づくりの考え方をそのまま人づくりの世界

へもちこんだのではないかとの印象をうけるのは果して間違った感覚で

あろうか。

２）社会をいかに形成していくかを考えるところが大学であるはずと思わ

れるが。この試案では逆に大学をいかに社会状勢に順応させるかという

面だけが強調されてばいないであろうか。実学のほかに虚学もあるとこ

ろが大学ではなかろうか。

３）今日の大学の混乱は高等教育制度の不適切さだけに由来し、制度さえ

改善すれば救われることにたるであろうか。、

制度の運営に必要な最善、最大の努力は果して払われていたであろう

か。文教政策の貧困と制度の欠陥と果してどちらの罪が重かったであろ

うか。

般鑑遠からず、インターン制度は必要であるにもかかわらず制度のみ

制定し財政的裏付けをしなかったため、大混乱を招いたことはつい最近

の事実である｡制度の改善も必要であるが．文教政策に対する反省なし

に制度・組織のみ改めても．十分な効果はあがらないのではないかとい

う心配がある。

－１４０－
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4）現在の大学制度で最大の問題は、性格の異る教葉課程と専門課程を】

つに括めたところにある。従って可能なら両者を切離した組織にするこ

とを考えるべきで．それには．１方では高等学校、他方では大学院の制

度とも関連させて考えるべきであり、従って高等学校以下の教育制度と

切りはなして論じない方がいいのではないか。ド

○１月３１日付庶法第６号をもってご照会のありました標記のことについ

ては、大学問題全般にわたり、就中

（１）第２の１「高等教育機関の目的、性格の多様化」

（２）第２の５「教育組織と研究組織の機能的な分離」

（３）第２の７「高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化」

（４）第２の８「教員の人事､処遇の改善」

など大学存立の根幹にふれる重要な事項が含まれておるので、経々にこ

れを推進することなく、充分慎重に取り扱われるように希望します。

○中央教育審議会第２６特別委員会の高等教育に関する構想試案（中間報

告）につき．当研究所では、慎重に各階層の意見を聴き．熱心に検討した

が．論議を尽すための十分な時間がなかったので．中間報告の内容につい

ては、遺憾ながらまとまった具体的見解を回答することは差し控えたい。

しかしながら．中央教育審議会の姿勢には．従来から．今回の国民全般

（大学をも含む）からの意見聴取の方法、態度をも含めて．極めて不満な

点が多く、従って京都大学としての審議会への意見開陳（国大脇を通ずる

場合も含む）には極めて慎重な態度で臨まれることを希望するっ

なおこの機会に．京都大学自らの手による改革をさらに速やかに推進し、

いやしくもその自主性を、他からおびやかされない措置を講ぜられんこと

を強く要望する。

，
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○本問題の如き高等教育の改革に関する重要な根本問題について．指定さ

れた日限内に早急に意見をとりまとめることは困難であり、手続的にも時

間的余裕がなく．また無理をしてまととりまとめるべきでないと考える。

《○標記のことについて御指定の期限までに回答をいたしますのは．無理が

ありますので内容にわたる回答はいたしません。

学部としての独自の意見ばおって表明する所存であります。

い

○１月３１日付の御照会の件につき、現:在所員会議で討議しております銀、

中教審試案にもられている基本的な考え方、ならびに個々の構想に関して

少なからぬ疑問や賛成し難い点がありますので｡本研究所の意見を早急に

とりまとめることはできません。

○（その１）

与えられた短時日の間に、この大きな構想に対して深い検討を加え批評

を述べることば不可能である。一読して．大綱として妥当であり、おおむ

ね賛成であるとの声もあるが．しかし同時に～全面的に抽象的で具体性を

欠き、従って暖味で．時に何を意味するかを理解しがたい事項が多いこと

も事実である｡,その暖味さの故に、これが実施のために法制化せられる時．

その精神がゆがめられるのではないかとの危倶もまことに大きい。以下、

これを読んで得た意見の二、三を摘記することとする。

大学の運営管.理が．正しくない方向で強化されるのではないかとの危棋

がある。管理については．まず「第１高等教育改革の中心的江課題」の

３，５等に触れられ､それが「第２高等教育改革の基本構想」の７．９

等において処理されている。第１の５においては、「国民全体の立場から

計画性をもって調整」云々と述べているが．若し学問・研究の理念が明確

にされていないならば、この「計画性」にせよ「調蕊」にせよ．それが何

-１４２－
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を意味するかに疑念を揮まざる左えない。第２の７の「管理運営体制の合

理化」においては．「学長・副学長を中心とする中枢的な管理機関」を考

えているが．この機関は「教務・財務・人事Ｑ学生指馴導」などの事項を処

理するものである。これは一般に学長の権限を著しく強化する方向にある

と思われるが．特にその「人事」が教官の人事を含むものとすれば、そこ

には大きな問題がある。この中枢機関に1選「学外の有識者を加える」

（第２の７および９）ことが考えられている。しかし、教官の人事・選考

は．厳に学問的な判断の上に立つべきで．専門外の学者や「学外の有識者」

に委ねることはできない。また．このような中枢機関が設立されて、教授

会に課せられている過度の負担が軽減されることは～歓迎せられるところ

であるが、しかし、この中枢機関を構成する人物（ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ）は、

少なくも教育行政の専門家であって．単なる文部官僚であってはならない。

このような「教育行政の専門家」としてすぐれて傑出せる人は．現在では

容易に得がたく、その構成する中枢機関が「指導性」を確立し（中間報告

P芯】;i３３～４行）、.,かつ上記のような人事までがそれによって管理され

るとすれば、このような試案はなお十分慎重に検討されねばならないと思

われる。上記のような「教育行政の専門家」としてのすぐれたａｄｍｉｎｉｓｔｒ－

ａｔｏｒの育成は、なお将来に期待をもちうるのであるが、それにしても．

教授会に代って教官の人事選考まで行なうことが適当であるか否かに、問

題は残る。さらに第２の９においては（Ｐ.】４～１５）｡･管理運営の二つ

の方式を提示するが．その第一案では右の「学外の有識者を加えた新しい

管理機関」が爪責任をもって管理運営にあたり」．設置者との間の責任９

権限ｿ3:どの関.係を明確化することが述ぺられている。しかし可問題Iま。そ

の責任や権限が如何厳に明確化せられるかにあるのであって、その内容は

ここではなんら触れられていない。その点ではSむしろ第二案の「公的な

性格をもつ特別な法人」の考え方が、より無難であり．現下の状勢に沿い

うるものとなる･であろう。

＄
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第２の１に提示された６種の教育機関（Ｐ､６－７）についても、多くの

疑問がいだかれる。これらの種別は､本文では「６種類とすることが望ま

しい」として、大学を６種のいずれかに格付けする力､の如くであるに対し

て．説明では「それらを別々に設けるか．併設するかは．………別個に決

めるべきこと」ともいって、判然としないものがある。従って．この６種

は、現行の大学を分析して番号を附したに過ぎないとの酷評も出る所以で

あって～将来の大学のイメージは漠然としている０６種の中、第１ないし

第４種は.主として卒業後の就職を考慮に入れて種別化せられたもの,の如

く､学術研究は後の２種にのみ委ねられているかの如くである。しかし、

現在の本学部などl由就職よりも学術的探求を最初から主眼とするものであ

って、そのような学問を修める大学は位置づけられていない。若しそれが

第１種であるとすれば、そこに大学院修士課程レベルが考えられていない

ことは不可解である。却って「特定の専門的な職業に従事するため」の第

２種の中に、「大学院修士課程の水準をめざす５年程度のもの」までが含

まれている．その他には．第５種において一般社会人の再教育の場が考え

られたり、画一的な修業年限を定めないこと、在学年数も一定にしないこ

と、学修の見込みのない者が在学の資格を失うようにすることなどが考え

られていることは賛成である。

第２の２においては、一般教育の改善が述べられている。それは現在の

教養部を廃止する方向にあると思われ、教養的･総合的視野は．各専門教

育の課程において与えうると考えるものの如くである。しかし、果たして

それが適切であり効果的であるか否かについては、高等学校の教育と専門

学術の研究との間のギャップを的確に吟味する要があり‐今ここに速断す

ることを差し控えたい。外国語教育、殊に第二外国語や古典語学．ないし

特殊な領域の特殊な言語の履修に関しては．われわれは特別の関心をいだ

くものであるが。それらについては「実際的な活用能力の育成」をめざす

というのみである。また専門として外国語外国文学を学ぼうとするものに

－】４４－
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ついても。「別途考慮する」というのみで～それ:以上の説明はない。

第２の５の教育組織と研究組織の分離も．理念的であって実際的でない

との感が深い。教育・研究の両機能の分離ということは．われわれもこれ
や：…

を組織としては考えた。しかし二本報告に見られるように（Ｐ】］）．

「毎週の勤務時間を割振って瘻・－－教員の特定の場所と時間における任務

が、教育と研究のどちらにあるかが明確でなければならない」という如き

は、実際的丁ではないと思われる。大学においては．研究と教育とは相即す

るものだからである。ただし‐研究業績とともに、「教育者としての適格

性」が重視されるべきことI鳶もちろんであって、賛成である。もし両機能

の分離が。研究に専念しうる特定の期間（Ｓａｂｂａｔｉｃａｌｙｅａｒの如き）

をも準備しようとするのであれば、その具体案の提示が望まれる。

第２の８の教員の人事・処遇の改善については．おおむね賛成である。

ただし、一方では「同じ学校の出身者を採用する場合の数を制限する」な

ど．かなり具体lj勺な提言がある半面、重要な案件については具体性に欠け

ている。すなわち．人物の交流ということは、現在最も喫緊の問題の一つ

であるが、本報告で考えられている交流は「学外の社会」との間のそれで

あるらしく、その交流を容易にするために「教員の給与および処遇を抜本

的に改善する必要がある」と述べるの象である。このことはもちろん歓迎

されるところであるがざ人物の交流ば、「学外の社会」とのそれよりも管

まず大学相互間の交流が重要である。そのためには．現在の給与体制が

「抜本的に」改められることにより．たとえば「特別進級」というような

ものが大はぱに認められ、すぐれた学者を地方の大学にも招聰しうるよう

な道が開かれねばならない。それによって、大学の閉鎖性が打破せられる

とともに．どの大学もが一律の学科目を提供している現状とは逆に．各大

学がその特色麹発揮しうることともなろう．本報告に「抜本的に改善」と

いうことが．このようなことまで意味しているのかどうか、抽象的で判然

としない。なおこれと関連して､交流は教員のそれに止まらず、学生もま

＄

ｐ
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たなんらかの条件の下に他大学の授業を聴鱗し、それが自己所属の大学に

よってメリットとして認められるような道の開かれることが．考慮されて

然るべきであろう。

教員の給与や研究費の基準の引上げは．上に述べた「特別進級」の実現

なども含めて．まず改革せらるべき緊要事項である。かつて別の個所でも

述ぺたことであるが．改革草案を実現するためには６当然十分な財政的な

蔓付けが前提されねばならない。わが国の文教予算ずことに大学予算の貧

困さは、そもそも改革以前の問題なのであり、遠く新制大学発足の当時に

遡る。研究費・教`青施設・教職員の待遇・学生厚生施設等々、そのいずれ

をとってみても可今日世界各国における大学の実情に照らすまでもなく．

それはまさに貧寒の一語につきるといってよし、根本的にI災このことが問題なの

である。木中間報告は．制度の改革を構想するものであって､文教予算の貧困さを直

接問翻とするものではないｶﾐ若しこの問題力城本的に改善されていたならⅨかりに大学

の制度b§今のままで［分ったＩＣしても､大学は今とはj鍵えるようなものになってしたであろう。
．『．

（その２）

(1)高等教育機関とくに大学は、社会における最高の研究機関であるとと

もに６最高の教育機関であって、その研究、教育の成果は､将来の社会

の進展に極めて大きな影響をもつものであります。大学の改革は．研究

体制・教育体制・管理運営体制等の制度的問題をはじめ、研究・教育者

の:対社会的地位等各般の面においてなされるべきであることが一般に認

識されており．京都大学においても昨年の６月以来．大学問題検討委員

会が総長の諮問機関として発足しざ各種の問題が根本的に検討されておりますｂ

大学問題は大学自体の問題であるとともに．国家．社会ひいては人類

の運命にも重大なかかわりあいをもつだけに．その改革は慎重の上にも

慎重を要します。しかるに今回．文部省は、上記中央教育審議会の試案

について．極めて僅かな時間を限ってそれについての意見を求めて来て

おりますが．このような僅かな時間では十分な検討は不可能であり、し

たがって．京都大学としての最終的な意見を今の段階で具申することl丈

できないと考えます。文部省がこのような形で意見を求めたことそれ自

身に対して深く遺憾の意を表せざるを得ません。ｒ

《
ロロキ
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(2)(1)に付言しましたように、京都大学では慎重に改革案を検討しており

ますので．回答するにあたつ紅は今後さらに意見を述べる積りであるこ

とを付け加えておくべきだと考えます。

(3)今回はしたがって．さし当り問題点ないし疑問点を指摘するにとどめます。

問題点

ａ）Ｐ６にみえる「高等教育の種別化」について

第３種と第４種とは別として．第】種．第２種．第５種．第６穂の

穂別化は、大学の格差を固定化し、そこにおける研究者、教育者．学

生に必惰的な差別感を抱かせ、大学間に無用の摩擦を超こし．教育界

を混乱におとし入れ．研究・教育の実を失わしめることは必定であり

ます。大学の穏別は、それぞれの大学がその実体によって自らきめる

べきことで．制度によって固定すべきものではありません。

ｂ）Ｐ１Ｏにみえる「教育組織と研究組織の機能的な分離」について

大学本来のあり方は．研究と教育とが一体として遂行されるところ

にあります←現在ある大学附麗研究所は次第に共同利用研究所の性格

をもつべきであり、したがって、むしろ大学からは独立すべきものと

考えられます。もし大学における研究・教育の機能的分離が行なわれ

たならば．教育者と被教育者の関係が稀薄化し、真の人間形成という

教育の目的が失われる倶れが生じますｏＰ１１にいわれる「組織間の

教育の交流は、大学にまだがハて行なわれる」ということは一面望ま

しい面をもっておりますが、それが行なわれる保障もなく、また行な

われれば上記の人間関係の断絶が起こり…人間形成に必要な教員の教

育責任が軽視されることになるでありましょう～

Ｃ）Ｐ１１に設える「大学院のあり方」について

大学院制度の充実は多年要求されて来たことでありますが、大学院

が現在の学部の上に存する以上．大学院の専任の教員をおき、学部の

教員と区別することが如何にして可能でありましょうか。これば現在

の大学院のあり方では不可能であると思われます。

ｕ）Ｐ１２に設える「管理体制の合理化」について

管理機関に学外の有識者を加えることを指示しているが、およそ大

，

Ｉ
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学の管理運営は．研究・教育の目的を全うせしめるための管理運営で

なければなりません。そして．研究・教育が正しく発展し遂行される

ためには．その管理運営についても大学が外からの力にゆがめられず．

自らの力で検討し努力することが必要であり、大学の自治が強く要求

されるのもこのためであります。今、管理・運営が学外者の参加によ

って行なわれるならば．大学の自治は崩壊し、研究・教育の正常な発

展は阻害されることになるでありましょう。このことはＰ１３で教員

の人事・処遇の改善について「教育の選考や業績評価については学外

の専門家の参与を求め」とある点についても同様に考えられるでありましょう。

以上要するに、今回だされた中央教育霧議会第２６特別委員会の中間報

告には、大学の本質をゆがめる点や．日本における大学の教育を混乱にお

とし入れるものと考えられる点が含まれており．このままでは．到底賛成

しがたいという他はありません。中央教育審議会に対しては．各大学の意

見、学術会議の大学問題特別委員会の「大学問題についての中間報告草案」

等を謙虚にうけとめもより慎重に検討されることを強く要望すべきであります。

《

○本試案は相当長期の見通しの下に立った日本の高等教育のあり方の基本

構想を示したものであるから．その見通しと改革方向について妥当かどう

かを大局的にみた積極的・建設的な意見を期待すると．いささか批判封じ

を感ぜられる高飛車的な構えであるが．文中に一言も批判という言葉がな

いことと併せ考えるに試案作成者の性格も察知され．甚だ興味がある。卒

直にいって．高度に産業化された自由社会体制下の大学モデル理念として

は至極常識的な英米型新構想大学を語っているにすぎないと考える。従っ

て．以下常識的な意見しかのべられないのは残念である。

第１高等教育改革の中心的な課題

１．高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請

高等教育の大衆化を進学率の上昇という角度から考えるだけでなく、

早く社会に出て．必要に応じて再教育が受けられるような体制の下に

考えている点は、従来の考え方よりは一歩進んだものである。また．

教育機関の目的・性格・内部組織において．教育と研究に関する要請

《
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に応じた適当な役割の分担と機能の分化を必要としている点も．否定

されるべきではない。本案が。単に教育と研究を二元的に分離してい

ることに問題があるのでなく、教育と教育・研究の二元においてむし

ろ教育意識の方に焦点をかけているように見えすぎるところに問題が

ある。学生に対する「親代り政策」が批判されているときに、教育意

識が過重にうけとられる傾向が案全般からくみとられるように思える

のは．高等教育と初等中等教育とを混同して教育概念を使用している

ように思われも研究内容`を低格化するものであると考える。

２高等教育の内容に対する専門化と総合化の要請

ここに述べられたことは妥当の線であり、一般教育と専門教育との

単純な穂重ねの欠陥を指摘している点`まいい。

3．教育研究活動の特質とその効率的な管理の必要性

専門細分化による組織の複雑化、規模の巨大化の傾向を考え．組織

・編成-を合理化すると共に効率的な管理機能を確立して全体としての

まとまりを確保する必要を説くのは当然のことである、

4．高等教育機関の自主性の確保とその閉鎖ｾﾄの排除の必要性

大学が社会から遊離してその社会的な使命を充分に果たさなくなっ

たり．閉鎖的な独善に陥る傾向をいましめているのはよい。大学が開

かれた存在であって悪いことは決してないが、開かれた大学を強調す

る余り、従来の大学の閉鎖性が陥った独善性とは全く逆に、学外者の

刺激過剰による大学の自主性の消滅にならないよう大学の明確な意志

決定の実行を保障する機構が確立されねばならないだろう。案全体を

通じて、批判ということに全然考慮がなされていないことを考えると

き、私たちはいささかの不満を感ずる。大学が無批判の場と化したら、

もはやそれは大学の名に値しないだろうし．そんな大学しかない国家

は哀れである。

5．高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助・調整の必要性

高等教育機関の繋備充実を進める場合己当事者の自発的な創意と努

力が尊重され生かされるような制度的配慮とともに．国民全体の立場

から計画性をもって調整と援助を行なうことが必要であるという本案

＄

Ｌ
Ｉ
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の趣旨は別に異とするに当らないが．国民全体の立場というものを明

確にする必要がある‘誰が国民全体の立場というものを規定するのかも

財界の有力者や議会の多数党の意向のみを指すものではあるまい。国

家・社会・自主の三つは、従来あいまいに使われていかに国民大衆が

迷惑をうけてきたことか。「高等教育について一方で自由な活動と競

争を認めながら□他方では国民全体の立場に立った合理的な計画に基
，ｊ肝

づいて、望ましい方向へ誘導し助成する国の役割をlまつきりさせる必

要がある」と試案がいっているだけに．「国民全体の立場」の明確な

規定を要請したい。

第２高等教育改革の基本構想

１．高等教育機関の目的・性格の多様化

ここで高等教育機関の６種分類がなされていることは別に誤っては

いない｡ただ､高専・短大級の学校を高等教育の枠にいれるか。中等
.、＃..．$・

教育制度の上限にいれるかについてIまいろいろ意見があるだろうが、

この２種の学校は中等教育制度の中にいれるべきものと考える。高等

教育機関を六つにも種別化することは煩雑にすぎよう｡“これら６種別

のものを．教育機関と教育研究機関の二つに分けること、即ち高専・

短大・いわゆる「教養大学」を教育機関、いわゆる「専門大学」・

「研究大学」‘博士課程に相当するものを教育研究機関とすることは

少し念がいりすぎているのではないだろうか。本案にいう教育機関に

当るものは、専門教育という一つの段階をつくるか．中等教育の上限

拡大の方向によるかして．高等教育の枠から外したらいいと思う。

２教育課程の改善の方向

３．教育方法の改善:の方向

４高等教育の開放と資格認定制度の必要

以上の三項目については別にいうところはない。

５．教育組織と研究組織の機能的な分類

《

」
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この分類は、却って教育の機能、研究の機能茜相互に低下させるこ

とになりはしないか。またざ教育祖織を研究組織の下位にお:くこと

に左ワ:、教育軽視の風を生じも本案の根本趣旨であるも大学を教育の

場とじて重視しようとする考え方と矛盾することになりはしないだろ

うか⑥何といっても大学は研究の施設であることが重視される機関で

ある。大学教師&ま研究業績の上にその教育機能が基礎づけられねばな

らない。いかに教育指導が巧みでも研究業績に欠くるところがあれば

大学の教師としてば務まらないのである｡このことは大学の現場に立

つ教師には充分理解されていることである。研究業績のｿｺﾐい大学教師

に学生ばっかないのである｡～

6．大学院のあり方…

これはもつと別個に詳'し〈論ぜられるべきもので.､本案の程度のふ

れ方ではお粗末にすぎはしたいかへ

7．高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化

いわゆる、新構想大学の根幹となるものであるが、「教育機関とし

てまとまった活動.を行なうのに適した規棋のものとすべきで.ある」と

いいき:っていいものかどうか。在来の/大学と新型大学とを共存させて

いる、英国や西独の場合の効果をもう暫く錐てからその良し悪しをi判

断してよいだろう。

学生参加についても、学生の声を積極的に取りいれることが大切で

あるというだけでいいものかどうか。

：いちばん問題となるの比で財務・人事・監査などに関する機関に学

外の有識者を加えることが、大学の内部的な衰退を防止するためにも

必要であるとする発言でｓあるがざ学外の有識者の選択の範囲と篭の可

能の限界をはっきりさせることが先決問題である。これは単に理念だ

けで解決する問題ではないハ

，

８
７
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ａ教員の人事・処遇の改善

これも重要な事項である。人事の閉鎖性から教育・研究活動の停滞

が生じることを防止するための教員の選考や業績評価については、学

外の専門家の参上を求め．同じ地位の場合にはその任期の限度を設け､

同じ学校の出身者を採用する場合の数を制限するなど人事の取り扱い

に特別の工夫を要するとする点．考え方としては否定されるべきでは

ないが．人事にタッチする学外の専門家をいかなるものより選ぶかが

具体的に決定されねば、価値的判断は下し得ない。先ずその内容を明

示すべきである。

９．国・公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向

大学が真に自律性と自己責任をもって運営されるための改革方向と

して二つの方向、すなわち、大学の管理運営の責任体制を確立すると

共に設置者との関係を明確化するために大学管理組織に抜本的改善を

加えることと．－定額の公費の援助を受けて自主的に運営しそれに伴

う責任を直接に負担する公的性格をもつ特別な法人とすることを試案

は挙げているが、いづれも重要な問題である。案文では単に方向を示

すにとどまり、真剣な理論的展開なきは遺憾である。学外の有識者を

加える新しい大学管理機関の設置など、もつと具体的なプランにつき

千寓言を費さなければ軽々しく是非の判断のできない重要事項である。

「今後詳しく検討する必要がある」の発言だけでは不親切である。も

つと本気の立案がなさるべきだったろう。具体的な資料は充分ある筈

である。本項のような重点事項はすべてもつと詳しく､その具体的な

内容と論理を、それこそ全国民のために提供することが必要であるｎ

日本の大学の形態を全く変え．大学自治の概念に重大な変更を加える

事項だけに．国民にたたかれる充分な資料を示すだけの謙虚さを持つ

べきであろう。

メ
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１０.～１３．

以上の四項については常識的に妥当のことで別にいうべきことはない。

○本学部教授会において種々検討を加えておりましたが、個々の教官にお

いて見解の相違も避けられませんので、以下の意見は教授会の大よその意

向を反映させるよう．学部長の責任においてとりまとめたものであること

をお断わりしておきます。

記

Ｉ社会が複雑化し高度化するにつれ、それに応じて研究教育の制度も何

らかの対応を必要とすることは否定できない。それにつれて大学のあり

方も変化すべきものである。この報告がこのような視点にたって問題を

摘示している点は意味あるものと認める。

しかしそのためには、そのよって来たるゆえんを深く究めその上に立

って改革の方向を探ることが必要である。その点でこの報告は上述のよ

うな視点にたって深く究明しつくしたかどうかに疑問をもつ点が多い。

やや現象的な原因把捉にたって対応を論じているうら象がみえる。

さらに、この報告はいわゆる大学紛争の問題の根本的解決には大学改

革という制度的問題の解決も必要であるとの問題の関連性を指摘してい

るが．この報告の内容には．このような意味で有効なものと思えないも

のも含んでいることを注意しておきたい。

いずれにしても、原因においても対応においても複雑な改革の問題に

ついて、短時間の検討によって意見を述べることは至難であり、また．

個々の点について論することも無理があるので．ここにはごく巨視的な

問題性指摘にとどめざるをえない。

Ⅱこの報告は大学の閉鎖性を取り上げご社会に向って開かれた大学とす

べきであるとの主張を基調の一つとしている。しかし、そのため社会へ

の貢献．社会の要請にこたえることを重要事としているが可その結果無

－１５課
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批判的現象的に社会の要請に即応することに急であってご大学の本来の

使命役割に沿いえないおそれがある。というのは．大学は社会と←定の

距離をおき社会に対して批判的創造的な役割を果すことを本来の使命と

すべきもので、そのことによってかえって真に公共的実用的要請にもこ

たえることができるものであるからである。この点を看過すべきではな

い｡

、このことは、教育内容として提示されている問題点にもみられるｑ諸

種の型の大学の提案も．このような批判性創造性を介する研究能力の修

得それ自体の価値を認めるよりは、むしろ直接に職業に役立つ実用性を

得るための職業能力の修得を目的とするかにみえるものがある②
．１．‐『

認声讓に綜合教育一般教育なる表現がみられる力:､前後を綜合して理
解するときには職業能力修得に必要な綜合教育一般教養を考えているよﾎﾞ

ﾗである。綜合教育一般教養の必要性はそのような次元で把握すぺきで

なく上述の大学の使命にてらして考えるべきである。

Ⅳさらに大学管理機構に対する第三者の干与も、社会の要請に対する上

述のような対応の一環として考えるのであれば、結果としては大学本来

の使命を果すことを妨げるような形での干与に終るかも知れない。第三

者の干与そのことを抽象的に捉えて開放性の現われであると即断するこ；

とは危険である。．
`『；ざ゛

Ｖまた．大学管理機構に対する諸提案も管理そのものの効率ｲﾋという側

面か;`らのみ合理化を試みることになる満それがある・大学には上述のご
･,.`｡!：し.！H

とき使命にてらし可それIと適応するため企業ないし通常の行政庁にみら
ロ【、

れるような効率化合理化のみに頼ることはできない特殊性のある.ことを＿

忘れてはならない。その複雑さはときには管理機構の不明確さ不合理さ‘

として映ることがあろうが．根気よい自主的努力と慣行的つ魏重ねを童
｡凸Ｉ'DOP

視すべきである、この点を忘れて合理化をはかると､､第三者の干与と相
｡．1.1.

まって大学の使命達成に重大な支障を来たすであろう。…：
・しｉＪｉ,､’１，－,
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Ⅵなお．研究と教育の分離という主張:屯糸られるが．そのことば一面で

はこの管理螂能力の増強のためと染られる。しかし可大学の教育は真の意

味の研究をなすことを通じての糸なしうるものであり、また大学の研究

は教育を通じての象なしうるという、不可分離性が両者の間には染られ

るものである｡!,この報告:書は全体として両者の分離に立ち～その結果大

学を専ら研究とは分離された轍育の場として捉えている傾向が象られる

のは遺憾である録

○中教審の中間報告につきましては教授会にて協議の結果ご下記理由によ

り本学部としては．今時意見を見あわせることになりましたので御報告い

たします‐

記

理由

１～試案まえがき後述中「医学教育のあり方は、その問題の特殊性にか

んがみ、別途の検討課題としたい」旨記述ざれづ医学に関しては試案

がないこと。

２．このような重要な問題にもかかわらず充分に検討する期間がないこ

と。

○現在各大学において、自主的な改革が進められつつあるので､～その成り

行きについて十分の関心を持って案の中へ折り込んでいく必要がある。

なお、本研究所としては、この中間答申に共同利用研究所に関する本格

的な考慮が払われていないのは、大学および日本の学術研究の上にきわめ

て遺憾でありも,積極的に共同利用研究所の構想を包含せしむべきであろう。９

○本研究集会は２月２３日．中央教育審議会の中間報告「高等教育の改革

に関する基本構想試案」について討議いたしました。この討議の中で多く

－１５５－



の教:宮から以下にのべるような重要な問題点が指摘されましたので・大学

当局としては性急に結論を出されることなく､/広く大学内諸階層の意見を

きき、あくまで大学本来の自主的な立場を堅持しつつ．この問題に慎重に

対処されますよう要望いたします。

(1)大学を種別化する構想は．多様化した社会の要L請に応ずる効率的な教

育という名の下に大学間の格差を助長し、国民の中に差別を拡大するこ

とによって、教育の機会均等という新制総合大学の理念を破壊する危険

を含んでいる。

(2)従来の一般教育を専門教育の中に統合しようとする発想とす教養的大

学．職業専門を目的とする大学を分離する樵想は｡広い視野と批判的観

点の育成をめざす教養課程の積極的意義を解消し､専ら現在の高度産業

社会に順応する人間の養成のみをめざすものと受けとらざるを得ない。

(3)教育・研究と管理・運営の分離は、大学運営の効率化の名の下に｡管

理組織を強化し､国家による大学の統制に道をひらくものであり､大学

の自主的・民主的〕12営と大学の自治を危ぐするおそれがある。また、研

究と教育の分離は創造的研究を通じての教育という大学本来の教育理念

をそこなう危険がある。

(4)高度産業社会に役立たせる観点から大学の種別化、教育・研究の能率

化をはかり、大学の自治を「閉鎖的」であるとして｡「学外者」の管理・

運営への参加を打出していることは「学問の自由」と「批判的・創造的

精神」にもとづく大学のあり方を否定して、専ら産業界の人づくり政策

に大学を奉仕させる方向であると考えざるを得ない。

(5)現在・高等教育機関が当面している多くの困難は戦後政府の文教政策

の貧困によってこそもたらされたものであり.,制度をかえることによっ

て改善される種類のものではない。このことに対する政府の責任の指摘

が今回の試案の中には全く欠けている。

。
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都教育大学京

Ｌこの基本構想は、複雑高度化する社会に生きる国民が、能力の再開発を

求めているということを前提としているところが問題である。このような

社会自体に対する批判的意見を無視して､一方的にそれが国民の要求であ

ると決めてかかるべきではない。

2．大学が社会から遊離しているから．今後は開かれた大学が必要であると

しても､それがいかなる社会であり．何に対して開かれた大学であるかが

問題である。従来の中教審の考えかたとあわせて見ても．産業経済界の要

求に対応することに重点がおかれるおそれがある。

３大学は社会や公権力に安易に適応する人間をつくるところではなく、独

立性を保ってこれらに対する批判的能力を養う機能を持つべきであり、こ

のような役割こそが、人類の進歩に貢献するものと思われる。

4．教育と研究を組織の上で分離することは．教育が知識の伝達に傭し、学

生の創造的活動能力を軽視することになり．真に大学の機能を果すものと

Ｉまいえない。したがって、研究的機能の大部分を大学院や研究所に持たす

という考えかたは適当ではない。

5．大学の研究、教育と分離した形ちにおいて管理機関を強化したり．そこ

に学外者を加えたりするということは、学問の自由や大学の自主性をそこ

なうおそれがある。

京都工芸繊維大学

第１高等教育改革の中心的な課題

(高等教育の大衆化と学術研究の高度化の．要請）および

(高等教育の内容に対する専門化と総合化の要請）について

句

●
●

凸
ロ
■
（
（
》
左
】

－】５７－

ﾛ.｡.:『.!』」i,ﾛ!:pい,...1..,iルfi1:j･.1..ﾛ..｣.｡＃．ロ



この答申の構想は．高等教育の大衆化；専門化、高度化等の社会的要請

にこたえることを急ぐあまり、現実の社会をそのままにして・これに高等

教育をあわせようとする形でたてられているきらいがあり、高等教育の創

造的批判性を育てる重要な面が忘れられている。

また．高等教育の高度化、専門化が高等教育機関の責任であるとしても、

総合化は教育をうけたものがその内から創造するものであろう｡

ａ（教育．研究活動の特質とその効率的な管理の必要性）について

大学においてはも教育、研究活動における当事者の自発性と創意が尊重

されるような組織が必要であって．ことさらに効率的な管理機能の確立や

全体としてのまとまりを強調する必要はない。

4．（高等教育機関の自主性の確保とその閉鎖性の排除の必要性）について

大学の閉鎖的独善性は．公平な学問的競争を妨害している人事の停滞と

現存する大学間の設備．研究費などの格差から生じているのであるから制

度上のくふうは、この格差をなくすことに重点をおかねばならない。

5．（高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助・調整の

必要性）について

高等教育機関の自主的努力は尊重されなければならないとしながら、国

民全体の立場から調整を強調されているが．個々の大学の自主的努力の尊

重と国民全体の立場からの調整機能は、あくまで真理の探究という大学の

本質と．人間性尊重の基盤に立つべきであって．いやしくも国家の政治や

経済の支配を受けるべきでなく、教育の政治からの独立が原則として認め

られることが必要である。

１#５２高等教育改革の基本構想

1．（高等教育機関の目的．性格の多様化）について

現在ある大学を６種類に区分することは、その内容も判然としないし．

無理に種類わけすることにより、その位置付けが固定化され、新たな格差

が生ずることになり．ある樋の大学では種々の条件から教育・研究の効果

、－１５８－
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の低下、学生の勉学意欲．希望を阻害する恐れが考えられるから、分類す

るとすれば．各教育機関を固定することなく、向上発展し得るよう配慮が

望ましく、また教育施設．設mii、研究条件等:の教育･研究上に格差が生じ

るようなものであってはならない。

社会人の再教育が配慮されていることは結構であるが、息細分化の進んだ

現状で第５噸の教育機関のみで満足に行なえるであろうか｡

２（教育課程の改善の方向）について

一般教育については．専門教育との形式的区分を廃止し、これが専門教

育との補完関係にあることを認識し●総合的な教育課程を考えようとした

点はよいが、一方基礎教育科目の設定から一般教育の圧縮にならないよう

十分の配慮が必要であり．また外国語教育力;単に実用的能力を目的として

行なわれるべきものとする考えには賛成できない｡～

大学の目的が創造的精神の育成にありとするならば外国語教育も創造的

精神の基盤となり得るよう配慮されるべきである。

4．（教育方法の改善の方向）について

放送、ＶＴＲ等の利用の方法は功罪なかばすると考えられ慎重に検討を

重ｵaることが必要である。／ペ～；謙

丘（教育組織と研究組織の機能的な分類）について…

大学の教育は、教官の研究を通じての教育が中心をなしており、教育と

研究との組織を分離することは好ましくない。

一般に教育と研究が現状では両立させることが不可能に近く、両者を徹

底させることが困難であるとの見方をしているが、真の高等教育では、教

育と研究は不可分であり．十分な予算をもって教育、研究の環境を整備し、

これらの管理j運営の体制を改善すれば両立させることは可能であると考え

られる。

6．（大学院のあり方）について～
､，．０．；

大学院Iま．資格のそなわった大学には設置する方向に向うのが格差是正に

ド

、
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屯よく、これは別途考慮すべきで…試案のような一義的な分類には賛成し

がたい｡

９．（国．公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向）について

公的法人の性幡があいまいである。

10．（国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善）について

受益者として負担すべき授業料の限度額について具体的な検討が必要で

ある。

１２（学生の生活環境の改善充実）について

学寮の本来の目的が生かされていないとすれば、それは従来生活環境の

整備が十分でなかった点に起因することが大きいと考えられる。

13．（大学入学者選抜制度の改善の方向）について

テストの正確な標準化を検討することが必要であろう。

大阪大学

Ｏ大阪大学改革推進委員会

”改革準備調査委員会

はしがき

標記試案につき．大阪大学の大学改革推進委員会および大学改革準備調査

委員会において審議したところ､下記の問題点につき、さらに検討を加える必要

があるとの結論に達したので、こふに報告する。ただし本文は、大学人、特

に大阪大学のような大学の教官の立場で検討を加えた結果の報告である。

第１高等教育改革の中心的な課題

序章の最後に．「これまでの高等教育に対する考え方やその制度的な枠組

が．高等教育の普及と社会の複雑高度化に伴って．次のような複合した要素
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を含んた要請に適切に対応できなくなったため．これに対する新しい解決策

を見つけることがこの基本構想の中心的な課題であると考える」と書かれて

いる。しかしながら百戦後わが国に文教政策と称すべきものが存在していた

のであるかもあるいは、「これまでの高等教育に対する考え琴やその制度的

な枠組が」、近時の社会の要請に適切に対応できなくなる以前から．すでに

その考え方や枠組に問題があったのではないか、という点につき無反省であ

ってはならないと考えられる。たとえば．大学における一般教育科目の必修

科目数・単位数を政令によって固定化し、旧制高校を大学に吸収して教養部

の設置を必然的ならしめ、すべての大学を一律化する文教政策の実施された

こと、大学設置について一定の基準が設けられたとはいえ．実際上は大学の

名に値しない大学が乱立するままに放置されたことなどについて、深い反省

が必要であり．その反省の上に立って論議を進めるべきであろう。

1．高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請

本節の末尾にある「教育機関の目的・性格でも、またその内部組織でも．

教育と研究に関する要請に応じた適当な役割の分担と機能の分化が必要とな

る」という意見に対しては、賛成しがたい、なぜならば、大学においては教

育と研究とは不可分のものであるから◎教育を目的とする大学と教育・研究

を目的とする大学とを区分したり可あるいは同一の大学内において．教養部

は教育を．附置研究所は研究を、学部・大学院は教育・研究を目的とすると

いうように､区別することに対して反対せざるを得ない。

２高等教育の内容に対する専門化と総合化の要請

「本人の将来の社会的な進路を中心として総合された専門的な教養が重視

されなければならない」し、「多様な進路に応じた新しい教育課程を設計す

ることが、これからの重要な課題である」と醤かれている。しかし職業生活

を想定したり、あるいは職業生活への必要性のみを考えて教育課程を編成す

ることは．好ましいことではなく､や上もすると近視眼的になる欠陥を伴う。

また将来の進路に学習を嘘けている間に本人が承ずからの適性と才能に応じ

－１６１－

#



て選択すべきであろう。

３教育１．研究活動の特質とその効率的な管理の必要性

この試案は「教育」を対象とするものではあるが．研究の特質とか研究機

関としての大学につき．別途検討を加えるようこふで希望しておきたい。

「規模の巨大化」については後に意見を述べる｡

４高等教育機関の自主性の確保とその閉鎖性の排除の必要性

大学の自主性の確保ならびに自発性の尊重と国家権力の関与あるいは学外

の意見の吸収とを、いかにして矛盾なく調和させるかが．もっとも重要な問

題であるが．この点についての適切な具体的方法の提示が本試案でなされて

いない`のは残念である。

５－高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助･調整の必

要性

「国民全体の立場から必要な高等教育機関が計画的に設置拡充される」こ

とが必要であり、また「国民全体の立場に立った合理的な計画に基づいて望

ましい方向へ誘導しず助成する国の役割をはっきりさせる必要があろう」と

いう部分に問題があると考えられる。すなわち「国」とは時の政府もしくは

国会をさしも「国民･全体の立場」に立って判断を下すのはその「国」にほか
』

なら厳いと思われる力;．「国」が正しく大学を理解し、遠い将来を見通して

誤りのない計画を樹立しづ大学人の「自発的な創意」をかき立てることが果

して容易であろうか．理想的には．教育管理機関は立法ｏ行政機関から独立

すべきであると考えられる。

…第２高等教育改革の基本構想．‘〆

１－高等教育機関の目的・性格の多様化

６種の高等教育機関のうち、第八３，４種は教育機関であるとされてい

るので､これらでは研究の軽視されるおそれがある。しかし高等教育機関に

おいては．研究に質的な差はあっても、教育と研究とは不可分であると考え

られる。また上記３種の機関と第２、５，６種の教育研究機関との間でロ教

《
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負の交流が阻害される弊害息も生ずる。
,.~1..-,:凸

博士課程をもつ総合大学ではロ現状から見て、第１．２．５．６種の機関

が併設されることになると考えられるが､第１種と第２､5,6種とが同一

の大学内に混在することについては句すでに述べたような理由で賛成しがた

い。また第５種あるいは第６種の象の機関を設置することにも．われわれは

反対である。したがって．高等教育機関を６種に分類する必要性は認められ

るが．しかし現在博士課程をもつ総合大学に対しては、上記第八２，５，

６種の機関を併設することとし．かつそれらの機関を本試案に示されたよう

に厳密に区分しないで融通性を持たせ．各大学がそれぞれの自主的判断によ

って特色を発揮しうるようにすべきであると思われる。

２．教育課程の改善の方向

この項の全般を通じて、一般教育を専門教育の中に吸収して職業教育を重

視し、社会に出てすぐ役に立つ人物の鍵成を教育の目的とする思想がうかが

われるのは残念である。また「外国語教育は、主として、実際的な活用能力

の養成をめざすものと」する点についてば、語学教官の間に強い反対の意向

がある。

ａ教育方法の改善のＩ方向

現在のところ「高等教育の拡大に応じて優秀な教員を大量に確保すること

は不可能に近い」であろう。しかし可高等教育の拡大のためには．多数の優
.Ｃｌ

;i鉱教員が必要であり．それを養成する努力を怠ってはならない。なぜなら

ば、「教育工学的な方法を積極的に活用｣することには賛成であるが、しかし

それは万能な鍋のではなく、やはり多人数でない学生を対象として授業を行

なうのが､教育上もっとも効果的だからである。

教寶工学的な方法を活用するにしても、十分な設備と準備とが必要であり．

放送、ＶＴＲ等を備えただけで事足るものではない。また．高等教育におい

ては講義．滴綴習もさることながら、学生が自ら学ぶことが重要な教育課程で

ある。図祷館や自習室の整備充実は単に講義や演習の補助手段としてではな

－１６３－
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<・それ自身重要な教育方法として考慮されるぺきである。

このような教育方法の改善を行なうには、相当の財政的裏づけが必要であ

る。それについて触れられていないのは残念である。後述の国の財政的援助

等の項目についても。その効率を主として取り上げ．国として現在の教育へ

の投資の額について反省ないし考慮がなされていないのは残念である。

授業展開の方法とその効果についての専門家を確保することについては．

それがほとんど不可能な専門分野も多いと思われる。したがって一般的にな

しうるのは●教員が相互に教育の内容・方法を紹介しあい．討論する方法で

あろう。

ただし授業の効果についての専門家というものが、学生のレスポンスを調

査し､教員に助言する人を意味するのであれば、この限りでない。

４高等教育の開放と資格認定制度の必要

「高等教育は、広く国民一般に対して開放される必要がある」と思われる。

しかし再教育を受けようとする者の知識・能力をいかにして判定するかが問

題となるはずであり．従来のごとく入学試験によるのも一法ではあるが、入

学の門戸は広くし、単位の取得ないしは卒業の認定を厳格にする方法も考え

られる。しかし、これによる場合には。教育施設の拡充を必要とし、教員の

負担が過重になるおそれがある。

５．教育組織と研究組織の機能的な分離

「教育と研究の両者を重要な使命とする高等教育機関では、教育上の組織

と研究上の組織とを区別」することには賛成であって、大阪大学でも教育組

織のほかに研究組織を別途おらたに編成するのが好ましいと考えている｡

６．大学院のあり方

「第６種の高等教育機関（大学院）は、博士の学位を得ようとする者の研

究修練のための指導・管理組織｣であるとのみ規定するのは片手落ちである。

第６種の高等教育機関は．同時に研究そのものを行なう機関であり､またそ

うした機能の方がむしろ重要であると考えられる。

－１６４－
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７．高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化

この項の前半では．多数の高等教育機関がいたずらに巨大化することを戒

めていると考えられるが．総合大学がその機能を十分に果たすためには．あ

る程度の規模の大きさが必要である。また従来の総合大学の存在意義を過小

評価したり、それを縮小するようなことがあってはならない、

高等教育機関が閉鎖的になり独善的になる危険性を避けるため．学外の意

見や批判がとり入れられる方法を識じることには賛成であるが．それが「適

当な機関に学外の有識者を加える」形で達成されるかどうかには疑問がある。

とくに学外の有識者の選び方．参加の形式と参加すべき機関については問題

溌多い。たとえば産業界の意見はしばしば近視眼的であって．そのまま採用

するのは好ましくない場合が多いのである。

ａ教員の人事・処遇の改善

「学外の専門家の参与を求め」る場合．その具体的な形式が明らかでない

点が問題であり、「学外の専門家の参与」によって、不当な人事干渉の行な

われない保障も必要となる。また「業績評価」は一般に至難なことであり、

「学外の専門家の参与」によって、果して正しい評価がなされるか疑問が残

る｡

９．国・公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向

（11(2)の方法ともに重大な欠点があると思われるので、これらについては、

さらに検討のうえいずれが適当であるかを判断する必要がある。すなわち

「新しい管理機関」に「学外の有識者を加え」る場合、設置者の意向を受け

た者が管理機関に加わると思われるので、大学の自主性のそこなわれるおそ

れがある。(2)の大学を「特別な法人」とする案では．「特別な法人」が何で

あるか明らかでないが､、国・公立の大学は、公費の援助をほとんど全面的に

受ける必要があるので．自己の財源を相当に持つ私立大学より．設置者によ

る大学への干渉が著しくなるおそれがある。

1ｑ国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善
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「私立学校がしだいに大幅な公費の援助を受けるにしたがってその公共性

を高めるため必要ななんらかの措置をあわせ考える必要がある」として、私

立大学の性格を国・公立大学に近づけようとするとともに、私立大学への助…

成金交付の方式を、国・公立の高等教育機関に対する財源交付についても準

用することを検討する必要がある」と述べている。かように私立と国・公立

の高等教育機関を原則的に同一に取扱おうとする意図がどこにあるのか、こ

れら両種の機関の差が最終的にはいかなるものであると予想しているのか．；

疑問である。

11．高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整

高等教育に関する国としての長期計画をたてるために．「国民全体の立場

に立ってそのような計画を立案し、その実現を推進する公的な新しい体制急凸

確立」する必要があると書かれているが．「国民叡全体の立場に」立つ人々を、

いかにして選ぶかが問題である。したがって．大学の管理ないしは計画に関

しては、大学人が国民の声に耳を傾け．自主的に「国民全休の立場」に立つ吟

て事を処すようにすべきである。

12．学生の生活環境の改善充実

趣旨に賛成で．格別の意見はない

]3．大学入学者選抜制度の改善の方向

提案されている(1)(2)(3)のほかに、(4)として国民全体の大学観の是正と各地

方の中心的な大学の充実とを付け加えるべきであると思われる。

結語

本試案の根底には．現在の大学人に対する抜きがたい不信がひそんでおり．

いつぼう大学人も文部省その他に対して日ごろから不信の念をいだいている。

また．最近の大学紛争を通じ宛得られた大学改革への.理念にしてもご本試案

からうかがわれるものと、大学人のいだくものとの間には大きな断層が認め

られる。したがって、文部省_その他と大学とが胸襟を開いて話し合いさこう～
.､１.

した不信感あるいは断鬮を除去することが.～もっとも緊要であると考えられる６

＄

１
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大阪教育大学

大阪教育大学においては、昭和４５年１月】２日公表された中央教育審議

会第２６特別委員会の「高等教育の改革に関する基本構想試案」について・

各学科・研究室か代識員会で検討を加えてきたｄ

いうまでもなく～試案は中間報告であって、叙述も抽象的.であり．そこに

は広範にして多様な解釈がなりたち．なおかつ今後の展開にまたねば真意を

解し得ない点も多く含んでいる。したがって．このたびの検討においては、

各種の意見を大学の統一見解としてまとめることを保留し、検討の過程にお

いて提出された問題点を柚きたしうるように整理した。

中教審ならびに関係機関が、これらの諸意見に積極的に留意されるよう切

望してやまない。

Ｉ現状における大学改革の基本的立場について正

現在、日本の各大学において．いろいろ改革への努力が進められている。

大阪教育大学でも、昭和４４年】Ｏ月末．紛争が一段落した時点において

改革委員会を発足させ．大学改革の理念・計画を検討しつつある。

たしかに、試案でも、「その自主的努力はじゅうぶん尊重されるべきで

患ろ」と．各大学の改革への自覚・熱愈・努力を肯定している。

しかしながら．この試案では．「国民全休の立場から合理的かつ現実的

な判断をつみかさねる必要がある」に基本的立場が求められているように

考えられる。この点に関し、われわれは．各大学で進められている改革へ

の努力と中教審の教育体系の改革とが、いかなる関係において、真に国民

的要請にこたえ大学改革を推進しうるかに疑義を感じている。

さらに．現時点において．われわれ教育系大学の改革意見の開陳は．

「教員養成制度などの問題は初等ｐ中等教育に関する問題を担当する第２５

特別委員会の審議と足並みそろえて今後検討を進めたい」という保留事項

と関連してくる。この点に関する推測もできかねるという特殊な問題を．

０

Ｑ
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われわれはかかえている。

このような基本的制約を感じながら、中教審の基本的態度．われわれ大

学自体の行なう改革の理念との関係について、以下のような批判もしくは

稲極的提案を含tFいくつかの意見をとりあげた。

(1)各大学における大学改革の検討が十分消化してとり入れられていると

は考えられない。むしろ各大学の改革への努力が具体性をもたないうち

に、「国民全体」あるいは「社会」の立場という表現（｢社会の要請」

「国民の要請」ということばは不明確である）のもとに一定の「枠」を

はめていくという性格が蝋<、「権力的」介入の感をまぬがれない。

(2)中央教育審議会自体が各界各層の意見を反映する中立的機関として

「国民全体」の立場に立っているかどうかがまず問われなければならな

いｏ

(3)国家と大学・変化する社会と大学との関係を．現状肯定の上に立って

の便宜主義的適合主義的に取り扱おうとする色彩が濃い。

もし６国家百年の大計に立っての改革を意図すれば、社会的・文化的

な現実的命題への対決のうちに、公正・中立的で、かつ大局的な見地か

ら、大学の理念を樹立し、改革の具体方策をうち出すべきである。

(4)教員養成を.大学において行なうという基盤に立つわれわれにおいては、

教員養成制度が本試案から切りはなれていることに多大の危棋を感じる。

早急に第２５特別委員会の中間報告を要求する。

以上は．改革の基本的立場をめぐっての主な意見であるが、各種の意見

をとおしていえることは、大学の改革は、国民的理解の上に立って進めら

れるべきであり．そのために、中教審や文部省の基本的姿勢が問われてい

るのである。その際、特に、大学の理念の樹立と‐各大学の自主的改革へ

の熱意とエネルギーの吸収をまず図るべきである。このような観点に立っ

て検討､を進めるプロセスにおいて、つぎのような意見が提出されたので、

項目を追って叙述してみよう。
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Ⅱ高等教育および大学の理念について

（１）新しい理念あるいはビジョンが積極的にうち出されていない。わずか

に「ひらかれた大学」構想にみられるだけである。現在の固定化し形式

化した大学に育った学生たちが求めている人生への夢をかなえよう

とする哲学が存在しない。

（２）本来、大学のもつ機能として、現代社会への適応と未来社会の創造が

あげられる。そこには、実用的機能・職業的機能と、創造的機能・批判

的機能の統一が希求され、はじめて科学的批判的創造的精神を通して人

間形成が成立する。この点で．本試案では、実用的・職業的機能が一面

的に強調されている。

（３）現行の大学制度のもつ古さ．欠陥を理由に、歴史的検討と長期の見通

しの立場から大学の理念の樹立を放棄し、大学の改革が制度的解決とす

りかえられている点が多い。

（４）本試案の示すところは．主として制度の改革である。しかし．大学改

革の精神は、新しい大学の理念の発見と．その実現を目指す意欲にある

と考えられる。その意味で、この改革試案は､改革の全体を具現してい

るとはいえず、その改革は、むしろ各大学の課題である。中教審の作業

は．あくまでも各大学の改革の調整と援助を中心として進められるべき

である。

Ⅲ目的・性格の多様化について

（１）目的・性格の多様化を機関の多様化と結びつける傾向がうかがわれる。

この多様化には、教育および研究の内容の多様化も考えられる。したが

って．一つの機関が多様な機能を果す統一体であることも不可能ではな

い。一般に、この試案では．総合大学の新しい使命・あり方に対する考

察がうすいところから、目的の多様化が単科的職業的機関の多様化にす

りかえられている。

（２）大学の多様化にも二種のものが考えられる。その一つは職業教育から

Ｐ
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の多様化である。この場合．職業の社会的地位の上下がもちこまれて大

学の格差を生む因をつくり出し易い。いま一つの多様化は６学問や技術

の多様化に応じる高等教育の多様化である。

現実にはく両者の区別はつきにくいが、大学の自主的に打出す多様化

はあくまで後者を中核として考えられるべきである。すなわち．社会的

要請に対する対応は．一度学問の問題に組みかえられたうえでなされる

べきである。

(3)大学の種別を予めきめてかかること．すなわち、六種に限定すること

は困難であり、制度上の固定化を生む危険を伴う。特に六つの大学の種

別化と教育と研究の分離との安易な結びつきがなされるとき．現在の大

学間の格差をいっそう固定化することになりかねない。

また．現在の大学選択への国民の心情から考えて．第一・第三・第四

種の大学設定の趣旨が理解されないまま．専門大学への集中化現象がお

こる可能性もある。その結果．ますます新たな大学格差と管理経営の困

難を生むことも懸念される。

(4)画一的修業年限の廃止「一定の在学年数を卒業の要件としない」こと．

能力次第で早く卒業させる、不必要に長期の在学は認めない……といっ

た考え方には、原則的に反対ではない。

しかし．この提案が．人材の開発もしくぼ紛争対策などのかくれた理

由からなされたとすれば、その積極的意義は認められない。さらにごこ

のことが人間形成を軽視する傾向を生翠易いことも十分考慮しなければ

ならない。

(5)人間形成への配慮に関し、一般教育軽視の傾向が感じられる。たしか

に従来の教養部のあり方に検討が加えられなければならないカミこのこ

とは一般教育を軽視することには直通しない。各大学や国大協の改革案

が示すように．専門教育が重視されればされるほど、一般教育への配慮

がいっそう強くうち出されねばならない。だが、本試案にはそれへの配

■
し
■
『
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慮がうかがえないヴ
ノ．．

'ノ教育内容も教育方法の改善について
.●■

（１）専門的で、かつ綜合的な教育課程・教育目的に印した教育課程の構想

に朧異論はないが・専門と一般ｄ専門と専門の共通基礎の総合をいかに

扱うか問題が残されていろ。

その他、外国語教育のあり方肺おいて「実際的な活用能力の育成」を

めざ十点、保健体育のあり方において．それを必修として扱わない点な

ど理解に苦しむ６．肝

（２）方法の改善の趣旨については、おおむね同意できる。しかし、放送．

ＶＴＲなどの活用に関しては､h単に講義の改善にかかわるだけでなく;、

一教授一一学習システム、研究システムの問題として計画的にとりあげら

れるべきである。

なお、この趣旨を生かすためには、十分な予算的裏付を保証しなけれ

ばならない蝋この点の明確な叙述がないのは納得できない。

また、爪授業方法の展開とその効果」の検討は、理工系．医科系など

専門領域ごとに進められる必要がある。

（3Ⅱ高等教育の社会一般への開放と個別的な単位の修得を積み上げること

による資格の認定制度の創設に対する提案について、基本的方向におい

ては賛成である。ただ、これに対してI士もカリキーラムの編成履修形態．

方法などの困難が伴う。この点で具体的方法に十分の検討がなされるよ

う要望する。

ｖ管理・運営の諸問題～

（１）従来の大学自治や管理に対十る大学の閉鎖性・独善性の問題について、

大学自体が反省すべきであるが、そのためには、理念の上での自治だけ

でなく管理上の自治が確立されねばならない。この点で、「ひらかれた

大学」構想のもとに、大学の管理機関に学外の第三者を加える場合．権

力の介入・学外の要請の拡大により、研究の中立性に圧力が加わり易い。

－１i７１－
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(2)教員選考・業績評価に学外専門家の参与を求めることにもまた、大学

構成員の学問の自由をおびやかされる危険を伴い易い。この点でも外に

ひらかれた大学の困難性が懸ぜられろ。ひらかれた大学は、外にひらか

れた大学であるとともに、内に向ってひらかれた大学でもなければなら

ない｡

(3)「自主的・自律的に運営できる体制」の確立のﾌﾞこめに「中枢的な管理

機関」「学外の有識者の参加」が企画されている。この点では、管理運

営の合理化・能率化の強調が大学経営の適正化・大学の自治の確立に及

ぼす影響17Ｆついて、十分配慮されることが要請される。

(4)教員の人事・処遇に関し、任期制の採用・学閥の打破・外人の正式任

用・研修期間の設定・抜本的な処遇の改善など．われわれがその必要を

痛感していることと軌を－にしている。

しかし､第三者による訴追の制度は早急に結論を出しうる問題ではな

い。たとえば．教育公務員特例法に保障されている教員人事の自主権を

制限するものであろう。訴追よりも．教員市場の流通性を確保すべきで

はないだろうか。

(5)大学院のあり方については、提案の具体像を把握することが困難であ

る。たとえば、説明文の中にある「教育研究体制の中で教育と研究の組

織が機能的に分離され、それにふさわしい実体を備えたもの」の実体の

意味が不明である。

大学院に専任の教員組織をおくことは原則的には認められるが．特に

同一大学内に大学院専任と学部専任才おくことは、そこに格差を生じる

おそれがある。

大学院の認可・学位の意義・授与方式などの検討も残された問題とい

えよう。

(6)高等教育機関の規模に関し、巨大化・完結化をさけ．教育機関として

のまとまりをもたせ､研究上の連繋を考えている点では特徴があるが、
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ここで従来から問われてきた総合大学の積極的意義が不問に付されてい

る。「管理の効率」や「学の内外におけるさまざまな影響力」や「組織

的な破壊活動」からのがれるだけでは、新しい時代の大学の積極的方向

づけはできない。

Ⅵ教育と研究の分離について

（１）教育と研究の機能的分離は、大学の一体性の確保と割拠主義への対策

である。しかし、教育と研究とは本来･分離十ることはできない。両者

は継続・統一されている、研究をとおして教育が、教育をとおして研究

が推進される。そこに教育へのモラールと教師の人間的魅力が学生に浸

透するものである。この点で試案は安易に分離を企画しているように思

われる。

（２）教育と研究の機能的分離が教員の組織的格づけにつながる危険性があ

゛る。このことは本提案が意図している「協力体の確立」「割拠主義の打

破」「職制の区別の再検討」などと矛盾する結果になりかねない。

，この点で試案では、明確な対策が考慮されているようには思われない。

Ⅶ大学に対する行財政措置の改革について

（１）自発性の尊重と国全体としての計画的援助・調整の必要性に関し､｢国

民全体の立場から計画的援助」さらに「高等教育の整備充実に関する国

の計画的な調整」の提案が制約のための布石でなく、大学の独自な自治

的経営のための方策を意図するものでなければならない。

ここで、特に教育の中立性確保と公正な運用への努力を要請したい。

教育行政は一般行政の支配から切りはなされるべき方向に向かわねばな

らない。そのためには、中教審のあり方も検討され、国民の審査をうけ

る超党派的機関（たとえば「国民教育最高会議」ともいうべきものりと

して、真に「公的な新しい体制」に編成し直される必要がある。

（２）教育に対する国家の基本的姿勢が確立されて、はじめて国家の財政援

助と大学の自治とのあり方が規定される。試案では．あくまで管理制度
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のあり方を示すことによって､改革を企画しようとしている。そこにい

ろいろの疑問が生まれる。

たとえば、つぎのとおりである。

「国以外の一般社会からも大幅な資金的援助がえられるようにするこ

とが望ましい。」という本文に対して説明が加えられていない。教育

の中立性と大挙の自主性と関連して、詳細な手続き脈ついて明確な説

』明を期待したい。（

また、財政援助についてI,ま、「あくまで国の主体的な立場が保持さ

れ、その援助の効果について、つねに厳正な評価が行われること」と

あるが．「国の主体的立場」「厳正な評価」とはいかなることを意味

するか明確でない。

Ⅷ学生の生活環境の改善その他

（１）学寮問題の根本的とりあげ方が不明確である。「紛争の根源地」を防

禦するような消極的考え方で提案されていると十れぱ論外である句

学寮は厚生施設としても改善充実十るよう努力十ぺきである。

（２）組織的計画的合宿セミナーの問題は、寮問題としてではなく、本来の

大学の機能の一つとして拡充していくべきである。

(8)大学入学者選抜制度の改善は緊急事であるが､w技術的な問題としてで

は凌ぐ:ﾐﾊその擾本的な役割･意義の問題として州等教育のあり方との
関連において慎重に考えられるべきである。

Ⅸ学生の参加の問題

学生の参加ｒついては、本試案では績極的提案はなされていない。大学

運営に関し、学生の自律性と倫理性にもとづく稲極参加をこそ、わたした

ちは心から期待すべきであろう｡ノ`､,

あとがき

われわれは、現在おかれている教員養成大学問題を考慮随入れないで、試

案脈ついての意見を開陳してきた。最後につぎのことを改めてとりあ：げＺ、
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特に要望したいｎ
－Ｂ.：．．

(1)本試案l主あくまで「たたき台」であること、長期の時間をかけて「教育

機関の創設」を図ること、教員養成大学の検討には一般の全大学体系と切

りはなさないで十分の時間をかけてぽしい。

(2)各大学の歴史性・地域性・個性的性格などを十分考慮し､大学自体の

意志を＋分反映するよう手順を考案してほしい。単にアンケート・公聴会

の結果にたよるだけでなく､万難を排して、各大学と直接コミニニケイ卜

してほしい。

(3)将来の改革が中教審や文部省の課題としてのみ推進されるのではなく、

大学全体を含む国民全体の課題として推進ざれおことを願ってやまない。

神戸大学

Ｏ教育学部長高木太郎

教員養成に関連していえば．１２ページ３行目から．「一方、教員養成を

主とする分野にあっては、修士課程舵、小・中学校の現場肺ある教員の「研

修」の役割りを果させてはどうかという意見も出されている。」とあるが、

教員養成を主とする教育学部にも、修士課程を設置することが望ましい。そ

れは大衆化した大学の学部課程においては、専門職としての教員を養成する

ためには、専門教育において不十分であることが認められつつあるからであ

る。したがって、教育学部の基礎の上に置く修士課程の修業年限は１年以上

とし、より精深な程度脈おいて、教育科学と専門科学とを履修しうるように

する。その際．修士課程に現職教員の現職教育の役割りを果させたり、修士

課程を現職教員ICJ罫教育や資格向上の機会を提供するものと考えるぺきでは

なく、教戦の専門性をより高度に発揮しうる学問的基礎を培う研究的性格を
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第一義的に持たせるように構想すべきである。

Ｏ医学部

上記中間報告の趣旨は本医学研究科が従来から要望していた基本構想と一

致する方向にあるので．おおむね賛成であるが、同意しがたい問題も少<な

いので．以下本研究科委員会の批判的見解の重点を記す。

Ｉまず「国立大学院構想」を問題とする。

イ各大学院間の連絡、調整をはかる－ということの意義を、広義の科

学的情報交換を飛躍的に効果的にするものと解するならば、その必要性

は大きい。またこのような性格のものであるならば、研究者の志向を生

かすのにも大きな寄与が期待される。

ロしかし中間報告虻列挙されたように「研究室の資格審査」「入学志願

者の資格審査」「学位審査」「財政上の問題」に関与することには､各大

学院の創造性、自主性を損なう怖れが大きいので、反対である。

Ⅱ次にいわゆる「大学院大学」構想であるが、その充実に重点が傾き、他
ｑ、

大学における「大学」と「大学院」の相補的発展を阻害する結果が生じや

すい。よって他の理由も併せ考え▼構想そのものにも疑問があるので．現

時点では、その実施に慎重な考慮を要する。

Ⅲ博士課程と修士課程の分離、併存について

イ両者の分離を一応前提とした見解に賛意を表するが、大学独自の判断

で両課程が設置運用できるよう､基本構想の樹立とその実現の早きこと

を期待十る゜

ｐすでに第一次アンケートに対する本研究科委員会の解答として．とく

に医学研究科においては、研究を中心とする博士課程と併列させて、

(1)医学部出身者以外をも受け入れるための基礎医学・社会医学修士課程

と(2)臨床における高度の技術を修得する臨床医学修士課程を設けること
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を考慮＋べきであるとした。再記して､一層の考慮を要請する次第であ

る｡．

※ ※ ※

なお．中間報告には､１$討議すべき多くの問題が示唆されているが、単に大

学院制度改善のみでは論じつくし得ない課題であるので、敢えて、一応上記

３点に意見を要約した。ｉ

要十ろに、大学院の本来的目的が、中央集権的な統制によって損なわれる

ことのなきよう、また当面する大学院の課題の具体的・実際的な解決が一日雫

も早く、少くともその一歩を歩み出すことを切望する。

そのためにも、審議を深める努力ととも〃、すでに自明である筈の改革のw・

諸点に関し、その実施促進に対して国大協としての計画と予測を聞くことを､：

本学・医学研究科は。久しい以前から待望していたことを特に附記する。

Ｌ卜

Ｏ経済経営研究所

いわゆる大学紛争の経験と附置研究所に認められた大学院学生定員の受入

れ方を中心とする従前どおりの学部の上にある大学院の在り方からする規制

と困難とについての反省吟味の結果としてずわれわれの考え方にも、かなり

の改変がもたらされつつある。

その具体的内容について、われわれ自身が提案できるものを未だ作り得て

－１７７￣
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おらず、また、第一次中間報告に提示されたいくつかの構想について直ちに鮭

賛否を明かにしたハ意見を述べたりしがたい状態ではあるが､６頁～９頁

に示されている２）の新しい構想ITFついては大いに傾聴すべきであると主張

しておきたい。

方向として．当研究所でまとまりかけているものは、その中の(1)に示され

る学部から切りはなされた独立の組織としての大学院であること､－当研

究所としては．経済・経営・法３学部と研究所とが中心となって、ひとつの

社会科学系大学院がつくられるのが好ましいといえるが－および、当面は

(8)の(ｱ)・け)のごとく、大学学部と研究所とが、施設面・研究・教育面で協同

協力体制を組むことである。（昭和４５年１月２０日）

奈良女子大学

1．一般的にいって．「試案」が、「将来の職業生活に必要な準備としての

教育」、「急激脈変化する社会に対応する教育」、「産業界、地域社会な
け､ゲU

どと運搬する教育」の強調に傾斜し、高等教育しておける教育面と研究面を

分離する結果となっていることはきわめて問題である。いわゆる六種の高

等教育機関の構想は、高等教育機関の目的・性格の多犠化を社会の要請と

密着させつつ、他方、学術の高度化の要請に応じ、別個に第六種の大学院

を立てている。しかし、学術研究の水準を高めるためには、研究と教育を

分離するよりは、むしろ研究の底辺を拡げることが必要である。もし研究

面が特定の機関に集中十るような体制がつくられるとすれば研究・教育の

全体的レベル低下を結果せざるをえないであろう。

そもそも六種の教育機関が、はたして今までの制度以上に斬新なものと

いえるかどうか問題であって、ある意味では戦後の大学は、高等教育の大

衆化の路線にのっており回改革は現制度を基盤としてなさるべきである。
！｡ｂ
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またも六種の教育機関の制度化はかえって学校の格差i意識左深刻にするも

のであり、真の改革につながるかどうか疑問である。

２「試案」は「教育・研究活動の特質とその効率的な管理の必要性」につ

いて述べている。高等教育機関の規模と管理・運営の合理化に関し､F今後、

改革すべき面のあることI士認められるが、「試案」が強調する効率的管理
I●ｩ－

の方法は高等教育機関の管理運営の特異性を認めていない点で問題である。

また「試案」は、大学の管理組織の改善の一方法として、学外の有識者

をL加えることが必要であると述べているが、このような方法は、大学の教

育・研究の本来の機能を.そこなうおそれがある。むろん～大学は、単に閉

鎖的であってはならないし．「象牙の塔」であることはできない涙．いた‐

ずらに藤業界．地域社会と巡擁することIAかえって大字を閉ざされたも

のにすることもありうる。

要は、それぞれの大学の自発性と創意に信頼をおき、画一的でなく個性

的な大学の助成こそ今後望まれる。とりわけ、本学のような規模の大学に

I対し。「試案構想」を適用することが真の改革につながるかどうかきわめ

て問題である。

和歌山Ｔ大学

Ｏ教育学部
'iii〈

1.（高等教育機関の目的・性格の多様化）

述べられている６種類の高等教育機関の構想では、研､究と教育について

こ鉱らの穏別機関間の格差力８現在の大学間の格差よりもさらに助長せら

れる危険性がうかがわれる。～

２（教育課程の改善の方向）

r－
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(1)専門教育重)視:の'傾向によって百在来の一般:教育のねらいとした理念が見

失われてばならない。

(3)述べられているような語学研修機関も、，大学における教育研究機関の一

環であることが忘れられてばなら液い。

(4)保健体育〃ついては６現行の制度的意義を踏まえて～課外活動と齢いま

って、その充実をはかるべきである。

3.（教育方法の改善の方向）

教育方法昨工学的技術をとりいれることは望ましいが、このことによっ

て本来の大学教育のあり方が見失われてはなちたい。

5J（教育組織と研究組織の機能的な分離）

大学の内部組織として、研究と教育の区分は充分〃検討されなくてはな

らないが、大学間において研究中心大学あるいは教育中心大学が考えられ

てばならない。

教員の選考にあたっては、研究者としての適格性とならんで．教育者と

しての適格性も考えられなくてばならないが、教員の中に主として研究に

当る看、あるいは主として教育に当る者の固定化が考えられてはならない。

6.（大学院のあり方）

大学院の設置如何が．大学の格差を生じるものであってはならない。

7.（高等教育機関の規模と管理運営体制の合:理化）

学長権限の拡大は、それが直に円滑なる大学運営を促すことにならない。

大学運営のリーダーシップは組織の決定脈待つべきである。、、

大学の管理機関に学外者を加えることは、特に慎重に考慮されなくては

ならない。

8.（教員の人事･処遇の改善）

教員の選考や業績上評'価に、制度的に学外の専門家の参与を求めるように

守ることは、章界における系閥を大学人事に導きこむ危険性をはらむ｡教

員の交流は充分忙図るべきてあるが､教員の在任期;間に制限を識）けること

-1８０－
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はも往々賑して研究の阻害に通じることもあり得るので、慎重に配慮され

なくてはならない。もし教員の任期制彰認める場合は、それ左裏付ける交

流円滑を図る処'畳おIよび研究設備が配慮されなくてはならない。

９.（国・公立大学の設置Ｉ形態随関十る問題の解決の方向）

大学の管理組織の改革lま大学の基本的性格Wで触れる問題であり、最も慎

重に検討されなくてはならない。学外の有識者才加えての管_理機関を設け

ることによって、大学の責任体制が直に確立されるとはいえない。また現

在の国・公立の大学を法人的性格のものに移行せしめることは、多くの大

学にあっては実施の困難が考えられる。

10.（国の財政的援助方式と受益者負担および奨学制度の改善）

国以外の一般社会から大幅な資金援助が得られるようにすることは．特

定の会社・団体と大学との間に紐付き関係を生ぜしめる危険性があり、あ

るいはまた特定の大学にこの種の援助が集中して、この点においても大学

間の格差が助長せられる恐れがある。外部からの援助の受けいれは．この

ような危険性の排除が考慮された上でなされなくてはならない。

1２（学生の生活環境の改善充実）

学寮問題の本質は、その物的条件が長く劣悪のまま随放置せられた点に

あり．安易〃それに代る方策を考えるべきでなく、章寮制度自体の改善充

実をまず考えるべきである。

1３（大学入学者選抜制度の改善の方向）

高等学校間の格差補正のために共通テストを実施することは、単に高等

学校間に成績序列を生ぜしめるのみでなく､大学間に学生の質の序列をつ

くる弊害さえ考えられる。

構想試案全体を通じての意見

時間的余裕が乏しく、充分な検討は出来ないが．次の如き点を特に重点的

意見として挙げたい。

(1)改革の構想を通じて感じられることは、大学教育の社会に対する適応性

一]81-



ｆｊ昔強調せられ、その反面に社会の創造性（人間形『成）の)潤養に対する配慮

が不足十る゜

(2)J､学校教育法５２条の「大学は学術の中心云々」の条文賑照らして見ても．

〆教育研究の大学と教育ｈ大学の別を設けることは適当でないdい》．

(3)研究教育に関する管理運営において、大学の基本的性格でjある自治は鉋

くまで厳格に守られねばならない。

｡

。、

■J■⑧

、

■●
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鳥取大学

０

Ｏ教育学部一教官

(第】）～

全般に中教審の意図するところが分らない。

(第２）
-1,

１．（１）の６種類の教育機関とする考えは反対。

1.ａ４は単潅:ろ教育機関に左肌研究の場と考えられていない。
塒!;解71,.F登~.

“教員養成学部の位置づけ力K不明確。

大学院大学をもうけて大学に差をつけている。

２．(5)教育組織と研究組織の機能的な分離は反対

３．(7)の管理運営制の合理化の中で、学外の適当な機関の有識者を加える

ことIとは問題がある。

４．…（１０）の終り（なお､戸以下）は学外からの干渉の原因にもなるので

反対。

ｉ“，

５．（１２）学寮に教育的な意味を強くもたせる方向は問題。現在の学寮は

厚生施設としての性格が強いが、全寮制でない以上止むを得ない。

Ｏ教育学部一教官

(第１）

Ｌ教育機関と研究機関との役割の分担の明確化、分化を計ることは一見機

能的のように見えるが、学問の進歩・展望の上で、果たして前進するもの

なのか。
、，．：

２．一般教育と専門教育とを積み重ねる方法によって、専門化にも綜合化に

も充分の効果を収めてい】左いとしてい曇るが、今日の大学の位置づけにおい
く

て、この点のみを強調するのldj不適当である。したがって、(2)で述べる中

－１８３F－
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心的課題としてあげる目標の方向が何んであるのか、不明確にたらざる

を得ない。

３．管理機能の確立に基づく教育活動・研究活動の一体的運営組織の確立

は、果して自発性と創意が尊重される保証があるのか。研究・教育の不

可分に基づき、高等教育、研究の総意に基づくものによって再編されね

ば問:垣がある。

４．（開かれた大学）は、その趣旨はよしとしても、国民のための大学と

して位置づけるならば、果して学外の声たるものが、国民の総意を代表

しうるものか。又、国家権力を仲介とするものである可能性がないかど

うか疑わしい。現在、そのうれいはないと解説する国家権力との関係が、

果して説明文の通りであるかどうか。

５．研究の自由及び研究の発展を考える時、現在において貧困化した大学

の現状からしてみれば、大いに心動かされる部分であるが、果してそれ

で学問の自由、思想の自由、研究の発展が出来うるのかどうか疑問であ

る。管理機能の確立と相まって国が計画的調整゜援助を行なう事は、決

して望ましい事とは云えたいし、このような方向でのみ援助出来たいと

云う表現のようにもとれる。

(第２）

１．高等教育を中心的課題に基づいて細分化しているが、教育をうけ、研

究し、生活する国民の側からみれば、現状よりも更に格差づけが行なわ

れるという点に問題がある。すでに後期中等教育自体が義務教育なみに

なっている現在、そこに学ぶ者の自主性と可能性を引き出しうる高等教

育であるべきであって、このエうな案には反対である。

’

尋

以下、２．３．４においても１．で述べた考えからすれば適当でない。現在

の大学の貧困化のもとで、研究・教育活動が自主的に、かつ、総意ある

研究を、充分な資金のもとで行ない得なかった点にこそ問題があるので
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あって、その点の指摘と、それに基づく改革の方向を指向するものでな

い限り、いかなる改革も不充分である。

５．教育,組織と研究組織の分離が、目的応的に行なわくれるものならば、高

等教育において全く致命的なものとたらざるを得ない。

６．大学院が充分な機能を発揮しえなかったとするのは全くおかしいし、

又､｣かりにそうであったとしても学部に財政的にも、人的にも背負わさ

れているという現状の認識からすれば、全く改革の基本的構想自体に問

題がある。

７．高等教育の管理運営に関する改革方向は特に時代の派に逆行するもの

であり、極めて問題かある。

９．－(2)特別な法人化には全く反対する。、
１０．

（研究の組織が巨大化する中で、特定の大資本の投入の余地を

設置する事は、大学の在り方に基本的な問題を投げかける事

であり、問題がある。）

】８．－(2)共通テストの開発と活用をうたうが、ここに後期中等教育のカリ

キュラム、内容自体が国家権力によって画一的にならされる可能性

を残すものである。勿論、入試自体の問題は解決されねばならない

．が、このような方向を指向するのは反対である。

Ｏ教育学部一教官

’第一の８．「……組織獺成を合理化するとともに効率的な管理機能を確
第この７．

立して全体としてのまとまりを確保ﾅることがいっそう重視さ

れなければならない」とあるが、大学がなぜこのように一雀とめにな

らなければたら左いかの理由がわからない。

勿論一学部や研究所内の学科、教室、研究室などか割拠主義に薮っ

ていることはi或る程度事実であり、またそうあってはいけないがざ学

問の研究やそれと表裏一体の教育を考えると、各教室、学科、学部左

－１８５－
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〆

どが特異性をもつのが当然で、例えば文学部と医学部や工学部に共通

のことというのはあを，ない筈箔ある。大学内で教養部（将来廃止か

？）と他の学部との連絡、基礎学科と応用学科との連絡（例えば理学

部と農・工。医学部）は必要であり、もつと現在エリは連絡を密にす

ることは必要である。さたそのための制度も必要であろうｄ

ｔ｢しろ、全国的にあるいは諸外国とも学者同志がお互にきそい合い

連絡し合い、あるいは産業界とも連絡し合う意味で「開かれた大学」

であることが必要なのであって、全く性格の異なる学科や学部に統一

性のあるような組織体制管理体制をおくとと自体がおかしい。

紛争時に左かたかまとまらぬ大学のあったことは事実であるが、そ

れは教官の人女があるいは学長や学部長さえもそのエうなことに馴れ

たかったためで、今後はもう馴れてきたし、そう心配はなかろう。紛

争時になかなかまと玄らなかったからといって管理体制を汚化すると

いうのはとんだ間違いであろう。

～このような管理体制強化を説く発想には反対である。

：大学を財政的に充実して文部省として、あるいは大学に大巾に委任し

句)て大学から学部、学科、教室などに援助すべきであるが、その上うな

意味での管理運営（教育基本法第１０条に言う）ならば大いに強化し

て貰いたい。

Ⅱ現在の大学では国立でさえも学生数に比して教官数が不足し５補助職

員は藍だし<足りない。第二の１．の学校種別ごとに一試案とじて大学（

蛙学部）の規模と教負数、補助職員数、カリキュラムなどの試案（例）を、

Ｊ４月に文部大臣に答申するときにはぜひつけて貰いたい。新制大学の多

くの教室ではスタッフだけで補助載員ゼロのところがある。このような

定員學増を伴左うことは政府は．なかなか実行したいので､季答申に具体性を

蝿持たせ、をた迫力を持たせるため、また政府をその面から督励する意味

ｊ
９
Ｂ
ｊ

でもぜひそうされたい。
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Ⅲ第二の8.の前半には賛成だが、後半の処遇や研究費や学生経費の飛鋼

的改善があって;/はじめて前半が生きる。後半をやらずに前半だけを行

なってもそれこそ「シメツケ」的な天下り管理になると思われる。日本

の公務員（大学教員も含む）の給与体系は、ごく少数の特別職や管理職

のみが「ピンハネ」的にヨーロッパなみで、大学教授などはヨーロッパ

の半分以下である。（そのような資料は文部省にあるはず）従って、こ

のことについても４月答申に際して試案をつけて具体的に示して貰いた

い。

Ⅳ第二の９．は大学に現在よりも大巾に財政権をも委任することを意味す

るかどうかあまりはっきりしないが、現行のように経常的な物件費以外

は１００万円程度のものでも文部省が実権をにぎり、財政的に事実上大

学を拘束していては教育や研究上甚だ不自由である。

国全体としても文部省から独立した「中央教育委員会（仮称）」的の

ものおよび各大学に人事や経常の物件費についてのみならず、施設をも

含めた財政権を委ねるようにすることが必要である。現在の大学は人事

のみは任されすぎ、財政的には全く自主性がないのはおかしい。

Ｏ敬養部

第二高等教育改革の基本構想

２，教育課程の改善の方向

単位制に根本的な検討を加え、弾力性のある実施方法をとること。
;八J.･ら

ａ教育方法の改善の方向
｡－ｓ｡」

体育的、女化的有能専門家.を確保して学生の指導にあたらせること。

６．大学院のあり方

博士課程大学院は独立のものとすること。
.９１

８．教員の人事、．処遇の改善」

教官を教授。副教授ぐらいにし、年令の若い教官の待遇をよくすると
－１８７￣
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と。，

]０．国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善

私立大学に対する国の補助を増額すること。

１２．学生の生活溌境の改善充実

学寮は大学ときりはなし、別途の方策を考えること。

18．大学入学者選抜制度の改善の方向

」入学試験を廃止し、調査書、共通テストを活用すること。

、

岡山大学

(まえがき）
I

大学としての統一的な見解ではたく、学部単位の意向を集約したものであ

る。

Ｌ第１高等教育改革の中心的な課題

（１）教育と研究における機能の分化の必要性が示唆されているが特に教育

現実において必ずしも分化できるものではなく、を允分化が必ずしも望

ましいものでもないと思われる。両機能の分化の具体性が不分明である

ので十分な意見が出しにくい。

教育上の組織と研究上の組織とを区分して合理的に編成されることが

望ましいというように提案されているが．特に教育学部においては現実の問題

として芒のような体制ができあがるだろうか、「教育学部は教育だけす

ればよい」といった教育が生ずることはないだろうか。

（２）高等教育の大衆化と学術研究の高度化は、それ自体は当然と思うが、

専門教育即ち職業教育であり、高等教育の大衆化とは職業教育の高等教

育化であると解せられない生う注意が必要と思う。

－１８８－
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(3)高等教育における教育方法は、その指導形態に応じて改善することが

望雀しいとしてＶＴＨなどの教育工学的手法の活用が提案されているが、

これらはむしろ教育の指導目的や条件に応じて利用される視聴覚教材器

具であって､､単なる器具機材の利用、導入だけでは教育方法の根本的改

善策にはたらないと思われる。真の改善の方向は、むしろ各指導者自身

の創意工夫に基づく創造的な指導法に期待されるべきも｡と思われる。

２高等教育改革と基本構想

（１）一般教育と専門教育の統合は妥当な方向と思われるが、その際いわゆ

る人間形成が有能な職業人形成の手段とだけ解されたいよう注意が必要

と思う。．

（２）高等教育機関を６種類に分類することは、学校格差を大きくするおそ

れがあり、また教育機能と研究機能とを分離することは、これを実施に

移す場合研究を阻害されるおjE､れがある．

（３）管理運:誉体制の合理化に学外の有識者を加えて改善する契機とすること

はあえて反対ではたいが、その人員組織および選考方法等を慎重に取扱

わなければ学外からの干渉を受けることにたる。

（４）学長、副学長を中心とする中枢的管埋機関に生ろ管理体制は、やり方

によっては管理者の権限が強くなるばか，で良い面と悪い面がはなはだ

大きく表われるのではないか。

（５）学寮の教育的意義を単に共同生活の場としてとらえているが、もつと

根源的な教育的意義、たとえば人間形成の場とか自活生活の場といった

意義が充分に果たされるように考えるべきではないかと思われる。

１６）基本的対策としては、あ雀，にも常識的、技術的な改善策（調査書の

改善、共同テストの開発利用等）を提案するだけに止まっているが、も

つと繍本的な改善の方向を考える必要があると思われる。そのもつとも

紫ﾉ急な問題は高校の教育のあり方姿勢を正す方向とともに、大学教育の

魁
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あり方を反省する方向において、抜本的なb選抜制度の改善策を考えるぺ驚

きではないかと思われる。

この基本的樽想試案は非常に新しい考えの盛られた試案ではあるが､ただ

具体性に乏しいため、この段階ではどのように批判してよいかわからない。

現在の制度そのものを具体的に個々の点を改善していくことの方が着実な方

法ではなかろうか。

広，島大学

■■（

広島大学においては、昭ﾗﾄﾞ１１４５年１月】２日公表された中央教育審議会第
ｂ･ｿ91..-...-

２６特別委員会の「高等教育鰔蕊に関ナる基本ｲ繩試案。中間報告」につ

いて、各学部゜分校。教養部.研究所の教官会または教官クループお主び改
・.｡Ⅲ｡（．．’

革委員会｡厚生委員会，力`:）霊ニラム専門委員会などの諸委員会で検討を加
え、このほど、それら検討の過程において提出された諸意見を整理したので、

その概要を以下に記述する。

「試案」はまだ中間報告の段階であって、なお今後の展開に雀つくき点が

少なくたい。したがって、此度の検討では、われわれも大学としての統一正

式見解をまとめることをひと蚕ず保留し、上掲の全学的諸検討の結果をなる

ぺく的確に反映しうるような形で問題点の整理をこころみた。中教審および

関係者が、積極的にこれらの諸意見に留意されることを切に希望する。

Ｉ日本の現状における大学改革の立場について

中間報告まえがきにもしるされている主，に、大学紛争および社会条件

の変化に応じて、現在、日本では多くの大学で大学改革の方向が模索され、

その実現が指向されている．広島大学においても、昭和４４年２月大学問
'ｆ､■

－１９０－
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題検討委員会準備委員会が発足し、ついで同年５月には大学改革委員会が

おかれて、大学改革の理念・計画゜実施が推進され、種との提案をおこな

う一方、具体的な改革の実行も緒につきつつある現状である。問題は、こ

のように各大学で、:それぞれ切実な現実体験から出発する自主的改革のこ

ころみが進められつつある、そのエネルギーと、行政のための審議機関と

しての中教審が進めようとするも大学改革をふくめた教育体系の改革の立

場とが、どのような相関をもって、真に国民的要請にこたえうる大学改革

をすすめるかという点である。この点につき、「まえがき」ては、「（各

と大学の）自主的な努力はじゅうぶん尊重さるべきである」としたがら、中

教審自体の立場は、むしろ、「国民全体の立場から合理的かつ現実的な判

断をつみかさねる必要がある」という点にこれを求めているように見える。

これはきわめて妥当かつ良識的な懇度にうけとれるが、当面する大学改革

が国家百年の大計に照して、正しくかつ実り多く具現されるか否かは、大

学改革の基本的立場に関係するとこるが大きいので、われわれの大学での

諸検討では、まず、このさりげなく表現されている中教審自体の基本的態

度やあり万について、以下のよう左批判および積極的提案をふくむ、いく

つかの意見があらわれた。

Ｌ国民全体の立場あるいは社会の要請が教育に充分投影されるべきは当

然ではあるが、過去の歴史をふりかえってみたとき、「国民全体」ある

いは「社会」という表現を介して、実際にはそれが大学への公権力介入

の温床を形成するおそれがあるのではないか。

２.“国家と大学”という文化史的な基本命題を回避して本質的宏大学改

革の立場はあり得ない。中教審のような機関でこそ、公正・中立な露た

大局的な見地から、::文部省の改革゜教育行政のあり方等を含めて､この

命題について本格的な検討瀬行なわれるべきである。:その点の検討が本

報告では全く欠けている。

ａ～中教審は昭和２７年設置の際の経緯をみても必ずし･も民主的とは』言い

－】９】－
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得ないものがあり（教育刷新委員会の建議を骨抜きにして作られた）そ

れ以来教育の政治的中立を名目としながら、実際には初・中等教育の反

動化・差別化をすすめ、大学管理についても大学の自主性と自治を制

限する方向で作業して来たと見るべきであり、そのような中教審自体に

対しては警戒的にならざるを得ない。雀た゛中教審の委員構成、議事の

すすめ方などそのあり方に問題があるのではないか。果たして、「国民

全体の立場」に立つという資格があるかどうか。雀ず、中教審自体のあ

り方を検討すべきである。

４現在の日本の社会情勢・政治情勢の現実の中では、現在の中教審およ

び文部省のあり方には止むを得ない点があるのではないか。

５．各大学のレベルでの改革の推進にはそれなりの制約があり、行政の協

力が必要である。その点で中教審がかなり革新的方向を打出したことは、

本学での自主的改革努力を勇気づけるものであり、意義がある。

６．大学改革の実現は各大学のみでは不可能な､のがあり、中教審の立場

でたすべきものがある。その見万からすると、たとえば、今後における

国の教育投資はどのくらいの規模が必要であり、また可能であるかの分

析とそれにもとづく勧告、また、大学生の総数、大学の分布など、一大

学の視野をこえた問趨点を明らかにし計画化し、その上で、各大学の自

主的エネルギーを引出すよう配感ずることが、中教審のまずたすべき任

務ではないか。

総括

以上は主な意見の要約であるが、おしなべて、大学改革が其の意味の国

民的・社会的コンセンサスに立って進められるべきことには異論がたいに

しても、それをくみとる中教審及び文部省の意識ならびに方法が充分であ

るか否かが問われているといってよい。しかも、その際期待されるのは、

学術・文化ならびに大学の本質に対するふかい洞察であって、各大学にお

ける自主的改革を尊重するという提案が具体的にどの程度忠実にかつ誠意

：
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をもって実現されるかということも、大学としては深甚な関心事である。

中教審の答申内容がいかにととのったものであっても、各大学がそれぞれ

の立場・条件に応じて自己の理念を明確にし、将来の形態や方針を選定す

ることなしには、改革の実はあがらないことを指摘しておかなくてはなら

ない。

Ⅱ大学および高等教育の理念について

中間報告の全体を通じて、制度的な改革提案が主体を占めており、をと

まった形での大学の理念に関する論述は乏しいが、しかし、制度論を提示

する背景に大学のあり方についての見解が出没しているのが読みとれる。

その印象を妥約すると、①社会的要請という視野でいわば実用的側面のみ

が強調され、②大学を教育の手段としての立場に傭して規定し、学術文化

あるいは研究をになうべき大学の理念が閑却されているきらいがあり、③

ことに総合大学ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙについてはかたり消極的であるといわ

ざるを得ない。もちろん、中教審の立場では、大学存立の条件を中心に制

度的提案を示すことが主体をなすのが当然であり、大学の理念は大学自ら

の責任において確立されるべきであるとも考えられるが、制度論の根底に

はやはり理念がたくてはかなわぬはずで、われわれは、中教審が今日およ

び将来の大学の理念についていかなる哲学を用意しているかに関心せざる

を得ないのである。この点に関連して以下のような諸意見が提出された。

’・高等教育機関の目的が実用主義に堕しており、全体に哲学の欠如が指

摘される。全体に、大学紛争を通じて問題となったもの、大学とは何か、

教育とは何かについての反省が生かされていたい。この改革が実現した

ら、学生のいわゆる耐人間疎外”は一層助長されるおそれたしとしまい。

総じて、教育を受ける若い学生の立場からの配慮・検討が望童れろ。

２.大学における創造機能勺批判機能をもつと尊重すべきである。歴史的…

にみても、大学は一面においてつねにあたらしい時代を準備する場であ

－］９３－
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愚。単に社会に適応することをめざすのでは充分では童い゜教育の目的

一はむしろ創造能力ある人間の形成にもとめらるぺきで順応のみ湧李眼で

はない:答申はあ簿意味でわり切りすぎており、人間形成につらなる基

本的左科学精神というべきものへの関心に乏しいのではないか｡息鷺:好

８.高等教育の理念か著しく固定化してとらえられており、発展的流動的

な側面への配慮が乏しい。、

４．戦後２０年間の新制大学をどのように評価するか、そこに問題がある

ゆえ改革が志向されるのであるが、他面、新制大学に期待された理念と

理想の中にも継承し、発展的に止揚すべきものがあるのではないか。

５．憲法および教育基本法の精神が中間答申に充分盛られているか否か疑

問を感ずる。－

６．実用的種別化＞管理上の便宜主義等によって総合大学を解体する方向
．,8F』-.60,

を示している,･ように受取られるが、「総合された専門教養」たる理I想と
.,.｡’：１

．Ｎ解体論，'とは矛盾したいか。

７．大学学生人口の増大、すなわち大学の大衆化と専門的学問研究の強化

一発展とは矛盾する要素をもつ面があるカミ答申ではその止揚のあり方があいま
．；

いてあLここから．簡単に教育と研究の分離が主張されることに,燗題が
⑭｡｡■巳■.■

ある。震た、学術研究面からの大学論がとくに欠けぐている。
：..〈，．,.`･

総括第Ｉ項に､あふれたように、「国家と大学」という根本問題に対する認
ＯＬ..ﾛp

識を、透徹した歴史観の上にふ性えることは、長い将来へtPかっての大学

改革事業のもつ責任からいっても決して回避すべきではない｡~そうでなけ

れば、大学改革の結果か、むしろ現.代文明のもつ矛盾的問題点の拡大に①
ＴＩ.….,,

み資す:ることに終わるおそれかあiる。過去において見られた閉鎖的大学至

上主義の立場、古い大学自治観については、われわれの中に反省的。批判

的な討論が多くあったか､それをふまえて、なおかつ、安易な大学理念へ
｡：｡.』

･`「.？9＄

の妥協をおそれる意見が強いのである。明治以来の日本の大学改｡鼈[、教育、ｑｂｒ

改革はつねに先進廷'のモデルを参照し､て行左われ、それによつて方向づけ

－１９４－
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られてきたといえるであろう。しかし、今われわれが当面している大学改

革の課題は、日本における完全左創造が要謂されており、そのゆえに、い

っそうその根本理念において明確であることを要するとわれわれは考える

のである。

Ⅲ中間報告に提案された制度的諸問題について

１．全体にわたって

試案が中間報告の段階にあるためと考えられるが、全般的に記述の内

容に不明確だところ、あるいは意味の解釈しがたい点が多く、充分な批

判ないし対案の提示のためには、今後の説明あるいはより具体化した試

案をまたねばなら左い‘このために、われわれの検討過程においても、

しばしば理解の混乱を生じた。

２，目的に応ずる大学の種別化について

この問題については、とりわけ発言が集中し、多くの意見か提出され

た。それらの主要左ものをあげると次の通りである。

①目的。性格の多様化を機関の多様化と結びつける傾向が見受けられ

るのは問題である。一つの機関が多様の機能を果たす統一体であるこ

とも不可能ではなく、むしろ望ましくさえある。種別化の構想には単

科大学主義の色彩がつよいが、これには問題かある。

②大学の種別を予めきめてかかり、しかもそれを６種に限定すること

は問題である。大学の使命か多様化の傾向にあればあるほど大学のあ

り方も多様化して然るべきである。歯た､その形は大学自体が選択決

定すべきもので《中央で指定すべきことでは左い゜

③６種の種別は（定蕊の仕方が明らかでなく、解釈の如何で変ってく

る。もしこの６種か大学の機能を示すのであれば理解できるが、組織

上の類型化であれば、教育の技術主義を促進する結果となって好まし

くたい。

－１９５－
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、

④６種への種別化と研究と教育の機械的分離とが結びつくと（高等教

育機関と高等教育研究機関の種別化）、現在の大学間の格差（お生び

大学内の講座制、学科制等の間の格差）をむしろ固定拡大化するもの

となり、人員の点でも却って無駄が多くなるおそれがある６本学改革

委員会が提起している研究゜教育の分離と総合大学化とは視点を異に

している。種別化を単科大学科として考えると、たとえば専門大学で

は修士課程で頭打ちというような制度上の固定化のおそれがあり、ま

た大学間の学生交流、転学などの措置がともなわないと修学上の制約

を生ずる。

⑤目的別大学案は現代社会の多様化要請からは肯定できるか、学問体

系自体の主体的発展による多様化に対応しているとは言いがたい。ま

た、人間形成の要請か従属的に考えられるおそれかある。

⑥上にいう人間形成の要請の軽視とも関連して、この種別化は一般教

育軽視へつながるおそれがある。今日まで各大学・国大脇・学術会議

などで提案されている改革案では共通して一般教育重視を打出してお

り、｜ｲ)専門教育との相即相補関係を重視してこれをカリキュラム化す

るか、あるいは、（ﾛ'サセックス方式か与えられている。この傾向に対

し、中教審案はむしろ逆行的であり、かつ一般教育の取扱い方が具体

的でない。

総括全体に、高等教育への多様化の要請に応ずろコー象の多様化につい

てはこれを肯定する意見が多いといえるか、その一方で、①「種別化す

なわち目的別単科大学制への固定」については批判的な考えが多く、

格差の増大、研究及び教育レベルの低下と安易な実用化をまねくおそ

れを指摘せざるを得ず②このことか総合大学の解体、一般教育の軽視

につらなるとする危擢が大きい。広島大学改革委員会は、コースの多

Ｌ様化と学問領域の進歩に対応し、かつ発展的たりうる大学像として、

むしろ、学部の伜の徹廃、研究体制の合理化、一般教育と専門教育と

－１９６－
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の相即相補化をふくむ新しい体系を提案しており、それを願，みられ

ることを希望する。さらに、問題になるのは、現存する大学から改革

案への移行措慶が明示されていない点であって、それゆえに、われわ

れは試案に示される大学像の終局の状態を写象しがたい。この点につ

いては、今後の徹底的な検討を期待して、批判を保留するものである。

Ⅳ管理・運営の諸問題について

大学の管理･運営およびこれに関連する大学設置の形式、教育行政体系。

財政的措置などについてのくられた意見には次のようなものかある。

Ｌ「ひらかれた大学」という思想のもとに大学の管理機関に学外の第三

者を加える場合、大学における研究の重点が応用的･実用的忙かたエリ、

中立的ないし基礎的研究の圧迫をまねく危険がありうる。

２．さえ、この第三者の介入は、大学の自主性の制限をきたすおそれがあ

り、結局大学自治の否定に通ずろ危険もたしとしない。教員選考。業

績評価に学外専門家の参与をもとめることも雀た、その運用によっては、

大学構成員の学問･思想の自由をおびやかすおそれなしとしない。また、

「開かれた大学」と言っても、その開かれ方が外側（たとえば財界）に

大きく、内部に（たとえば学生）には小さいといった発想法は、真の「

開かれた大学」とは言がたい。

３.これ玄での大学自治や管理に対する社会の不信や大学の独善の問題に

ついては反省すべきであるが、そのためには、大学の自省と同時に、管

理上の自治の確立がむしろ急務である。

４・法人大学案は進歩的で肯定できるか、この場合にも、大学の目的．性

格の本質、社会的要謂、社会的資任の真義等に鑑みつつ自治的に管理運

営がたされるべきである。

５回管理運営体制の合理化は中間報告の主要を柱の－つであるが、学長。

副学長を中心とする中枢的な管理機関の権限強化のみが前週iに押し出さ

－１９７－
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れ、昨年４月答申の線が再度強調されていることには問題がある。

６．合議制の評議会･教授会と執行機関との機能分担の区別の徹底？意思

決定の合理化は、審議機関の相対的な権限縮少の方向を伴って打出され

ている。現在、各大学の自主改革で主張され、部分的に実施されている

管理運営の民主化には何ら言及していないことも問題である。

７．学生･参加については、教務。学生指導企画゜広報などの領域に限り、

それも学生の声,をきくというに止めている。特別権力関係説か否定

されていないと思われる点も問題である。

８．管理責任・職務上の責任追求のため第三者による訴追制度の検討の要

があるとしている点は、教育公務員特例法に保障された教員人事の自主

権の制限を示唆するものではないか。

９．大学の設置および管理のための公的機関には、中立性と公正を運用か

望奮れる。この点で文部省の組織・位置および機能に再検討の余地かあ

り、ことに政党出身の文部大臣には問題がある。

10．公社あるいは特殊法人という設置形態においては、官僚の介入。財界

の介入の危険がないか。

11〆英国の大学補助金委員会方式を実現することを検討してほしい。

総括われわれもまた、大学自体の管理運営についてその機能化および責任

か体制の確立の必要を充分にみとめるものであるが､;その一面、民主化の

〆原則の重要性をつよく寵識せざるを得ない。宮た、ひらかれた大学とし

て大学外の諸意見を大学に吸収することにもやぶさかではないが、いわ

ゆる大学の自治は決して単に大学のためにのみこれを主張するものでは

なく、学問文化の本質への麗識を前提するものであるがゆえに、大学の

自治の「拡大解釈」と指摘される事柄についても、厳密承理念的吟味を

要求し;なければならぬと考える。別の見方では、現在日本における国立

大学の自治は極めて制約されたものにすぎぬということもできるのであ

鮒
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る．したがって、大学に対する漫然とした不信感および官僚行政的管理

発想のみから大学の設臘および管理を輪ずるのは、極めて一面的であり、

意図的でもあって、決してあたらしい大学の発展を約束する方向ではあ

りえ薮い゜試案における藷提案は、大学を社会に開放し、Ⅷ大学の基盤を

ひろく国民にもとめるという方向において可能性をふくむが、しかし、

それかひとつの見せかけに終りｖ大学をむしろつよく官界財界の統制下

におく事態へ講化する危険も蚕たありうるのであって、大学の立場でそ

れを警戒する意見がつよく表現されるのはくあながち大学人の狭随な夜

郎自大傾向のみにもとづくとはいえ左い゜われわれはこの点について公

正な検討を希望するものである。

Ｖ教育と研究について

この項目に関係する主要左意見は以下のようをものがある。

’・研究と教育の機能的分離については、基本的に、大学においては研究

と教育とは理念的には不可分であることについての配慮が充分でない。

研究と教育とが統一的に前進し発展する瀕極的な側面に目を向ける必要が

ある。

２.現状では、学部レベルの教育は、本来の研究と分離して別個に考える

こともやむをえない。

３.教育組織と研究組織との具体的な相関関係が不明確であり、ことに各

種別の大学においてそれらがどのように制度化されるのかに問題がある。

もし、教育機関と研究所を別機関とし両者間での交流を予想するのであ

れば、研究所の分布如何によっては、研究組織をもたない大学には種食

の困難を生じ、格差増大をまねくと考えられる。

４．すべての高等教育磯関の教員組織は、まず、学生の教育を実施するた

めの組織として整備されねばならないとするとき、かりに大学院もその

範醇に含霞れろと癒れば、教育中心主鍵に傾斜しすぎることが危擢され

－１９９－
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5．専門的であると同時に総合的な教育課程という考え方自体には問題は

ないが、たとえば、第２種の機関ではそれを行左うことが困難であろう。

その実現のためには、大学の総合性ないし連合性が前提でなければなら

ない。

ａ一般教育中の専門基礎を「専門」に統合して考える場合、専門の共通

基礎についてはどのように扱うつもりであるか。一般に、専門のための

基礎教育の定義が不明確である。広島大学カリキュラム専門委員会の提

示している基礎教育では、専門のための幅のせまい基礎のほかに幅のひ

ろい基礎教育をも含んでおり、こういう基礎の上に立った専門教育を意

図しているので、この点にも留意されたい。

7．外国語教育についての提案については、実用面のみが強調されている

きらいがあるが、もうすこし全体的に考える必要がある。

8.～大学院については、提案の具体的内容を明確につかむことか容易で左

い゜ことに説明文の中には、徒らに混乱をまねくと考えられる不徹底な

表現がある。したがって、この点についての問題指摘は留保する。

9．一般教育については〈その内容の専門。職業教育との間の関係の密接

化のみかうたわれているが、両者の緊張関係の上に大学教育を構想する

ことも必要であろう。関連して、教養課程は廃止するとされているが、

本学の改革委員会（カリキュラム専門委員会）では、将来はともかく、

当面は新しい一般教育を確立することを急務と考え、責任をもってその

立案計画に当る母体を存置すべきだとしている。早急な教養課程の廃止

は一般教育の消滅を招くおそれのあることも一考されたい。

辞
句

総括以上のように、研究と教育に関する試案内容については、研究機能の

実質的な低下、したがってそれにともなう学問水準の低下を警戒する意

見が磯厚である。このことは、大学における「研究」をどのように考え

－２００－凸已■
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ているかがあい壷いてあること、および、大学を「教育」機関としての

側面のみからとらえて学術研究の場をいし文化創造の場としての大学の

意義を全体として軽視しているきらいがあることと関連しており、「教

育を行うため必要な研究」という表現も、大学における「研究」の倭小

化を印象づける。大学における被教育人口が増大し、教育負担が増加す

ることと、一方高度の専門的研究を進めることは、組繊的。運営的に止

揚されなくてはならないが、その結論が研究と教育のいわば「機械的」

分離に堕するとすれば、それは、いうところの「機能的」分離ではある

雀い。試案内容は、大学の種別化、総合大学の否定傾向、教育の適応効

率主義、規制的管理の強化などの諸問題と関連づけてこれを見るとき、

多分に、研究と教育の機械的分離あるいは大学における研究機能の軽視

を危擢せしめるのである。研究およびこれに密接する問題は、すべて

「大学院」に集中され、われわれの概念での「大学」はむしろ試案にお

ける「大学院」ないし第６種（および第５種）高等教育機関に当たると

も解されるが、一方、第２種大学における大学院設置も示唆されている。

しかも、今度の試案内容では、上記意見中にものべられているように、

この「大学院」の構想が雀つたく明確でまい。そのため批判の余地もな

いわけであるが、大学の本質的な問題はこの部分にふくまれるので、今
｡

後に』s､ける充分な検討を希望するものである。教育については、その課

程および方法の改善の方向について、同意しうる部分も多いとする意見

が少なくなかった。しかし、一般教育のとらえ方か必ずしも積極的とは

いえないこと、また、教育についての考え方の全体的な傾向が、学生の

立場に立って考えてみるという配慮に乏しいなどの指摘があることに留

意されたい。総じて、「教育」の目標を「適応可能」で「実用上有用」

の人間をつくるという視点におきすぎているという批判かあることは前

項までにも言及した通りであるが、教育の本質についてのより深い洞察

を要請したいと思う。

－２０１－
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Ⅵ学生の生活環境その他について

中間報告第２の１０．１２．１３左どに関連しては以下のエうな意見かのべ

られた。

１．「授業料などの受益者負担が妥当な金額になるよう配慮すると共に設

置者や専攻分野の違いによって極端な差異が生じたいようにすぺきてあ

る」というときｗその妥当な金額が現行のそれより大幅値上げにならぬ

より慎重に配慮してほしい。

２「国以外の一般社会からも大幅な資金的援助がえられるようにするこ

とが望室しい」とする主文に対する説明がたいが、教育の中立性、大学

の自主性に関連して、具体的には慎重な手続きを必要とするわけで、詳

細鞍説明を期待したい。

３．同項の説明中、「さらにこのような財政援助についてはあく玄で国の

主体的な立場が保持され」とあるが、「国の主体的立場」とはどういう

ことを意味するかが明確でない。大学の自治とどうかかわるのかも明ら

かにされることが望達しい゜

４．学寮問題の根本解決をどの主うに図るのか、その真意が明らかでない。

全体に、この項においては、学生の自治基盤を破壊し、学生の「善導」

のみを強調しているきらいがある。

丘学寮は、現在厚生施設としてもきわめて不充分であって、その改善充

実の努力を希望する。

６．合宿セミナー方式は、寮問題としててたく、本来の大学の機能として

拡充・整備してゆくことが望注しい゜

７ご入学試験については、技術的検討のみでなく、その根本の意義に立戻

って検討する必要があり、そのためには、入試改善のための責任ある研

究機関を設置することを考慮すべきである。～

８．－体育の一般教育内における取扱い方が消極的である．

＝伊
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総括全体に《との中間報告においては、学園内における学生の地位お生び

学生生活についての積極的提案は著しく乏しい。これは、第２の７の説

明の末尾に「昭和４４年４月答申『第４・大学における学生の地位と役

割』参照」と注されている通，、４４年４月答申を継承する立場とうけ

とれるが、実は、この問題は、大学の形態組織についてのかなり革新的

な提案がなされている現段階では、対策的発想をはなれて、さらに徹底

的な検討を行なうべき課題である。学生の問題を没却しては、理想的な

教育の実現、大学の運営はありえないからである。学生生活についての

あたらしい把握がなければ、その厚生施設にしても、課外活動にしても、

正確な位置づけは不可能である。また、このことは、必然に、今後の日

本の社会で、増大する学生屑が社会的にどのようにとらえられ、位置づ

けられるカムの問題にも関連する。それは、高等教育体系編成のためのひ

とつの重要左基盤であり、それを避けて新大学像は成立し厳いとも言う

ととができる。

Ⅶ大学改革の進め方について

鍛後に、広島大学における討譲過程を通じて、大学改革の進め方に関連

して発言された事項をふまえて、当面、中教審に対し次の諸点を要望して

おきたい。
.．Yも，へ?.

１．「中教審全体の審議状況」'てついて見ると、昭和４５年４月をでに学

校教育の拡充整備のための基本樽想を作成し、昭和４５年末蚕でに行政

上・財政上の措置について検討を終え、最終答申を行なうということで

あるが、これらの経過中、大学の自主的改革の計画ならびに大学の意見

を充分尊重し、蚕尤、大学との意見交換を充分おこなうことを希望する。

すでに《アンケートによる意見聴牒取の試みが一回おこなわれたが、アン
｡0"l--U｡ Ｖ・

ケート･調査にはおのずから限界がある。壷た、公聴会形式でひろく社会

の意見を徴することも重要であるかく問題の当事者としての大学との意

－２０諾



見交換を避け、形式的左世論聴取の方法のみに依拠して改革論を進める

ことはＭ近道の生うであって近道ではない。しばしば批判されるように、

中教審自体が其の大学改革を裏切る存在に堕さないことをつよくのぞみ

たい。

2．中間答申は多くのあたらしい提案をふくみ、それら個々について同意

しうるところが少なくないことは、上掲の諸意見中にものべられており、

批判にわたる意見も実はよりよき方途への積極姿勢にうらづけられたも

のと理解されたい。しかし、全般に、われわれが不安を覚えるのは、現

実の実情調査がおそらく不充分であって、改革がｗ現実の矛盾の是正の

要請から出発するというよりも、一定の理念的基礎にもとづいて構想さ

れるといった傾向である。中教審はわが国の大学のおかれている実情を

文部省の資料によって研究したかもしれないが、大学そのものについて

徹底的に実地調査を行なった形跡は乏しい。各大学の改革案も若干参照

されているように見えるが、それもきわめて不充分と考えられる。各大

学の改革案にはそれぞれの制約はあるものの、いずれも深刻な現実体験

に出発したものであることを留意されたい。

3．すでにＩの項にもふれた通り、高等教育制度の改革、あたらしい大学

の形成ならびにその創造的運営に当たって、もっとも必要な条件のひと

つは、行政組織お匹びその運用の現状の改革である。これは、中教審と

しては今,後のプログラムにあるかもしれないが、その点への徹底的な分

析と提案がともなわないかぎり、試案にもられる理想像も倭小化し固定

化するおそれ左しとしない｡現在の国立大学における問題のひとつはむ

しろ大学の管理運営が一般行政システムにつよく組みこまれている点に

あるのである。雀た、それに関連してもっとも重要な事項のひとつは、

現実に、日本/の各大学はいか左ろ手順で、いかたる形の大学へ移行する

のかの問題である。その過程で、各大学の歴史゜個性;･了地域的要l請など

の諸要素がいかに評価され、また、各大学自体の意志がどのように反映
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されるのかは、われわれの深刻な関心事である。これらl虫中教審のみの

課題でなく、その答申をえて後の文部行政の課題でもあるか、その具体

的な軽過をわれわれは深甚な関心をもって注視する者であることを、最

後に述べておきたい。

山口大学

Ｉ高等教育機関の目的゜性格の多様化について

わが国の高等教育機関は第１種～第６種の６種類とすることが望注しい

とされているが、山口大学は博士課程のある医学部、修士課程をもつ工。

農学部、大学院をもたない文理。教育゜経済学部から構成されている。こ

のように種女の種類をもつ大学では、将来の理想的な姿はどのように考え

られるか。総合大学として十分な機能か発揮できるような機構か望雀しい・

また、文理学部のような複合学部は新らしい構想ではどのとうに考えら

れるか。複合学部としての特色が十分生かされるようにしてほしい。

Ⅱ次に教養部体育研究室教官の意見を記述する。

１．はじめに

このほど公表された中央教育審議会第２６特別委員会の「高等教育の

改革に関する基本構想試案」に関し、特に従来一般教育課程の中に必修

科目として位置づけられてきた保健体育のあり方について検討した。

同試案第二項「高等教育改革の基本構想」の２に「教育課程の改善の

方法」として：

（４）保健体育については、課外の体育活動に対する指導と全学生に対

する保健管理の徹底によってその充実をはかる。

とあり、また３.「教育方法の改善の方向」として、
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（３）学園における体育的、文化的な活動については、そのための指導

センターに専門家を置いて充実した学生生活を享受できるよう指導

と援助を与える。

とある。すなわち教育課程の改善の方向として課外体育と保健管理を重

視している反面、これまでにとられてきた必修科目としての保健体育の

意義がまったく考慮されていたいことにわれわれは特別の懸念を抱くも

のである。当研究室では、これ童で再三にわたり、大学において保健体

育が必修に産っていることの意義を確認してきたので、とムにあらため

てその意業づけをするとともに、大学における保健体育科目を必修科目

としてさらに推進するよう要請する次第である。

2．大学生の体格と機能．

通常大学生の年令層は１８才から２２才までである。この年令層にお

いては、身長の伸びはほぼ頂点に達し、形態的発達はと蚕る゜このこと

から‘大学生においては体育実技を必修としたくても生いのではないか

との意見が聞かれるが、これは体育の持つ重要な使命を看過している議

論である。すなわち、体育活動の主眼とする目標は、形態的な発連とい

うよりはむしろ、機能上の充実ということである。

ゆとりをもって働き、学ぶための基礎と承るべき体力Ｔとりわけ日常

生活において大切な運動機能である持久性と筋力などは、大学年令層に

おいても雀だまた大いに伸びる可能性を持っているだけでなく、これら

の機能は終生鍛えることによって高い水準に維持できることが研究デー

タからも証明きれている。

単に運動クラブ員のみならず、全学生を対象に、正しい体育活動のあ

り方を指導することによって、体力を高く保たせ、疲労や疾病から守る

ことは、大学に学ぶ者全体に正課体育を置くことによってはじめて実現

されるといって過言ではない。‐

3．運動処方の側面から

〈
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体育活動の重要性･は、今さらあらためて力説する必要は左いてあろう。

しかし、学生に自由に身体運動をさせることは､w正しい意味での運動処

方とはなり得ないのみ癒らず、誤まった処方によっては種合の危険をと

もなう。さた、試案で強調された課外体育にのみ頼ることは、体育スポ

ーツ活動の大衆化の方向に反するものとなるｏ～

体育活動を正課として必修することによって、身体的に患まれ左い者

にも、スポーツをあまり好漢ない者にも等しく運動処方することに左ｂ、

ひいてはあらゆる学生の体位。体力を向上させることにつながるのであ

る。

従来正課体育の実技時間割は週に１度２時間を原則とした。学生の身

体活動の機会としては、これだけ不十分なことは言うまでもない。しか

し、他教科との兼ね合いの上からこれ以上ふやすことが困難とすれば、

一般教育｣科目の再編成にとも左い、体育も全、学年を通して必修とし、日

常生活でも学生が進んで体育活動をとり入れるための指針を与えるため

にこの限られた時間を活用するよう仕向ける必要かあるであろう。

4．人間形成の側面から

大学生は身体的には成人の域に達しているとはいえ、人間形成の面で

は未完成な点を多くもっている。それだからこそ、従来の一般教育科目

としても全人教育の意義は高く評価されたのである。

われわれは体育教師として、体育が人間形成に担う役割はきわめて大

きいと考える６例え゛ば、サッカーやバスケットボールなどのチーム゜ゲ

ームを通じて共通目標を目ざして集団間で協力し合うことの重要性を十

分に体得できたし、あるいはほとんどすべての体育活動を通して精神力

や機敏左判断力など（他教科では養うことのできない精神的要素をも身

につけることかできた｡へ

さらに、近年盛んにだってきたスキーやキャンプなどを正課体育に組

み入れて集団で数日間の共同生活を送ることができれば、現在の大学教

－２０７－
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青の大き歳欠i陥とされている教官と学生の人間的左接触もでき、最も多

くの学生の求めている。充実した学園生活”を享受する上で一役を担う

ことができ、大学生活を有意義なものとするきっかけを与えることは疑

いない。

以上のような人間形成上の目的を正課体育の中で果すためには、いく

つかの工夫と改善が必要であることは言を注たないが、高等教育機関の

改革の一環として正課体育のあり方をも含めて、再検討し、更に充実す

べき時期がきていると思われる。

5．終身教育の一環としての正課体育

初等、中等教育においては､､現在全ての生徒が正課体育を実施してお

り、さらにその生活化をめざし教育の中でますます大きな位置を占めよ

うとしている。一方社会教育においても体育の振興策によってその認識

が高まっており、最も運動の機会の少ないと考えられる家庭の主婦にお

いてさえも体育を生活の中に固着させるべく努力がなされている。

初等、中等教育につづく高等教育において、正課体育が必修科目から

除外されるたらば、終身教育の一貫した流れに空白の部分を作り体育の

生活化に対する大きなブレーキとなる危慎がもたれる。

6.1体育学研究の動向の側面から

新制大学発足以来、－般教育課程に必修科目として位置づけられて20

数年「体育学」を確立すべ〈特に大学体育に関係する教育、研究者は最

善の努力を払って来ている。その成果は体育学会の参加者及び演題数を

みても数千という膨大な数になっていることからもうかがい知ることか

できよう。

体育学の研究分野は隣接の学問分野と相たずさえてこれ迄独自の発展

をとげて来ている。蚕た将来の発展を考えてみるに数多くの未解明の点

が残されている。この様な学問的寄与は大学教育の一環としての体育研

究者の努力に帰するところは少なくたい｡誉た体育学関係の大学院も設

骨
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霞されている現状から、将来育ってくる若い研究者、さらに現在大学体

育の研究者の意欲をそく゛ものであってはならない。

以上のように.これからの大学体育が、教育学、体育学に疑いもなく貢

献することは明らかである。それにもかかわらず、今回の試案の精神か

らは教育面だけでなく研究面に対しても改善の方向を示していないよう

に思われるので、この点をも考慮するよう要請する次第である。

徳島大学

標記の中間報告について慎重に検討をかさねた結果、本学の意見はつぎの

とおりである。

この試案には高等教育の改革に関する基本的理念が明確に示されていたい

ことをまず指摘しなければならない。また試案に示された各項目の内容を検

討すると教育基本法第１条および学校教育法第５２条などに明示されている

戦後の大学教育の理念を否定するものである。

とくに、重要左問題点をあげると次のとおりである。

'・新制大学において一般教育のもつ意義はきわめて重要であり．今後の大

学改革においてはこれを充実させ、十分に定着させなければたらない。し

かるに、この試案は一般教育の改善の方向として「それぞれの教育課程に

含め総合的に実現する」または「それぞれのコースの中心的なねらいに合

致する内容をもつ」などとのべている。

このような構想にもとづく一般教育のあり方は、人間としての一般的基

礎的能力の育成、諸知識の知的統合、さらには判断能力、批判能力の養成

をめざす本来の一般教育の主旨を十分に達成することが困難である。

2．大学における教育と研究は、本来分離できるものではない。しかるに、

この試案では高等教育機関を數育機関と教育研究機関に類別し、さらにい
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ずれの機関の内部組織においても教育と研究の機能的分離をめざしてい

､る゜
ＬＡ

大学の教育は、創造力豊かな人)間の養成を目的としており、教育と研

究が一体となってこそ、はじめて大学の充実発展が期待しうるものであ

る。

3．大学の任務は諸知識を統合しうる知性をそなえ、より良き社会を創造

する人間を育成することである。

しかるに、この試案は高等教育機関をその「目的・性格の多様化」を

理由に６種類に類別し、能力別格差教育をめざしている。

これは「国民的立場」という名においてw産業界の要請に対応しよう

とするものであり、大学の本来的左教育を阻害するものである。

4．大学の管理運営は本来、大学のすべての構成員の意志を集約して行な

われるべきものである。しかるに、この試案は大学の中枢的管理機関の

強化、さらにそれへの学外の有識者の参加を提案している。

このよう左管理体制のもとで、果して自律的管理運営が可能であるか

否か、また新しい大学の自治が確立できるか否か疑問である。

5．この試案は、教員饗成制度･医学教育を「別途の検討課題」とし､壷

た、研究にかかわる具体的問題をどの本格的な検討を「今後にゆずる」

としていることは、理解しがたい。

本来、大学改革は大学の自主的努力と政府のこれを支える制度的保障、

財政的援助によって達成されるぺきものと考える。

Ｐ
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香川大学Ｕｂ

Ｏ教育学部教授会

標記の中間報告（以下「試案」という）は文部大臣の「今後における学校

教育の総合的左拡充整備の,ための基本的施策」についての諮問に答申するた

め、中教審第２６特別委員会が審議の結鹸を概括し公表したものである。

この「試案」は昨年４月に「当面する大学教育の課題に対応する方策につ

いて」の答申を発表し「大学法」への道をひらいた中教審の御用機関的な性

格をいっそう明確に示している。「試案」は大学における教育・研究の自由

を奪い、わが国の教育研究体制をふたたび国家の統制下に置こうとする危険

な思想を内包するものといわざるを得ない。かかる「試案」は自主的かつ民

主的な大学改革をめざす我点としては、とうてい容認できるものではをい･

以下細部に立ち入ることなく基本的問題のみをあげることにする。

1.「試案」では、大学制度を根本的に再検討する必要が生じたのは、これコビ

での高等教育に対する考え方やその制度的わく組みが、高等教育の普及

（大衆化）と社会の複雑高度化に適切に対応できなくたったためであるとし

ている。この輪は今日の大学問題の生じた根源を一方的に大学側にのみ置

き、いわゆる社会のひずみに対する考察をさけ「社会の要請」の名を借り

て大学改革を強行しようとするものであり、本来大学の機能の一部である

批判の府としての役割を無視している。

２．今日Ｍ大学は自主的に改革を進めつつあり「試案」も認めざるを得なか

ったように、こうした当事者の着実な努力の秋み重ねを尊重することなし

には、いかなる制度的な改革もみのりあるものとはならない。しかるに

「試案」は「各界各層の理解と協力」や「国民全体の立場からの合理的か

つ現実的判断」などを理由に大学の自主的改革を認めようとせず、大学と
息．

，大学教育の国家統制への道をおし進めようとするものである。
...・・ず.．.､

３．大学はあく雀で自由を前提とし、研究と教育を－体イヒしてこそその使命
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をはたし社会に貢献し得るのである。しかるに「試案」は研究と教育を分

離し、教育機関の目的。性格を「多様化」することを改革の基本構想とし

ている。これは大学間の格差を設け新たな差別を作り、また教育を速効的

左職業訓練へとおしさげ、結局は研究をも職業數育に従属させることによ

って大学を「産業界の要諦」にのみ合致した高等教育・研究機関へと変質

させることになる。

4．「試案」は大学の「公共的な機関としての責任」を強調し「大学と設置

者それぞれの責任と権限」を明確にすることをもとめ、大学の自治に対し

ては「本来の意味以上に拡大解釈されてきた」としてこれを攻撃していろ。

そして大学の管理機関を教育。研究機関から切り離し、これを強化するこ

とや、財政操作や教員人事への介入を通して国公立のみならず私学をも含

めた全大学を国家権力の統制下に置こうとしている。

以上の諸点からみて､「試案」はＳ大学自治の基本理念をおびやかし、ひ

いては憲法。教育基本法にもとるおそれなしとしたい。よってわれわれは、

この「試案」に反対し、中教審みずからこれをすみやかに撤回されんことを

要望する。

○経済学部

中教審「高等教育の改革に関する基本構想試案」についての本学部の見解

は、概ね国大脇の「高等教育の改革に関する基本構想試案の問題点」に述べ

られているところに賛成であるが、猶それに加えて、中教審中間報告か大学

および大学の自治に関する省察をもたず．特に大学における学生の地位と役

割について積極的意義を認めていることはilk憾である。
{

Ｏ腱学部

この「試案」には多くの問題点を指摘できるが、その中で特に重要であり

基本的であると思われるのは以下のとおりである。
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(1)この「試案」は、学術研究体制、研究条件、研究費の問題および高等教

育の理念左ど基本的歳諸問題を検討することなく、単に産業。経済界の高。

中級技術者の需要の増加、一般国民の大学進学率の増加などのみをとらえ

て出発点としているところに大きな誤りがある。社会の要請に対応すると

しているが、現在社会をみるだけで未来社会をみていない。このことは未

来社会建設への大学の役割を否定するものである。

(2)大学教育の大衆化と学術研究の高度化の要請ということを本来的に対立

するものとしてとらえ、教育と研究を切り離して、大学を機能的（職業別）

に分けることですべてか解決されると考えていることには賛成できない。

大学における教育と研究は一体のもので、両立させねばならないし、させ

ることができる。それは教育条件、研究条件など容体的条件の整備によっ

て解決できる性質のものである。「試案」はこのことを考えていない。

(3)高等教育を職業教育に倭小化するのは重大な誤りである。「試案」が大

学における一般教育を否定的にとらえ、注允短大や高専を高等教育機関と

考えているのは、そこに原因がある。短大および高専は後期中等教育機関

とすべきである。

(4)高等教育を職業教育とみたし、大学を産業･経済界の要請に応じて職業

別（目的別）に多様化させると同時に、それぞれの教育内容を画一化する

ことは、本来の大学教育の理念に反することであり、学術研究の発展を阻

害するものである。蚕た大学の性格を教育水準に即して区分することは、

大学を格付けする結果となり、大学間の格差を左すます大きくし魁特定大

学への集中化を強め社会的混乱をまねくものである。このようなことを考

えるまえに、今雀での文教諸施策の誤りを反省し、現行の大学の整備・充

実をはかるべきである。とくに大学間における格差を無くする方向への努力がなさ

れるべきであり．それぞれの大学が同一レベルにおいてそれぞれの特徴力瀦揮でき

るような条件を整備することが重要である。このように大学の研兜教育の条件を

整蝋・充実すれば、大学間における教員人事の交流も円滑に行なわれるようになる
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である;し、また特定大学へ受験生が集中するようなことも無くなるであろう。

(5)高等教育の褐における敦員組織の強化ｒ教育条件の整傭・充実といった’

ことは考えずに、教育内容の画一化〈研究と教育との分離など､:近代化を
゛．：

よそおった教育の効率化、合理化によって大学教育の目的を達成しうると

いう一方的な考え方のみを強調している点賛成できない。…

⑥再教育は必要であると考えるが、「試案ｊは職業技術教育に傭している
'｡、｡■$-

点で賛成できな(/､。

(汀大挙の自主性､一体性の確保は大学の民主的管理体制の樹立に塵って達
成しなければならないもので、管理体制の強化に求めることは誤りである。

さらに、大学の閉鎖性の排除を強調して《強化された會理機関に学外渚を
LOp●ﾛ'

加えることは大学自治の否定につながる恐れがある。

(8)「時代の要請にこたえ」、「国民全体の立場に立つ」て高等教育機関を
..、｡・・ﾆﾋﾞ ｰ９゜■０

国が「望注しい方向へ誘導」しよ:うとするとき、大学の自治、学問の自由
.･･29､..｡．.....z

は保障されない。「試案」の方向は大学の研究･教育に対する国家統制へ

の道を開く危険性がある。

(9)従来、大学では教授、助教授、講師、助手というように戦階制を設け、

いわゆる縦の関係を維持してきた。これが大学の教育､研究組織の矛盾を
:｢Ir・Ｌ!',

大きくしてきた原因となって(,iる。教授の定員数を'ふやＬ（教授と少数の
゛.￣.：..：､

準敦授をおくだけで、基本的には職階を認めるべきでない。，とくに教員の
､-,.,.,．.ｩ6゜．．.ｉｏ ｏ？.●

、なかに「助手」の職階を存置すべきでなく、研究・教育勁補助者は教員組織
一.-3了.．．i､.．

”、.SＬｕ（･「．．_；．・

護書は別`Q職種を設ける鐘ど､他の方策に座り充実すべきである､ル､≦ん．.；．

若い研究者力《自由に独閻Ｉ性を発揮して研究と教育に専念できるよう友条
～.:ｗ１ｒ＞～

､件を整備することが日本の学術研究の発展にどうて重要である。～．
．、漣二・斑

DQOooら
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愛媛大学

ＯＡ学部

〔1〕高等教育改革の中心的課題

１．基本的な考え方としては賛成だが教育と研究を完全に分離することを

強調しすぎてはよくたい。

２．一般教育と専門教育の鱗合は営い得て行い難い。専門教育を通じて必

要に応じ一般教育を課する方法が望ましい。

３．境界領域や新発展の分野の育成のためには教育研究組織の再編成は必

要である。

４．文科系では閉鎖性、理科系（特に応用理学）では開放性がみられる。

これは学問の性質によるもので一律には云えない。

５．当然そうあるべきである。

〔2〕高等教育改革の基本構想、

１．原則的には賛成だが直列か並列か等の考慮で必要である。

一定期間毎に必要な単位を修得しないものは在学の資格を失うように

することはよく、在学年数にも制限を付すべきだ。

２．（１）賛成

（２）〃

（３）異議なし。現在の一般教養の外国語は中途半端である。一般教義；

の外国語には、独、仏、露を入れるべきだ。

（４）賛成

ａ（１）教育工学的方法では血の通わぬ教育と茂りはせぬか。

（２）賛成

（３）〃

ＶＴＲ自体について質の問題もある。ＶＴＲ作成には中央機関が必要

で小人数教育には戯官鶴保から出発すべきである。

毛１５FF/・



４．開放された大学の考えはよいが夜間部増設と云った便宜的な手段に終

らぬことが必要

５．賛成だがこの原則を生かす具体的な案が必要。教育のみの組織の具体

的説明がない。研究を通じての教育と云うことは尊重されねばならぬ。
γ

教育のみの組織には研究生活を終えた人と云う方法もある。

６．大学の努力によって特色を出せるよう国大協第１常置委員会案の一部

意見にあるように小規模な学科、研究室単位でも博士養成を可能にする

ことか望壷しい゜第２種、第５種の機関に併設する時は教官陣を別にし

ないこと。学部と教義部の二の舞となる。

－方法として博士課程のみの独立の大学院を作って全国から学生を集

めるのもよい。

７．賛成だが管理機関は出来るだけ単純化すべきだ。

８．人事の閉鎖性打破には賛成。人事について学外の専門家を選ぶ時には

その選び方に注意すべきだ。教官の任期制度には待遇の大幅な改善か必

要である。外国人を任用出来るとよい。

９．（１）賛成

（２）法人説はよい。

10．高等教育行政は教育代表が企画実施しｕそれが国民に対して責任をと

るようにすべきだ。

11．賛成

12．賛成である。寮は大学の管理の外に出すべきである。

13．賛成

ＯＢ学部

第１高等教育改革の中心的な課題について

１．学術研究高度化の要請として、学術の進歩かめざ富しいから研究を行

ないながら多数の学生を教育することはでき左い゜したがって教育と研

）
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究を機能的に分離すべきであるという考え方には問題かある。我々は大

学における教育と研究は不可分であるとの立場を堅持したい。

２．教育。研究活動の効率的な管理を考えるに当って、従来の組織や編成

に対する充分左分析検討を行左わ注いで、管理体制の強化のみをとり上

げて改革の実を挙げようとしているが、その姿勢には無理があり、もっ

と学部、学科、講座の適正規模を検討しなければならない。

３．高等教育機関に対して国民全体の立場から計画性をもって調整援助を

はかることは大切だが、実施を誤ると教育の本質を侵すおそれがあるの

で充分慎重に考える必要がある。

第２高等教育改革の基本構想に関して

１〆高等教育機関の類型化６種のうち、３，４，６種は、はっきりしてい

るが、１，２，５種は混在する型もあって不明確な点かある。何れにし

ても各大学がどの類型に属するかは、天下り的に定めることには異論が

あり、自主的に決定できるようにしてもらいたい．

２．教育課程改善の方向として、このような４つの基本方針を早急に建て

ることは好ましくない。特に外国語教育において従来の弊害を改善する

意図はわかるか、実用性、便利主義に走り、詳細に規定しすぎるきらい

がある。保健体育についても難しい問題をかかえており、慎重に審議を

重ねる必要がある。何れにしても各大学独自を考え方も認めるべきであ

ろう。

３．．教育方法改善の方向として３つの提案を行なっているが、これらの実

施に当っては膨大な予算の裏付けと定員増を必要とし、教育工学的な手

法も人間教育の方向とは相反する一面もあるので慎重に考えるべきである。

４．高等教育の開放と資格認定制度の確立は必要であるが、どの大学にも

画一的に制度化することは困難である。放送大学の構想は独創力の養成

に不充分であるから、文化系第１種高等教育機関に限られるであろう。

５．教育組織と研究組織の機能的な分離として、２，３の具体的方法が提

－２１７－
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案されているが、現行の組織が過少定員であることを無視して、分離の

みに重点をおいたきらいかある。大学においては原則として教育、研究

の分離を考えるべきではないので慎重な配慮が望達しい゜

６．大学院のあ，方として、博士の学位を得ようとする者のみを特に対象

とすることは、現行の医学部におけるような弊害がおこりやすいのでＴ

充実した大学に博士課程をおき得るという現行制度の方がよい。なお大

学院をたは学部の教育、研究活動の補助として選ばれたもののみに処遇

を与えることは不公平で全員に与えるべきであろう。

７．高等教育機関の適正規模を考えることや、管理運営体制の合理化策と

して、副学長制をとることは焚成だが、人事面においては大学の自主性

を尊重すべきで、天下り的な人事は好ましくない。

８．大学教員を魅力ある職業として、優秀な人材を集める意味において、

教員の給与および処遇を抜本的に改善することは賛成である。

９．国公立大学の設置形態に関する問題解決の方向として、現在の制度に

対する検討か充分なされない壷室、２つの体系に規制することには問題

がある。

管理運営の責任体制を確立することは大切だが、何れも政府の規制が

著しく強化される心配があり好注し〈ない。財政面に大巾な裏付けを与

える前提か先ず確立されるべきであろう。

10．高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整法は国民全体の立場に

立って立案することはよいが、先ず国大脇または各大学から選出された

委員を中心として、これに学外有識者を加えて審議すべきである。

以上全体を通じて言えることは、管理運営体制の強化と組織の変更に主

って改革の実を挙げようという狙いか強く、雪兇行制度の充分な分析検討か

なされていたい点に問題かある。中教審の構成メムパーから考えると止む

を得ない面もあるが、現実に大学紛争を経験した各大学の声を充分吸い上
．。.qＣｌ

けるよう、さらIと慎重審議を重ねる必要かある。

.．．．;;．、％
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００学部

Ａ全体について

（１）先きに中教審は大学関係者をも含めた有識者に対して、大学改革路線

についての意見の聴取をしたがとの企て自体が、文部省の上からの企て

であったために、大学人から反発を買い、したがって必ずしもデータの

集計は大学関係者の意見を現わしたものとは言えない。

（２）今回も大学の自主的努力は尊重するといいながら、国民的合意の名の

下に特定の団体の意見を偏重し、雀た、漸時的試行の稜み重ねが適当と

したからも、上から急いで結論を出そうとしている。（－拳実施の狙い）

（３）この構想が大学紛争解決の一助として出されているが、この紛争の根

は複雑かつ深刻丘ものであり決して大学制度だけにかぎられるもので左

い゜教育制度としては却って下から（初等、中等教育）改革きるべきで

あって、順序が逆になっている。

噸）大学教育のプラグマティズム化一～

経済界の要請を重視する場合、当然大学教育のプラグマティズム化が

起きてくる。しかし、国家百年の大計を期待すべき大学教育が実用主義

‘で扱わるべきではたい。高適な大学の理念が欠けているといわねばなら

’ない。

（５）大学管理運営機関の二元化

管理機関と審議機関の分離を計っている教授会の位置との関係

（６）教育機関の目的、性格の多様化と教育課程の統制

（７）綜合大学の解体単科大学の設立を狙っている。

（８）学生の生活と権利の軽視（寮の問題、受益者負担等）

（９）職員の役割の無視

Ｂ教養部に関する問題について

一般教育の軽視が試案全般に流れる基調と解してよい。一般教育につい

ては色を改善さるべきも①のあることはいなめない。しかしこのととの主
－２１９－
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左理由は人員の不足である。教員定数を極度に減らして理想的教育を要求

することが無理である。

(1)基礎教育の専門綜合

法文、理の学部のある処は可能であるがその他の学部でやるとすると

教養部の必要が生じてくる。

(2)体育科目の件

サークル活動の指導という面で現在のスタフは必要である。もし敦官

不在とすると学生の一部が指導の立場につくこととなる。

福岡教育大学

Ｉ教育の理念

一一薮F青とは５人間Z)尊厳と自由を自覚し、平和にして文化的な人間共同体

の形成者としての普遍的にして個性的な創造性ゆたかを英知ある人間の育

成をめざすものである。根源的に問題を追求する人間こそが、め在ぐるし

〈変化し、発展をとげていく現代社会に対応しうる人間となりうる。

将来、ますます複雑化していくであろう激動の時代においてこそ、まずb

この理念および目的はあらためて確認されるべきである。

一一
￣

Ⅱ「基本構想試案」について

１．この試案に一貫しているものは、教育・研究の成果を効率によって計

量しようとする「効率の思想」である。この思想から以下に述べる問題

点が現われてくる。

教育・研究の営みは、本来、効率に遮ってはかりえないものである。

〔I〕に述べたように教育の理念を規定したわれわれは、高等教育の改革

にあたっては「効率の思想」は破棄すべきであると考える。

仲
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２高等教育機関の種別化は望宮し〈ない｡､現行の単線型的な教育制度を

充実させることによっても．国民全体に平等な教育を受ける櫓利を保障す

べきである。

今日の大学の貧困はい制度上の問題に由来するものではなくむしろ政

策上の誤りに由来するものである。学生数の増加と教職員の不足は、諸

研究施設の不備と相俟って、宣す蚕ナ深化し高度化していく学問の進歩

に対応することを困難にしている。

高等教育の種別化は必然的に研究体制の差別化をもたらし、教育と研

究の全体において質的低下を招くであろう。

3．教育と研究の分離は、そのことによって教育の質を低下させ、研究の

衰退を招く。学問研究の進展は、ただちに教育内容の改善と結びつくべ

きである。

分離することは、教育を学問研究の進展からとり残すことにたるであ

ろう。そのことは、蚕た研究の地盤を弱めることにもなる。

今日のように流動している社会においてこそ教育と研究は不可分のも

のなのである。

4．学外者を加えた教務。財務・人事に関する機関を設置する構想や大学

の設置形態に関する構想は、一見国民全体に「開かれた大学」への道を

ひらくかに思われるが、過去の経験に照らして国民の一部の階層のみを

代表する機関となり、実際には大学が政治:的経済的圧力によって支配さ

れる危険をはらんでいる。

大学人の良心と自覚に期待して、社会に対して開かれた大学を大学人

が独自の判断で創造しうるよう配慮すべきである。

5．大学の運営に関しては、創造的な知的活動を使:命とする大学の機能に

かんがみ、管理運営の合理化の名のもとにいたずらに管理体制を強める

ことは好ましくない。教官・学生゜職員の三者の意見か十分反映しうる

ような機関を設けて、真に自立的な運営がたされるようにすべきである。

－２２１－
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そのことによってこそ責任の所在もあきらかにな』,、自覚も生奮れてく

るであろう。

6．教育工学への期待は現代社会において大きいか、過大評価はいましめ

ねばならない。教育の場合、量的な効率に対して注目するよりは、質的

向上をめざして導入を考えるべきである。これまでの教育政策の貧困の

結果としての教官不足と進学`者の急増に対応しきれない現状を、教育機

器の安易な導入によって補うべきではない。

7．広く高等教育全般にわたって、国の財政援助は十分に保障されていな

い現状を直視すべきである。援助にともなう統制の問題を含めて、援助

の方法の如何か教育・研究のあり方を左右する。大学研究機関の主体的･

創造的な発展を疎外したいよう、さらに慎重を検討を要する。

九ＩＮＩ工業大学

本学においては大学問題懇談会で検討中であるが、以下の各項について、

下記のような意見かある。

なお、その他の項については、検討中である。

記

1．第１－１（高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請）

大学か社会に順応すべきことのみ強調される反面、たとえば社会の学歴

偏重の風潮が今日の教育の混乱の主要な原因となっていること等の反省が

求められていない点が不満である。

2．第１－２（高等教育の内容に対する専門化と総合化の要請）

現実の問題として疑問がある。

3．第１－３（教育・研究活動の特質とその効率的な管理の必要性）

「効率的管理」の運営に疑点がある。

－２２２－
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４１第２－５（教育組織と研究組織の機能的左分離）

教負数の画期的な増加か必要である。

5．第２－７（高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化）

「学外の有識者」の選定については、大学の意見を尊重し、慎重を期す

べきである。在だ、第２－１１（高等教育の整備充実に関する国の計画的

な調整）における国の計画的な鯛整機関についても同様である。

０５

佐;賀大学

○教育学部

1．高等教育機関の目的・性格の多様化は認めてよいが、このために大学間

の格差を助長するようなことのないようにしたい。左お、教員養成制度に

ついては別に考えるとあるか、教育実習等も併せ考えて、専門的な授業に

従事するための資格能力を得させることを充分に配慮してほしい。

２教育課程の改善について、一般教育と専門教育という形式的区分を廃し、

総合的な教育課程をとる方向には賛成である。一般教育のタテ割方式、又

はクサピ形方式か望霞しい・

3．教育と研究との分離については、少なくとも教員養成学部としては認め

ることはできたい｡教育組織と研究組織どか－体であって初めてそれぞれ

の効果もあがるものと考える。

4．管理運営の合理化を図るべきととは当然であるが、この場合も評議会、

教授会等の運営を合理化することによって、大学自治の実をあげていくべ

きである。学長のほかに副学長制を設けることは派閥を助長したり運営の

円滑化を害ねる恐れがあるので反対する。学外者の参加についても反対で

ある。.特に教員の人事に学外者が参加することは絶対に不可α

5．教員の人學・処遇について仲同穏i繁殖、仲間擁趣、不適格者の温存等の
-２２３－．
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弊は極力排除しなければならない．任期制についても、教育・研究の成果

を認定するに十分友時間をとり、厳重な審査の方法かとられるならば賛成

する。処遇の改善、職階制の打破（教授､･助教授、助手等の区別の廃止）

教育補助員の配置等が講じられねばならない。

6．学生参加については、なお慎重な配慮が必要である。少なくとも人事や

教務については『学生の参加は認めがたい。

7．学生寮等に対する積極的な配慮が望蚕しい・

８．入学者選抜制度の改善にあたっては、かつて行なわれた能研テストに対

する反省を十分にして、その上で共通テストの問題等をうちだしてもらい

たい。

Ｏ農学部

このことについて、下記の意見があり雀すので報告し左す。

記

1．高等教育の改革の必要性は露めるけれども、その及ぼすところ極めて甚

大であるのでぃ徒らに結論を急ぐことなくぃ充分論議をつくすべきである。

2．大学が閉鎖的であってはいけないということは充分理解するけれども開

かれた大学の名のもとに、余りにも社会乃至は企業の要請に直接応ずるこ

とのみを求めようとしているように思われる。大学は学校教育法に示され

ている通り学術の中心として深く専門の学芸を教授研究するところでなけ

ればならない。真理・原理を探求することによって社会に貢献する面を更

に重視する必要があろう。

3．教育と研究は不可分である。

研究なくして高度の教育ができたいことは当然であるが、研究それ自体

についても教育を併せ行だうととによってその水準を高めることができる。

4・高等教育機関の多様化は必要ではあるか、一部の大学のレベルアップを

するために、一方でレベルダウンをする様なことがあってはならない。高

一2２４－
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いピラミッドを作るためには底辺を広く且つ高く維持することが大切であ

る。

5.高等教育機関の管理運営について副学長制度或は学外の有識者を加えた

適当左管理機関を設けるととまどが提案されているが、教育と研究の自主

的。一体的運営のためには上記両案は不適であると思考する。

Ｏ教養部

日本の大学の歴史の左かで、もっともきびしく「大学とは左忙か」「大学

はいかにあるべきか」と根底的竃問いか大学の内外からなげかけられているなか

で、中央教育審議会第２６特別委員会が、「相当長期にわたる見通し」にた

って、大学の類別化、教育と研究のあり方から、管理運営、そして入学試験

をもふくむ包括的薮改革内容をふくむ「高等教育の改革に関する基本構想試

案」を発表したことに、われわれ大学人は、ふかい関心をよせるものである。

論ずべき点は多くあるが、具体的改革内容の土台となっている「試案」の基

本的考え方ともいうべきものを中心とし左からわれわれの意見を述べること
にしたい。

すでに、大学紛争の噴出によって大学がもっている各種の欠陥については

数多く指摘されているところであり、「試案」が指摘する人事の停滞、教員

の創造性･自発性・積極性の欠如｡;:各学部･学科の閉鎖性とセクト主義も全体として

の硬化現象など、いくつかの点は、大学紛争を経験した大学人として、改革

すべき必要性を痛感しているところである。壷た、「試案」のなかに提案さ

れている具体的改革案のいくつかは、大学紛争の左かで各大学か苦闘のなか

で生みだした独自的改革案をとりいれｆそれ自体としては部分的には肯定で

きるものがある。たとえば、第一－２「高等教育の内容に対する専門化と綜

合化」の指摘、第二－２「教育課程の改善の方向」のなかにふく富れる一般

教育にかんする提案、第二－３－(2)にある少人数教育の増強ｕ第二－５にあ

る教授、助教授、講師、助;手の区分の再検討、第二－８の教員の待遇の改善
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などは、すなわちそれである。

しかし、「試案」の部分的指摘や改革提案に賛意を表明するところがある

としても、われわれは、この「試案」全体にたいしては批判的態度を表明せ

ざるをえない。なぜかなれば、部分的な積極面も、全体を貫く考え方に問題

があれば、その積極面も全体的構想に制約されて、期待する効果を発揮でき

ないぽかりではなく、逆の結果をもたらすことにたりかねないからである。わ

れわれは、「試案」を貫く基本的左考え方に重大な誤りがあると考えるので．

この「試案」全体に反対の態度を表明せざるをえないのである。

では、「試案」を貫く基本的考え方とはどのようなものであろうか？そ

れは、個女の現象としては、われわれも認める大学の欠陥の最大の原因を
●●

「大学自治の過剰」’て求め、したがって、改革の基本線を大学自治を制限し

て、「外部の有識者」という名で産業界や権力の意思がより直接的に大学に

反映するパイプを通し、それを土台に大学の管理運営、研究、教育を「合理

化」し、能率をあげんとすることにあると考えられる。われわれも、従来の

教授会自治を中心とする大学自治に欠陥があることを認め、根本的な検討と

改革がなされなければならないと考える。しかし、われわれは、大学の教員

のなかにある研究や教育にたいする創造性や情熱の欠如、地位への安住と権

威主義、そうしたことにもとづく大学全体の保守性や時代的適応性の欠如と
●●

いった欠陥の大きな要因を、「試案」が考えるように、「大学自治の過剰」
●●・

や「学部自治の過剰」にあると考えるのではなく、逆に総体としての「大学
｡●●｡；

自治の貧困」と大学自治か教授会自治に倭小化されてし、ることにあると考えるの

である･たしかに、現象的には、教員が教授会自治にあぐらをかいて無気力

で利己的な大学生活をすごしていることや、教授会自治の閉鎖性が大学全体

としての能率的な運営を妨げている面のあることを、われわれも否定しない。

しかし、このことは、「試案」が制限しようとしていることからうかがえる
．.●●

「大学自治の過剰」に根元的要因力;あるのではなく、われわれの経験からし
●●

ても､論理的にいっても､逆に､｢大学自治の貧困」か､学内研究の白:由の

－２２６－
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わずかな保障である教授会自治をマイナス要因に転化させたということがで

きる。われわれが、教育や研究の面でほんの僅かな改革を試みようとしても．

大学設置基準であるとか、国立学校設置法左どの伜にしばられて、自主的、

創造的作業は殆んど実現不可能であり、そのことは、大学か財政的自主権を

全くもたないことと、従来の文教政策の貧困によって倍加されているという

のが、ながいあいだにわたる大学の実情であることは周知の事実である。す

なわち、人事を除いては、法と金の両面から金縛りにあって、なんら自主的

義、時代と場所と伝統に適合した創造的活動や改革をなしえないエう蔵「自

治の貧困」に大学が左かく閉されてきたところに、大学の構成員の創造的左、

生々とした研究や教育活動を行愈う情熱を喪失させ、学問研究の自由を守る

たった一つの条件であった教授会自治を教官「安住」の条件に転化さす傾向

を生みだしてきたのである６したがって、大学か今後左かい将来的展望にた

って、真に社会や国民にたいして責任を負うことができる多面的にして創造

的な研究、教育活動を展開できる場として改革されるためには、左によりも

まず、「大学自治の貧困」を克服することこそが、絶対不可欠の条件である。

「試案」か考えるように、わずかに存在する人事面の自治すら剥奪しようと

する態度は、本末を誤ったものといわ左ければなら左い･

大学における自発的創造性展開の根本条件である大学自治を奪いながら、

反面、産業界か要請する「合理」的・効率的大学運営に答えたければたらな

い「試案」はザ人事をはじめとする大学の管理運営全体に「学外の有識者」

（おそらくその中心は、財界や政界の代表者に毒ろと予想される）に窓を開

くことによって産業界の要求か大学に〆トレートに浸透できる主うにし、そ
－－－－－－■=▲－－－－－－－－－－－－白一一一一一一一一△Ｐ￣今

の意思が能率的に学内で実行に移されち、､颪学J量2副学長をはじめとする少数
の管理者に権限を集中する方法（第二－７､β）で夫hhLLL聖，としている。ム

--－一一一一一一一一一一一一一一~￣｡◆

そして、最終的〃lま･･政府か財布のヒモを握りつづけることにエって．そのこ

とを保障し、貫徹しようとしている（第二－９）。換言すれば、「試案」が

画く大学改革の基本構想は、大学の「行政機関」としての性格に批判を加え
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るよう左装いをとり左からも（第二－９）、その実、実際的には、きわめて

行政機関的性格のつよい機構に改革しようとしているものといわなければな

らない。

一見合理的にみえる管理、研究、教育の機能分化も、こうした基本的理念

に基礎をおいているかぎり、重大左問題をもたらすことを指摘せざるをえを

い゜深刻な大学紛争のなかで管理問題にタッチするわずらわしさをいやとい

う程体験した大学の教員にとって、管理運営問題から解放され、さらに研究

と教育が分離されることは、心情として望ましく感じるむきも少〈ない。し

かし、大学の管理運営権を少数者が掌握するということは、研究、教育の枠

組を少数者が掌握するということであり、教育、研究にたずさわる教員が、

その問題の決定に関与できなくなれば、その枠組のなかで行なわれる研究、

教育は、創造性の乏しいものに友り、教員は、上で決定されたことを受動的

に消化していく存在に陥つい<危険性がある。そうなれば、現在、「試案」

が指摘している欠陥を新しい姿で再現することにたりかねない。にもかかわ

らず、大学の能率的運営を促進しようとすれば、金と力でひき奮わす以外に

方法は笈<なる。その結果、大学はます雀ナ行政機関的性格をつよめてゆか

ざるをえなくなる。行政機関に転化した大学が、新しい価値を創造する研究

の場として、またｗ人間変革を課題とする教育の場としての責任を果しえな

くなることと峰論ず石までも-ない。

さらに、「試案」の新構想として注目を浴びている大学の６種類類別化に

ついて若干の見解を述べるとする家らは、これは、大学を「教育研究機関」

（第１種、第３種、第４種）と「教育研究磯閏｣一（第２種、第５種、第６種）

に分け、「教育研究機関」においても教育と研究を機能的に分離することに

よって、大多数e大学を教脊専門機関に再編し、大多数の職員を教育専従者
こり鬘ｴ盆i蔑ろi｝､その反面､「選ばれた｣少数の大学､少数の教員に集中的、
能率的に研究'て従事させ、その成果を大多数の教員は学生に伝達する（放送、

ＶＴＲの利用などを含めて）という構想と考えられる。これは、国家の経済

－２２８－
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的効率からみて一見合理的のようにみえる。しかし、戦後における日本の学

問の発展を支えてきた大きな要因の一つは、研究者の広範な土台の拡がりに

あったことを想起するならば、あたかも、エネルギー産業のスクラップ゜ア

ント゛・ピルド政策と同僚の思考で、研究活動をスクラップする大学構想に将

来を托すことはできない。

われわれは、「試案」の第二－２「教育課程の改善の方向」の(1)提案に基

本的には賛成である。しかし、その実際上の効果をあげようとするならば、

現在大学にいる教員の多数が、従来の研究システムの左かで蓄積してきた研

究領域を拡大し、他領域についての理解をも深めるための新しい研究がつみ

重ねられなければならない。ところが、「試案」が構想する大学の類別化と

研究・教育の分離から予想されることは、多くの大学人に研究の時間的余裕

と物質的条件を保障する可能性は少いようである。したかって、もし、「試

案」が考える大学の類別化、研究・教育の分離のうえに、第二－２の形式的

実施のみが要求されるとすれば、個別化された専門科目だけか並列されるだ

けで－しかも、専攻目的に即したという姿で、綜合的左ものとはおよそ縁遠

い－現行の一般教育の水準すら保ちえない、「専門バカ」にも到達できない

「亜専門バカ」の学生を大量に送りだす危険性がある。

以上、「試案」の基本的考え方を軸に意見を述べてきたが、大学の停滞を

はじめとする欠陥の原因を主として「大学自治の過剰」に求める思想を根本

的に再検討し、逆に、「大学自治の貧困」の累積こそが、大学人の研究・教

育にかける閉鎖性、消極性を生みだし、ひいては大学全体の動脈硬化をも生

みだしたという点を十分に反省し、財政的自主権をもふくめた大学自治の拡

大のうえに「試案」にもられた具体的改革構想が再構築されなければならな

いと考える。

「教育は百年の計」といわれるように、長期的展望にもとづいて改革構想

か準備されなければならない．とりわけ、２０世紀後半から２１世紀にかけ

ての激変する社会に対応できる研究・教育の体制を確立するには、少数のり

ト
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一ダーシヅプや行政的指導によって多数の教員をひきずってゆくという態度

では、これをよく象しえないことは明白である。われわれは軒大学の全構成

員が創造性を発揮できるような自由と物質的条件を伴った大学の成立によっ

て、はじめて多数の英知を多面的な角度から発揮させ、変貌する社会に真に

責任を負うことができる大学を築きあげる大道を敷くことができると確信す

るのである。もちろん、われわれは、「大学自治の貧困」によって累積した

讃年の弊が、自治の拡大によって一挙に解決できるなどという甘い考えをも

っているわけ.ではない。そこには、ながい過程と試行錯誤が必要であろう。

しかし、そのなかで行なわれる自己陶冶の相互淘汰の週:程を経ることによっ

てしか、歴史と社会に責任を負いうる大学を建設することは不可能だと考え

る６自己陶冶と相互淘汰を保障する最大の条件は、豊かな経済的裏づけと広

範虚大学自治以外にはありえない。

￣￣

千葉大学

Ｏ園芸学部教授会

中教審４５．１．１２中間報告「高等教育の改革に関する基本構想試案につい

て一応学部改革委員会の検討なへても当教授会はつぎのような形で意見をま

とめた。この問題は大学の将来にとって広範、かつ根本的な問題であるので、

短期間に十分な検討がなしえたとは思われず．さらに今後にまつぺき点の多

いことも確認されたＰ

１．高等教育改革の中心的課題について

’）高等教育の大衆化の社会的要求は当然のことであるが．社会人の能力

再開発までを含めた課題を大学にもとめるべきであろうか。この問題は

教育体系（学校教育と社会教育を含めて）のうちにおける大学の理念と
9．，．
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地位とが再確認されたうえで改めて考えられるべきことで、むしろ,社会

教育の充実を主方向としてこれと大学との関連をどうするかを考えるべ

きではなかろうか。また、教育と研究の分離が提案されているが、社会

教育としての問題ならともかく、大学教育においてこれを分離させるこ

とは教育内容【の質的低下につながるものでもあり．大学の理念のもとで

は行なわるぺきでない。

２）学問の進歩が．各分野において専門化の方向をとることはやむをえな

いが．これらを総合化する能力はたんに基礎的な教養の充実によって達

、成されるごとき単純なものではなく､むしろ専門化のうえにこそ実現さ

れうるものであろう。ビッグサイエンスのしめすごとき総合力・技術と

しての総合が論ぜられるならば、それはむしろ新しい専門分野の出現と

考えるべきではなかろうか行

３）組織、編制の合理化と効率的管理の提案は．いかなる観点から合理性

を判断するのかが問題で．さらに効率的管理はそれが統制に向う危険を

多分に内蔵している。

４）大学の現状は試案にあるほど閉鎖的とは思われない。また、自主性の

確保と閉鎖性の解消は必ずしも対立する概念ではなく、大学はその自主

性の確立によってはじめて社会および地域にたいして本来の機能を果し

うるものではなかろうかも閉鎖性を強調するあまり自主性をそこなうこ‐１１も

とになれば角をためて牛を殺すこととなろう。

５）高等教育への国としての計画的援助の必要はいうまでもないが．その

調整があまりにゆきすぎることをおそれる。

2．高等教育改革の基本構想

】）現状において高等教育の内部の格差を助長するごとき方向を考えるの

は逆行で、むしろ現実に存もEする格差の縮少に努力すべきで．教育目的

の相違による年限．内容の差は認めうるかもしれないが、これは大学教

育の場からはずしても第１種．第３種．第４種等のものは社会教育の－
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蝋として．別個にその拡充を考えるのが妥当ではなかろうか｡この際､

、取得単位の累積による資格の付与または検定制度のごときものは当然必

要であろう。

2）教育課程の改善は目下の急務であり、現一般教育課程の強化と、各学

年への再配分が検討されるべきではあるが．これを考えるに際しては人

員、施設の拡充なしには論じられない｡

また．専門課程についてもコース制など再検討の余地がある。

3）教育工学的方法の導入などについての異論１１kないが、本項(3)に述べら

れている学生指導の専門家を置くことには多くの問題があり、研究、教

育の一体性のうえにこそ大学教育の完成が考えられるべきだ。

4）上記】－】）および２－１）との関連において、その方向には異論は

ないが．これらの教育機関が．一般大学と同様な教育効果を期待できる

かは疑問であり．社会教育として認識さるべきで、これらの修了、卒業

の資格、社会における受入れの点については教育側が論ずべきではなく、

一般社会が評価する問題であろう。

5）われわれは教育と研究の分離には反対である。

6）大学院学生の一部に研究補助者を設けることには反対で、これは正規

職員の増員と奨学金の拡充などにより解決すべきものである。

／

７）大学における執行機関の体制確立は重要な課題ではあるが．これが－

部の独裁に向ったり大学の自主性の破壊を指向するがごときことのない

よう慎重に検討されるべきで．現段階において学外者の助力の必要性は

認められない。

８）処遇改善については異論はないが、人事のごときある意味では大学の

死命を制する重要事項が．学外において論ぜられるとすれば．重大な危

険をはらむこととなろう。

９）大学ことに国立大学において、政府ｓ文部省との関係は当然再検討さ

るべきであろうが．これにたいしてわれわれは現在記するに足る検討を

-－１－－－

－２３２－



おわっていない。

１０）奨学金制度の改善は急務と思われるが．教育の終極目的は～国家社会

の進歩にあることを考えたとき．被教育者をたんに受益者としてみるこ

とには反対で．高等教育の普及と充実を主眼点として．各個の負担が考

えられるぺきであろう。

１１）とくに論ずべきことなし。

］２）とくに学寮の問題については．その教育価値を再認識すべきで．最近

数年の紛争のみによって評価すべきではない。また、一般学生の教育、

生活環境はもっと改善されるべきは当然である。

１３）大学入学者選抜の制度が現状のままでよいとは思えないが、これはた

んに選抜制度またば方法の問題にのみとどまらず、小、中．高校の教育

制度とその内容の再検討と不可分であり、また、大学教育の新たな理念

のもとに論じられるべきであろう。

上記意見を総括して、高等教育、ことに教育体系内での大学の理念のおら

たな確立こそ急務であり、これが検討されることによって上記諸項目が具体

的意味を持つことができよう。これなしに個々の問題を論ずることば教育研

究の自主性を破壊する危険をはらんでいるものと思われる。

以上

Ｏ教養部

中教審第２６特別委員会は現在の日本における高等教育について社会的に

合理的かつ現実的な判断を基本にして今後のあり方を検討して試案を提出し

た。

現今の大学は過去の大学と本質的な差があると思われる。それは大学が大

衆化ざれ過去における大学がほぱ研究一本で．しかも学生数が少なかったた

めに教育も十分に行ない得た。これに対し現在の大学は学生数の増加により

-２３３－
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研究よりはむしろ教育に力を入れなければならないような状態であることは

明らかである。このように大学が大衆化したことをそのままに放置;しておい

て現在に至ったために．現在のような大きな大学問題が起きたといっても過

言ではない。このような場合に単に制度の承をいくら変革しても結局は十分

な目的を達することは考えられない。

以下この試案に対して疑問点についていくつか意見を述べる。

1.沙大学の多様化.

この試案の最も骨子をなしているものであるが．大学をこのように類別

化することは現今の社会に対し直接的に利益があるにしろ、それが将来に

わたって、社会を構成している人間の調和を得るかどうかは極めて疑問で

むしろ人間にとってマイナスの方向であり、更に社会にとって当然そのは

ねかえりがあり．将来の禍にもなると思われる。またこの類別化により職

業大学と研究大学とは互化相入れざるようになることは過去の大学と高等

専門学校とのあり方からみて明らかなことである。またこの第１種大学と

第２種大学など大学院をもつ大学と．持たない大学の格差が当然あらわれ

て来て．この第２種の大学の入るための入学競争が益々激しくなるものと

考えられる。むしろこれらの大学には大学院に入れて教育研究するような：

手段をとるべきであろう。

2．教育課程の改善について

一般的にいって、このように綜合的な専門教育を目的として編成しなお

して行くならば．それは一般教育科目の圧迫という形で専門教育をより高

度化しようとする努力のみが行なわれていくであろう。一般教育とはむし

ろ専門教育と相対立して存在する場合もありうるもので．専門（職業）をど

う動かすかが一般教育の目的である。したがって一般教育をどのように行

なうかは人間の将来を左右するほど重大なものであろう⑤もちろん一般教

育のあり方には騒々問題はあるにしても少くともその点については間違い

なく現在まで行なわれて来ているであろう。このような一般教育が十分に

－？３４－
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行なわれれば当然資格についてもその必-要､性がなくなって来る｡特に現在

のような科学的進歩のテンポの早い時期に、それについて行けるのは職業

教育ではなく、それらを含めて他のいろいろの学問の基本的考え方と知識

がその科学的進歩を受けとめることができるであろう。

特に外国語に関して、単に実際的な活用能力の育成のみをめざすような

考え方では全く厚さのないものとなり日本の世界的立場を危くするものと

考えられ教養の外国語は、もちろん前述の活用面も必要であろうが．むし

ろ外国人の物の見方、考え方に中心を置くべき性質のものであろう。もち

ろん現在の外国語のあり方についてはいろいろの問題をかかえていること

は事実であるが。それだからといってこの実用性のみを強調するやり方に

は大いに反撒を感ずるものである。

また体育についても課外の体育活動に対する指導を徹底させることは現

存のように運動機能が一般に下っている時､にまさに逆行する考え方で．む

しろ大学期間全般にわたって行なうべきものであろう。いずれにしても一般

教育に関してその人的．財政的援助という形で解決を図るべきてあろう。

3．教育方法の改善

現在の教育は一般によくいわれるようにマス・プロ化し、そのため一般

的学生の理解が大いに落ち．そのため゛大学生の能力の低下ということがよ

くいわれる。それはやはり教育の多人数化が大いに原因となっており．ま

た、さらに初等・中等教育のあり方が十分に科学的に行なわれていないた

・めであろう。多人数教育は実際にかなり行なわれているが、同時に小人数

の教育も行なうことはほとんど不可能である。少くとも一般教育課程では

多人数教育を行なうことで全くその労力を費しているようなのが現状であ

る。多人数であれ．小人数であれ～その教育を十分に行なうためには現在

の数倍の人員を必要とするでおろう`、

４高等教育の開放

高等教育を広く一般に開放すべきであるという意見は全く同感であるが、

－２３５－
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これがどのような形で行なわれるかは重大な問題を含むといえよう。再教

育という形である特定のもののみを受入れたり、あるいは逆に特定のもの

を締め出したりするような事があっては教育の機会均等ということに触れ

るものといえよう。また特定の産業と特に密接な結び付くような事がある

とするならばそれは研究の自由をも犯すような事ともなりかねない。これ

らの点についてば特に十分な配慮を必要とする○

5．教育・研究組織について

教育・研究組織の分離はそれらが有効に働くという点においてはよい方

法といえよう。しかし現在のような学部学科別の教員組織では教育でおれ・

研究であれそれが十分に機能的にはなりえない。これらが十分に機能的に

動くためには少くとも研究組織には学部学科をはずした研究集団を基盤と

して一定期間の教育あるいは研究という形にあらためる必要があろう。こ

の場合学生については学部学科所属という形をとってもよいと思う。

教員の職制についてはその職階をなくすべきだとする意見と､存続して

もよいので味ないかという意見とがあった。

６管理運営について

高等教育機関の管理運営について現在に至るまで種々の問題があってそ

の運営あるいは管理がスムーズに行なわれなかった場合もみられたが､(そ

のために学長、副学長などを中心とする中枢的な機関を強化することはあ

る場合には適切で効果的なこともあろうが、逆にその権限の強化によって

中央`集権的あるいは梅力的な問題も起って来ることが考えられる。この点

大きな懸念をもつものである。またその機関に学外有識者を入れる場合も

慎重な配慮を必要とする。この点この報告書では極めて不:明磁~である。

また高等教育機関には、大学の管理運営にあたる専門職員を養成するコー

スを考える必要があろう。実際に教育・研究に当るものが、管理迷宮に当

ることは実際上困難なことが多い。

以上を概略に述ぺると次のようになる。
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1．大学の類別化はあまりにも多岐にわたり．そのため一闇大学制度を複

雑化している。むしろ大学院のみの大学と現行の大学（４又は６年制）

で充分に実施することができる。このように類別化は大学の格差となっ

てあらわれ入学のための競争が－属激し<なることも考えられる。

かりにこの新しい類別化を行なうにしてもその具体的実施の手段が明

らかでない｡

２多人数教育とは］人と学生の多人数ではなくて．多数の教官と多人数

の学生という形でなければ十分な効果は上げえない。

3．教育課程の改善

一般教育が基礎専門のような形で圧迫をうけ人間観など綜合性が十分

に育成できない心配がある。

外国語教育、体育などのあり方については．慎重な取り扱いをしてほ

しし､｡

４．高等教育の開放は教育の機会均等にもとずいて実施すぺきである。

５．教育・研究組織の分離は、その基礎となっている学部・学科の解体な

くしては実施し得たい。

６．大学院のあり方としては大学（第］種・第２種等）の修了によって、

又一般人へも開放した形で実施すぺきである｡

７．管理・運営については、中枢機関の強化という形は場合によっては極

めて危険性をもつことが予想される。

８教官の人事処遇について人事の問題はいままでいろいろの危倶をいだ

かせているが．この点工夫を必要としよう。

以上この中間報告について．童な問題点を取り上げた。今後本教養部にお

いても十分そのあり方について検診することになった。！
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〔附〕

『高等教育の改革に関する

基本構想試案（中間報告）』

の問題点

（国立大学協会大学運営協議会研究部会検討試案）

「

第３研究部会…………………･…………………．.…………１頁

（中教審試案第１高等教育の改革の中心的な課題１－５）
’

（同上第２高等教育改革の基本樹想12-13）

第２研究部会…………………………………………………６頁

（中教審試案第２高等教育改革の基本樹想１－６）

第１研究部会･…．.……………………………………………１０頁

（中教審試案第２高等教育改革の基本構想７－１１）

◆

Ｉ
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『高等教育の改箪に関する

基本構想試案（中間報告）』

の問題点

（第３研究部会）

（中教審試案第１高等教育の改革の中心的な課題１－５）

（同上第２高等教育改革の基本構想12-13）

１全体としての問題点

この『試案（中間報告）』は､「高等教育改革の中心的課題」は．「社

会の要請」に応じうるよう随、大学の制度．教育、研究を改めることにあ

るとの観点から書かれているといってよいが、そこではつぎの諸点が問題

となるであろう。

（１）「社会の要請」が、産業・経済界における筒･中級技術者にたし､する需要

の増大、およびそれを受けての国民の側における大学進学率の上昇とい

うような、いわば低次元のものとして理解されている傾向が強いこと、

（２）このことは、社会において大学の果允十べき役割が、いわば受身一方

に理解されているということであり、裏返していえば、社会において大

学がこれまで多少とも果たしてき、今後はますます果たしていくべきで

ある創造性、批判性といった積極的役割が軽視されているということで

ある。

（８）大学のもつこの積極的役割の軽視ばまた．大学が組織体としてもつ特

、異な性格についての理解を浅からしめ、その管理･運営について、､通常

の組織体とほぼ同一の方式を適用していこうとしていること。

（４）この管理・運営方式改革の根底にあるものは、合理化・効率化・近代

化、であり、すべてはそれで解決するとの考える傾向が強く､それらが

大学という特異な性格をもつ組織体に適用された場合に生ずべきマイナ
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スの面についての配慮がほとんどみられないこと。
,!.．.！｡

（５）今日の大学問題、こiとに日本のそれは５敗戦後から今日していたる文教

政策や経済・財政政策の総結果として生じた側面が強いにもかかわらず．

大学問題をこれから切離して処理しようとし、特に従来の諸政策にたい

ずろ反省ないし批判らしきものが．ほとんどみられないこと。

Ⅱ個々の問題点

（「第１高等教育改革の中心的な課題」

「１，高等教育の大衆化と学術研究の高度化の要請」について

この項I式、本文については特に問題はないように糸えるが、説明文彰も併

せて読むと～その結びの文章からもわかるように、第２の１「高等教育機関

の目的・性格の多様化」についての提案の伏線となっていることがわかる。

そしてそこにはつぎのような問題がおるように思われる。

（１）：大学の任務・機能を主として「高等教育機関」たることに限局して考

える傾向が強すぎること。

(2)しかも、その｢高等教育機関」た石大学の目的･性格および内部組織

の多様化が、職業についての「社会の要請」に密着して考えられすぎて

いること。｡

（３）大学の多麟化にともなへて生じる可能性の強い．大学間の格差の増大、

および大学卒業者にたし､する社会的待遇上の開きの増大についての配慮

が示されていないこと。

「２，高等教育の内容に対する専門化と総合化の要請」ｒついて

この項も、前項と同様な意味で、第２の２「教育課程の改善の方向」にお

ける具体的提案の伏線をなすものとみられるが、そこにはつぎのような問題

がある｡

（１）まず、ここには．「総合された専門的な教養」というような．よく理

解できない表現があり、何をいおうとしているか的確に把握しがたい点

もあるが～おそらく～専門的知識方もちながら、それに閉塞しない広い
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視野と真の意味での教養をもった人間を創乃ことの必要が説かれている

ものとみてよいであろう。

（２）もしそうだと十れぱ、現在のような「一般教育と専門教育とを積重ね

る方法…の欠陥を改める｣ことば必要である賑しても､｢〔それ〕とと

もに、多様な進路に応じた新しい教育課程を設計十ること」が必要であ

るかどうかには問題がおろう。というのIま、この場合には．悪くすれば．

学生を一つの教育課程豚おしこめて．いわばおしきせ的教育才すること

になりかねたいからである。むしろカリキュラムに柔軟性をもたせ．選

択の余地をできるだけ拡大十る方向で、目標に近づくくふうを十ぺきで

あろう。

（３）なお．ここでも、「将来の職業生活脈必要な準備として」とか、「本

人の将来の社会的進路才中心として」とかいう言葉肱もみられるように．

教育内容が．職業舵ついての「社会の要諸」に密着して考えられすぎて

いるという、前項で指摘した特徴がさらに顕著にみられる．

「３，教育・研究活動の特質とその効率的な管理の必要性」脈ついて

この項は、第２の「５，教育組織と研究組織の機能的な分離」、「７，高

等教育機関の規模と管理運営体制の合理化」、「９，国・公立大学の設置形

態に関する問題解決の方向」等脈ゑられろ具体的提案の伏線をなしている。

（１）ここでの最大の問題は、知的創造的活動才使命と＋ろ大学を、「効率

的」に管理＋ろということの意味が、どこまで正しく、かつ深くとらえ

られているかということであろう。Ｌ

（２）具体的〃は．「Ｉ、全体としての問題点」であげたこと、特脈、(2)．

(3)、(4)が問題となろう。
￣；；．

「４．高等教育機関の自主性の確(泉とその閉鎖性の排除の必要性」脈ついて

この項も、第２の「７．高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化」、

「８℃教員の人事・処遇の改善」、「９，国・公立大学の設置形態に関十ろ

問題の解決の方向」等における諸提案の伏線をな＋ものである。したがって、
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前項の場合と同様、「Ｉ、全体としての問題点」であげたことがあてはまる

が、そのほかにもなお゛つぎのような点が問題となろう。

（１）ここでは．大学の自主性をおびやかすものとして．公権力とならんで、「学の．

内外における政治的・職業的な組織活動や経済的な誘惑」があげられるとともに

今日ではむしろ後者の脅威のぼうが大きく、公権力はその脅威をふせぐはたらき

をさえするものであるかのように述べられている｡しかし､大学の自主性は.本来も

「学問の自由」のためにあることを考え、かつ、公権力を、警察力とい

うよう'て狭く解十ろのでなく、そのときどきの政府が行使十る有形．無

形の力の総体というように広く解し、その力とその他の「学の内外にお

ける」力との「学問の自由」に及ぼしうる影響の大小を較愚すれば．こ

の項で述べられているような理解に雌､問題があるといわなければなる

まい。

（２）また自主性確定の方法として、「…もっとも重要なことは．大学とし

て明確な意思決定を行ない、それを的確に執行できるような体制を整備

することである」として．管理体制の強化を念頭においたような説明を

している点も、「Ｉ、全体としての問題点」および(3)「３、教育・研究

活動の特質とその効率的な管理の必要性」についての問題点で述べたよ

うな意味で､・問題であろう。いた、大学の自主性がもっとも脅威方うけ

るおそれがあるのは、整備、強化された管理体制と公権力とが結びつい

たときだともいえるのである。

（３）さらに、ここでは、大学が「閉鎖的な独善に陥為傾向」をさけるため

に、大学を「開かれた大学」とし、かつその「設置形態や内部組織にも

改善を加え」るぺきたとされている。しかし、「’､全体としての問題

点」のところでみたように、大学がそれにたいして開かれるべき「社会

の要請」〃ついていわば低次元の理解だしたままでしかも大学脈たいし

て通常の組織体の運営を効率化する場合と同じ方式を適用しようとする

かぎり、その「開かれ」「改善を加え」られた大学には．「社会の要請」
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にたし､する敏速な適応的活動Iま期待されても、「生気のある創造的活動」

は期待できないておろう．

「５，高等教育機関の自発性の尊重と国全体としての計画的な援助心調整の

必要性」〃ついて

この項の本文の趣旨は了解でき為が、これが、第２の「１０，国の財政援

助方式と受益者負担および,奨学制度の改善」、「’１､高等教育の整備充実

に関する国の計画的な調整」における提案の伏線とたつていることを考えて、

説明文をも併せふると、つぎのような問題がふくまれている。

（１）いうところの「国民全体の立場脈立った合理的な計画」をたてる主体

が誰であるのか、すなわち政党に基礎をおく政府であるのか．文部省で

あるのか・大学の自主的組織であるのか、あるいは．政党』てとらわれず

国民のなかから選出された代表者であるのか。

（２）この主体の如何によへて．ここで用いられている「必要な」己「合理

的」ないしば「望ましい方向」等の言葉の内容院も相違が生じてくるで

あろう．

「第２高等教育改革の基本構想」

「’２，学生の生活環境の改善充実」について

（１）学生の生活環境の改善充実の問題を主として学寮問題に限局している．

点脆は、問題がおろう。

（２）学寮の厚生施設としてとらえｃ整備していく方向には賛成でおハそ

の管理を大学から切離すことが示唆されているのだとすれば、それにも

賛成である。

（３）ただし、学寮の現状を批判しながら、学寮問題の根底〕には面戦後にお

ける国の住宅政策の貧困という問題がある点にふれていない点は不満で

ある。

（４）ここでの議論は国立大学に限局されているように思われるが．厚生施

設としての学寮問題は私立大学にも共通ぞる問題である５．
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「１３句大学入学者選抜制度の改善の方向」について

（１）提案が具体的でないためコメントは省略するが、いわゆる「内申書」

をどう「改善」するか、またそれにどれだけのウエイト才もたせるかの
゛：'｡.、

具体的方法が問題でi#､ろり。

(2)「共通テストの開発と活用」についても同様。
：、

（８）私立大学の場合は、受験料力;財源として相当のウエイト瀞もっている

点をどう考えるかも問題となろう。

.】

】１．１．必、

（第２研究部会）

（中教審試案第２高等教育改革の基本構想１～５）

１全体としての問題点

この試案は、高等教育機関〃ついての構想でおへて、ここにいう高等教育

機関とは何であるかということlま明瞭を欠くところがあるばかりでなく、現

存の歴史的な大学のもつ理念および制度と機能についてみて、異質の考え方

をとっているよう〃思われる。伝統的な大学を評価する場合、その長所と短

所とは併せて毒i感さるべきであるが、ここでは大学の管理運営が閉鎖的でか

つ独善的である点が指摘され、その点の批判に力を入れている。

その結果、外部の社会からの要求にたいして、開かれた大学であるべきで

ある、というところから．大学の管理運営については、近代化、すなわち合
?・・

１０‐ｂ

理化、効率化の必要が強調されてい湯．しかし．このような社会的要請lま．

大学教育が社会に対して即座に有用な人間をつくり出すことを要望するので、
．(､.．

大学のもつ独自で積極的な役割、ことに創造的な役割を軽視する倶れを含ｔｙ
称

構想となるので}またいかと考えられる。

ここにいう高等教育機関とは、必ずしも伝統的ないみでの大学ではないで

ある５から、そこ淀ある程度の新教育機関の構想が現われてくるのは当然の
｡｡#■,･･･
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ことであろう.この新構想の面では。いわゆる高等教育概関が､研究とは必

然的な関係に立つものでlまたぐ、単なる教育機関として考えられる傾きをも

っている。その目的が当座の役に立つ有用な人間を育成十ること'て傾き、そ

こでは教養さえも有用な社会人の必要とする「総合された専門的な教養」と

いう特異な表現だとへている。他面．社会的進路に応ずる職業生活教育が重

視され．これを専門的教養なり教育と考える。高等教育機関随職業教育的な

要素がとり入れられ、これを重要な目的としていることは－積極的で創造的

な人材を養成するには不完全な零.え方であろう。

しかも．いわゆる高等教育機関における教育方法〃ついて、その効率化を

考慮しているが．何れも与える教育であり．教育とは知識の伝達に止められ

ている。このい承での教育は一方的とならざるをえないのは当然のことであ

ろう。

さらに、高等教育機関の多様化という構想によって．その中には大学的内

容を備えない特殊目的の機関さえ含まれうるものとなって、教育の理念なり

方法なりの雑多な分裂が現われてくる慣れもなしとしたい。

このような中教審の構想は。いわゆる高等教育機関における教育と研究の

均衡のとれた位置づけを欠いているところから、教育の実用性という基本的

立場とあいまって、教育制度の統一性を妨げ、その混乱をひきおこすことも

ありうるであろう。

Ⅱ個々の問題点

「１，高等教育擬関の目的・性格の多様化」

(1)ここに挙げられた六種のいわゆる高等教育機関は伝統的な大学とはその

まま合致するものではなく､カテゴリーとして構想されたものであろうから、

各種の異った内容をも気ている。,秀の結果Ｉまシ教育制度の混乱をひきおこす

慣れもあると考えられる。六種の機関のうち､第１、第３、第４種の機関は｡

それぞれ単なる教育機関であるとされ、それらはあるいは社会的進路に応ず

る「専門的な教養」教育．または「専門的な職業」のための資格．能力、訓
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線などを目的としており、いずれも実用性が強く、少なくとも研究とは無縁

のものである。これを高等教育機関とし、最終教育の段階とすれば、いわゆ

る高等教育機関における研究の占める地位は欠けており．これを高等な教育

となしうるか、という疑問が生れる。

(2)これらの機関は教育機関であり．研究教育機関とされるのは第２、第５、

第６種であるが．そのうち第２種は現在の学部課程と大学院修士課程とを結

合したものである。それが、大学間の格差をつくり出す条件となりうるばか

りでなく、ここにいう大学院については未だ検討されていたい。他の２種、

第５･第６種は新たな構想による単なる大学院であって、これも内容は明ら

かでない。この構想についてみても、研究の問題が教育とは切り離されてい

る。

「２，教育課程の改善の方向」

(1)一般教育と専門教育について､その従来の形式的区分は廃しているが、

これを総合的な専門教育というような考え方によって置きかえようとしても、

教育の実用性という基本的姿勢からずれば一般教育の理想は失われているよ

うに思われる。

(2)外国語教育を実際的な活用能力だけと結びつけ、その能力検定について

まで考慮していることはｏ何ら高等教育機関と関係する問題ではなさそうで

あり、外国語教育の本質的理解を欠くものというべきであろう。

「３，教育方法の改善の方向」

教育大学的手法を応用することは適当であろうが．講義とはたんに精選さ

れた内容を伝達十るという一方的なやり方であるとし､学生の側の自発的・

創造的な活動随留意するところが薄いのは適当とはいい難い。その点につい

て、教育についての学生の立場を消極的な地位に鼠きながら、体育的・文化

的な活動の場面にのみ学生の自発的な活動を期待するのは、この報告の基本

的性格と関係しているであろう。

「４５高等教育の開放と資格認定制度の必要」
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一方的伝達としての教育について、これを開放し､資格を認定するのは好
ましいとはいい難いであろう。

「５，教育組織と研究組織の機能的な分離」

個人としての教員が教育と研究の両面の活動に従事÷べきものとしたがら、

教育上の組織と研究上の組織は区別さるべきであるとし、教員にたいしては

教育を行なうために必要な研究の環境が用意されるべきであると十るのみで

ある。また、教員が研究面に関心を払い十ぎること、教員選考に当っても研

究業績を重視しすぎることなどに担われ÷ぎて、大学における教育と研究の

本質的な不可分性を否定している。ここにも．実用教育の偏重の傾向が示さ
れていると考えられる。

「６．大学院」の在り方

・研究機関としての．いわゆる高等教育機関の在り方を考えるに当って、こ

の項は重要であろうが、今後の検討に委ねられている。ともあれ、第２、第

５，第６種の機関は、新構想のなかでIま．いわば切り離され、外された地位

しか与えられていたい。いわば、高等教育機関の中では例外的であって、も

しこれを高等教育機関の中に含めると十れぱ、機関相互間の格差はいよいよ
拡大されざるをえないでおろう。

以上。高等教育機関を社会的有用性という見地から見た構想であって、研

究の軽視、基礎的教養の認識についての不徹底さはその欠点であり．しかも

六種の高等教育機関の考え方は統一的でなく、教育制度の混乱と。相互間の
格差をひきおこす倶れも含まれている。

大学教育にかんする的確な理念から出発し、独自であり積極的な機能を目

指÷ことによって、却って社会的要請に応ずることができるであろう。
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（第１研究部会）

（中教審試案第２高等教育改革の基本構想７－１１）
■

Ｌ全体を通じての問題点

（１）従来の国立大学の管理運営が閉鎖的であって、その結果独善的に陥る

危険性が大きかへたことが指摘されている。ある面において、この点は

大学として反省しなければならないことではあるが、本中間報告は全体

としてこの点についての批判に急であって．大学の自主的な管理運営に

よってえられた長所．とくにそれがわが国の学問研究の発展に寄与しボー

ことへの理解に乏しい。そしてこのような性急な批判の結果として、大

学が外部の社会からの要求をうけいれるべきであるという考え方に偏し、

このような外部の社会的要求をうけいれるための制度の提唱においても．

それがどのようなマイナスの面をもつか脈ついての配慮に欠ける憾率が

ある。

（２）大学教育が社会に有用な人材の養成に役立つことは必要であるが、中

間報告は高等教育機関が教育面における当面の効果を効率的にあげるこ

とに重点方おきすぎる嫌いがある。教育面脈おいても長期的視野にたっ

た構想を考えるべきである。そしてとくに大学に課せられた重要な任務

である基礎的研究は、しばしば当面の効果を期待されないものでありな

がら．長い眼でみて趣国家・社会にとって必要であることはいうまでも

ない。中間報告はこの点について充分な考慮が払われていない。

（３）中間報告に示された意見には抽象的脈は理解しうる点も多いが、それ〆

が具体案にどのように実現されるのかが示されていなし､もとよりこのような具

体案についてはこの基本構想をもととして今後検討されるのである５が.具体的

うらづけを欠く抽象的な構想のみではこれを正しく評価できなし場勘沙なくなしｂ

Ⅱ個別的な問題点

第２高等教育改革の基本鯛想
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｢７．高等教育機関の規模と管理運営体制の合理化」

(1)高等教育機関が巨大化することはその機能左低下させる原因となるか

らそれを適正規模MFおさえる必要のあることはたしかである。しかし．

現在の学問の発達からみて総合大学は大規模になるのは必然的ともいえ

る。中間報告は総合大学の積極的な意義を検討する必要があるとしてい

・るが．その背景には総合大学への消極的評価があるようにもみられる。

高等教育機関の顧別化（第２－１）の構想にもそれがうかがわれる。し

かし他方で学長などの中枢的な管理機関の指導性の確立のように､むし

ろ総合大学の方式の維持を前提としているともみられる提言もある。構

想はいずれの方式をとろうとしているのかが不明確である。

（２）研究施設の連携協力の強調仇よいが、さらに÷すんで効率的な統合の

方向も考えられているようにみえる。これは科学技術庁設置の構想と同

趣旨であるが、研究と教育の機関である大学の場合、その教育計画に支

障をもたらすおそれがある。

（８）大学の中枢的な管理機関の指導性の発揮は必要であるがこの反面とし

て権限の過度の集中があるとき大学の管理連営憾却って阻害される危険

があり、この弊害に対処する具体策が示されねばならない．

（４）財務・人事・監査などに関十る機関に学外の有識者,を加えることが、

そのまま大学の内部的な衰退を防止することになるかどうかは明確では

ない。むしろ外部の政治的・経済的な要求がそのまま大学にもちこまれ、

大学の「自主的・自律的」た運営が組書きれ学外の近視眼的要求に左右

されるおそれもある。

「８，教員の人事。､処遇の改善」

（１）教官の選考や業績評価に学外の専門家の参与を求めることも、それが

直ちに不適格者の温存をなくしたり｡人事の流動性を確保することにな

るかどうか疑問であり、その連用によっては大学の自治の基本的部分と

矛盾するおそれがある。
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（２）任期制の採用も、それが長期的な研究計画を困難ならしめ、教官の地

位を不安定ならしめることにもなるから、その採用睦安易になされるべ

きではなく、充分の配慮が必要であり、他の方法と並んで検討されるべ

きである。なお．第三者による訴追の制度は６裁判官や人事官のように

強い身分保障を前提と＋ろから、教官についても同様の保障がなければ

不合理であり．また訴追をどういう方式でいかに扱うかなど具体案が示

される必要がおる。

｢９．国・公立大学の設置形態に関する問題の解決の方向」

（１）現行の制度では、大学の設置者である国または地方公共団体が国民ま

たは地方住民に負う民主政的な責任を明確に十ることと、大学の自治に

もとづく管理体制を維持することとが矛盾する場合の解決ができないと

いう前提がとられているよう〃思われる。この二つが一見矛盾するよう

にみえるときでも、大学の自主的運営に委ねることが民主政原理に反し

ないことは当協会が「大学の管理運営に関する意見」の第２章で明らか

肺したところであり、この前提は直ちに賛成できない（もとより大学の

管理運営の責任が不明確であ弓てはならないことは当然であるが）。

（２）大学の管理組織の抜本的改善の方法としてあげられる学外の有識者を

加える新じい組織の設置は、国鉄に部外者の理事を加えるやり方に似て

いる。これは大学の教官ｒよる管理体制が独善的になることを防止する

効果があるとしても．もしその学外者に適任者をえられないときには大

学の自治は内部から崩壊する危険がある。一般に部外者は大学の研究・

教育・管理について批判者として÷ぐれている場合でも．主体的に管理

に協力し、大学の機能に充分の理解をもつことは至難であるといわねば

ならない。

（８）第２の方式は、将来の大学の設題形態として検討に値するものである

が問題点が少なくない。これにより国または地方公共団体は従来の設置

者としての責任を免れるが．一定額の公費の援助を受ける結果ご予算の

附1２
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審議決定．会計検査腕おいて国などの介入は免れず、この場合、結局教

育や研究の計画について政治的規制をうけるおそれがなくはない。また

現行の特別会計を法人に改めると､公費の配分もその前提となる大学の

教育・研究計画の決定脈ついて大学間の調整を十ることはきわめて困難

であると思われる。さらにこの法人には固有の機関が必要になり．あた

かも私立大学の理事会の如き機関が国立大学に設けられ、そこに研究教

育と経営との対立の調整の問題が生じよう。この機関彰評議会や教授会

から独立した組織とすれば大学の本来の機能である研究と教育の独立性

が阻害されろおそれが生まれる。

「１０，国の財政援助方式と受益者負担および奨学制度の改善」

（１）・国公立大学と私立大学の格差を縮少十ることは必要であるし、また国

公立大学に入学を希望していながら入学できない青年が多い現状では、

受益者負担の原則Iま考慮されてよいともいえ為。しかし経済的に困難な

階層に教育の機会均等を保障十る意味で国立大学の学資を低く押える必

要も無視できず、また私立大学の授業料の合理化をぬき院して単純に国

立大学の授業料の値上げを論ずることは妥当でない。

（２）大学に対する国以外の一般社会からの大幅な資金的援助が得られるた

めの具体策を早急に識ずる必要があり．この場合に大学の自主性の尊重

もあわせて考えるべきであろう。

「１１、高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整」

(1)ここでいう「長期の見通し」が果してどの程度の期間を指すのかが明

確ではない。

(2)計画の立案、その実現の推進のための新しい公的な体制が具体的に明

確でないので的確な論評ができない。「広く国民的利益を代表する人々」

が参加するとし、「国民全体の立場に立って」立案するといってもなお

抽象的である。これを単純に民主政の論理で解釈し、国会あるいは政党の政治的

考慮が加わるようなものとすれば、大学の理念に適合するとはいえない。
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